


平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11
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単
位
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年
度

H20
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年
度
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総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

⑴
適用児童
数 人 357 342 298

無料化が適
用される児
童数

H
1
9

182,591 ⑷

認可保育
所　減額
となった1
人当りの
保育料

円 15,048 13,905 14,841

（認可保育
所）
減額となった
保育料（月
額）／適用児
童人数

⑵
H
2
0

177,362 ⑸

⑶
H
2
1

190,466 ⑹

⑴ 開設日数 日 205 230 230 実開設日数
H
1
9

54,834 ⑷
延べ利用
人数 人 1,139 2,477 2,600

相談・親子教
室の利用人
数

⑵
H
2
0

70,639 ⑸

⑶
H
2
1

84,934 ⑹

⑴ 開設日数 日 246 261 261

平成１８年７
月２１日CC
プラザ内に
開設

開設１日あ
たりのコス
ト，平成１９
年度から国

H
1
9

11,138 ⑷ 利用人数 人 9,338 10,563 10,500
平成20年度
増加傾向

⑵ 開設時間 時間 1,476 1,566 1,566

１日　６時間
開設
（午前１０時
～１６時）

H
2
0

14,551 ⑸ 相談件数 件 144 137 120
子育てアドバ
イザーによる
育児相談

⑶

子育てボ
ランティア
受け入れ
状況

件 2 2 3

平成20年度：
歯科相談
月 1 回
　
ヨガ教室　月
2 回

H
2
1

15,432 ⑹ 人

⑴
受給者証
の発行数 件 6,179 7,062 7,500

市内に住所を有
する０～１５才ま
での乳幼児・児童
に対して発行す
る受給者証数。
ただし他の福祉
医療制度がある
ため市内の全乳
幼児・児童に発
行するわけでは
ない。

H
1
9

22,905 ⑷
医療費の
公費負担

千円 131,939 118,565 133,000
三次市の乳幼
児・児童医療費
公費負担額

⑵
H
2
0

18,176 ⑸

⑶
H
2
1

18,982 ⑹

継
続

継
続

当該事業は多
子家庭の保護
者の経済的負
担軽減に大き
く寄与してお
り，安心して生
み育てる環境
づくりには十
分な成果を挙
げている。ま
た，二次的な
効果として市
税等の滞納者
が減少し財源
確保に繋がっ
ている。

継
続

A 継
続

市民のニー
ズも高い事
業であり，
今後も継続
して実施す
る。

他市でも
第3子目
に対する
補助を実
施してい
ることを
見ると社
会的な
ニーズは
高いと思
われる。

5

認可外
保育施
設へ児
童を通所
させてい
る保護者
から第3
子目以
降の保
育料に
対する補
助を望む
声もあ
り，平成
19年度
から補助
を実施し
た。市民
ニーズは
高いと思
われる。

27

軽減措
置である
ため，補
助金や
保育料
等の減
額は不
可能であ
り，第3子
目以降
保育料
軽減認
定に当っ
て，確認
すべき項
目が多
く，人件
費の削
減も困難
である。

5

認可保
育所に
ついて
は，保育
料を減額
するとい
う制度の
ため市で
なければ
できな
い。認可
外保育
施設・幼
稚園に
ついても
補助金を
交付する
という制
度のた
め市でな
ければで
きない。

4

認可保育所
では月額保
育料が
15,000円程
度減額とな
り，認可外
保育施設・
幼稚園では
保育料を月
額21,000円
を上限に補
助するた
め，経済的
な子育て支
援策として
は効果があ
ると考える。

4

平成19年
度から認可
外保育施
設，幼稚園
にも保育料
軽減補助
金という形
で制度の拡
大を図って
おり，第3子
目以降へ
の拡大は
充実してい
る。 5

保育料（延長保育
料，一時保育料，
特定保育料を除
く）を無料とする
が，親育ての観点
から一律無料で
はなく，給食費と
して月4,000円を
徴収する。ただ
し，保育料徴収基
準に基づき決定し
た額が4,000円以
下の場合は徴収
しない。認可外保
育施設・幼稚園の
保育料について
は月額21,000円を
上限に補助を行
う。

子育て支援策として，多
くの子どもを育てている
保護者に対して経済的
な負担を軽減する。

4

第
3
子
目
以
降
の
児
童

第3子目
以降保
育料無
料化

子育て支援策として第3子目
以降の保育料（延長保育料，
一時保育料，特定保育料を除
く）を無料とする。給食費として
4,000円を徴収する。ただし，
保育料徴収基準に基づき決
定した額が4,000円以下の場
合は徴収しない。条件として
①第3子目以降の子である。
②所得税法上，18歳未満の
子を3人以上扶養している。③
三次市内にある認可保育所
（公立23所，私立3所，計26
所）に通所している。④市税等
の滞納がない。また，平成19
年度から認可外保育施設及
び幼稚園に通所する第3子目
以降の保育料については保
育施設の協力を得ながら保育
料について月額21,000円を上
限に補助を行っている。

当該事業は多子家庭の保護
者の経済的負担軽減に大きく
寄与しており，継続していくこと
が必要である。

18

H20
年
度
評
価

1

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択
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１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

無
し

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

2

拡大・縮小
施
策
番
号

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1
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産
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育
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る
こ
と
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で
き
る
環
境
づ
く
り

17

ことば・発達などに心配のある
乳幼児を対象に，相談を受け
たり，それぞれのケースに
そって，基本的生活習慣を身
につけたり，親子あそびを通し
て，発達の支援をしていく。
粟屋西自治交流センターにお
いて，専門的知識を有する職
員（保育士・指導員）を置き，
指導にあたる。

こども発
達支援
センター
運営事
業

利用ニーズが高く，発達相談
や療育指導体制の整備などセ
ンター機能を充実させていく。
専門的ニーズに応えるため，
職員の人材確保に向けた賃金
保障や人材の育成を行う。
教室の内容に「親子プールを
導入して欲しい」という保護者
からの要望がある。子どもへ
の効果・方法・交通手段・費用
など検討を行う。
専門職員（理学療法士・言語
療法士などによる専門相談体
制）の確保・継続が必要であ
る。
子ども発達支援センターから
保育所や小学校へつなぎ、引
き続いて子ども達に支援が継
続されるシステムづくりが必
要。

こ
と
ば
，
発
達
な
ど
に
心
配
の
あ
る
乳
幼
児

。

週5回(月・火・水・
木・金）教室を開
催し，保育士等が
基本的生活習
慣，親子遊びをと
おして，子どもの
発達を支援してい
く。
（活動内容：１０：０
０～朝の会　　１
０：３０～親子遊び
（集団及び個別）
１１：３０～トイレ・
お弁当・はみがき
１３：００お帰りの
会・絵本の読み聞
かせ）

基本的生活習慣を身に
つけたり，親子遊びを通
して，子どもの発達を支
援していく。

5

発達に不安
があり集団
訓練の必要
を感じてい
ても県北に
施設がない
ため広島市
や東広島市
まで通所し
ていた多く
の児童が地
元で療育指
導を受ける
ことができる
ようになり，
相談や親子
通所を通し
て早期から
の支援体制
が実現して
いる。

3

子どもの発
達を心配
し、教室に
通っている
子どもも専
門的な支援
を受けるこ
とで変化が
みられ保護
者からも信
頼を受けて
おり子ども
の発達支
援に大変
有効であ
る。スタッ
フ，施設機
能の充実
により，更
なる向上が
見込まれ
る。

5

対象児
の増加
や療育に
対する市
民ニーズ
が高まっ
ており，
専門的
知識を有
するス
タッフが
求められ
ている。
支援にあ
たっては
子どもの
発達を熟
知した専
門スタッ
フが必要
なため、
専門職
員の確
保・育成
が必要で
ある。

4

市が行う
乳幼児
健康診
査との連
携が大
切である
が、現
在、市直
営で行っ
ており連
携がス
ムーズで
ある。

4

早い段
階からの
療育指
導は以
後の発
達に大き
く影響す
る。乳幼
児期で
発達に
不安が
ある場
合、専門
的な相
談・支援
を受けら
れる流れ
が確立し
ていくこ
とは本市
の子ども
の発達
支援に
有効であ
る。

4

県北に
発達支
援を行う
センター
は今まで
なく広島
市等へ
通ってお
られた
が、身近
な場所で
専門的
な相談・
発達の
支援を受
けたいと
いうニー
ズは高
い。どん
な子ども
もみよし
で生まれ
育ってい
けるまち
づくりに
つなが
る

25 B
事
業
拡
大

拡
大

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

理学療法
士・言語療
法士などに
よる専門相
談体制を継
続するた
め，人材確
保，専門機
関との連携
を図る必要
がある。

拡
大

現在、専門職
員を雇用し、
質の高い療育
指導・人材の
育成を行って
いる。現在の
支援内容が継
続されるよう、
嘱託職員の継
続確保に向け
た、賃金保障
が必要。また，
運営上，正規
保育士の配置
が必要と考え
る。

人
員

3

第
1
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ど
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１
子
育
て

有
り

(

1

)

安
心
し
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産
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育
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こ
と
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で
き
る
環
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り

18

子育て親子が安心して集い過
ごせる場所として，利用頻度
の高い店舗内を利用した”つ
どいの広場”としての「あそび
工房」をＣＣプラザ３階におい
て実施。
・子育て親子の交流・あそび
の場の提供，子育て相談，子
育てサークルの育成支援，育
児講座　等
・開設日：毎週，月・火・水・
木・金・土　　・開設時間：１０
時～１６時

つどい
の広場
設置事
業

育
児
支
援
課

より多くの親子に利用していた
だけるよう啓発普及に努める。

市
民
　

（
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者
　
子
育
て
サ
ー
ク
ル
　
等

）

子育て親子の交
流及び集いの場
の提供
子育てアドバイ
ザーによる育児相
談
子育て情報の提
供
子育てサークル
の育成支援

育児不安・負担感の緩
和を図り，元気に楽しく
子育てができる。
児童の健全育成。

5

利用数も増
加傾向にあ
り，子育て親
子が気軽に
利用でき安
心して過ごせ
る場所となっ
ている。
集客効果の
高い店舗内
で，くつろい
だ自由な雰
囲気であるこ
と，アドバイ
ザーが常駐
していること
などが，要因
と思われる。

4

人的・物的
環境の充
実，実施店
舗との協働
の推進，啓
発活動を実
施すること
により，より
効果が期
待できる。

4

使用料
等につい
て，課題
解決が
必要。

3

「誰もが
気軽に
利用でき
る」という
視点やさ
りげない
専門的
支援の
必要性
から，市
の実施
が適切と
考える。
公共性
が保た
れること
で成果
が期待
できる
が，適切
な実施
主体が
あれば，
民間委
託を検討
する。

5

子育て環
境の変化
に伴い，
育児の孤
立化が虐
待など要
因となる
場合もあ
る。育児
不安・負
担感の緩
和は社会
的課題で
ある。

5

利用数
の増加
からも
ニーズの
高さが感
じられ
る。

26 B 継
続

継
続

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

利用者も増
加している
ことから，継
続して事業
を実施す
る。実施場
所も含め，
使用料につ
いては検討
が必要。

継
続

利用数が増加
し，目的達成
に向けて成果
をあげている。
商工室チャレ
ンジショップ事
業補助金交付
期間を終了し
たため，経費
（特に使用料）
についての課
題解決が必
要。

4
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も
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子
育
て

有
り
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)

安
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と
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　三次市内に住所を置く乳幼
児および児童（0歳児から中学
校3年生修了まで）に対して，
総医療費のうち，自己負担分
３割（６歳児までは2割）を三次
市が負担する。薬剤について
は全額三次市が負担する。
　対象者は平成16年度10月よ
り小学校3年生修了まで，平
成17年度4月より小学校6年生
修了まで拡大。また，乳幼児
医療について所得の制限を廃
止し，乳幼児は全員対象とな
るよう制度を拡大した。
　受益者負担として，通院は
月４日まで，入院は月１４日ま
で一部負担金５００円／日を
自己負担。
　事務事業は，窓口における
申請の受理・審査および受給
者証の発行・発送，償還払い
の申請受理・審査および返還
手続き，
医療費および手数料の支払
い。
　申請書の受理については，
市民生活課・各支所窓口にお

乳幼児
等医療
費助成
事業

育
児
支
援
課

平成20年9月から実施した，中
学生までの児童医療の拡大
は，県内では初めてとなる医
療制度で子育てに係る保護者
の負担軽減の観点から，三次
市独自のものとして，更に広
報・普及に努めていく必要があ
るものと考える。

三
次
市
内
に
住
所
を
置
く
乳
幼
児
・
児
童

（
０
歳
児
か
ら
中
学
校
３

年
生
修
了
ま
で

）
に
対
し
て

。

現物給付：医療費
を医療機関等の
窓口で支払う時
に，三次市が発行
する受給者証を
提示すれば，一部
負担金を除く自己
負担分について
支払う必要がな
い。
現金給付：県外等
で受診した場合，
受給者証が使え
ないため，その場
合一旦支払った
自己負担分につ
いては，償還払い
申請により，一部
負担金を除く額に
ついて返還する。

医療機関等での受診時
にかかる医療費のうち，
自己負担分３割（６歳児
までは２割）について，
三次市が負担する。（た
だし，一部負担金および
入院時にかかる食費等
を除く）

4

市広報およ
び母子手帳
交付などの
機会を使っ
て制度の情
報提供を
行っている。
証の発行数
から見ても，
市内の乳幼
児・児童の
医療費受給
者証申請率
は高い。
子育てに係
る負担の軽
減を図り，
目的達成へ
の貢献度は
大きい。

5

乳幼児・児
童にかかる
医療費公
費負担（一
部負担金を
除く）は子
育てをする
家庭の経
済負担を軽
減してい
る。

4

平成19
年度4月
より運用
している
新基幹
業務シス
テムによ
り，現在
の交付
申請事
務のあり
方ではコ
ストの削
減余地
は小さ
い。現在
の運用
方法及び
受給者
証の仕
様を大幅
に変更す
るなどを
すれば，
余地は
大きい。

5

市でなけ
ればでき
ない事業
である
が，ただ
し，国・
県が支
援する余
地はある
事業であ
る。

5

三次市
の制度
は次世
代育成
支援に
基づいた
ものであ
り，社会
的ニーズ
を充分反
映したも
のといえ
る。

5

乳幼児・
児童は
病院に
かかる件
数が多
いため，
保護者
にとって
3割分（6
歳児まで
は2割）
の公費
負担は
ニーズと
して高
い。

28 A
要
改
善

継
続

継
続

制度としては
充実したもの
になりつつあ
り，引き続き市
広報および母
子手帳交付な
どの機会を
使って制度の
理解・周知を
図る必要があ
る。

所
管

保
育
課

育
児
支
援
課

無
し

継
続

子育てに係
る保護者の
負担軽減の
観点からも
継続して実
施する必要
がある。

3,798

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

60,658

128,364

16,247

拡大・縮小 改善の必要性

無
し

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

1／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
助成券交
付枚数 枚 899 965 1,000

おたふく風
邪：527枚
水ぼうそう：
438枚

H
1
9

5,410 ⑷
おたふく
風邪接種
件数

件 341 347 400

⑵ 　
H
2
0

5,421 ⑸
水ぼうそ
う接種件
数

件 311 352 400

⑶
H
2
1

6,464 ⑹

⑴
延べ利用
件数 件 1,837 1,517 1,800

平成20年度，前
年度に比べ利用
数は減少。

H
1
9

3,382 ⑷
延べ利用
時間

時間 8,779 7,402 8,700

平成20年
度，前年度
に比べ利用
時間数は減
少。

⑵ 報償費 円 2,487,850 2,019,600 2,496,000
報償費支払
額

H
2
0

3,843 ⑸ 会員数 人 799 877 900

平成20年
度，前年度
に比べ約１．
１倍の増加

⑶
講習会・
交流会 回 5 5 6

平成20年
度，まかせて
会員講習会
４回
交流会　１回

H
2
1

3,429 ⑹
まかせて
会員数 人 144 174 190

平成20年
度，前年度
に比べ約１．
2倍の増加

⑴
助成券交
付人数 人 696 630 600

年間の母子
健康手帳交
付人数＜受
診対象者数
(転入，転出
等で対象者
数は多くな
る)

H
1
9

37,472 ⑷
助成券利
用枚数 枚 3,069 3,886 5,000

4月より受診
券交付枚数
が14枚と拡
大することに
伴い，利用
枚数が増加
しているのか
効果をみて
いく。

⑵
H
2
0

35,404 ⑸

⑶
H
2
1

74,871 ⑹

⑴ 開設日数 日 243 293 293

開設日，１日あた
りのコストは平成
20年度，前年度
に比べ減ってい
る。

H
1
9

20,447 ⑷
延べ利用
人数 人 348 200 383

⑵
サポート
稼動者数 人 349 148 96

平成２1年度
臨時職員雇
用予定のた
め減

H
2
0

17,726 ⑸
まかせて
会員報償
費

円 1,321,800 506,400

平成２1年度
臨時職員雇
用予定のた
め計上しな
い

⑶ 稼動時間 時間 1,893 780 576

平成２1年度
臨時職員雇
用予定のた
め減

H
2
1

30,337 ⑹
２名以上
受入日 日 93 52 102

１日２人以上
の児童の受
け入れ日数

5
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も
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1

)

安
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し
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て
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と
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で
き
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環
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り

17

健
康
推
進
課

乳幼児
予防接
種費助
成事業

　平成17年度より，子育てによ
る経済的負担の軽減を図り，
幼児が健やかに成長すること
を目的に，おたふく風邪（流行
性耳下腺炎）及び水ぼうそう
（水痘）に罹患することを予防
するため，ワクチン接種費用
の助成を行っている。

　平成19年度に比べおたふく
風邪及び水ぼうそうの接種件
数が増加している。これはあら
ゆる機会を捉えて積極的に周
知した結果と考えられる。平成
21年度も引き続き市内委託医
療機関の協力も得て，接種勧
奨を行う必要がある。

　
三
次
市
に
住
所
を
有
す
る
満
１
歳
以
上
児
か
ら
小
学
校
就
学
前

（
満
６
歳
到
達
後

初
の
３
月
３
１
日
ま
で

）
の
幼
児

　おたふく風邪は
6,000円以内，水
ぼうそうは8,000円
以内でワクチン接
種費用助成券を
交付する。

　経済的負担の軽減を
図ることで予防接種率
が向上し，個人としても
集団としてもおたふく風
邪及び水ぼうそうの罹
患を予防し，幼児が健
やかに成長することを目
的としている。

5,232 4

　予防接種
費用を助成
することで，
予防接種率
の向上につ
ながり，疾
病予防の効
果が見込ま
れることから
目標達成に
貢献してい
る。

3

　継続して
事業を行
い，接種率
が向上する
ことで疾病
予防につな
がる可能性
が高くなる
ため，成果
向上余地
がある。

4

　幼児が
健やかに
成長する
ことを目
的として
助成して
いるた
め，コスト
の削減
余地は
少ない。

3

　予防接
種に係る
助成事
業である
ため，行
政が行う
べき事業
である
が，今後
事業効
率を検討
し，民間
等で実
施可能
なもの
（支払い
事務等）
はアウト
ソーシン
グも視野
に入れる
必要が
ある。

4

　助成を
行うこと
で予防
接種率
が向上
し，疾病
予防に
つながる
ことから
社会的
ニーズが
高い。

4

　子育て
中の家
庭にとっ
て経済
的負担
の軽減
と，疾病
予防の
観点から
ニーズが
高い。

22 B 継
続

継
続

継
続

さまざまな機会
をとらえての周
知・啓発の継続
により，接種件
数は増加してい
る。目的として
のおたふく・水
ぼうそうの予防
とそれにともな
う接種費用の経
済的負担軽減
は，幼児の健や
かな成長に資
する部分が大き
いと考える。

無
し

継
続

引き続き関
係機関とも
連携し，市
民に対して
制度の周知
を図る。

6
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育
児
支
援
課

子育て
サポート
事業

育児の援助を行う提供会員（ま
かせて会員）と育児の援助を受
ける依頼会員（おねがい会員）が
登録し，事務局（市のアドバイ
ザー）が仲介することにより，子
育てに関する相互支援活動を行
う。「あったかハートで応援しま
す」がキャッチフレーズ。保護者
のリフレッシュ，緊急な場合に一
時的に子どもを預かる場を確保
することで，子育てに対する協力
者のいない家庭の支援をしてい
く。地域と家庭の連帯感が生ま
れることにより，地域ぐるみの子
育てをめざす。
・利用時間：7時～21時　　・普及
啓発　・研修会，交流会，講習会
の開催
・利用料金：1時間６００円（市が
半額助成　保護者の実質負担額
は３００円）
・活動内容：自宅で子どもを預か
る。保育所への送迎等。

・民間機関への委託実施に向
けての具体的計画について検
討開始。
・核家族化等，子育て環境の
変化により，育児についての
負担感の解消は急務であり，
子どもを預けたくても預けると
ころがない等の課題に対応す
るため，より多くの市民に，こ
のサービスを知っていただける
よう効果的な普及活動が必
要。
・市外に住所を有し，本市に勤
務している保護者から，利用
ニーズが高まっており利用対
象拡大に向けての具体的取り
組みの検討。

市
民

（
0
歳
～
小
学
校
3
年
生
の
親
子
　
子
育
て
の
援
助
が
し
た
い

人

）

育児の援助を行う
提供会員（まかせ
て会員），育児の
援助を受ける依頼
会員（おねがい会
員）として登録し，
事務局（市のアド
バイザー）が援助
の依頼を受けて，
相互支援活動の
仲介を行う。
広報誌の発行，
交流会，研修会，
講習会の実施等

保護者は，仕事と子育
てを両立し安心して働く
ことができ，子どもは，
家庭的な雰囲気の中
で，健やかに成長するこ
とができる。提供会員は
ボランティア精神を生か
した活動ができ，生き生
きとした時間を過ごすこ
とができる。

5,831 5

相互支援活
動の仲介に
止まらず，
会員組織育
成の取り組
みを実施す
る中で，会
員間の信頼
関係の深ま
りが感じら
れ，保護者
の就労支援
に止まら
ず，児童の
健全育成に
成果を発揮
している。

4

効果的な普
及啓発を行
い，課題解
決に向けて
の早急な取
り組みを行
うことで成
果向上を図
る。

4

経済的
負担の
大きい子
育て期に
おいての
利用料
の助成
は目的
達成のた
めにも必
要。
また，ま
かせて会
員報償
額につい
ては，他
市と比較
しても適
当。

2

利用料
金の半
額を市が
助成して
おり，経
済的負
担の軽
減等，効
果有。ま
た，子育
てについ
ての問
題を早期
発見し関
係機関と
連携し対
応してい
くケース
もあり，
専門性
及び公
共性も高
いが，安
定した運
営状況
にあり民
間委託

4

核家族
化，共働
き世帯の
増加に
伴い，子
育ての
援助を必
要として
も援助者
が身近
にいない
現状は，
少子化
の原因
のひとつ
でもあ
る。保護
者の就
労保障，
児童の
健全育
成のた
めにも地
域全体
で子育て
を行う環
境づくり

4

会員数
の増加
からも
ニーズは
高いを考
えられ
る。特に
市街地
のニーズ
が高い
が周辺
部につい
ても増加
傾向に
ある。

23 B 継
続

継
続

継
続

会員数の増
加，コスト面等
の視点から，
一定の成果が
確認でき，
ニーズの高さ
から継続実施
と判断する。
実施主体につ
いては，安定
した運営状況
にあり，民間
への委託に向
け取り組みを
開始する。

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

会員数の増
加からも，
市民のニー
ズ及び成果
があるた
め，継続し
て事業を実
施する。民
間委託に向
けた検討を
行う。

7
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健
康
推
進
課

妊産婦
健診助
成事業

母子健康手帳交付時に，母子
健康手帳別冊（助成券）を同
時に妊婦へ交付している。
平成17年度から経済的負担
の軽減と母子の健康管理の
ため，助成券を2枚から6枚に
拡大し，非課税世帯に対して
は，さらに4枚追加交付してき
た。
平成20年9月からは助成券を
6枚から10枚に拡大し，平成
21年4月からは課税世帯の妊
婦も含め，全て14枚に拡大し
た。また，1回あたりの助成額
も4,620円から5,300円に増額
した。これにより標準的な妊婦
にあっては，ほぼ自己負担無
く出産までの健診が受けられ
る状態となった。

妊娠3ヶ月までの母子健康手
帳申請は約8割，残り2割は妊
娠4ヶ月以降の届出。
届出から出産までの期間を考
えると必要十分な助成となって
いる。
受診結果の分析をおこない，
妊娠時にかかりやすい病気，
なりやすい症状などへの支援
につなげる。
平成20・21年度の2年間のみ
国からの助成があるが，22年
度以降も内容を低下させること
なく継続して健診助成を行う必
要がある。

妊
婦

妊婦一般健康診
査費用を14回分
助成(1回あたり
5,300円まで)す
る。

健診費用における負担
の軽減を行うことで，母
子ともに適正な健診を
受け，安楽な出産を迎
えることができる。

22,305 4

母子健康手
帳交付時に
説明を行うこ
とで，妊娠初
期より受診券
を用いて健
診を受けるこ
とができる。
健診をうける
ことで，異常
の早期発見
につながると
ともに，自身
の健康管理
に利用でき
る。

4

妊娠初期
からの状況
確認に役
立ってい
る。また，
受診券の
枚数を拡大
したことで，
受診しやす
い状況にあ
る。

5

事業費
は医療
機関へ
支払う健
診費用
の助成で
あり，コ
スト削減
はできな
い。

5

母子健
康手帳
交付時
から，ま
たは早
期に出
産後に
おいて母
子とのか
かわりを
持つこと
ができる
ため，市
で行う意
味が大き
い。

5

定期健診
を受ける
ことは，
安心して
妊娠，出
産ができ
ることに
つなが
る。受診
券の枚数
が増える
ことによ
り，健診
に行く機
会を確保
できるた
め，社会
的ニーズ
は高いと
いえる。

4

経済的
負担の
軽減とな
るため，
市民の
ニーズは
高い。

27 A 継
続

拡
大

継
続

対象者につい
ては，妊娠中
の健康管理が
できるととも
に，経済的負
担の軽減につ
ながっている。
20年度中途か
ら国が助成を
始めたが，21
年度で終了予
定。市としては
国の助成がな
くなっても，14
回の助成継続
が必要と思わ
れる。

無
し

継
続

本事業によ
り適正な受
診につなが
るもので，
継続して実
施するとと
もに，助成
による効果
の検証も今
後必要であ
る。

8
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育
児
支
援
課

病後児
保育事
業

市立三次中央病院施設内に
病後児保育室を設置し（平成
21年5月から生涯学習セン
ターへ移転），病気の回復期
にあって集団保育が困難で，
保護者が病気・仕事・冠婚葬
祭等の理由により，家庭で保
育できない場合に，その児童
の保育及び看護を行うこと
で，保護者の子育てと就労の
両立支援を行うとともに，児童
の健全育成を行う。
・開設時間：８時～１８時
・利用定員：４人　・対象年齢：
０歳～小学校３年生
・利用料：２，０００円（減免制
度有）
・医師連絡表の提出が必要
・子育てサポート事業会員登
録が必要

・市外に住所を有し，本市に勤
務地を有する保護者からの利
用希望があり，利用対象拡大
に向け，検討が必要。
・利用料の支払い方法につい
て，改善の必要有。
・補助金要綱（次世代育成支
援交付金から保育対策等促進
事業費補助金へ変更）の一部
改正により，経過措置で対応。
次年度に向けては，今後の見
通しをふまえて，事業内容の
検討が必要。 市

民

（
０
歳
児
～
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
　
　
保
護
者
が
子
育
て

サ
ポ
ー
ト
会
員

）

市立三次中央病
院の一部を利用し
て保育室を確保し
看護師資格を持
つ専任職員により
看護及び保育を
行う。
（必要に応じて子
育てサポート事業
まかせて会員を雇
用する）

保護者は安心して子育
てをしながら働くことが
できる。
児童の健全育成。

5,194 4

平成20年度
利用件数は
減少した
が，市外か
らのニー
ズ，病児保
育のニーズ
等，多様化
するニーズ
に対応し，
サービスの
向上に向け
た取り組み
が必要。 4

専門スタッ
フの人材確
保により，
成果の向
上が期待で
きる。

4

安全で円
括な運営
をめざ
し，平成
２1年度
専門ス
タッフの
増員を図
るため，
コスト
増。利用
料の減
免措置に
より，利
用者の
経済的
負担を軽
減し，目
的達成に
効果有。

4

専門性，公
共性，利用
料の減免
制度等の
面から，市
がやった
ほうがよい
が，将来的
には民間
委託につ
いても検討
していく。

4

病気回復
期は，通
常保育が
受けられ
ないた
め，利用
ニーズは
高い。
保護者の
就労保
障，児童
の健全育
成等の面
から，安
心して，
子育てを
しながら
働くことが
できる環
境づくり
は必要で
ある。

4

他にこのよ
うなサービ
スを実施し
ている施
設がない
ため，市民
のニーズ
は高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

・社会的ニーズ，
市民ニーズ，利用
件数の増加等か
ら，継続実施が必
要である。
・専門スタッフの
人材確保を早急
に行い，サービス
の質の向上に努
める。
・市外からの利用
ニーズについて
も，利用対象拡大
に向けて取り組
む。
・補助金対象事業
であり，将来を見
通した運営を検
討する。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

市民ニーズ
の多い事業
であり，人
材確保も含
めサービス
の向上に努
める。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 訪問件数 件 80 90 90

継続訪問や
低出生体重
児の訪問件
数を含めた
件数。

H
1
9

32,875 ⑷
訪問達成
率 ％ 100 100 100

全件訪問し
ている。

⑵
H
2
0

29,255 ⑸

⑶
H
2
1

29,466 ⑹

⑴ 申請件数 件 13 14 15
申請件数はほぼ
一定。

H
1
9

139,538 ⑷ 助成件数 件 13 14 15

経済的負担
の軽減につ
ながってい
る。

⑵
H
2
0

144,642 ⑸ 助成額 円 1,099,000 1,299,120 1,000,000

助成額は県
費助成の上
限が２０万円
となり減少の
見込み

⑶
H
2
1

116,333 ⑹

⑴ 訪問件数 件 461 427 500
年間の出生
数が約500
人。

H
1
9

5,772 ⑷
訪問達成
率 ％ 100 100 100

全戸訪問し
ている。

⑵
H
2
0

6,196 ⑸

⑶
H
2
1

5,366 ⑹

⑴
相談件数
（実数） 件 126 153 160

１件当たりに
換算するとコ
ストは高く
なっている
が，１回の相
談等で終結
するケース
は少なく，複
数回の対応

H
1
9

142,571 ⑷
虐待ケー
ス立ち上
げ数

件 62 73 75

虐待への社
会的関心の
高まりや関
係機関の連
携等により
ケース数は
増加傾向に
ある。

⑵
関係機関
等会議開
催回数

回 46 39 50

ケース会議
等関係機関
との連携に
より，効果的
な支援を
行っている。

H
2
0

210,437 ⑸

（４）のう
ち終結し
たケース
数

件 21 44 45

早期発見・早
期対応や関
係機関の見
守りにより終
結となった。

⑶
H
2
1

159,837 ⑹
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健
康
推
進
課

未熟児
訪問事
業

保健師や助産師が低出生体
重児の家庭を訪問し，児の発
育・発達を確認して発達に合
わせた指導，支援を行う。（平
成17年度から県からの事務権
限委譲により三次市が実施主
体）

未熟児養育医療申請のある児
については，出産後早い時期
から家族や医療機関との連
絡，調整が図れ，退院後早期
に訪問ができ，支援につなが
る。
その他のハイリスク児につい
ても，備北地域保健対策協議
会ネットワークが機能してきた
ため，連絡調整が円滑に進み
始めた。
また，各支所配置の保健師も
２１年度からこの事業に従事し
ており，支所管内ではよりきめ
細かい訪問指導が可能となっ
ている。

低
出
生
体
重
児
と
そ
の
家
族

主に低出体重児
の家庭を訪問し、
養育に関する訪
問指導や育児相
談を
行う。

低出生体重児の健やか
な発育と発達を促し，低
出生体重児を養育する
家庭の育児不安の解消
を図る。

2,633 5

対象者に対
して全件訪
問を行い，
低出生体重
児の状況を
確認し，家
族への支援
につなげて
いる。

4

２１年度は
支所単位で
母子保健
事業を開始
したため，
世帯も含め
より細やか
な対応がで
きている。
低出生体
重児の訪
問指導の
内容を，さ
らに質の高
いものとし
ていく必要
がある。

4

人件費
のみであ
り，削減
の余地
は少な
い。

4

健診・訪
問を通し
て把握し
やすく，
継続して
の関わり
ができ
る。

4

低出生
体重児
は正常
な新生
児に比
べて生
理的に
未熟であ
り，疾患
にも罹患
しやす
く，心身
の障害を
残すこと
も多いた
め，社会
的にも
ニーズが
ある。

5

対象者
は一部
である
が，発達
支援や
成長発
達に不
安を抱え
る家族の
育児支
援等の
必要性
が高い
事業であ
り，ニー
ズも高
い。

26 B 継
続

継
続

継
続

未熟児とその
保護者には
ニーズはとて
も高い事業で
ある。保護者
の育児支援，
児の早期療育
に結びつける
ことができるた
め，重要な事
業である。そ
のため，今後
も未熟児訪問
指導の内容を
充実していく必
要がある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

対象児の早
期把握，指
導内容の充
実・継続の
ためにも関
係機関との
ネットワーク
を強化する
必要があ
る。

10
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健
康
推
進
課

不妊治
療費助
成事業

平成19年度より，不妊症のた
め子どもをもつことができない
夫婦がうける不妊治療のう
ち，体外受精及び顕微授精
（特定不妊治療）に要する費
用の一部を助成する制度であ
る。ただし，広島県不妊治療
費助成事業(２１年度４月治療
分から２０万円上限に改定)を
承認された者で，金額は1回
10万円限度を１年度2回までと
して，通算5年間の助成とす
る。

対象者については，広島県制
度の申請時に三次市の制度
について紹介してもらうことで，
スムーズに対応できたことから
今後も引き続き連携をとってい
きたい。その際，プライバシー
の保持に努めていく。
また，不妊治療等に関する相
談に対して，県や不妊専門相
談センター等と連携し情報提
供できる支援体制づくりが必
要である。

つ

ぎ

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

も

の

・

市

民

・

広

島

県

の

不

妊

治

療

助

成

事

業

の

承

認

決

定

さ

れ

た

も

の

・

市

税

な

ど

滞

納

し

て

い

な

い

世

帯

の

も

の

対象者が特定不
妊治療に要した費
用額から，広島県
の不妊治療費助
成費を差し引いた
額を助成する。た
だし1回10万円を
限度とし，1年度2
回までを上限に，
通算5年間の助成
とする。

特定不妊治療に要する
費用は高額であり（平均
で体外受精30万円，顕
微授精40万円），経済的
負担の軽減をおこなう。
また，子どもを産みやす
い環境を確保し，子育て
支援の充実をはかる。

2,025 4

特定不妊治
療は高額で
あり，対象
者の経済的
負担の軽減
につなが
る。

3

昨年度に引
き続きの事
業であり，助
成金額等の
課題につい
て検討し評
価していく。

4

助成事業
であり，コ
スト面で
の削減余
地は小さ
い。事務
手続等
は，効率
化・簡素
化に努め
ていきた
い。

4

県制度
へさらに
助成する
形である
が，子育
て支援と
して市と
して関与
していく
ことが重
要である
と考え
る。

4

不妊症で
悩む夫婦
は10組に
1組とい
われ，社
会的ニー
ズは高
い。

4

県制度
申請時
に市の
制度を紹
介される
ことで，
続いて申
請される
人がほと
んどであ
る。問い
合わせ
の電話も
あること
から，
ニーズが
高いとい
える。
今後も申
請者の
増加に
あわせ，
対応でき
るように
していく。

23 B
事
業
拡
大

継
続

継
続

不妊治療は，1
回につき30～40
万円の経費が
かかり，県制度
への上乗せとし
て実施すること
は，少子化対策
としても必要。
県の支給決定
による審査過程
を経ているの
で，審査・支払
いも省力化が図
られている。 無

し
継
続

少子化対策
の面からも
必要な事業
であり，継
続して実施
する必要が
ある。
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健
康
推
進
課

新生児
訪問

生後４か月までの乳児を対象
に，保健師，助産師，看護師
等が全戸訪問を行う。様々な
不安や悩みを聞き，子育て支
援に関する情報提供等を行う
とともに，親子の心身の状況
や養育環境等の把握や助言
を行い，支援が必要な家庭に
対しては適切なサービス提供
に結びつける。

住民基本台帳から対象者をリ
ストアップし，案内文書郵送，
電話連絡等により全戸訪問に
努めている。連絡がつかない
家庭には直接訪問を行ってい
る。また，母子保健推進員や
民生児童委員等関係機関との
協力も密にし，今後も全戸訪
問を目指していく必要がある。
新生児の身体的課題のみでな
く，多様な課題を抱え保護者
や家庭にも支援の必要なケー
スが多い。従事する保健師，
助産師，看護師等専門職(平
成21年度17名)は，さまざまな
研修機会を捉え参加するとと
もに，伝達講習を職場内で実
施するなど，全体的なレベル
アップを継続して取り組む必要
がある。

生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
と
そ
の
家
族

早期に全戸訪問
し，養育指導や相
談，子育てに関す
る情報提供等を
行う。

支援が必要な家庭に対
しては適切なサービス
の提供を行うとともに，
継続支援を行なうことに
より，乳児の健やかな発
育と発達を促し，育児不
安の軽減を図る。

2,646 5

対象者への
全戸訪問に
つとめ，支援
が必要な家
庭に対しては
適切なサー
ビス提供につ
なげている。

4

新生児訪
問の指導
内容をさら
に充実させ
ていく必要
がある。

5

コストは
人件費
のみであ
り，削減
の余地
が少な
い。

5

早期に
対象の
状況を把
握し，健
診・相
談・予防
接種等
の母子
保健事
業や子
育て支
援サービ
スに円滑
につなげ
ることが
できる。

5

育児に関
する不安
や課題は
多様化し
ており，
個々に対
する具体
的かつて
いねいな
相談・指
導への
ニーズが
高い。

4

育児に
関する不
安や課
題は多
様化して
おり，
個々に
対する具
体的か
つていね
いな相
談・指導
への
ニーズが
高い。

28 A
未
実
施

継
続

継
続

育児に対する
不安や課題が
多様化する
中，出産後の
早期に家庭訪
問による個別
指導を行うこと
の意義は大き
い。母子の健
康状態や養育
環境等の把握
を行うことで適
切なサービス
提供へとつな
げることがで
き，家族支援
や発達支援を
効果的に継続
できる。今後さ
らに新生児訪
問の内容を充
実させていく必
要がある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

育児に不安
を抱える保
護者に対す
る支援であ
り，家庭訪
問による個
別指導とい
う手法は効
果的であ
る。対象世
帯の把握か
ら，指導内
容・指導の
継続といっ
た面を今後
も充実させ
ていく必要
がある。
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育
児
支
援
課

児童相
談セン
ター事
業

児童虐待など多様化する児童
の諸問題の発生予防・早期発
見・早期対応・再発防止等を
行うため，関係機関（市・こど
も家庭センター・警察・学校・
保育所・幼稚園・法務局・医師
会・歯科医師会・民生児童委
員・人権擁護委員等）がネット
ワークをつくり，一貫した支援
を行うことを目的に，すくすく
ネットワーク（要保護児童対策
地域協議会）を設置している。
市民・関係機関からの通報・
相談等の窓口を，すくすくネッ
トワーク事務局（育児支援課
児童家庭相談係）に置き，調
整機関の中核機関として関係
機関との連携及び情報の共
有化を図り，問題解決を図
る。
平成21年度相談・通告件数
は，63件となっている。
児童相談所機能の権限移譲
については，人口６万人の市
としてのあり方を検討中。

児童福祉法の改正により，要
保護児童対策地域協議会の
協議対象が，要保護児童だけ
でなく，養育支援が特に必要
な児童やその保護者，妊婦に
拡大されたほか，調整機関と
して一定の要件を満たす者
（児童福祉司たる資格を有す
る者等）を置く努力義務が課せ
られた。
児童相談所機能権限移譲の
有無に関わらず，市の児童に
関する相談窓口としての体制
の充実及び機能強化がさらに
必要となる。

市
民

市民・関係機関か
らの通報等をネッ
トワーク事務局で
集約・協議し，緊
急性の有無を判
断するとともに処
遇方針を決定す
る。関係機関の役
割を明確にし，一
貫した指導・支援
ができるよう定期
的にケース会議
等を行う。また，１
８歳未満の児童
のあらゆる相談対
応や児童虐待防
止の啓発活動を
行う。

児童虐待から子どもを
守る。
また，虐待を受けている
子どもや支援を必要とし
ている家庭を正常な状
態に戻し，児童の健全
育成を図る。

32,197 4

要保護児童
対策地域協
議会の事務
局（調整機
関）として必
要な専門職
を配置し，
児童相談に
関する窓口
を一本化す
ることによ
り，関係機
関の連携強
化や課題解
決のための
対応が迅速
にできる。

3

担当部署
だけで課題
解決できる
ケースは少
なく，他の
関係機関
の意識啓
発や連携，
スーパーバ
イザーの確
保により，
よりよい解
決を図る必
要がある。
早期発見・
早期対応
だけでなく
未然防止
の観点から
の取り組み
が必要。

4

備品等
の整備
が必要な
ものは今
年度で整
備でき
る。その
他は，人
件費が
大半であ
り経費の
節減に努
める。

5

法的な
根拠と，
個人情
報保護
の観点
から民間
委託に
適さな
い。

5

子どもや
子育て
家庭を取
巻く状況
は厳しく
なってい
る中，子
どもや家
庭をめぐ
る問題が
複雑化・
多様化し
てきてお
り，社会
全体で
子どもを
育てる義
務があ
り，社会
的ニーズ
は高い。

4

子育て
知識や
経験の
不足，子
どもの育
てにくさ，
核家族
化，地域
からの孤
立等，子
育てに悩
む保護
者や児
童虐待
につなが
るケース
は増えて
おり，市
民ニーズ
は高いと
思われ
る。

25 B
現
状
維
持

継
続

継
続

児童福祉法の
改正により，要
保護児童だけ
でなく養育支
援が特に必要
な児童やその
保護者，妊婦
も協議対象と
なったことか
ら，今後も，
ネットワーク構
成機関の連携
強化と役割分
担により迅速
な対応を行
い，健やかな
子どもの成長
を見守っていく
必要がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

市の児童に
関する相談
窓口として
の体制の充
実及び機能
強化に向け
て，人材育
成を図る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 整備箇所 箇所 1 1 1
市街地公園
の新規整備
箇所数

H
1
9

6,476,000 ⑷
オープニ
ングイベ
ント開催

回 1 1 1

開園を祝っ
て，地元主
催のオープ
ニングイベン
ト

⑵ 検討会 回 3 3 3

整備に当
たっての地
元検討委員
会の開催数

H
2
0

7,419,000 ⑸

オープニ
ングイベ
ント参加
者

人 25 55 50

⑶
H
2
1

6,475,000 ⑹

⑴
実施箇所
数

箇所 2

実施箇所数
は、実施した
保育所の箇
所数である。

H
1
9

#DIV/0! ⑷ 対象人員 人 　 　 30
　事業対象
人員数

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

3,354,000 ⑹

⑴

一時保育
実施保育
所数(公
立）

所 3 3 3

一時保育を
実施する保
育所が増え
ることを指標
とする。

H
1
9

388,666 ⑷

一時保育
年間 延
べ利用者
数（三良
坂保育
所）

人 35 73 73

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑵
H
2
0

410,333 ⑸

一時保育
年間延べ
利用者数
（みわ保
育所）

人 16 28 28

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑶
H
2
1

416,666 ⑹

一時保育
年間延べ
利用者数
（こうぬ保
育所）

人 14 22 22

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑴
延長保育
実施保育
所数

所 4 4 4

実施している
公立保育所
（愛光・十日
市・東光・布
野）

H
1
9

4,566,250 ⑷

延長保育
1日平均
利用者数
（愛光保
育所）

人 2 1 1
布野保育所
は利用無し

⑵
H
2
0

4,567,500 ⑸

延長保育
1日平均
利用者数
（十日市
保育所）

人 2 3 3

⑶
H
2
1

4,706,750 ⑹

延長保育
1日平均
利用者数
（東光保
育所）

人 3 3 3

13

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

16

都
市
整
備
課

市街地
公園整
備事業

市内に小さな子どもを自宅か
ら歩いて連れていけるような
身近な公園が少ないため，一
番身近な公園として整備す
る。また，設計段階から地元
が関わり必要なものを整備す
るとともに，完成後の運営・管
理を地元で担ってもらうことに
より，地元の使い勝手の良い
公園とする。
①公園用地は無償貸借が可
能なこと②整備後の管理運営
は地域で行うこと③三次市内
都市計画域内であることを整
備条件に公募（今年6月広報）
し決定している。
（整備箇所）
　平成19年度：堂山第二公園
（南畑敷町）
　平成20年度：王子ふれあい
広場（畠敷町）

完成後の地元運営について，
自分たちで自由に使ったり，改
良できるという，これまでの公
共施設とは一線を画す事業で
あるので，より多くの市民へ事
業の周知を行うこと。
また，公園整備に当たり，景観
に配慮し，緑のある公園を推
進する。

都
市
計
画
区
域
の
公
園
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
住
民

地元要望があり，
適地がある地域
において，設計～
工事～完成～運
営まで地元住民と
ともに公園を一か
ら作る。

公園を整備することによ
り，地域の憩いの場，世
代間の交流の場を提供
する。

7,419 4

こどもやお
年寄り，乳
幼児を連れ
た母親等世
代を問わず
地域住民が
集まること
ができる場
となってい
る。

4

身近な広場
の必要性を
感じている
地域に対す
る，事業の
啓発・広報
が必要。

4

整備地を
無償借
地に限定
すること
で，用地
に対する
コストが
縮減され
ている。

3

整備費
がかかる
ため，市
が整備を
行う
完成以
降は地
元が維
持管理を
行うた
め，基本
的に市
は関与し
ない。 5

地域の
絆が薄
まる中
で，子ど
もからお
年寄りま
で集える
場は必
要。
市街地
に整備
すること
で，地域
の魅力
のひとつ
となる。

4

地域（市
民）の要
望による
整備であ
る。

24 B 継
続

継
続

継
続

地域（市民）か
らの要望によ
る事業であり、
公園は地域の
憩いの場，交
流の場として
不可欠なもの
であるため、
継続すべきで
ある。
Ｈ２１年度は6
月広報で公募
したが，7月末
現在応募がな
い。今後もな
ければ事業の
縮小を検討す
る。

無
し

継
続

事業の周知
をしっかり
行い，地域
の憩いの
場，交流の
場である公
園を整備す
る。今後も
応募がない
ようであれ
ば，事業の
継続につい
て検討する
必要があ
る。

14
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1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

21

育
児
支
援
課

5歳児相
談事業

言葉の遅れや落ち着きのな
さ、集団への適応が困難等、
発達に課題を持つ子どもが増
えている。これらの子どもが就
学後に「学習障害」「ＡＤＨＤ」
の発達障害として特別支援学
級に編入されている。本来、
乳幼児期の早期の段階で発
見し適切な支援を行えば、就
学後の問題は減少する。これ
らの乳幼児期の発達障害を
適正に支援する施設として「こ
ども発達支援センター」が位
置付けされている。しかしなが
ら、すべての発達障害が乳幼
児期に発生するわけではな
く、保育所に入所後に発生す
るケースもある。また、保護者
の理解が得られないために早
期に支援できないケースもあ
る。本事業では市内の保育所
（園）の年中児（5歳）を対象
に、小児科医を中心とした
チームが健診、相談を行うこ
とで発達障害児童を抽出し、
就学するまでの期間に個別指
導計画により適正な支援を

事業を進めて行くためには、研
修等による保育士の理解とス
キルアップが必要である。
支援チームである保健師、教
育指導員、心理職、こども発達
支援センター指導員、小児科
医のスキルアップが必要であ
る。
保育士を指導する発達支援専
門員の育成が急務である。
拠点保育所を決めて、モデル
保育所として活用する必要が
ある。
教育委員会との連携強化が必
要である。

市
内
全
保
育
所
の
5
歳
児
と
保
護
者

子どもの発達特
性の早期発見、
適切な個別支援
計画の立案と評
価修正、保護者
への支援の実施
及び助言、所内で
の子どもと保護者
の共通理解及び
支援のための連
絡調整

小学校への就学前に、
本事業により「発達障
害」を発見し、保育所
（園）を拠点とし、保育士
を中心とした専門職
チームにより個別支援
計画を作成して適正な
支援を行い、就学後の
問題を減少させ保護者
の負担を軽減する。

5

発達障害児
は早期に発
見して、保
護者の理解
のもと個別
指導を行い
支援する必
要がある。
就学後に社
会性、集団
性の支援を
個別に行う
ことは困難
であるし、専
門職も少な
い。このた
め保育所に
通所してい
る時期に保
育所を拠点
として適切
な支援を行
う体制を確
立出来れ
ば、市内全
域の子ども
を対象に支

3

本年度より
各種の専
門職を育成
しており、
年々スキル
アップによ
り円滑な事
業の遂行
が見込まれ
る。

5

現在は、
各専門
職のスキ
ルアップ
のために
研修事
業を強化
している
ので研修
費が増
加する。
一定の
専門職
の育成
が完了す
れば、大
きくコスト
を削減す
ることが
出来る。

4

対象とな
る児童
は、公
立・私立
を問わず
市内全
域にい
る。ま
た、本事
業は子
どもの発
達支援を
目的にし
ているの
で、行政
でないと
実施でき
ない。

4

現状で
は、明確
な発達
障害が
就学後
に対処さ
れてい
る。就学
前に適
正な支
援を実施
していた
ら、社会
性の発
達、自己
統制力
の発達
により就
学後の
問題が
減少す
る。学
校、保育
所（園）、
保護者
等には
広く認識

4

乳幼児
期から保
育所通
所時期
において
は、発達
に障害
があって
も保護者
には判
断出来
にくい。
この時期
に事業を
実施して
専門職
による検
査を行
い、児童
に適切な
支援をす
ること
で、社会
性の発
達、自己
統制力
の発達

25 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

現在、保育士
を中心に専門
職の育成を重
点的に実施し
ている。初年
度は多くの保
育所（園）での
事業はできな
いが、多数の
専門職が育成
できれば市内
全域の保育所
（園）を拠点と
した事業展開
が可能となる。

人
員

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

拡
大

早い段階で
の発見が適
切な支援に
つがること
から，研修
等による保
育士のスキ
ルアップ，
支援チーム
等関係機関
との連携と
強化して事
業展開を図
る必要があ
る。
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第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

16
保
育
課

一時保
育事業

就労形態の多様化に対応す
る一時的な保育や，専業主婦
家庭等の育児疲れ解消，緊
急時の保育等が必要な場合
に対応する事業。具体的には
保護者の傷病，入院，災害，
事故，育児等に伴う心理的・
肉体的負担の解消等により緊
急・一時的に保育が必要とな
る児童に対して保育を実施す
る。

　社会環境，又は就労環境が
大きく変化する中，子育て中の
保護者が心身の疲労の解消
その他の事由により保育を必
要とする場合，子育て環境を
充実するため，情報提供，利
用者拡大が重要。なお，年間
の延べ利用者数が25人を超え
ないと補助対象にならない。

就
学
前
児
童

（
三
次
市
以
外
も
対
象

）

一時的に保育が
必要な保護者の
ニーズに応えるた
め，通常保育の定
員の枠内で保育
を実施する。

児童の保護者が一時的
に保育を必要とする場
合，保護者の心理的・肉
体的負担の軽減，就労
援助等を行うため就学
前児童の保育を提供す
る。

1,231 3

公立保育所
で一時保育
を実施してい
る３保育所は
周辺部に限
られ，市街地
の保育所は
私立保育所
が対応してい
る。

4

周辺部の
保育所は
利用者が
少ないこと
から，一時
保育の保
育ニーズは
低いと思わ
れる。しか
し，市街地
の保育所
は通常保
育の定員
に空きが少
ないことか
ら一時保育
のニーズは
高いと思わ
れる。

4

通常保
育の定
員の枠
内で実施
している
ため，コ
ストは抑
えられて
いる。

3

私立保
育所2所
で実施し
ており，
市も情報
提供し，
保育
サービス
の充実を
図る必要
がある。

3

多様な保
育メ
ニューの
一つとし
て一時保
育を求め
るニーズ
はあると
思われ
る。

3

一時保
育の
ニーズは
あるが，
どちらか
と言うと
一時保
育よりも
市街地
での定
員拡大
の方が
ニーズが
あると思
われる。

20 C
現
状
維
持

継
続

継
続

就労形態の多
様化に対応す
る一時保育
や，専業主婦
家庭等の育児
疲れ解消，緊
急時の保育が
必要な場合等
に対応するた
め，継続が必
要な事業。保
護者の傷病，
入院，災害，
事故，育児等
に伴う心理的・
肉体的負担の
解消等で緊急
時の一時的な
保育が可能。
また，市外か
らの利用にも
対応できるた
め，里帰り出
産等の緊急時
にも即時に対
応できる事業
である

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

子育て環境
を充実させ
るためにも
事業を継続
して実施す
る。
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第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

15
保
育
課

延長保
育推進
事業

保護者の就労形態の多様
化，勤務時間の延長等に対応
するため，11時間保育（7:30～
18:30）の後1時間（18:30～
19:30）の延長保育を行う。公
立では愛光保育所，十日市保
育所，東光保育所，布野保育
所，私立ではみゆき保育園，
子供の城保育園，子供の館
保育園が実施している。

今後も，保護者の就労形態の
多様化，勤務時間の延長等に
より，延長保育のニーズが高
まることが予想される。また，
現在開所している4所以外の
保育所についても市民ニーズ
を的確に把握し，費用対効果
を考慮したうえで，新規開設を
検討する。

市
民

。

18:30までの通常
保育が終了した
後，18:30から
19:30までの間，
保育を提供する。

市民に就労の機会を提
供し，仕事と子育てを両
立できる環境を整備す
る。

18,270 3

必要のある
方のみの利
用となるた
め，1日当た
りの平均利
用者数は少
ない。延長
保育の必要
のない人は
申し込みを
しないため，
利用促進に
意味はな
い。 3

延長保育
の実施によ
り，働きや
すい環境を
整備してい
る。今後，
保護者の
ニーズがさ
らに増えれ
ば，利用者
数は増加
する。

4

コストは
職員人
件費が
大半であ
る。保育
児童に対
する保育
士数の

低基
準の遵
守がある
ため，コ
スト削減
は困難で
ある。

3

市が業
務を委託
している
私立3所
では完
全実施。
公立保
育所で
は23保
育所のう
ち4所の
みの実
施となっ
ている。
今後民
間委託
等が進
めば，委
託先でも
実施でき
る事業で
あるが，
現時点
で実施し
ていない
保育所
は公立

3

共働きの
世帯の
増加，核
家族化，
地域の
つながり
の希薄
化，就労
形態の
多様化
（シフト制
など），
勤務時
間の拡
大化等
により社
会的
ニーズは
高い。

3

共働きに
より延長
保育を求
める保護
者が増
えている
ため，市
民ニーズ
は高い。
延長保
育が必
要な方
は，恒常
的に利
用される
ことが多
い。

19 C
事
業
拡
大

継
続

継
続

有料ということ
もあり，本当に
必要な人以外
は利用をされ
ないため，月
平均利用数は
少ない。しか
し，毎月決まっ
た人が利用さ
れていること
から，仕事と
子育てを両立
できる環境を
整備するため
に必要な事業
であり，単純に
利用人数だけ
では判断でき
ない。現在実
施していない
保育所におい
ても，市民
ニーズや必要
性を判断して
事業を推進す
る。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

保護者の就
労形態の多
様化等によ
り必要とさ
れている事
業であり，
子育て環境
を充実させ
るためにも
事業を継続
して実施す
る。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

人
員

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴

特定保育
実施保育
所数（公
立）

所 3 3 3

特定保育を
実施する保
育所が増え
ることを指標
とする。

H
1
9

319,000 ⑷

特定保育
年間延べ
利用者数
（三良坂
保育所）

人 37 70

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑵
H
2
0

297,000 ⑸

特定保育
年間延べ
利用者数
（みわ保
育所）

人 22 10

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑶
H
2
1

399,000 ⑹

特定保育
年間延べ
利用者数
（こうぬ保
育所）

人 10

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑴

１，２歳児
受け入れ
可能保育
所数

所 16 16 16

３歳未満児
の入所可能
保育所が増
えることを指
標とする。

H
1
9

475,125 ⑷
１，２歳児
入所児童
数

人 395 395 400
1ヶ月平均入
所児童数

⑵
H
2
0

537,250 ⑸
和田保育
所

16 18 20
1ヶ月入所可
能児童数

⑶
H
2
1

573,000 ⑹

⑴
米飯給食
実施保育
所

所 13 19 19
1保育所あた
りの米代金

H
1
9

160,461 ⑷

賄材料費
のうち地
元産米の
比率

％ 10

地元農家・生
産グループ
等から仕入
れる金額の
割合

⑵
H
2
0

86,210 ⑸
対象園児
数 人 480 735（256） 702（266）

4月対象園児
数（未満児
数）

⑶
H
2
1

86,052 ⑹

賄材料費
のうち地
元産米の
比率

％ 10

年間通して
の取組み回
数（未満児回
数）

⑴

3歳未満
児（1日当
たりの人
数）

人 12 11 12

現在の酒屋
保育所にお
ける3歳未満
児の入所児
童数。

H
1
9

9,097,666 ⑷
待機児童
数 人 11 5

全所を対象
とした児童
数。

⑵ 特別保育 ヶ所 6 6 6
延長保育・一
時保育・病後
児保育

H
2
0

4,304,545 ⑸
特別保育
延べ利用
人数

人 3,259 2,160 2,178

サービス内
容（延長・一
時・特定・病
後児保育）全
実施保育
所。

⑶
子育て支
援セン
ター

ヶ所 1 1 1
子育て支援
センター

H
2
1

76,602,000 ⑹

子育て支
援セン
ター延利
用人数

人 8,352 8,882 9,000

子育て支援
センター実施
全保育所。

17

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

16
保
育
課

特定保
育事業

保護者の就労形態の多様化
（パート勤務の増大等）や子育
て中の保護者の心身の疲労
の解消，その他の事由による
子どもの保育需要の変化に対
応するため，一定程度の日時
で必要に応じて柔軟に利用で
きる保育サービスである。

社会環境または，就労環境が
大きく変化する中，子育て中の
保護者が心身の疲労の解消，
その他の事由により保育を必
要とする場合，子育て環境を
充実するために情報提供し，
利用者拡大を図ることが重
要。なお，年間の延べ利用者
数が25人を超えないと補助対
象にならない。

就
学
前
児
童

(

三
次
市
以
外
も
対
象

）

通常保育の定員
の枠内で保育を
実施し，一定程度
の日時において
保護者の保育
ニーズに応えるた
め。

児童の保護者が一定程
度，児童を保育できない
場合，保育を提供し，保
護者の利便に供する。

891 3

公立保育所
で特定保育
を実施して
いる保育所
は周辺部に
限られ，市
街地の保育
所は私立保
育所2所が
対応してい
る。

4

周辺部の
保育所は
利用者が
少ないこと
から，特定
保育の保
育ニーズは
低いと思わ
れる。しか
し，市街地
の保育所
は通常保
育の定員
に空きが少
ないことか
ら特定保育
のニーズは
高いと思わ
れる。

4

通常保
育の定
員の枠
内で保育
している
ため，コ
ストは抑
えられて
いる。

3

市も情報
提供し，
保育
サービス
の充実を
図る必要
がある。

3

多様な
保育メ
ニューの
一つとし
て特定
保育を求
めるニー
ズはある
と思われ
る。

3

特定保
育の
ニーズは
あるが，
どちらか
と言うと
特定保
育よりも
市街地
での定
員拡大
の方が
ニーズが
あると思
われる。

20 C 継
続

継
続

継
続

短期間の就労
という通常保
育ではカバー
できない保育
サービスの提
供であるの
で，このまま継
続することで
利用者の利便
に供すること
ができる。

無
し

継
続

保護者の就
労形態の多
様化等によ
り必要とさ
れている事
業であり，
子育て環境
を充実させ
るためにも
事業を継続
して実施す
る。

18

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

18
保
育
課

３歳未
満児保
育

入所を希望する１歳児，２歳
児を一人でも多く入所させる
ため，需要の高い未満児保育
実施保育所から順次保育施
設の整備を図り，保育士を確
保して未満児保育の充実を図
る。

旧三次市の保育所や三良坂
保育所は，低年齢児の施設が
充実していない。少子化の中
にあっても低年齢児の保育
ニーズは拡大の傾向にあり，
保護者の就労を援助するため
にも旧三次市の保育所（特に
市街地）や三良坂保育所の低
年齢児保育の拡大が必要であ
る。あわせて，就労保障のた
め開所時間の見直しも行う必
要がある。

市
民

保護者の保育
ニーズ，又，入所
希望者（1～2歳
児）に対して，需
要の高い未満児
保育実施保育所
から順次，保育施
設の整備を図り，
保育士を確保して
未満児保育の充
実を図る。

待機児童を増加させな
いことと，保護者の就労
を援助することで，子育
てと仕事が両立できる
環境を提供する。

8,596 3

施設の充実
や保育士の
確保を図
り，未満児
保育希望者
の入所が増
えた。

2

保育ニーズ
に応じて未
満児保育
開所保育
所の拡大を
していく余
地がある。

3

低年齢
児の保
育を実施
するに
は，施設
改善と保
育士の
雇用が
必要であ
る。施設
の改修と
保育士
の雇用
は必要
経費と考
える。

3

ニーズに
応じた公
立での
保育実
施や，公
立での
施設の
設置は
公共性
が高く必
要であ
る。しか
し，保育
の実施
に当って
は，市内
の私立
保育園
の実績
などから
も，必ず
しも市の
関与が
すべてに
必要は
ない。

5

労働力を
求める社
会の
ニーズは
高く，就
労を希望
する保護
者も増加
傾向に
ある。

5

就労した
くても待
機児童
が発生し
やすい
状況に
あるため
保護者
の保育
ニーズは
高い。

21 C
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

低年齢児の保
育ニーズが高
い以上，それ
に答える事業
拡大が必要と
考える。

事
業
規
模

無
し

継
続

未実施の保
育所につい
ても，保育
ニーズに応
じて必要な
施設整備の
必要はあ
る。

19

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

18
保
育
課

ふるさと
ランチ推
進事業

地産地消の取り組みとして，
地元産米を使った米飯給食を
提供する。
野菜・くだもの・加工品につい
ても，地元農家・市内産品を
優先して使用する。
地元産のものを使用している
ことを児童・保護者に伝え，安
心・安全な給食を提供してい
ることをピーアールし，家庭で
の利用を啓発する。

地域によって保育所への食材
提供の差が大きい。地元農家
からの仕入れを行なっている
保育所の取り組みを参考に，
他の保育所へも拡げていく必
要がある。

保
育
所
在
園
児

米飯給食を提供
する際の米は，全
て地元産を指定し
て購入する。
野菜等の購入に
ついて，地元産品
を優先して使用す
る。
保育所から家庭
へ配布する献立と
併せて，地産地消
の記事を載せる。
調理員の研修。

安心・安全な給食を提
供していることを理解
し，家庭でも実践しても
らう。

1,638 4

地産地消の
推進で，安
心・安全な食
の普及が図
れる。

2

幼児期から
地産地消
に親しむこ
とで，食の
大切さを気
づかせるこ
とができ
る。

5

地元産
品の購
入を増や
しても，
経費削
減にはな
らない。

4

公立保
育所を運
営する市
として，
食育と併
せて取り
組むべき
事業であ
る。

4

食の安全
は社会的
問題と
なってい
る。

4

安心・安
全な給
食の提
供は市
民の願
いであ
る。

23 B 継
続

継
続

拡
大

食の安全が社
会問題となっ
ている昨今，
地産地消の考
えを幼児期か
ら身に付けさ
せることが必
要である。

事
業
規
模

無
し

継
続

食の安全の
大切さ，地
産地消の意
義等を児童
だけでなく
保護者にも
理解しても
らい，家庭
においても
実践される
よう啓発を
行う。

20

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

18
保
育
課

新保育
所建設
事業

酒屋保育所の老朽化と育児
に対する市民の新しい要望に
対応するため，多種多様な保
育サービスが展開できる保育
所を建設する。
３歳未満児の入所拡大を行
い，障害児保育，延長保育に
も対応する。一時預かり，子
育て支援センター，病後児保
育などのサービスを兼ね備え
た保育所を計画している。

平成22年4月開所を目標として
いるため，工期の関係上，道
路改良・造成工事・建築工事
が同時期に進められており，
各工事間での十分な調整が必
要であり課題である。

市
民

３歳未満児の入
所拡大を行い，障
害児保育，延長
保育にも対応し，
一時預かり，子育
て支援センター，
病後児保育など
のサービスを兼ね
備えた保育室の
充実。

安心した保育の実施に
より，就労意欲のある保
護者の子育てと仕事が
両立できる環境づくりを
目的とする。

47,350 5

待機児童を
減らすと共
に，多種多
様なサービ
スの充実を
図っている。

4

老朽化し，
施設規模
の小さな酒
屋保育所
から，新た
な要望も踏
まえた酒屋
地区の保
育所を建設
することに
より，待機
児童の減
少と，多種
多様なサー
ビスの充実
が図られ
る。サービ
スの更なる
充実に向
上の余地
が残され
る。

4

設計に当
たって
は，現場
の意見を
取り入
れ，保護
者が安
心してこ
どもを預
けること
ができる
と共に環
境にも配
慮したも
のとして
おり，削
減余地
は小さ
い。安全
と環境と
いった，
コストで
は図るこ
とのでき
ないもの
がある。

3

建設から
運営まで
を市で行
うこととし
ている。
民営化
について
は，現在
行ってい
る委託保
育所の
評価と併
せ慎重
な検討
が必要。

5

仕事と子
育ての
両立を図
るには，
欠かすこ
のできな
い施設で
あり，近
年増え
続ける3
歳未満
児の入
所希望
に対応
し，待機
児童を解
消し，且
つ酒屋
地区の
保育所と
しての必
要性から
も社会的
ニーズは
極めて
高い。

5

仕事と子
育ての
両立を図
るには，
欠かすこ
のできな
い施設で
あり，近
年増え
続ける3
歳未満
児の入
所希望
に対応
し，待機
児童を解
消し，且
つ酒屋
地区の
保育所と
しての必
要性から
も社会的
ニーズは
極めて
高い。

26 B
未
実
施

拡
大

拡
大

仕事と子育て
の両立を図る
ことは，地域
活性による産
業の発展や少
子化対策にも
重要な位置を
占めるもので
ある。保育所
は仕事と子育
ての両立を図
るためには，
欠かすこので
きない施設で
あり，近年増
え続ける3歳未
満児の入所希
望に対応する
ため，待機児
童解消と施設
整備が必要と
なってきてい
る。そのため
には，今年度
事業としてい
る新保育所建
設にとどまら

事
業
規
模

無
し

9
 

事
業
の
迅
速
化

終
了

早期完成を
目指し，事
業を実施し
ていく。

無
し

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

無
し
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
障がい児
保育実施
保育所数

所 23 23
全ての公立
保育所で実
施している

H
1
9

#VALUE! ⑷
保育士の
養成 人 1 20

障害児保育
専門研修
こども発達支
援センター実
地研修

⑵
H
2
0

32,521 ⑸

⑶
H
2
1

168,782 ⑹

⑴ 申請件数 件 8 11 12

共働きや核
家族化など
で、昼間保
護者のいな
い家庭が増
加し、児童ク
ラブの需要
が確実に増
えている。21

H
1
9

1,268,875 ⑷
補助金交
付件数 件 8 11 12

地域での子
育て支援も
盛んに行わ
れていること
が考えられ
る

⑵
H
2
0

1,107,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,004,583 ⑹

⑴
講座受講
料補助件
数

件 4 3 8
H
1
9

397,750 ⑷ 参加者数 人 26 20 30
講演会参加
人数

⑵
講演会開
催回数 回 1 1 2

H
2
0

530,333 ⑸

⑶
H
2
1

259,625 ⑹

⑴ 受給者数 人 930 900 920
受給者数（３
月末時点）

H
1
9

28,787 ⑷
公費負担
額 円 1,862,515 1,751,816 1,660,000

３月に受給
者証を使い
受診し，５月
に国保団体
連合会から
請求があり，
支払った額

⑵
H
2
0

26,490 ⑸

⑶
H
2
1

28,646 ⑹

21

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

20
保
育
課

障がい
児保育
事業

保育所では，療育手帳の交付
を受けている子どもだけでな
く，発達の気になる子どもの発
達を支援するため，個別の指
導計画を立てて保育をする。
保育士の技術向上のため，発
達支援にかかる研修を充実さ
せる。
保育所から小学校へと連続し
た支援となるよう連携事業に
取り組む。

全保育所で質の高い支援を展
開できるようにすることが課題
である。

保
育
所
在
園
児
と
そ
の
保
護
者

一人ひとりの発達
を保障する指導
計画を作成する。
発達支援スタッフ
となる保育士の育
成。

障がいを持つ子ども一
人ひとりの発達を保障
するしくみを作り，子ども
の状況と状態に応じた
保育実践のできる保育
所，また保護者の支援
を行なうことができる
ソーシャルワーク機能を
備えた保育所づくりを進
める。

748 4

発達の気に
なる子ども
が増える
中，保育所
の専門的な
支援がます
ます重要と
なっている。

2

全保育所で
より専門的
な支援をす
ることがで
きる。
保育所での
支援を小学
校へ連続
的に繋げる
ことができ
る。

5

発達を保
障する保
育には，
基準以
上の保
育士の
配置が
必要でな
る。

4

こども発
達支援
センター
との連携
が取りや
すい。

5

障がいを
持つ子ど
もの保護
者の育
児不安
や負担
の軽減
は，社会
的課題
である。

4

女性の
社会進
出が進
む中，保
育所で
の質の
高い保
育を望む
保護者
のニーズ
も増大し
ている。

24 B
未
実
施

継
続

拡
大

市内のどの保
育所でも質の
高い障がい児
保育をする必
要がある。

無
し

継
続

障がいを持
つ子どもの
保護者に
とって事業
に対する
ニーズは高
く，事業を
継続する必
要がある。

22

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

16

育
児
支
援
課

小規模
型放課
後児童
クラブ補
助事業

　昼間保護者のいない家庭の
児童等の健全な育成を図るた
め、県費補助基準に該当しな
い児童10人未満の放課後児
童クラブ事業を実施する地域
がある場合に補助金を交付す
る。運営団体は、現在１２箇所
（君田･青河・仁賀・八幡・安
田・のぞみが丘・川地・志和
地・田幸･川西･粟屋・作木）

作木に小規模型放課後児童ク
ラブを開設されれば、市内の
小学校区すべてに設置されて
いることになるので、引き続
き、支所と連携をとり検討して
いく必要がある。
補助金額について、適切であ
るか、見直しをする必要があ
る。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
を
実
施
す
る
地
域

昼間保護者のい
ない家庭の児童
等の健全な育成
をはかるため、地
域が放課後児童
クラブ事業を実施
する場合、補助金
を交付する

昼間保護者のいない家
庭の、児童等の健全な
育成を図るため、県費
補助基準に該当しない
児童10人未満の放課後
児童クラブ事業を実施
する地域に、補助金を
交付し、運営をサポート
する

12,177 4

県費補助基
準に該当し
ない児童10
人未満の放
課後児童ク
ラブ事業を、
地域に補助
金を交付し
実施してい
ただくこと
で、地域に
おける子育
て支援がよ
り一層高ま
るうえ、市が
実施するよ
り、大幅な
予算減とな
る

4

地域に補
助金交付
することで
放課後児
童クラブを
運営してい
く方が、地
域の実情
が把握でき
るうえ、６年
生までの受
け入れが
可能とな
り、運営規
制が緩和さ
れる

5

現在の
補助額
も、実情
にあった
ものとは
思われ
ず、子育
て支援と
しては、
コスト削
減より
も、増額
を考慮す
べきと考
える

2

地域の
子育て
力を強化
していく
必要が
ある

4

核家族
化や夫
婦共働き
の増加
により、
昼間保
護者の
いない家
庭が増
加してお
り、放課
後の子
どもの居
場所づく
りは必要
である

4

共働き家
庭だけで
なく，登
下校の
安全面を
含めた
放課後
の子ども
の居場
所作りに
向けての
地域
ニーズが
高くなっ
ている

23 B
未
実
施

継
続

継
続

　小規模型児
童クラブの運
営について
は、地域のこ
どもは地域で
守るという観
点から、行って
おられる。実
際運営するた
めには、指導
員の確保や賃
金など、入会
児童の負担金
だけで運営し
ていくには厳し
い状況にある
ため市からの
補助金は継続
が必要と考え
る。
 
 
 
 
 
 

無
し

継
続

未実施地区
の解消と，
引き続き本
事業の運
営，指導員
等を確保す
るためにも
補助を継続
して実施す
る必要があ
る。

23

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

18

育
児
支
援
課

女性
キャリア
アッププ
ラン事
業

　結婚・出産・育児のために離
職し再就職を希望する女性に
対して，再就職支援及びキャ
リアアップ促進を目的とする。
再就職や雇用の安定のため
に必要とする資格の取得に要
した費用の２分の１（限度額５
０，０００円）を補助する。ま
た，セミナーを開催し女性の
キャリアアップに対する認識
や気運を高める。
　平成20年度はセミナーを1回
開催した。

　この事業を市民に広く周知す
るため，広報・ケーブルテレビ
等への掲載やハローワークと
の連携が必要である。
　また，セミナー開催にあたっ
ては，女性のキャリアアップに
対する意識啓発に効果的な内
容となるよう，対象者が必要と
している研修内容の把握が必
要。

市
民

（
出
産
・
育
児
・
子
育
て
等
で
離
職
し
，
再
就
職
を
希
望
す
る

女
性

）

資格取得のため
の講座受講費用
の一部を補助す
る。
再就職・キャリア
アップに役立つセ
ミナーを開催す
る。

結婚・出産・子育て等に
より離職した女性の，再
就職支援及びキャリア
アップ促進

1,591 4

一度離職し
た女性が希
望する職種
へ再就職す
るのは困難
な状況があ
り，資格を
取得するこ
とにより，再
就職の機会
は増えると
期待され
る。

3

事業は始
まったばか
りで，課題
は多く成果
を把握でき
ていないの
で，成果向
上の余地
は大きい。

4

セミナー
開催にか
かる経費
の節減に
努める。

3

市でなく
てもでき
る事業で
あるが，
少子高
齢化対
策と同
様，働き
たい女性
に対して
積極的
に支援し
ていく必
要があ
る。

4

子育て
等が一
段落し，
働きたい
と思って
いる女性
の割合
は年々
高まって
おり，ま
た，人口
減少時
代におい
ては企
業等も人
材確保
する必要
があり，
社会的
ニーズは
高いと考
えられ
る。

4

子育て
等が一
段落し，
働きたい
と思って
いる女性
の割合
は年々
高まって
おり，市
民ニーズ
は高いと
考えられ
る。 22 B

要
改
善

継
続

継
続

再就職を希望
する女性に広
く周知する手
段の見直しが
必要。また，セ
ミナー内容も
対象者が参加
しやすいもの
へ見直しが必
要。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

縮
小

事業の周知
方法につい
ては見直し
が必要であ
る。また，事
業費に対す
る人件費の
割合が高い
ため，事業
の実施方法
について改
善が必要で
ある。

24

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

16

育
児
支
援
課

ひとり親
家庭等
医療費
助成制
度

　三次市内に住所をおく，母
子家庭の母，父子家庭の父
及び養育者とその児童の自
己負担部分について一部助
成する。所得税非課税世帯の
み該当する。児童が１８歳到
達後， 初の３月３１日を迎え
るまでが対象。
　事務事業は，窓口における
申請受理・審査及び受給者証
の発行・発送，償還払の申請
受理・審査及び返還手続き，
医療費及び手数料の支払い。

ひとり親家庭等医療費受給者
証は，毎年８月（更新申請は７
月中）に更新があり，課税状
況・世帯状況の確認を行う。年
途中の届出の課税状況の変
更や，事実婚の把握は困難で
あるが，速やかに把握すること
が必要である。

母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
及
び
養
育
者
，
そ
の
児
童

（
１
８

歳
到
達
後
，

初
の
３
月
３
１
日
を
迎
え
る
ま
で

）
。
父
母
の
な
い

子

。

医療機関受診時
にかかる医療費
の自己負担部分
について，三次市
が一部負担する。
（ただし，入院時
にかかる食費等を
除く。）

ひとり親家庭等の保健
の向上と福祉の推進を
図る。

23,841 4

ひとり親等
家庭への経
済的負担を
軽減し，安
心して医療
機関を受診
できることに
より目的達
成への貢献
度は大き
い。

4

一部負担
金を除く医
療費の公
費負担は，
受益者に
とって十分
なサービス
といえる。

3

不正受
給者の
調査確
認，適正
受給によ
り助成費
の削減を
図るとと
もに，事
務の効
率化に努
める。

5

国の制
度であ
り，福祉
医療の
向上を図
るために
は，市が
行うべき
である。
また，個
人情報を
扱う業務
であり，
民間等
への委
託は難し
い。

3

収入の
不安定
なひとり
親等家
庭の対
象者に
とって，
医療費
の公費
負担の
ニーズは
高いが，
社会全
体で高い
といえな
い。

3

収入の
不安定
なひとり
親等家
庭の対
象者に
とって，
医療費
の公費
負担の
ニーズは
高いが，
市民全
体で高い
といえな
い。

22 B 継
続

継
続

継
続

不正受給の調
査確認が困難
であるが，公
平性の確保の
ため不正受給
者には厳しく
対応する必要
がある。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

ひとり親家
庭を支援す
るために引
き続き事業
を実施し，
公平性の確
保のために
も受給資格
者の確認方
法を今以上
に適確に行
う必要があ
る。

無
し

無
し

そ
の
他

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

6／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
措置児童
数 人 492 456 490

児童クラブの
措置児童合計
数(年平均）

H
1
9

182,516 ⑷
ニーズ達
成状況 % 100 100 100

措置児童数/
入会申込者

⑵
入会申込
者数 人 490 456 490

各児童クラブ
への延入会
希望者数

H
2
0

199,686 ⑸

⑶
児童クラ
ブ施設定
員合計

人 482 465 470

施設定員の
合計
20年度直営1
箇所が小規
模(自治連）
で運営となり
定員が減

H
2
1

204,469 ⑹

⑴ 診断施設 ヶ所 2
H
1
9

#VALUE! ⑷
安全な施
設の割合 ％ 68

耐震施設数
（１５）／全施
設数（２２）

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

2,202,500 ⑹

⑴
補助金交
付団体の
件数

件 6 6 7

青少年の体
験活動に取
り組む任意
団体から出
される補助
金の希望に
より変動す
る。

H
1
9

1,154,833 ⑷
市主催事
業の参加
者数

人 169 581 500

子育てのた
めのカウンセ
リング講座に
ついて，平成
20年度は市
内高等学校
で開催したた
め

⑵
H
2
0

1,171,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,044,714 ⑹

⑴
事業件数
（市主催） 件 4 4

事業１回あ
たりのコス
ト，平成20年
度まで予算
化。

H
1
9

231,250 ⑷
（１）の利
用人数 人 244 250

市主催事業
の利用人数

⑵
補助事業
件数 件 2 2 2

三次結婚支
援グループ
主催のイベ
ント件数

H
2
0

213,500 ⑸
（２）の利
用件数 人 40 50 60

結婚支援グ
ループ主催
事業の利用
件数

⑶
H
2
1

⑹
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こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

16

育
児
支
援
課

放課後
児童健
全育成
事業

近年の核家族化及び夫婦共
働き家庭の増加に伴い，昼間
保護者が家庭にいない児童
の健全育成を図るため，放課
後児童クラブを開設している。
直営13クラブ，委託1クラブに
て運営している。また，県費補
助基準に該当しない児童10人
未満の児童クラブに対し，市
独自で，運営費として「三次市
小規模型放課後児童クラブ事
業補助金」を地域運営団体１
２箇所（君田･青河・仁賀・八
幡・安田・のぞみが丘・川地・
志和地・粟屋・田幸・川西・作
木）(平成2１年度現在）に交付
している。

核家族化及び夫婦共働き家庭
の増加に伴い，今後も放課後
児童クラブ利用の希望は増し
てくるものと思われる。
定員に対して，受入人数が上
回っている児童クラブの環境
改善，またH２２年度以降７１
人以上の大規模児童クラブの
適正化（分割等）への対応など
から，施設整備を計画的に
行っていく必要がある。

　
昼
間
，
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
家
庭
に
い
な
い
，
お
お
む
ね
小

学
校
1
年
生
か
ら
3
年
生
ま
で
の
児
童

。

　対象となる児童
の健全育成と，保
護者の就労支援
をめざす。

児童館及び学校の空き
教室等を利用して，学
校の放課後等に，家庭
に代わる生活拠点とし
て，遊びを中心とした活
動を行い，心身ともに健
全に育つことを支援す
る。

91,057 4

昼間保護者
が家庭にい
ない児童の
健全育成を
図るために
行っている。

3

施設の整
備，改修な
どハード面
では，受入
人数の増
加などによ
り，今後も
十分向上
余地がある
ものと考え
る。また，
児童の健
全育成の
観点からの
ソフト面の
充実も，指
導員の資
質向上・保
護者との信
頼関係など
から，今後
も十分に向
上の余地
があるもの
と考える。

4

　入会児
童に合わ
せた指導
員の確
保や，老
朽する施
設の修
繕，運営
など，予
算の厳し
い中で
行ってし
ているの
で，コスト
削減は
難しい。

3

保護者
の多様
なニーズ
（例え
ば，延長
保育や
小学校4
年生以
上の入
会等）に
応えてい
くには，
行政運
営では
対応しき
れないこ
とも多い
ので，地
域への
委託や，
民間委
託をし
て，市の
関与を縮
小してい
くべきと
思う

4

　核家族
化や，夫
婦共働き
家庭の
増加によ
り，昼間
に保護
者のいな
い家庭
が増加し
ており，
また，子
どもたち
の危機
管理から
放課後
の健全
育成は
強く求め
られてい
る。

4

市内中
心部の
大規模
校におい
ては，保
護者の
ニーズが
高く，周
辺部の
小規模
校におい
ても，健
全育成
及び安
全確保
のことか
ら，児童
クラブへ
の入会を
希望する
保護者
が増えて
いる。

22 B
要
改
善

拡
大

拡
大

市街地の核家
族化や夫婦共
働き家庭の増
加，また市内
の子ども達の
放課後の安全
を考えた時に
は，施設の拡
大が必要とな
る。また，市街
地の児童クラ
ブはもちろん，
周辺部の児童
クラブも定員
オーバーの学
校区があり，
指導員，施設
の充実も図る
必要がある。

そ
の
他

人
員
及
び
予
算
額

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

指導員の確
保，資質の
向上を図り
ながら事業
を継続して
実施する必
要がある。

26

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

21
保
育
課

保育所
耐震化
診断

保護者が安心してこどもを預
けられるよう，施設の耐震化
診断を行う。

耐震診断の結果によっては，
全面改修か補強かの事業選
択が必要である。

市
民

保育所建物の耐
震診断を行い安
全度を把握する。

安全な施設で安心した
保育を提供することによ
り，保護者の子育てと仕
事が両立できる環境づく
りを目的とする。

4

子育てと仕
事の両立に
は，保育施
設の充実が
必要であ
る。保護者
が安心して
保育所にこ
ども預ける
ためには，
耐震化診断
がひとつの
要素であり
目的に合致
する。

3

耐震化診
断は，法令
等に定めら
れた手段に
より実施す
るものであ
り，成果の
向上といっ
た余地が
認められな
いが，迅速
化という面
において改
善の余地
がある。

5

耐震化
診断は，
法令等に
定められ
た手段に
より実施
するもの
であり，
コスト削
減の余
地がな
い。

5

当該事
業の内
容は，公
立保育
所の耐
震化診
断であっ
て，公共
施設であ
ることか
ら市にお
いて実施
する。

5

耐震化
の診断
は，保護
者が安
心してこ
どもを預
けるため
のもで，
社会的
ニーズが
高い。全
国的にも
大規模
地震で
被害が
出てお
り，防災
意識が
高まって
いる。

4

耐震化
の診断
は，保護
者が安
心してこ
どもを預
けるため
のもで，
市民
ニーズが
高い。

26 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

耐震化診断
は，安心安全
な保育環境の
整備に必要な
ものであり，迅
速な事業執行
が求められ
る。

事
業
規
模

無
し

9
 

事
業
の
迅
速
化

拡
大

安全な施設
で安心した
保育を提供
する必要が
あり，計画
的に事業を
進める必要
がある。

27

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

16

地
域
振
興
課

青少年
育成事
業

青少年の健全育成を図るた
め，市主催による子育て（教
育）のためのカウンセリング講
座や，地域や学校で子どもた
ちの体験活動を推進支援する
指導者の育成講座を実施す
るほか，青少年の健全育成に
寄与する団体への補助（三次
市子ども会育成団体連合会・
青少年育成三次市民会議・
R54－WALK大会実行委員
会）及び青少年体験活動を進
める民間団体（４団体）へ支援
をしている。

補助金を交付している青少年
育成団体（青少年育成三次市
民会議，三次市子ども会育成
団体連合会，R-54WAL大会実
行委員会）については，そのた
団体が主体的に自立した運営
ができるよう支援を進めてお
り，引き続き協働の視点を保ち
ながら，育成指導を図る。市が
主催する事業については，市
民ニーズ，今日的課題を踏ま
えながら，参加促進に努める。

青
少
年
と
そ
の
保
護
者
，
及
び
青
少
年
健
全
育
成
団
体
関
係
者

青少年健全育成
のためのカウンセ
リング講座や体験
活動の指導者養
成講座，健全育
成に寄与する団
体を支援する。

青少年の健全育成，及
び市民が積極的に参加
参画していく機運の醸
成

7,026 4

青少年育成
団体との協
働により，一
定程度の目
的は達成して
いる。

3

青少年育
成団体との
協働によ
り，より大き
な成果が期
待できる。

3

各種団
体の補
助金は，
内容の
工夫や
見直しに
より，高
額の補
助でなく
とも活動
ができる
余地があ
る。

3

青少年
の身近
な存在で
ある市民
と連携す
ること
は，非常
に重要で
ある。市
民との協
働の観
点を持ち
ながらの
事業実
施を進め
ることが
効果的
である。

5

青少年犯
罪におけ
る低年齢
化，凶悪
化などの
社会問題
もあり，次
世代を担
う青少年
の健全育
成は非常
に高い
ニーズを
持ってい
る。 4

青少年
健全育
成の必
要性に
ついて
は，市民
の理解
は十分
得られ
る。また
青少年
の保護
者の
ニーズも
高い。こ
れからは
積極的
に関与
する市民
を増やせ
るかが課
題であ
る。

22 B 継
続

継
続

継
続

少子高齢化社
会の中で，次
世代を担う青
少年のひとづ
くりを行う社会
的ニーズは高
い。今後，より
一層，市民団
体や関係機関
との連携を図
りながら，青少
年育成事業を
強化，充実で
きる具体的な
施策が必要で
ある。また，補
助金交付団体
と市の在り方
について，協
働の視点を持
ちながら関係
を持つことが
必要である。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

市民のニー
ズ，今日的
課題を的確
につかみ，
関係機関，
地域，家庭
との連携や
役割分担を
整理して実
効ある補助
をすすめ
る。また補
助団体の自
主性を強化
する。
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第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

18

育
児
支
援
課

結婚
コーディ
ネー
ター事
業

少子化の原因のひとつに未婚
化・晩婚化が考えられることか
ら，三次市内に限らず，未婚の
男女に出会い場を提供する。ま
た，出会いから結婚につながる
までを，バックアップすることによ
り，三次市の結婚率を高め。や
がては出生率の増加につなげ
る。
三次結婚支援グループの支援
（事務局・補助金）

次年度に向けては，行政の役
割について検討。民間活力の
利用を行う方向で事業全体を
見直し，より効果的な方法をさ
ぐる。
市全体の気運を高めると共
に，各企画への参加数を増や
す。三次のよさをアピールでき
る企画を実施し，市外からの
参加数の増加のために，効果
的な企画・広報が必要。

未
婚
の
男
女

出会いの場の提
供，イベント実施
情報提供
結婚への気運を
高める取り組みの
実施

結婚率，さらには出生
率を上げる。
結婚相手にめぐり合え
る，結婚したい気持ちに
なれる。勇気をだして一
歩踏み出せる。市民全
体の気運を高める。

854 3

利用件数の
増加から，
一定の成果
は感じられ
るが，結婚
につながっ
ているか
は，把握で
きにくい。少
子化の要因
として，晩婚
化や非婚化
があげられ
る中，三次
市の結婚率
を高め，や
がては出生
率の増加に
つながるた
めに，対象
者のニーズ
を把握しな
がら，目的
達成をめざ
すことが必
要。

3

結婚支援
グループへ
の効果的な
支援を行う
ことで，成
果の向上を
得る。ま
た，民間活
力の利用な
どにより，
目的達成を
めざす。

4

三次結
婚支援グ
ループ主
催事業
への支
援のみ
で，コスト
削減余
地は小さ
い。

2

市が少
子化対
策の一
環として
取り組む
ことで，
市全体
の意識を
高めるこ
とができ
るが，今
後は，民
間団体
への委
託を検討
する。

4

少子化
の要因
に結婚
率の低
下があ
り，出生
率向上
のため
に，取り
組みは
必要。

4

特に県
北には，
結婚願
望があっ
ても，出
会いの
場が少
ないこと
などか
ら，事業
に対する
ニーズは
高く，本
人だけで
なく家族
からの
ニーズも
ある。ま
た，市外
からの参
加の多
い。

20 C 継
続

事
業
縮
小

継
続

結婚について
は，多様化す
る若者の価値
観に深く関与
し，個人情報
の保護等の視
点から，結婚
につながる支
援については
課題もある
が，結婚したく
ても，出会い
の場があまり
ない本市の現
状に対応し，
魅力ある出会
いの場の提供
は必要であ
る。

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

定住対策に
つながる事
業であり，
より効果的
に事業を実
施するた
め，所管の
見直し，民
間への委託
について検
討する必要
がある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

事
業
規
模

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 利用人数 人 8,324 8,556 8,770

５箇所の合
計。平成20
年度，前年
度に比べ，
利用人数の
増加しており
コストも増と
なっている。

H
1
9

1,988 ⑷
子育て講
演会等参
加数

人 836 828 1,020

平成１９年
度，要綱改
正によりセン
ター型（2箇
所　私立）月
1回必須実施

⑵ 開設日数 日 1,372 1,365 1,365 5箇所の合計
H
2
0

2,104 ⑸ 相談件数 件 157 146 170 5箇所の合計

⑶
子育てサ
ロン等事
業日数

日 223 221 235

親子向け企
画（季節のあ
そび，読み
聞かせな
ど）・地域支
援活動等の
実施日数

H
2
1

2,141 ⑹
子育てサ
ロン等利
用人数

人 6,159 6,112 6,400
（３）の利用
人数

⑴
1日の注
文数量

490 496 453

　経費節減
に努めてい
るが，生徒数
の減少及び
デリバリー給
食選択率の
減少のため
コストは増加
傾向にある。

H
1
9

64,351 ⑷
デリバ
リー給食
選択率

％ 39 41 42

　選択率を向
上させていく
ことが食育
の推進につ
ながるため，
今後も，アン
ケート調査に
よる意向把
握等を行っ

⑵
H
2
0

59,685 ⑸

⑶
H
2
1

66,514 ⑹

⑴ 施工棟数 棟 3 4 6

耐震補強等
を行う棟数
で，活動を数
値化する。
※　耐震化
率
　・平成20年
度末　67棟
/86棟＝

H
1
9

478,700,800 ⑷

⑵
H
2
0

23,118,750 ⑸

⑶ 耐震化率 ％ 75 78 83
小中学校施
設の耐震化
率

H
2
1

121,681,833 ⑹

⑴
市費負担
教員数

人数 28 38 39

　三次市独
自に採用し
た臨時的任
用教員と教
科指導講師
の合計

H
1
9

3,365,714 ⑷

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 78 80 80

市独自で実
施する学力
検査の平均
正答率。
向上してい
る。

⑵
H
2
0

3,369,236 ⑸

⑶
H
2
1

3,284,307 ⑹
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第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

16

育
児
支
援
課

地域子
育て支
援セン
ター運
営事業

少子化や核家族化の進行，地域
社会の変化など，子どもや子育
てをめぐる環境が大きく変化する
中で，家庭や地域における子育
て機能の低下や子育て中の親
の孤独感や不安感の増大等と
いった問題が生じている。
このため，地域において子育て
支援機能の充実を図り，子育て
の不安感等を緩和し，子どもの
健やかな育ちを促進する。
地域の子育て支援情報の収集・
提供に努め，子育て全般に関す
る専門的な支援を行う拠点とし
て機能するとともに，既存のネッ
トワークや子育て支援活動を行
う団体等と連携しながら，地域に
出向いた地域支援活動を展開す
るもの。
私立　ちゅうおう憩いの森（子供
の城保育園）　みゆき保育園地
域子育て支援センター（みゆき保
育園）
公立  こうぬ地域子育て支援セン
ター（こうぬ保育所）　三良坂地
域子育て支援センター（三良坂
保育所）　みわ地域子育て支援
センター（みわ保健センター）

地域の子育て支援拠点とし
て，機能するようスタッフ研修
の充実を行う。
サービスに地域差（センターの
ない地域がある）があり整備す
る必要がある。

市
民

（
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者
　
子
育
て
サ
ー
ク
ル
　
子
育
て
支

援
者

）

（１）子育て親子の
交流の場の提供
と交流の促進
（２）子育て等に関
する相談，援助の
実施
（３）地域の子育て
関連情報の提供
（４）子育て及び子
育て支援に関する
講習等の実施
（５）地域支援活
動の実施

地域における子育て支
援機能の充実を図り，
子育ての不安感・負担
感を緩和し，子どもの健
やかな育ちを促進する。

18,009 4

平成１９年
度，要綱改
正に伴い，
サービス内
容の充実を
行った。この
ことにより目
的の達成度
が向上し
た。
周辺地域に
おけるサー
ビス内容の
地域差につ
いて，解消
が必要。

3

施設環境
の充実やス
タッフの専
門性の向
上により，
サービス内
容の向上
が期待でき
る。
公立保育
所におけ
る，未就園
児に対する
地域子育て
支援につい
ての意識の
向上及び，
充実が特
に必要。

4

担当ス
タッツフ
につい
て，公立
は，臨時
職員で対
応し，私
立は補
助金対
応。

3

民間活
力を利用
した効果
的な実
施が望
まれる
が，周辺
地域に
おいて
は，公立
保育所
が子育
て支援
拠点とし
て，地域
の特色を
生かした
専門的
支援を実
施するこ
とが必
要。

5

子育て
環境の
変化と共
に，核家
族化が
進み孤
立しがち
な子育て
家庭が
増えい
る。育児
不安・負
担感の
解消は
急務であ
る。

4

本市に
おいて
も，「近く
に同じ年
齢の子
どもがい
ない」「相
談相手
が欲し
い」「あそ
び場がな
い」等の
保護者
の声が
あり，育
児に不
安感や
負担感を
感じてい
る保護者
の実態
がある。
地域に
おける専
門的支
援は必
要

23 B 継
続

継
続

継
続

必要性は高く
継続とする。ス
タッフの専門
性及び，サー
ビスの質の向
上が望まれ
る。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

利用者数，
相談件数か
らも事業継
続の必要性
がある。より
よいサービ
スを提供す
るため人材
育成に取り
組む。

30

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

13

教
育
企
画
課

中学校
給食業
務改善
対策事
業

　旧三次市においては，行財
政改革の一環として事務事業
の民間委託を推進する方針を
出し，平成１３年９月に，給食
を実施していた十日市中学校
を，民間会社に調理を委託す
る弁当配達方式の学校給食
に転換した。
　平成１４年１０月には，全員
弁当持参だった川地中学校を
デリバリー給食とし，あわせて
家庭からの弁当持参との選択
制とした。
　続いて平成15年10月には塩
町中学校，平成16年10月に
は，三次中学校と八次中学校
をデリバリー給食とし，旧三次
市内全中学校がデリバリー給
食となった。なお，全員デリバ
リー給食を続けていた十日市
中学校も平成17年から，弁当
持参との選択制となった。
　
　平成１６年４月合併後も，合
併前の市町村の中学校給食
の形態を継続している。（旧三
次市内はデリバリー給食 旧

　民間委託によるデリバリー給
食の単価は，児童生徒数の減
少とも相まって食数が増えず
単価（委託料）が高くなる傾向
にある。選択率を上げる工夫
や，本年施行された改正学校
給食法によると実施基準の中
で学校給食実施の対象が在
学する全ての児童生徒と規定
されたことも有り，食育の推進
面から選択制の見直しも検討
の余地がある。魅力有る安全
で安心な美味しい給食にすべ
きなのは言うべきもない。ま
た，生徒や保護者の給食に対
する理解を深める必要もある。

旧
三
次
市
内
の
中
学
校
生
徒

（
５
中
学
校

）

　デリバリー給食
方式は，市が作
成した献立に基づ
き，市が食材を調
達して，民間業者
等が調理し配送
する方式である。
なお，家庭からの
弁当の持参を選
ぶことも可として
いる。（選択制）

　学校給食法第2条に定
める教育目的及び学校
給食の目標を達成す
る。デリバリー給食の選
択率を向上させ，健全
な食生活が実現でき豊
かな人間性と生きる力
を持った子どもを育成す
る。

29,604 3

　学校給食
を通しての
食育の推進
という観点
から，給食
の無かった
旧三次市の
4中学校に
給食システ
ムを持ち込
んだ成果は
大きいが，
選択制とし
たことで全
校的な食育
の取り組み
には課題を
残している。

2

　全校的に
食育を進め
る観点か
ら，旧三次
市の中学
校の給食シ
ステムを再
構築できれ
ば，効果は
一層増すも
のと考え
る。学校給
食法第8
条，学校給
食実施基
準で，給食
の対象が
在学する全
ての児童生
徒と規定さ
れたため選
択制の再
検討が必
要と思われ
る。

4

　市の負
担する経
費につい
ては，委
託に際
し，機器
整備等
の初期
投資や
事故発
生のリス
ク等の問
題があ
り，実質
的に民間
民間事
業者間
の競争と
なってい
ないた
め，コスト
削減の
余地は
少ない。
　保護者
負担の
経費につ

5

　学校給
食法によ
り，学校
給食の
実施主
体は，学
校の設
置者と規
定されて
いる。市
が行って
いる食材
の選定，
注文，支
払い部
分を
チェック
機能が
十分働く
形をとっ
て委託
業者に
委託でき
ないか等
も検討す
る必要が
ある

4

　健康の
保持増
進や，好
ましい食
習慣の
形成，食
に関心を
持たせ
食料の
生産・配
分及び
消費に
関する正
しい知識
の獲得，
食文化
の継承
や感謝
の心の
醸成等
に対する
社会的
ニーズは
高い。

4

　生徒の
様々な
家庭環
境へ対
応するた
め，又，
心身の
健全な
発育を促
すうえで
ニーズは
高い。

22 B
事
業
縮
小

継
続

継
続

　安全・安心で
魅力のある学
校給食による
食育の推進
は，教育の一
環であり継続
して実施して
いくことが必要
である。
　又，今後は，
市内全中学校
が給食をとお
した食育に取
り組めるよう，
選択率の向上
を図り全員給
食化へと進め
ていく必要が
ある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

縮
小

コスト削減
と食育推進
に取り組
む。
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教
育
企
画
課

小中学
校リ
ニューア
ル事業
(耐震診
断・補
強・改築
等）

＊　昭和53年の宮城県沖地
震を受けて，昭和56年に建築
物規準表が改正され，耐震基
準が強化された。この新耐震
基準適用以前に建築された学
校と，以降に建てられた学校
とでは単に年度経過による老
朽化だけでなく，耐震性能に
格差が生じている。このことか
ら，施設状況に応じて，計画
的に耐震化を行うことにより，
施設の安全性の確保と教育
環境の充実を図るとともに，
学校は災害時の避難所となる
ため，地域における防災機能
の充実・強化を図る。

＊　特に，平成２１年度におい
ては，国の経済危機対策事業
の一環でもある文部科学省
「スクール・ニューディール構
想」により，学校耐震化の早
期整備（特に，IS値０．３未満
の完結），又，補強工事にあ
わせた太陽光発電設備の整
備が求められている。

　緊急性が高く，学校関係者
のみならず市民ニーズも高い
ことから，早期整備を進めてい
く必要がある。そのためには，
予算措置のみならず，短期集
中執行する組織体制の整備が
不可欠である。

　
児
童
・
生
徒
・
教
職
員

　
地
域
住
民
＝
地
域
の
避
難
所
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
た
め

。

　新耐震基準以
前に建築された学
校施設の耐震診
断を実施し，その
結果に基づいて，
耐震補強工事等
を行う。

　学校生活における児
童・生徒の安全性の確
保

92,475 5

＊　２次診断
の調査結果
を踏まえ，整
備実施校を
決定し，計画
的に実施して
いる。
＊　２１年度
は，文部科学
省「スクール
ニューディー
ル構想」によ
り，ＩＳ値０．３
未満の学校
の整備を早
期に完了す
るとの通知を
受け，取り組
んでいる。
（実施設計業
務５校）

4

＊　事業の
迅速化面で
の課題が
ある。改善
が図れれ
ばより早期
に効果を得
られる。
　（例：実施
設計におい
て,補強内
容を耐震診
断判定委
員会に諮ら
ねばならず,
その決定に
時間を要し
ている。早
期に判定を
得て，早期
に工事施
工できれ
ば，成果が
より早く得
られること
となる。）

4

＊　補強
工法も日
進月歩し
ており，
実施設
計の中で
費用と効
果を見極
めて工法
を決定し
ていくこと
が求めら
れる。

5

＊　設置
者の義
務であ
る。

5

＊　児童・
生徒が一
日の大半
を過ごす
学校施設
の安全性
の確保，
災害時に
避難所と
して防災
機能を果
たす学校
施設に対
する必要
な整備
は，社会
的ニーズ
が極めて
高い。

5

保護者
のニー
ズ，そし
て，災害
時の避
難所にも
なること
から市民
全体の
ニーズは
極めて
高い。

28 A
未
実
施

拡
大

拡
大

　学校耐震化
による安全・安
心な学校づくり
の他，補強工
事にあわせた
太陽光発電設
備の設置等，
文部科学省
「スクール・
ニューディー
ル構想」を推
進していくため
には，予算措
置のみなら
ず，短期間集
中型の職員体
制（技師職も
含む）の充実
を図る中で，
早期整備・早
期効果をあげ
ていくことが必
要である。

人
員

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

拡
大

学校生活に
おける児
童・生徒の
安全性の確
保のため，
早期の耐震
化が必要で
ある。
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課

のびの
び学級
三次プ
ラン推
進事業

　 「明るく元気なみよしの子ど
も」を育成することを目的とし
て少人数学級編制や習熟度
別少人数指導を行うため，市
費負担教員を任用しする。平
成16年度はステップ１として，
市費負担教員を20名を任用
し，小学校においては「30人
学級（34人以下）」，中学校に
おいては英語・数学での「習
熟度別少人数指導」を実施し
てきた。平成17年度は市費負
担教員22名を任用。平成18年
度はステップ2として，市費負
担教員25名を任用し，小学校
においては「25人学級（29人
以下）」，中学校においては英
語・数学での「習熟度別少人
数指導」を実施してきた。さら
に，平成19年度は，市費教員
28名を任用し，三次小と三和
小低学年各1クラスを20人学
級モデルプランとして実施。平
成20年度は，前年度までの取
組みを検証するための検討委
員会を開催し 終的にステッ
プ３として市費教員38名を任

・少人数学級編制を効果的に
活用した指導方法等のさらな
る工夫改善。
・優秀な人材確保のための情
報発信及び勤務条件の改善
充実。
・資質向上のための研修制度
の充実。
・プランの費用対効果の検証
方法の工夫。

　
三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
･
生
徒

　現行制度（公立
義務教育諸学校
の学級編制及び
教職員定数の標
準に関する法律
施行令）により学
級定員が40名の
ところを，三次市
では段階的に少
人数学級編制を
行い，これまでの
進捗状況を検証
のうえ， 終的に
は「20人学級編
制」をめざす。

　次世代を担う”明るく元
気なみよしの子”を育て
ることを掲げ，三次市独
自の「のびのび学級三
次プラン」を推進し，学
力日本一を実現する。

128,031 5

　成果指標
において
は，向上が
認められる
ほか，児童
生徒・保護
者・教員を
対象とした
アンケート
で，学習意
欲の向上や
人間関係の
深化等につ
いて成果が
認められ，
十分目的に
合致してい
ると考える。

4

現行制度
（公立義務
教育諸学
校の学級
編制及び
教職員定
数の標準
に関する法
律施行令）
により学級
定員が40
名のところ
を，三次市
では段階的
に少人数
学級編制を
行い，これ
までの進捗
状況を検証
のうえ，
終的には
「20人学級
編制」をめ
ざしていく。

4

　市町独
自で少人
数学級
編制が
可能と
なった
上，大量
退職時
代を迎え
て質の高
い教員の
確保が
困難な今
日的状
況がある
ため，三
次市独
自で優秀
な人材を
確保して
いくこと
が益々
厳しく
なってき
ている。
そうした
中でのコ

5

　義務教
育に係る
内容であ
り，さら
に三次
市として
の独自
性を発揮
すべき内
容であ
る。

5

　文部科
学省によ
る全国的
な学力
調査が
実施され
るように
なるな
ど，児
童･生徒
に確かな
学力を身
につけさ
せること
について
の社会
的ニーズ
は極め
て高い。

5

　少子化
が進み，
一人一
人の実
態に応じ
た教育
の充実
について
は，保護
者からの
要求だけ
でなく，
市民レベ
ルでも
ニーズは
極めて
高い。

28 A
事
業
拡
大

継
続

継
続

　学校教育の
充実，とりわけ
学力の向上は
社会的ニーズ
が極めて大き
い。
　少人数学級・
少人数指導を
継続的に展開
していく中で，
生徒指導上の
課題が激減す
るとともに，学
力検査等の客
観的なデータ
を見る中で，
着実に基礎学
力は向上して
きており，市内
小・中学校は
大きく変容して
きている。
　さらに，子育
て日本一をめ
ざす本市の重
点施策の中核
をなす事業で

無
し

継
続

着実に成果
は上がって
おり，今後
指導方法の
改善，優秀
な人材の確
保に努めて
いく必要が
ある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

そ
の
他

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

事
業
規
模

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

8／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
夏季研修
講座の実
施数

回 24 24 13
実施延べ回
数

H
1
9

74,750 ⑷

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 78 80 80

学力到達度検
査（小2～中3
の国語，算
数･数学，英
語）の平均正
答率

⑵

夏季研修
講座１講
座あたり
参加人数

人 45 46 41
講座１回あ
たりの参加
人数

H
2
0

41,583 ⑸

⑶
H
2
1

133,615 ⑹

⑴
実施児
童・生徒
数

人 4,309 4,122 4,078

児童・生徒数
に年度によ
るバラつきが
あるため，コ
ストが増減す
る。

H
1
9

889 ⑷
全体平均
正答率 ％ 78 80 80

全体の平均
正答率が上
昇してきお
り，取組みの
成果が伺え
る。

⑵
H
2
0

906 ⑸

⑶
H
2
1

893 ⑹

⑴
アドバイ
ザー指導
日数

日 13 11 15

アドバイザー
指導のべ日
数
平成２１年度
は予定日数

H
1
9

235,230 ⑷

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 78 80 80

学力到達度検査
結果（小学校２年
生から中学校３
年生までの国語・
算数・数学・英
語）の平均通過
率

⑵
H
2
0

236,272 ⑸

⑶
H
2
1

182,466 ⑹

⑴
事業実施
校 校 38

事業計画書
及び事業予
算計画書の
提出のあっ
た学校に予
算配当

H
1
9

#VALUE! ⑷

学力到達
度検査の
平均通過
率

％ 80

　小学校２年生か
ら中学校３年生ま
での学力到達度
検査結果の平均
通過率

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

214,947 ⑹
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学
校
教
育
課

教職員
資質向
上事業

　教職員の教科指導力，生徒指
導力をはじめ，教育に携わるも
のとしての資質の向上をめざし，
年間を通じて計画的に研修を実
施する。
　内容は，管理職を対象とするも
のから，一般教諭等を対象とす
るもの，初任者を対象とするも
の，市費教員を対象とするもの
等，すべての教職員について，
職務の内容や経験に応じて幅広
く計画する。
　また，講師等についても，三次
市スーパーアドバイザーをはじ
めとして，全国トップレベルの講
師を招聘し，実践的で質の高い
研修を実施する。

・中･長期的に見通しを持った
研修の実施。
・研修の成果指標と取組み指
標の明確化。
・個別課題や実態に応じた研
修実施のための工夫。
・研修成果等の一元的保管管
理体制の構築。

　
三
次
市
内
小
中
学
校
の
児
童
生
徒

　教職員研修を年
間を通じて，市独
自に実施し，教職
員の教科指導
力，生徒指導力
の向上を図り，併
せて豊かな人間
性を培い，意欲と
実践力のある教
職員を育成する。

　児童生徒の意欲，理
解度，学力等を向上さ
せる。

998 5

　スーパー
アドバイ
ザーをはじ
めとする優
秀な講師を
招聘して，
質の高い実
践的な内容
の講座を開
催すること
により，教職
員の意識変
革が進んで
いる。研修し
た内容を学
習指導に生
かすことに
より学力到
達度検査の
結果も向上
している。

3

　講座開設
に係って
は，個の力
量を高める
ための研修
から，各学
校の主任・
主事等のミ
ドルリー
ダーを中心
に学校体
制に活かす
ことを意識
した主体的
な研修参加
が見られる
ようになっ
てきた。
　夏季休業
中だけでな
く，年間を
通じて意図
的・計画的
に研修を実
施すること
や実践発
表や実践

4

　三次市
の児童・
生徒の
学力向
上を始
め，生き
る力とな
る思考
力・判断
力・表現
力を身に
つけさせ
ていく為
には，三
次市の
教職員
の資質
向上は
必要不
可欠であ
る。
　教職員
の力量を
つけるこ
とは，三
次市教
育行政

5

　自治体
独自にこ
うした研
修事業を
開設して
いるの
は，全国
的にも稀
である。
三次市
の実態
に即した
独自の
研修を行
うことに
意義が
ある。
　教職員
のさらな
る資質向
上が求
められて
おり，三
次市の
児童生
徒の実
態を踏ま

5

　中教審
答申等
からも，
「教師
力」の強
化は強く
求められ
ており，
教職員
の資質
の向上
は社会
的ニーズ
が極め
て高い。
　また，
新学習
指導要
領につい
ての研
修をはじ
め，幅広
い視野
に立った
取組み
はますま
す重要

5

　 大の
教育条
件である
教職員
の資質
向上は，
子育て
日本一を
めざす本
市の市
民から強
く求めら
れてい
る。
　50年
後，100
年後の
夢ある三
次のまち
づくりに
向け，三
次市の
教育に
期待する
ものは大
きいと考
える

27 A
事
業
拡
大

継
続

継
続

　計画的な教
職員研修を継
続してきたこと
により，教職員
自身の満足度
や児童生徒の
学力が格段に
向上してきて
いる。
　他市町から
の参加等もあ
り，市独自の
研修成果は児
童生徒の学力
だけでなく，学
校の教育活動
全体の活性化
に結びついて
いる。
　今後，改善を
図りながら継
続をし，さらな
る成果につな
ぐことが必要
である。

無
し

継
続

成果は着実
に上がって
きているこ
とから，今
後研修内容
について改
善を図りな
がら，教職
員のさらな
る資質向上
を目指す。
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16

学
校
教
育
課

学力到
達度検
査事業

三次市全域の児童・生徒の基
礎学力の定着状況を把握し，
学力向上対策関係事業の実
施及び指導方法等の工夫改
善を図る。

・学力検査の実施時期につい
て，検討しながら行う。
・検査結果の分析において特
に課題の見られる学校を絞り
込み，授業改善の具体的方法
等について検討する必要があ
る。

三
次
市
内
全
域
の
児
童
・
生
徒

・統一問題による
学力検査の実施
・検査結果の分析
及び指導改善計
画の作成

児童・生徒の基礎学力
の定着

3,735 5

児童・生徒
の学力向上
の状況を検
証するため
の客観的な
指標となる
ため，極め
て重要な意
味を持つ。

4

検証の指
標としてよ
り客観性を
高めるため
に，実施教
科を増やす
ことも可能
である。

5

実施に必
要となる
必要
低限のコ
ストであ
り，コスト
削減の
余地はな
い。実施
教科を増
やせばコ
スト増を
伴う。

5

市内の
全児童・
生徒を対
象とする
限り，市
として実
施するこ
とが妥当
である。

4

児童・生
徒に確
かな学
力を見に
付けさせ
ることに
ついての
社会的
ニーズは
極めて
高いが，
その検
証の方
法は本
検査に
限られる
ものでは
ない。

3

児童・生
徒の学
力向上を
客観的
に測定し
検証に
資するこ
とに対す
る市民
ニーズは
高いと思
われる
が，その
方法は
本検査
に限られ
るもので
はない。
また，本
事業実
施につい
ての，市
民ニーズ
をアン
ケート等
で図った
ことはな

26 B 継
続

継
続

継
続

学力向上の状
況を測る客観
的な指標を得
るために事業
の継続が必要
である。しか
し，実施内容
に改善の余地
があり，また結
果を踏まえた
取組みの内容
には充実が求
められる。 有

り

1
5
 

効
果
の
検
証

継
続

成果は上
がってきて
いることか
ら，検査の
結果を踏ま
え，今後も
授業内容を
工夫・改善
していく。
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17

学
校
教
育
課

教育都
市みよ
しスー
パー
アップ事
業

日本を代表する有識者を本市
の教育アドバイザーに委嘱
し，施策についての助言や外
部評価，教職員研修などに取
組むことにより，教職員の指
導力の向上，児童生徒の学
力向上に効果的に結びつけ
る。

スーパーアドバイザーに依存
することなく，学校が主体的に
研究推進を進めるための指導
の充実を図る。
中学校における学力向上が確
実に進んでいくよう，学校組織
としてスーパーアドバイザーの
指導助言を受けていく体制を
整える必要がある。

三
次
市
全
域
の
児
童
生
徒
及
び
保
護
者

国語，算数・数
学，英語の各教
科及び子どもの生
活づくりの各分野
における国内有
数の有識者の方
を，本市の教育に
対するアドバイ
ザーとして委嘱
し，年間を通して
教科・課題別によ
る幅広く実践的な
指導や助言を受
け，教職員のより
高度な指導力を
養成する。

児童生徒については，
確かな基礎学力の定着
を図り，各学年での学習
内容を確実に習得した
状態。
保護者については，子
どもの基本的な生活習
慣を確立し，安心して元
気に学校に行ける状況
を常に保つ状態。

2,599 4

実施事業に
係る外部評
価としては，
本制度によっ
て行うことが
適切かつ有
効である。

3

教科学力
の向上につ
いては一定
の成果を得
ている一方
で，一歩先
んじた教育
施策を展開
するための
視点での活
用が必要で
ある。

4

日本屈
指の方を
アドバイ
ザーとし
て委嘱す
る経費と
しては破
格で引き
受けてい
ただいて
おり，コ
スト面の
削減よ
り，その
活用を高
めること
が課題で
ある。

4

市の教
育施策と
してミニ
マムスタ
ンダード
を設定
し，
PDCAサ
イクルで
取組みを
進めるこ
とは，今
後の地
方自治
による責
任ある教
育行政を
推進する
上では
必須条
件であ
る。市で
なければ
できない
ことでは
ないが，
上記の

4

社会変化
や状況変
化に応じ
た教育施
策の展開
や教職員
の資質・
指導力の
向上に対
する社会
的ニーズ
は高い。

4

市民が
直接本
事業に
ついて触
れ合う機
会がない
が，成果
としての
ニーズは
高い。

23 B 継
続

継
続

継
続

本市の学力向
上に向けて教
員の資質向上
は，極めて重
要な課題であ
る。
次期アドバイ
ザーの委嘱に
向けて，過去４
年間の成果と
課題を整理
し，アドバイ
ザーのより効
果的な活用方
法と内容につ
いて検討を要
する。

無
し

継
続

成果は上
がってきて
おり，個々
の学校の実
態に即した
指導・助言
を得ること
ができる事
業でありた
め，効果の
検証を行
い，次期へ
つなげてい
く必要があ
る。
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学
校
教
育
課

「生き生
き学校」
予算推
進事業

（目的）
　地域や児童・生徒の実態に
応じた学校独自の豊かな教育
内容の創造や教育活動を支
援し，児童・生徒の学習意欲
の喚起と学力向上につなげ
る。
（配当対象経費）
　「三次市生き生き学校予算
推進事業」の予算額の範囲内
で，実践研究及び研究公開等
に係る経費を配当するものと
する。
（指定期間）
　指定期間は１年間とし，その
期間内に研究実践を行う。

・特色ある取り組みについて
は，学校間だけでなく，保護
者・地域はもとより市民への情
報発信を積極的に行わせてい
く必要がある。
・学力向上に特化しているもの
から広く学校教育全般に関わ
ることへ拡大し，予算的にも思
い切った配分を行い，これまで
以上に先進的な取り組みを促
していく。

三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
･
生
徒

地域や児童・生徒
の実態に応じた学
校独自の豊かな
教育内容の創造
や教育活動を支
援し，児童・生徒
の学習意欲の喚
起と学力向上に
つなげる。

児童生徒の学習意欲の
喚起と学力の向上を図
る。

4

重点校での
特色ある取
組みにより
積極的に事
業が進めら
れおり，成
果も上がっ
ている。県
内，さらには
全国に向け
て取組みを
発表できる
学校が数校
見られるよう
になってき
た。

3

取組みの
内容には
学校間格
差がある。
先進的な特
色ある取組
みを情報発
信し，有効
活用してい
くために，さ
らなる工夫
が必要であ
る。

4

特色ある
取組み
の情報
共有化に
より，コス
ト削減の
余地はあ
るが教育
内容の
充実の
為にはさ
らなる拡
充が必
要と考え
る。

5

義務教育
に係る内
容であ
り，さらに
三次市と
しての独
自性を発
揮すべき
内容であ
る。

5

児童･生
徒に確
かな学
力を身に
つけさせ
ることに
ついての
社会的
ニーズは
高い。

4

義務教
育就学
児童･生
徒をもつ
保護者
からの
ニーズは
高い。

25 B
未
実
施

未
実
施

継
続

学校の主体性
と誘導施策と
しての一貫性
を保持しなが
ら，学力向上
に特化してい
るものから広く
学校教育全般
に関わること
へも考慮し，
予算的にも各
学校が学校経
営全体の中で
予算執行でき
るよう配分を
行い，先進的
な取り組みを
促していきた
い。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

個々の学校
の実体に応
じた教育を
実施するこ
とで，教職
員や児童生
徒の意欲と
学力の向上
につなげて
いくことが
必要。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

9／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
就学指導
委員会対
象者

人 85 100 100

就学指導委
員会が意見
を付した対
象者数

H
1
9

92,352 ⑷
特別支援
学級数

学級 42 44 45
特別支援学級設
置数

⑵
研修会実
施回数 回 5 8 8

市の主催に
より開催した
研修会実施
回数

H
2
0

74,610 ⑸
研修会参
加者 人 349 450 450

研修会参加
者のべ人数

⑶
巡回相談
実施回数 回 32 36 40

巡回相談実
施回数

H
2
1

79,530 ⑹

⑴

教育相談
員・青少
年指導相
談員の配
置人数

人 9 8 8
H
1
9

1,926,333 ⑷

対前年度
比不登校
児童生徒
数

人 ▲ 37 ▲ 2 ▲ 5

本年度の不登校
児童生徒数から
昨年度の当該数
を差し引いた数

⑵

スクール
カウンセ
ラー相談
件数

件
H
2
0

2,129,875 ⑸

⑶
不登校対
策研修会
実施回数

回
H
2
1

2,165,500 ⑹

⑴
連絡協議
会の開催 回 2 5

関係機関と連
携し，支援体
制の構築や保
幼小連携に係
る実践を行
う。

H
1
9

#DIV/0! ⑷

保･小・中
合同研修
会参加人
数

人 50 70

保小中の教
職員を対象
とした研修会
の参加者数

⑵
H
2
0

1,796,000 ⑸

⑶
H
2
1

797,800 ⑹

⑴

早期発
見・早期
対応のた
めの研修
会

回 3

的確なアセ
スメントによ
り，いじめを
未然に察知
するための
研修会。

H
1
9

#VALUE! ⑷
いじめ発
生件数の
減少

件 8 16 6

いじめ発生
件数の半減
を目指す

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

245,666 ⑹
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自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推
進

16

学
校
教
育
課

特別支
援教育
推進事
業

特別支援教育は，障害のある幼
児児童生徒一人一人の教育的
ニーズに応じた適切な指導や必
要な支援を行うものである。平成
19年度からは改正学校教育法
の施行により，全国の幼稚園，
小学校，中学校，高等学校，中
等教育学校及び特別支援学校
において，支援体制の整備が進
められている。
特別な教育的ニーズのある幼児
児童生徒について，その能力や
可能性を 大限に伸ばし，その
能力や可能性を 大限に伸ば
し，自立し社会参加するための
基盤となる生きる力を培うため，
一人ひとりの教育的ニーズに応
じた，生活や学習上の困難を克
服するための適切な指導及び支
援を行う。

校内における支援体制の充実
を図るため，教職員の専門性
の向上や授業改善を図り，特
別支援教育の推進を図ってい
く。
発達障害を含む障害のある幼
児児童生徒への乳幼児期から
成人期までの一貫した支援を
行うため、関係機関（医療、保
健、福祉、労働等）と連携した
取り組みを行っていく必要があ
る。
教育相談体制の充実を図って
いるところではあるが，まだ十
分ではなく，また近隣にも専門
機関が少ないため，早期から
の対応が困難な場合がある。
市内の関係機関と連携し，幼
児期からの相談体制の充実
等，取り組みを進めるととも
に，巡回相談等の充実を図る
必要がある。
また，校内における支援体制
の充実を図るため，通級指導
教室の設置の必要性がある。

①
三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒
及
び
保
護
者

②
三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
教
職
員

①一人一人の教
育的ニーズに応じ
た教育的支援
②生活や学習上
の困難を改善・克
服するための指
導及び支援
③関係機関の連
携等による相談体
制及び一貫した支
援体制の構築
④教職員の専門
性の向上のため
の研修会，巡回
相談の実施
⑤適正な就学指
導の実施

特別な教育的ニーズの
ある児童・生徒の個々
の可能性を 大限に伸
ばす。
特別支援教育に関する
啓発を行い，特別な教
育的ニーズのある幼児
児童生徒の支援のあり
方等について理解を深
める。

7,461 4

巡回相談や
研修会の開
催により，教
職員の特別
支援教育に
対する理解
が深まった
ことは大き
な成果であ
る。研修会
参加者数，
巡回相談実
施回数も増
加しており，
学校におけ
るニーズが
高いことが
分かる。今
後は，相談
体制の充実
や地域にお
ける中核と
なる人材の
育成を行う
ことで，より
一人ひとり
の教育的

2

研修会や
巡回相談
の実施によ
り，管理職
や特別支
援教育コー
ディネー
ターの専門
性の更なる
向上が見
込まれる。
また，関係
機関との連
携による相
談体制の
充実を図る
ことで，更
なる成果の
向上が見
込まれる。

4

今後，支
援体制
の充実
等を図っ
ていく必
要があ
り，人件
費が大
半を占め
るコスト
の削減
は難し
い。

5

特別新
教育の
推進に
当たって
は，関係
機関との
連携が
必要であ
り，支援
体制の
構築に
当たって
は市が
中心にな
り推進す
る必要が
ある。
また，本
市におけ
る特別支
援教育
の推進を
図るた
め，一人
ひとりの
教育的
ニーズに

5

特別な
教育的
ニーズの
ある児童
生徒の
自立と社
会参加
のため
に，生活
や学習
上の困
難を改
善・克服
するため
の取組
みが求
められて
おり，一
人ひとり
の教育
的ニーズ
に応じた
支援や
自立や
社会参
加に向
けた支援

4

保護者
は，一人
ひとりの
教育的
ニーズに
応じた教
育をでき
る限り地
域生活
に密着し
た形で受
けたいと
いう願い
を持たれ
ており，
個々の
ニーズに
応じた支
援や支
援体制
の充実
などが必
要であ
る。

24 B 継
続

拡
大

拡
大

　これまでの取
り組みにより，
個々の教育的
ニーズに応じた
指導及び支援，
校内における支
援体制が整備さ
れつつあるが，
今後も教育の
資質向上や，一
人ひとりの教育
的ニーズに対応
するための体制
の整備（巡回相
談体制の構築・
充実など）が必
要である。
　また，幼保小
連携など関係
機関の連携及
び，相談体制の
充実を図り，早
期からの支援
体制の構築を
図る必要があ
る。地域内に専
門機関が少な
いことから，地
域における相談

事
業
規
模

事
業
内
容
の
充
実
を
図
る

無
し

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

今後も支援
体制の充実
にむけ，関
係機関と連
携した相談
談体制，指
導内容の充
実に取り組
んでいく必
要がある。
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17

学
校
教
育
課

不登校
１/２作
戦

・不登校児童生徒を出さない
未然防止（早期発見・早期対
応），不登校児童生徒への学
校復帰の取組み（個別の支援
計画に基づいた具体的な支
援・適応指導教室への通室）
を行政が学校・家庭や地域と
連携し取組む。
・本年度，不登校対策に係る
スーパー・アドバイザー（環太
平洋大学　杉田郁代　次世代
教育学部学級経営学科　講
師）制度を設け，教職員対象
の研修を行い，教職員の不登
校対策に係る資質の向上に
努める。また，不登校児童生
徒及びその保護者に対する具
体的な支援や，学校の教員を
対象にコンサルテーションを
行う。

・学校環境適応に係る，アセス
メントを実行し，一次支援を中
心にした取り組みを推進する
必要がある。
・不登校対策に係る教職員の
資質向上をさらに図る必要が
ある。
・成果の上がった実践・取組み
について情報発信をし，他校
に広げていく必要がある。
・校長面談の徹底化により，学
校体制としての不登校対策を
充実させていく必要がある。
・個別支援計画を作成し，個々
に応じた支援を具体的に行う
必要がある。
・適応指導教室から学校（学
級）に復帰させる取組みを充
実させていく必要がある。

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒
と
そ
の
保
護
者

不登校理解や不
登校児童生徒へ
の支援のあり方に
係る研修の機会
を設け，教職員の
資質向上を図ると
ともに不登校児童
生徒の状況把握
を行い，教育相談
員が学校と連携を
して不登校児童
生徒が学校復帰
できるように取組
む。

不登校に悩む児童・生
徒が安心して学校に復
帰し，また社会生活を行
えるようにする。

17,039 5

○不登校対
策研修を充
実させること
で，教職員
の資質の向
上を図るこ
とができる。
○不登校児
童生徒の状
況を把握
し，教育相
談員･青少
年指導員等
が不登校児
童生徒や保
護者へ具体
的に取組む
ことは有効
である。
○スクール
カウンセ
ラーが児童
生徒や保護
者の要望に
応じて面談
することは
有効であ

3

教職員のさ
らなる資質
向上を図
り，組織的
な体制を充
実させてい
くために，
事業内容
の工夫・改
善が必要で
ある。

4

教育相
談員，青
少年指
導相談
員及びス
クールカ
ウンセ
ラーの人
件費が
大半であ
り，削減
は難しい
が，事業
を実施す
ることで
得られる
効果や
成果を常
に意識
し，効率
性の向
上を図っ
ていく。

5

不登校
児童生
徒への
取組み
は学校
現場が
直接取
組みを進
めるが，
行政的
手法によ
る取組み
も全国的
に行わ
れ，効果
をあげて
いる。

5

全国的
に不登
校が増
加し続け
ている現
状にあっ
て，豊か
な人間
性や社
会性，生
涯学習を
支える学
力を身に
つけるな
ど，すべ
ての児
童・生徒
がそれ
ぞれ自
己実現を
図り，ま
た，社会
の構成
員として
必要な
資質・能
力の育

4

不登校
の児童・
生徒を抱
える保護
者にとっ
ては切
実な問
題であ
り，相談
活動をは
じめとし
た不登
校対策
に対する
市民
ニーズは
高い。

26 B 継
続

継
続

継
続

　不登校児童
生徒への取組
みは，一人ひ
とりの進路を
保障する重要
な課題であ
る。不登校１/
２作戦は，子
育て日本一を
めざす本市の
重点施策の一
つであり，取組
みの内容をよ
り深化させるこ
とで，一層の
効果が期待で
きる。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

これまでの
取り組みを
検証し，成
果の上がっ
た実践・取
組みについ
て広げてい
くとともに，
改善により
取り組みを
さらに充実
させる必要
がある。
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学
校
教
育
課

幼保小
連携推
進事業

　新入学時の大きな環境の変
化から引き起こされる様々な
課題に適切に対応するため，
保育所(園）の保育士，幼稚園
及び小学校の教員等が，保・
幼・小間の「段差」を理解し，
子どもの育ちや学びの連続性
についての相互理解を深め，
学校教育への接続を円滑に
することにより，いわゆる「小1
プロブレム」を未然に防止し，
子どもたちの学校生活の充実
を図る。
　また，関係機関と連携し，保
護者の子育てに対する支援
体制の充実を図る。

子どもを取り巻く環境の変化
の中で起こる様々な問題の解
決を図るため、保育所、幼稚
園、小学校が連携協力して取
り組みを進めなければならな
い。
①保育所，幼稚園，小学校が
相互理解を図り，連携を推進
する。
②保育所，幼稚園，小学校の
子ども，教職員，保育士，保護
者の交流を深めるとともに，な
めらかな接続を図るための取
り組みを進める。
③一人一人の子どもの学びと
育ちを保障するための保育や
授業などのあり方について交
流を行い，指導方法や支援の
あり方について理解を深める。
④個に応じた支援や指導を行
うため，幼児期からの支援体
制の充実を図る。
⑤関係機関と連携し，子育て
支援等幼児期からの支援のあ
り方について検討し，支援体
制を充実していく必要がある。

三
次
市
地
域
の
幼
児
・
児
童
と
そ
の
保
護
者

①保育士，教職
員の合同研修会
の実施
②実践推進校に
よる実践研究
③連携協議会の
実施
　(子どもの連続
的な発達の理解
やつけたい力，支
援方法等につい
て協議)

保幼小の連携により，
幼児児童の自発的な人
間関係づくりの資質や
活動意欲を高め，明るく
元気な子どもを育成す
る。
保・幼・小の校種間で子
ども、教員の交流を通し
て、つながりのある教育
活動を進め、地域に根
ざした学校づくりをめざ
す。

3,592 4

保幼小連携
を充実させる
ことは，明るく
元気な子ども
の育成につ
ながる。

2

昨年度の
課題等を検
証し，課題
を改善する
ために具体
的な取組み
を行ってい
く必要があ
る。

4

今後，よ
り一層の
推進が
必要であ
り，コスト
の削減
は難し
い。

4

保育所，
幼稚園，
小学校
の連携
について
は，設置
者である
市が中
心になり
推進して
いく必要
がある。

4

「地域の子
どもは地域
で育てる」
ために，保
護者・地域
の方にも
子どもたち
の健全育
成に関
わっていた
だくことは
必要不可
欠である。

4

なめらか
な接続を
行う事
で，子ど
もたちは
安心して
学校生
活をおく
ることが
でき，こ
のこと
は，保護
者にとっ
て非常に
重要な
事であ
る。

22 B
未
実
施

継
続

拡
大

幼児教育は，学
校での生活や学
習の基盤である
ことから，学校教
育へいかに接続
するかが大きな
課題である。保育
士，教職員が連
携し，子どもの発
達や学びの連続
性について共通
理解を図ること
は，段差の解消
につながるだけで
なく，明るく元気
な子どもの育成
につながる。
また，お互いの良
い部分を取り入
れた交流を行う事
で，幼児や児童
の基本的生活習
慣や社会性の育
成につながり，子
育て支援や幼児
期からの一貫した
支援体制の構築
につながるものと
考える。

事
業
規
模

事
業
内
容
の
充
実
を
図
る

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

拡
大

幼稚園，保
育所，小学
校が連携す
ることによっ
て，幼児期
からの一貫
した支援体
制を充実さ
せ，こども
の健全な発
育に努める
必要があ
る。

40

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

2

)

自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推
進

20

学
校
教
育
課

いじめ
対策ア
クション
プラン

いじめに対する予防的な取組
みや，学校支援ネットワークを
基盤とした組織的な対応によ
り，児童・生徒にとって居心地
のよいあたたかい学級づくり
を行い，児童・生徒の心の安
定を図るとともに，不安定な児
童・生徒及びその保護者への
有効な支援を行う。

昨今の社会的環境の変化（核
家族化，家庭の教育力の低
下，情報通信の発達，遊びの
変化，社会体験の不足等）に
より，ともすれば自己中心的な
考えで相手の気持ちを思いや
る集団になりにくい状況があ
る。そうした状況を打破するた
めには，積極的な生徒指導や
保護者への啓発が必要であ
る。

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒
と
そ
の
保
護
者

①学校環境適応
調査や学校生活
満足度調査の実
施により，集団に
おける個の状況を
アセスメントし，個
への支援を行うと
ともに，あたたか
い学級づくりを行
うことを主眼にし
てモデル事業を実
施する。
②三次市子ども
応援センターを中
心とした学校支援
ネットワーク事業
の広報・周知を行
い積極的な活用
を図る。
③いじめや問題
行動防止に向け
た啓発パンフレッ
トを作成し，全保
護者へ配布する。

児童・生徒の心の安定
を図るとともに，いじめ・
不登校の早期発見，早
期対応を行い，いじめ・
不登校を減少させる。

1,561 4

いじめが無
く，明るく元気
な三次の子
どもの育成に
つながる。保
護者の家庭
教育における
役割が理解
され，保護者
にとって有益
である。

3

今年度の成
果と課題を
見極め，改
善していくこ
とが不可欠
である。

4

今年度
の成果を
検証する
中で，効
果的・効
率的な事
業内容と
していく。

5

市立学校
におけるい
じめ問題
への対策
は，教育行
政の責務
として，学
校・保護者
等と連携し
て市が実
施すべき。

5

いじめ問題
は社会的課
題として頻
繁に取り上
げられてお
り，その解
消に向けた
取組みに対
する社会的
ニーズは高
い。

5

いじめの
撲滅に
対して，
保護者
からの
ニーズは
極めて
高い。

26 B
未
実
施

継
続

継
続

　昨今の社会
的環境の変化
（核家族化，家
庭の教育力の
低下，情報通
信の発達，遊
びの変化，社
会体験の不足
等）により，と
もすれば自己
中心的な考え
で相手の気持
ちを思いやる
ことができず，
いじめに発展
していく状況が
ある。児童生
徒の一人一人
が落ち着いて
学習や生活が
できる安全・安
心な学校づくり
を保護者と連
携しながら教
育委員会と学
校が共通認識
を持ってつくっ

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

継
続

教育環境を
整えるた
め，いじめ
の防止，早
期発見を保
護者と連携
しながら実
施していく
必要があ
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

事
業
規
模

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

10／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
学校支援
員配置数 人 11

学校支援員
配置人数

H
1
9

#DIV/0! ⑷
支援員の
対象児童
生徒数

人 20

学校支援員
が具体的な
支援を行う
対象の児童
生徒数

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

1,873,545 ⑹

⑴
外国語指
導助手の
授業時数

時間 6,318 6,400 6,350

外国語指導助手
の配置数が平成
19年度と21年度
は８名であるが，
平成20年度は９
名である。

H
1
9

6,220 ⑷

小学校高
学年で年
間30時間
以上の
「外国語
活動（英
語活動）」
を実施す
る学校数

校 12 14 29

外国語活動
は，平成２１
年度から先
行実施が可
能（実施しな
い選択肢も
ある）な領域
であるが，全
校が実施し

⑵
H
2
0

6,974 ⑸

三次市学
力到達度
検査での
英語の平
均正答率

％ 75 76 75

平成21年度
（実績）は，
前年度を若
干下回った
が，全国平
均を７ポイン
ト以上上回っ
ている。

⑶
H
2
1

6,279 ⑹

⑴
フェスタ
参加者数 人 150 150

ことばフェスタの
参加者人数

H
1
9

#VALUE! ⑷

基礎・基
本定着状
況調査
質問紙
（小）

上回っている項目数 1 2 3

ことばの教
育に関する
質問6項目の
県平均との
比較

⑵
H
2
0

12,500 ⑸

基礎・基
本定着状
況調査
質問紙
（中）

上回っている項目数 4 3 4

ことばの教
育に関する
質問6項目の
県平均との
比較

⑶
H
2
1

11,500 ⑹

⑴
受入れ事
業所数 所 419 420 420

生徒一人で
職場体験を
するケース
が多くなり，
受入事業所
数が増えた。

H
1
9

4,038 ⑷

職場体験
生徒事後
アンケー
ト

％ 92 93 95

「働くことへ
の意識が高
まった」と答
えた生徒の
割合

⑵
H
2
0

9,773 ⑸

⑶
H
2
1

8,750 ⑹
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学
校
教
育
課

学校支
援員配
置事業

市内小中学校の教育活動を
より充実するため，校長が必
要とする教育補助活動に対し
て三次市学校支援員を配置
し，学校における教育活動を
充実し，児童生徒の支援の充
実を図る。

学校支援員の配置は，保護者
や学校からのニーズが非常に
高い。しかしながら，希望どお
り配置することは，人材の確保
等非常に困難な状況である。
今後，学校における教育活動
の充実のために，学校支援員
の拡充を図らなければならな
いが，それと同時に，学級集
団づくりやすべての子どもたち
の学びと育ちを保障する授業
づくり等も推進していく必要が
ある。それらを充実する事によ
り，より教育活動や児童生徒
への充実が図られるものと考
えられる。
しかしながら，こどもを取り巻く
環境も変化してきており，子ど
もの教育的ニーズも多様化し
てきている。一人ひとりの子ど
ものニーズに応じた教育活動
を展開していくためにも，学校
支援員の配置だけでなく，通
級指導教室の設置等による支
援の充実を図る必要もある。

市
民

校長の指導のも
と，担任教員と協
力し概ね次に掲
げる職務を行う。
①生活及び学習
上の困難を有す
る児童生徒に対
する支援
②放課後や長期
休業中の学習支
援
③担任等教員の
教務事務補助

学校支援員配置によ
り，個々の児童生徒の
支援の充実を図り，一
人一人の教育的ニーズ
に応えるとともに，学び
と育ちを保障する授業
づくりを推進する。

3

子どもを取
り巻く環境
が変化し，
子ども一人
ひとりの教
育的ニーズ
も多様化し
ており，より
個に応じた
支援が求め
られており，
支援員の配
置により支
援の充実が
図られる。

2

新規事業で
あり，今年
度の成果と
課題を検証
し，改善し
ていく必要
がある。

4

費用は，
学校支
援員の
賃金であ
る。
保護者
や学校
からの
ニーズも
高く，今
後充実を
図る必要
があり，
コスト削
減は難し
い。

5

学校へ
の支援
員の配
置であ
り，市で
行うこと
が必要
である。

4

健全な
児童の
育成は
地域課
題の一
つであ
る。

4

児童・生
徒が学
校生活を
安心して
送ること
は，保護
者にとっ
て重要な
ことであ
り，支援
員の配
置は保
護者の
ニーズが
高い。

22 B
未
実
施

未
実
施

継
続

子どもを取り
巻く環境が変
化し，子ども一
人ひとりの教
育的ニーズも
多様化してお
り，より個に応
じた支援が求
められている。
保護者や学校
からのニーズ
も非常に高く，
学校における
教育活動の充
実や児童生徒
への充実を図
るためにも，今
後より一層の
充実を図る必
要性がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

個々の学校
の課題に即
した教育活
動を支援す
るために
も，一層の
充実を図る
必要があ
る。
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こ
ど
も

２
教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

17

学
校
教
育
課

小中学
校英語
活動推
進事業

民間への業務委託により，市
内の全小・中学校に，英語の
ネイティブ・スピーカーである
外国語指導助手（ＡＬＴ）を配
置し，外国語教育の充実を図
る。

・外国語指導助手の資質向上
を図るための研修等を実施す
る。
・学力検査の結果等を踏まえ，
特に中学校での英語科の授業
改善を図る。

三
次
市
内
全
域
の
児
童
・
生
徒

・外国語指導助手
の全校配置

・児童・生徒の異文化や
異言語に柔軟に接する
姿勢を持っている。
・小・中学校９年間で学
ぶべき英語の基礎・基
本を身に付けている。

44,637 5

児童・生徒
を異文化・
異言語に触
れさせ，外
国語学習の
動機付けを
図るため
に，外国語
指導助手の
配置は極め
て有効であ
る。

3

外国語指
導助手（ＡＬ
Ｔ）の授業
力には個
人差があ
り，より資
質の高いＡ
ＬＴの配置
を委託業者
に要請する
とともに，
研修を充実
させる必要
がある。 5

委託料
は， 低
限に抑え
ている。

4

外国語
指導助
手の配
置業務
は民間
に委託し
ている
が，授業
のレベル
を担保す
るために
教育委
員会が
個々のＡ
ＬＴを指
導してい
くことは
不可欠
である。

5

新教育
課程の
前面実
施を控
え，外国
語教育
の充実
は大きな
課題であ
り，外国
語指導
助手配
置への
社会的
ニーズは
極めて
高い。

3

社会的
ニーズに
伴い市
民ニーズ
も高まっ
ており，
とりわけ
保護者
の関心
が高いと
考えられ
る。しか
し，アン
ケート等
による意
識の把
握はでき
ていな
い。

25 B
事
業
拡
大

拡
大

継
続

学力検査の結
果で見ると，英
語の基礎学力
定着において
学校間の格差
が極めて大き
く，外国語指
導助手を活用
した授業の質
には改善の余
地がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

学力検査の
結果を踏ま
えて，授業
内容等を改
善し外国語
教育の充実
を図る必要
がある。
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２
教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

20

学
校
教
育
課

「ことば
フェス
タ」の開
催

　学習や生活の基盤となる確
かな「ことばの力」を児童生徒
に身につけさせるためには学
校全体で「ことばの教育」を展
開することが必要である。
　そこで，各校が学習活動で
取組んだ言語活動について市
内全体へ情報発信する場を
設定する。また表彰等による
評価活動を行い，児童・生徒，
教職員，さらには保護者・地
域の「ことばの教育」に対する
意識の高揚を図る。
　○各校における各種コン
クールへの応募作品（受賞作
品を除く）等を中心に，作品応
募を行い，審査する。
　○三次市ことばフェスタ
　　　　・児童・生徒による作品
発表，表彰及び著名人による
講演
　　　　・三次市ＨＰへの掲載，
市広報への掲載

児童生徒のことばの力をつけ
るべく，児童生徒の作品を評
価し表彰するとともに，広く保
護者，市民にも呼びかけた金
田一秀穂氏を招聘しての「こと
ばフェスタ」作品コンクールを
初めて開催した。市内小学校
の合唱部によるアトラクション
も好評で，作品コンクールに
は，市内全校から約850点の
作品募集があった。優れた作
品は入賞作品として会場で紹
介するとともに，作品集として
まとめ配布した。イベントとして
一過性のものとせず，学校に
おける「ことばの教育」の取組
みにつなげていき，児童生徒
の学習・生活両面での基盤形
成を図るために，他団体との
共催等市民への周知を図る必
要がある。

三
次
市
内
小
・
中
学
生

市
民

「ことばフェスタ」
の開催に向けて
市内全小・中学校
から作品を募集す
る「みよしことば
フェスタ作品コン
クール」を実施す
る。フェスタ当日
に，優秀作品を発
表し表彰を行う。
また，著名人によ
る講演を行う。

国際化・情報化社会の
中で求められる，自らの
考えを論理的に言葉で
表現する力や情報を正
確に発信する力が養わ
れて，将来，自立した社
会人となっている。
家庭や地域の言語環境
を整えることに対する関
心が高まる。

1,875 5

個人や学校
の取組みが
広く三次市
全体から評
価を受ける
ことの効果
は大きく，多
くの学校や
児童生徒の
「ことばの教
育」に対す
る意識向上
につながる
と考える。 3

開催期日，
審査スケ
ジュール，
各賞等今
年度の成
果と課題を
見極めより
よいものに
改善してい
くことが不
可欠であ
る。

4

経費は
必要
小限のも
のであ
り，削減
は難しい

4

「ことば
の力」の
育成は，
三次市
の将来を
担うすべ
ての子ど
もたちの
学習の
基盤とな
るもので
あり，市
が中心と
なり推進
していく
必要が
ある。

5

子どもた
ちを取り
巻く言語
環境を市
民全体
で改善し
ていくた
めに，起
爆剤とな
る取組み
が求めら
れる。

4

児童生
徒の保
護者は，
わが子
の可能
性を 大
限に引き
出す教
育を求め
ており，
学校教
育におい
て教科
の基盤と
なる「こと
ばの教
育」の充
実を求め
ている。

25 B
未
実
施

継
続

継
続

子どもたちを
取り巻く言語
環境の整備は
教育の抱える

重要課題で
ある。平成２０
年３月に公示
された新学習
指導要領も言
語活動の充実
は大きな改訂
の柱となって
いる。三次市
内各校におい
ても，「ことば
の教育」年間
指導計画を作
成し意図的，
目的的な取組
みがなされて
いる。各校は，
「言語技術」指
導をはじめ，
各種作文コン
クールへの出
品，意見発表
会の開催 俳

無
し

継
続

子どもたち
が自分の考
えを言葉に
する，表現
する力を身
につけるこ
とは，将来
社会人とし
て活きてい
くうえで非
常に重要な
ことであるこ
とから，保
護者にたい
してもことば
の重要性を
認識しても
らう必要が
ある。
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教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

16

学
校
教
育
課

キャリア
教育推
進事業

望ましい勤労観・職業観，そし
て社会人として自立する力を
備えた三次の子どもたちの育
成
①小学校６年生全員を対象に
したキャリア教育特別プログラ
ム
②中学校２年生全員を対象に
した５日間の職場体験プログ
ラム
③キャリア教育充実のための
教職員研修

・小学校プログラムは，平成19
年度まで経済産業省「地域自
律・民間活用型キャリア教育」
の推進地域に指定されてお
り，民間企業のコーディネート
を得て進めていたが，昨年度
からは同内容を市独自で展開
する。そのため，事業内容のさ
らなる啓発と指導を指導する
資質を備えた人材確保が不可
欠である。
・中学校職場体験は，5日間で
実施してから2年が経過し，課
題も明確になってきたところで
ある。今後，受入事業所の意
見を広く聞きながら，プログラ
ムの見直しを進めていく必要
がある。

三
次
市
全
域
の
児
童
・
生
徒

①小学校特別プ
ログラムの実施
②中学校職場体
験の実施
③①，②の実施に
向けた教職員研
修，保護者研修，
地域への協力要
請及び事業実施
への参画要請

①発達段階に応じ，望
ましい職業観・勤労観を
身につけている。
②自己肯定感が高まっ
ている。
③郷土に対する理解が
深まっている。

4,105 5

小学校プロ
グラム，中
学校職場体
験の関係者
に実施した
アンケート
結果で肯定
的な回答の
割合が高
く，事業が
有益である
と考える。

3

キャリア教
育プログラ
ムの各教
科等の全
体計画によ
り有機的に
位置づける
ことでさら
なる効果が
期待でき
る。

5

小学校プ
ログラム
の経済
産業所
指定が
終了し，
市の単
独実施と
なったた
め，コスト
が増大す
る。

2

キャリア
教育推
進のた
めのＮＰ
Ｏ法人な
どを発足
して実施
を委託す
る方法も
考えられ
るが，現
状として
は難し
い。中学
校職場
体験学
習おいて
は，今
後，各学
校間で
受入事
業所の
調整を図
りなが
ら，主体
的に取り
組んでい

5

若年層
の早期
離職等
の課題
に鑑みた
とき，小
学校段
階から
キャリア
教育を実
施するこ
とは大い
に意義
のあるこ
とであ
り，社会
的ニーズ
も高い。

4

市の将
来を担う
人材を育
成する取
組みの
一つとし
て，キャ
リア教育
への市
民ニーズ
は高いと
考える。

24 B 継
続

継
続

継
続

将来，社会人・
職業人として
の自立していく
ために必要な
資質や能力の
育成には重要
な教育活動で
あり，より内容
の充実を図り
ながら継続し
ていく。

無
し

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

こどもたち
が将来の目
標を選択し
たり・決定で
きる能力の
育成や望ま
しい職業観
勤労意識を
育てるため
には重要な
事業であ
る。これま
での実績を
検証しなが
ら，より効
果的な事業
を実施して
いく必要が
ある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴

みよしな
るほど出
前講座・
食育出前
講座回数

回 30 82 106 市民対象
H
1
9

588,666 ⑷

みよしな
るほど出
前講座・
食育出前
講座参加
者

人 907 1,787 2,240

⑵
職員派遣
食育講座
回数

回 18 44 50

保育所，学
校対象。地
域での食育
イベント

H
2
0

200,487 ⑸
職員派遣
食育講座
参加者

人 327 1,440 1,500

⑶

夏休み食
育講座
「自分で
つくろう朝
ごはん」

回 3 8 11
小学生が対
象

H
2
1

160,915 ⑹

夏休み食
育講座
「自分で
つくろう朝
ごはん」
参加者

人 63 164 200

⑴
人間ドッ
クの受診
者数

人 1,448 1,462 1,619
   受診者一
人当たりの
事業費

H
1
9

24,488 ⑷
人間ドッ
クの受診
者数

人 1,448 1,462 1,619
   受診実人
員

⑵
H
2
0

26,599 ⑸

⑶
H
2
1

25,331 ⑹

⑴
健康端末
設置台数 台 341 340 320

健康端末が
設置してある
台数

H
1
9

9,346 ⑷
異常の早
期発見 件 20 8 12

心疾患・血圧
治療など医
療機関で治
療につな
がった件数

⑵
データ処
理件数 件 27,805 25,238 24,000

利用者から
送信された
健康データ
の処理件
数。異常の
早期発見，
保健指導に
つなげる。

H
2
0

7,261 ⑸ 緊急速報 件 38 3 5
緊急通報さ
れた件数

⑶
訪問指
導・受診
勧奨

件 90 90 60

データ分析
の結果，必
要な者へ対
し訪問指導，
受診勧奨等
を行った件
数。異常の
早期発見に
努める。

H
2
1

9,443 ⑹
月別利用
状況 ％ 63 58 60

月別平均利
用（月に何台
の利用が
あったか。）

⑴
研修会の
実施回数 回 21 21 21

食生活改善
推進員研修
会の開催回
数

H
1
9

56,666 ⑷
研修会参
加者数 人 324 258 300

研修会参加
により，食生
活改善推進
員の資質向
上が図られ
る。

⑵
養成講座
受講者数 人 24 23 30

H
2
0

62,904 ⑸

三次市食
生活改善
推進協議
会加入数

人 104 103 113

会員数が増
えるとこに
よって家庭で
の実践や地
域活動が進
む。

⑶
H
2
1

65,761 ⑹
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

19

健
康
推
進
課

食育推
進事業

三次市食育推進計画に基づ
き，主にキッチンカーを活用し
た保育所・幼稚園，学校，市
民を対象にした食育出前講座
を通して事業行ってきた。ま
た，教育委員会と連携して「自
分でつくろう朝ごはん」「食育
絵画コンクール」「朝食レシピ
コンテスト」など取り組んだ。２
１年度は組織再編に伴い事業
を拡大し，乳幼児から高齢者
までの食育推進事業を行うと
ともに，三次市食生活改善推
進員事業を行っている。

「みよし版食事バランスガイド」
を家庭での実践へつなげるた
めに事業展開する必要があ
る。食育講座は体験型（調理
実習を含む）が効果が高い
が，時間やスタッフが多く必要
になり，事業の拡大が難しい。
働いている世代（特に壮年層）
への食育事業（土日・夜開催）
を取り組む必要がある。食生
活改善推進員の育成や活動
支援を強化していく必要があ
る。 市

民

啓発事業（食育
フォーラム等食育
イベント，広報活
動）
世代別食育推進
事業（マタニティ料
理教室，離乳食
講座，絵画コン
クール，食育出前
講座）

市民が「食育」の実践を
通して，健全な食生活
習慣を身につけ，生涯
を通していきいきと暮ら
せるようにする。

16,440 4

リピーターも
多く，食育
実践へつな
げるために
は引き続き
体験型（調
理実習を含
む）の食育
講座を継続
する必要が
ある。「みよ
し版食事バ
ランスガイ
ド」を作成し
たことにより
さらに関心
が高まっ
た。

3

参加者が
固定化しな
いように市
民全体にま
んべんなく
事業展開
する必要が
ある。

4

レシピや
資料や
講義だけ
では，な
かなか実
践につな
がらない
実態があ
る。調理
実習を伴
う出前講
座のニー
ズが多
く，体験
型食育を
実施して
いくため
にはコス
トもかか
る。

5

市が中
心となり
各機関と
連携を取
ることに
よって事
業展開
が効果
的に働
く。また，
「食事バ
ランスガ
イド」の
講義や
献立作
成など専
門職が
関わって
正しく伝
える必要
がある。
また，地
域での
「食」の
リーダー
育成にも
専門職

4

生活習
慣病予
防につい
ても食生
活習慣
が重要
である。
また，地
産地消
の推進，
自給率
の向上
など食育
を通して
多くのこ
とが求め
られてい
る。

4

食育出
前講座
の申し込
みが多
いことか
らも市民
ニーズは
高い。ま
た，生活
習慣病
予防の
ための
食に関
する専門
知識が
求められ
ることも
多い。離
乳食講
座など若
い世代
のニーズ
も多い。

24 B 継
続

継
続

拡
大

食育出前講座
のニーズも多
く市民の関心
も高いが，啓
発・周知にとど
まらず，市民
の実践力向上
へ向けて事業
内容を充実・
拡大する必要
がある。

人
員

無
し

継
続

食生活改善
推進員の育
成や活動を
支援し，事
業内容を充
実させる必
要がある。
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国保被
保険者
人間ドッ
グ事業

   ４０歳以上の市民を対象
に，「人間ドックＡ」 ，「人間ドッ
クＢ」（婦人科検診を含む），
「脳ドックＡ」，「脳ドックＢ」の４
種類のメニューで実施してい
る。本事業は，市内ほか５医
療機関へ事業委託し実施して
いるところである。
　本市においては，市民の健
康管理というスタンスで国保
以外の保険の方も受診できる
方法を取ってきている。

　高齢の受診者が多く，疾病に
より通院治療している者が多
いため，重複健診になり人間
ドック本来のメリットである「疾
病の早期発見・治療」にはつな
がっていない現状がある。
また，平成２０年度からの特定
検診制度の開始により，総合
健診の「一般検診」の検査メ
ニューが減少したため，総合
健診の申込者は減少し，詳し
い検査多項目にわたって受診
できる人間ドックへの希望が多
くなっている。
このため，医療機関の定員数
もオーバー状態となり，いきお
い受診者を抽選で決定する結
果となっている。

 
 
 
４
０
才
以
上
の
市
民

。

（
た
だ
し
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
世

帯
の
者
を
除
く

。

）

   市民から受診
希望申し込みを受
け，医療機関に委
託し，人間ドック
又は脳ドックによ
る精密検査を実
施する。（申込多
数の場合，抽選に
より受診者を決
定）

   健診により，疾病の早
期発見と早期治療を行
い，重症化を防ぐ。
また，健康意識の高揚
を図ることを目的とす
る。

38,888 4

   受診者数
の増加から
も，健康に
関する意識
の高揚が伺
える。

3

   高齢者
の受診希
望者や既
に定期通
院中の方
が多く，年
齢制限を設
けることも
検討する必
要がある。

4

   検査精
度が高い
ため，一
件当りの
単価は
高額とな
り委託費
は大き
い。ま
た，今
後，国保
被保険
者を受診
優先させ
る等の見
直しを検
討した場
合，市の
負担額を
増額する
可能性
がある。

2

   対象
者を国保
被保険
者に限
定すれ
ば，国保
保険者と
しての目
的も明確
となる
が，市民
の健診
機会の
一手段と
位置付
けるな
ら，ドック
よりも身
近な医
療機関
で行う個
別健診
へ移行
し，関与
の縮小を
すべきで
ある

4

   受診
希望者
が年々
増加傾
向にあり
社会的
ニーズは
高い。
ただし，
それぞ
れの保
険者の
責任に
おいて実
施する検
討も必要
である。

4

   ドック
希望者
は多い
が，必要
以上の
健診希
望者（重
複受診
や慢性
疾患者
など）が
多い。
特に脳
ドックの
希望は
多い。

21 C 継
続

継
続

継
続

　 今後，実施
機関と協議を
行い受診定員
を増加させる
などの課題は
あるが，疾病
の予防や早期
発見のために
有効な事業で
あるので，広く
市民の健康管
理を行なうた
めには事業の
継続は必要で
ある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

費用対効果
の面からも
対象者を制
限する（国
民健康保険
の世帯）必
要はある。
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在宅健
康管理
システ
ム事業

システムの概要：作木町内の
みの事業。家庭と作木支所を
電話回線でつなぎ，利用者の
方の健康管理をコンピュー
ターで行う。各家庭に健康端
末を設置し，各自が血圧，心
電図，問診，体温，体重などを
測定し，作木支所では送信さ
れた健康情報を保健師が分
析，必要時医師と相談しなが
ら保健指導や受診指導を行
う。他に緊急時の通報機能が
あり通報ボタンを押すだけで
備北地区消防広域行政組合
へつながる。
設置台数：平成21年3月末
340台。
定期業務：毎日のデータ処理
分析，保健指導，利用者への
測定結果（月間レポート）の返
却。
20年度の状況：月別の平均利
用率　50％。データ処理延べ
件数　25,238件。異常の早期
発見（認知症，精神障害，血
圧異常など）

　作木町独自の事業ではある
が利用実態からして，いきなり
廃止することはできない。
　古い機種のため，メーカーに
も全ての交換部品の在庫がな
く，予備クライアント部品でま
かなう手段を取ってはいる。加
えて，メーカーの保証期間も過
ぎているので，業者による定期
的な保守点検業務契約から，
修繕を中心とする対処療法的
な対応（スポット対応）に移行
する必要がある。
これを機に，ＣＡＴＶ等の整備と
あわせ全市的に健康管理がで
きるシステムの再構築を検討
する必要があると思われる。

概
ね
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

（
作
木
町
内
在
住
者

）

①健康に関心を
持ち，生活習慣病
予防への行動変
容ができるように
なる。
②疾病を早期発
見し，適切な医療
をうけることがで
きる。
③毎日をより安心
に過ごすことがで
きる。

①希望する高齢者世帯
へ健康端末を設置し利
用環境を整備する。
②日々のデータ分析を
行い，異常の早期発
見，保健指導を行う。
③個人ごとに毎月の
データをまとめ，返却す
る。

2,469 3

①利用者と
保健師が同
じデータをも
とに検討でき
ることで，食
事や疾病の
自己管理な
ど意識の変
革に役立って
いる。
②異常を早
期に発見し適
切な医療を
受けることが
でき，大事に
至らなかった
例がある。
③利用頻度
に個人差が
ある。

4

①ＣＡＴＶの
インター
ネット回線
を利用する
ことで，健
康管理シス
テムの精度
を高め，市
内に広く普
及していく
ことができ
る。
②受益者
負担，医療
機関委託な
ど体制を整
えることで，
費用対効
果が期待で
きる。

2

①受益
者負担，
医療機
関委託な
ど体制を
見直すこ
とで経費
削減が
可能。
（現時点
で受益者
負担は
可能だが
委託は
協議を要
する）
②保守
停止と
なってい
ること，Ｃ
ＡＴＶを利
用して全
市的に拡
大してい
くとすれ
ば一時
的に整備

3

システム
の環境
整備に
ついて
は，引き
続き市が
行なう必
要があ
る。現行
システム
を継続使
用するす
れば，保
障期間
が過ぎて
いるた
め，定期
的な保
守点検
委託業
務から，
トラブル
発生時
及び故
障時の
修理対
応に移

3

市中心部
と周辺地
域，また
対象者に
よりニー
ズに開き
があると
思われる
が，　高
齢化が進
む中，疾
病予防・
早期発見
に有効な
手段であ
り，健康
に関する
社会的
ニーズは
高い。

4

作木町
及び市
周辺地
域の市
民ニーズ
は高い
が，地域
性,対象
者により
ニーズに
開きがあ
る。

19 C 継
続

継
続

継
続

　この事業は，
合併以前から
のもので作木
町のみで実施
している。高齢
化率が高く，
医療機関への
受診が困難な
僻地において
は有効な事業
となっていると
ころはある。し
かし，現存の
システムを維
持しながらも，
受益者負担の
見直し，CATV
回線の利用や
医療機関委託
を検討し，将
来的にはシス
テムの再構築
により全市的
な取り組みと
する。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

CATV等を
利用したシ
ステムの検
討は必要で
あるが，受
益者の費用
負担につい
ても見直し
が必要であ
る。
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食生活
改善推
進員事
業

三次市食生活改善推進員を
養成するため，実施要綱に基
づき，医師，栄養士，保健師，
歯科衛生士などの専門職で２
０時間の講座を実施してい
る。養成講座を修了したもの
で，三次市食生活改善推進協
議会に入会し，継続して地域
活動をする者には，栄養士，
保健師，歯科衛生士などが，
７地域（作木を除く）で年３回
研修を行っている。地域伝達
事業や健診時の減塩味噌汁
提供に食材費を予算化してい
る。また地域活動への資料提
供や指導にあたっている。

地域で活動を展開するには，
組織的に動く方がより継続的
かつ効果的に実施することが
できる。そのためには三次市
食生活改善推進協議会を三次
市の地域活動組織として連携
を密にしながら，協議会員を食
育推進の地域リーダーとして
育成していくことが必要であ
る。協議会員がいないことで，
市が研修をしても地域で伝達
講習ができていない地域（甲
奴，吉舎）また，研修を実施し
ていない地域（作木）など地域
間格差があるので課題解決す
る必要がある。現在，会員が
増加傾向にあり，組織が大きく
なればなるほど，食育推進係
のサポートが必要になる。

市
民

三次市食生活改
善推進員を養成
するため，年１回
講座を開催してい
る。
各地域ごとに３回
ずつ研修会を開
催するとともに，
地域活動支援（レ
シピ提供・相談）を
している。

地域の「食」を通した健
康づくりのリーダーとし
て活動を展開する。

1,321 4

食生活改善
推進員の養
成講座にも
定員以上の
応募があっ
た。また，今
年度は１０
名が協議会
に入会し
た。

2

高齢化や
活動に個
人差や地
域差があ
る。研修内
容や方法を
改善して力
量を高める
必要があ
る。

5

市民のた
めに地域
のリー
ダーとし
て地域活
動を活発
に展開し
てもらう
ためには
研修を
もっと充
実する必
要があ
る。ま
た，ボラ
ンティア
活動とし
ても，個
人負担を
かけるよ
うでは発
展的な活
動が期
待できな
いので，
ある程度
の活動

4

献立作
成や専
門的な
知識指
導には
栄養士
等専門
職が関
わる必要
がある。
組織再
編により
支所の
保健師
が各地
域に関
われるよ
うになっ
たので，
活動が
広がる。
また，活
動を全体
化するた
めには
市の支
援が必

4

食育推
進（伝統
食・郷土
食）の担
い手とし
ても，今
後地域
での活
動が期
待でき
る。子育
て世代
のよきア
ドバイ
ザーとし
ても期待
できる。

4

地域で
の色々
な行事な
どでも
「食」や
「調理実
習」が伴
うと人が
集まる。
ただの料
理教室
ではなく
きちんと
研修を積
み重ね
た食生
活改善
推進員
が行った
ほうがよ
り効果的
である。
また，市
民が安
心して参
加でき
る

23 B 継
続

継
続

拡
大

健康増進計
画，食育推進
計画の事業推
進の担い手に
なってもらう必
要がある。食
を通した地域
リーダーとして
常に専門職
（栄養士・保健
師・歯科衛生
士）の研修を
受けることが
できる立場で
あり，今後も積
極的に研修会
等に参加して
いただくよう働
きかける。

予
算
額

地
域
活
動
費
の
増
額

無
し

継
続

全市的な取
り組みが実
施されるよ
う研修内容
等を検証す
る必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

そ
の
他

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

12／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
総合集団
健診実施
会場数

会場 28 28 27
総合集団健
診一日あた
りの事業費

H
1
9

1,987,714 ⑷ 受診者数 人 3,526 3,051 3,020
集団健診総
受診者数

⑵
H
2
0

2,025,785 ⑸

⑶
H
2
1

2,666,333 ⑹

⑴
介護予防
普及啓発 回 26 43 51

平成２０年度
は、認知症
サポーター
養成講座と
老人クラブが
行う、体力測
定会にあわ
せた講座を
行ったものを

H
1
9

20,500 ⑷ 参加者 人 600 1,142 1,275
事業への延
べ参加者集

⑵
H
2
0

22,604 ⑸

⑶
H
2
1

23,529 ⑹

⑴
トレーニ
ング拠点
整備数

箇所 8 8 9

整備（拠点と
して位置づ
けた）した施
設数

H
1
9

2,125,875 ⑷ 参加者 人 4,329 6,025 6,500 利用者数

⑵
導入マシ
ン数 台 18 13 11

当該年度に
整備したマシ
ン数

H
2
0

1,280,125 ⑸

⑶
H
2
1

1,228,555 ⑹

⑴
受講実人
数 人 41 19 30

当該年度に
手話養成講
座を受講し
た人数
　平成20年
度において
は，継続的
な受講者数
が減ってい

H
1
9

9,048 ⑷ 修了者率 ％ 83 42 60

入門講座受
講　15人中
5人修了
（H20)
初級講座受
講　　4人中
3人修了
(H20)

⑵
H
2
0

18,947 ⑸
奉仕員新
規登録者
数

人 1

当該年度に
派遣可能奉
仕員として新
規登録され
た人数

⑶
H
2
1

12,433 ⑹
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)
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き
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暮
ら
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づ
く
り

16

健
康
推
進
課

総合集
団健康
診査事
業

   高齢者医療確保法，健康増
進法，がん対策基本法によ
り，他の健診の受診機会がな
い方のために実施する。疾病
の早期発見と早期治療ができ
ることにより重症化を防ぎ，住
民の健康保持を図るととも
に，健康意識の高揚を図る。
  実施場所及び日数について
は，11会場延べ27日間実施す
る。２０年度から医療制度改
革により40歳～74歳の方に特
定健康診査を実施することに
なったが，国民健康保健以外
の健康保健の被扶養者は保
険者発行受診券がないと基本
健康診査を受けられない等，
制度の複雑化が受診者の減
少を招く一つの要因となって
いる。
  なお，総合集団健診の実施
については，20年度より健診
実施機関へ委託としている。

   課題としては，まず二つあげ
られる。ひとつは，高齢者に見
られる「重複受診」防止の啓
発。通院し，検査も受けている
方が健診を受診するケースが
あるのでこれを減少させる必
要がある。二つ目は，特定健
診世代のうち受診率がもっとも
低い４０歳～５０歳の「働き盛
り」世代の受診勧奨を行なうこ
とである。
また，特定健診の対象者で，
社会保険被保険者は受診券
がないと基本健診が受診がで
きないなど，申込や制度の複
雑化で受診が敬遠され，受診
者が減少傾向にあることも大
きな課題である。また，これに
合わせてがん検診の受診者も
減少していることも大きな課題
であるので，広報紙やホーム
ページなどあらゆるメディアを
活用して啓発していく必要があ
る。

才
以
上
の
市
民
及
び
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
方
で

他
の
健
診
を
受
診
す
る
機
会
の
な
い
方

。
た
だ
し
4
0
歳
～
7
4
歳

の
社
会
保
険
本
人
は

、
特
定
健
康
診
査
の
制
度
で
保
険
者
が
実
施
の

義
務
が
あ
る
た
め
基
本
健
康
診
査
は
受
診
出
来
な
い

。

市内１１会場で集
団健診方式による
基本健診及び各
種がん検診を実
施する。

  健診により，疾病の早
期発見と早期治療によ
り，重症化を防ぐ。
また，健康意識の高揚
を図る。

56,722 3

健診受診者
のうち，所見
のある方及
び精密検査
の必要な方
に対して通
知をし，受
診勧奨を実
施している。

3

若年層の
受診率向
上を図るこ
とにより，
早期治療を
行える。
各年齢期
に適した受
診方法を啓
発する。

3

全面委託
したことで
コストは
上昇し
た。しか
し，委託
実施した
ことで有
効性や効
率性は向
上し，職
員人件費
は削減で
き費用対
効果も大
きい。

3

法によ
り，事業
実施主
体は市
であり市
民の健
康管理
は市が
担うべき
もの。
ただし，
実施方
法につい
て，計画
及び啓
発などは
市が行
い，健診
の実施
にあたっ
ては，専
門の健
診機関
への委
託事業
で可能で
ある

4

健康意
識の高
揚と，疾
病の重
症化を防
ぐことに
より，市
民の健
康増進を
図る。こ
れによ
り，医療
保険や
介護保
険事業
の運営
の適正
化に努
め，高齢
社会に
対応する
必要が
ある。

3

国保世
帯員の
健診機
会は市
が実施
する健診
のみであ
る。ま
た，市民
全体も健
診を受け
る機会の
ない人も
多数ある
ことか
ら，総合
健診に
対する期
待はあ
る。しか
し，毎年
受診者
は減少
傾向に
あり，総
合集団
健診か

19 C
事
業
縮
小

継
続

継
続

   医療保険財
政の適正化
と，市民の健
康増進を図る
ために，受診
率を向上させ
る必要があ
る。日数や開
催場所の検討
と，特定健診
の受診率や若
年層の受診率
向上に重点を
おいた健診を
企画する必要
がある。また
健診後の事後
指導や予防事
業へも重点を
おき，受診者
の充実感のも
てる内容とす
べき。

無
し

継
続

市内の医療
機関の活用
も含め，受
診機会を増
やす対策も
必要。また
検診後の事
後指導や予
防事業へも
関係課との
連携を強化
する必要が
ある。
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健
康
推
進
課

介護予
防普及
啓発事
業

  いつまでも住み慣れた地域
で暮らし続けるために，介護
予防の重要性を認識する機
会とする。普段の生活の中で
個人や地域ぐるみで取り組め
るよう普及啓発を行う。
具体的な事業としては次の三
点。①介護予防啓発のための
介護予防ラジオ体操のＣＡＴＶ
放映。　②地域づくりを含め，
介護予防特に認知症予防に
ついて広く啓発を行なう「認知
症サポーター養成講座」　③
「出前講座」を中心にした，介
護予防と健康づくりについて
の実技と講義を実施する。

講座等に参加されない人への
普及啓発。

　
市
民

（
高
齢
者

）

　老人クラブを対
象に介護予防に
関する講座を開
催。

介護予防の必要性を認
識し，何らかの介護予
防を自ら取り組むこと。

972 4

普及啓発す
ることで、住
民やその家
族に介護予
防の必要を
意識付けで
きている。

3

出前講座
の中で介護
予防の内
容も実施し
ているの
で、この事
業とのすり
あわせを行
う必要があ
る。

4

職員が
講座を実
施するた
め、人件
費部分
の負担
がある。

4

一貫した
必要性や
目的、方
法論を周
知徹底す
ることが
できる。

4

介護予防
の必要性
を理解し、
取り組みを
行うこと
で、元気な
高齢者を
増やし、介
護保険の
財源の安
定化を図
る。

4

住民の間で
も介護予防
についての
意識が高ま
りつつある。

23 B 継
続

拡
大

継
続

介護予防の普
及は、短期間
で修了するも
のではなく、ま
たすぐに効果
が現れるもの
ではない。継
続して行うこと
で、少しずつ
意識が変化
し、行動変容
につながること
を目的にして
いる.。

無
し

継
続

介護予防の
必要性につ
いては理解
されている
と思われる
が，参加し
やすい環境
を整備し，
普段の生活
の中での実
践につなげ
る必要があ
る。
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地域ト
レーニン
グ拠点
整備事
業

  　市民が身近に運動できる
環境づくりを、保健・福祉セン
ターなど地域の公共施設へ整
備し、その運動スペースを地
域のトレーニング拠点と位置
づけするものである。平成20
年度については，「地域活性
化・生活対策事業」を活用し，
吉舎地区と布野地区に介護
予防に有効なトレーニングマ
シンを設置した。

今後の拠点整備の計画（拠点
の検討、更新施設の検討な
ど）
運動インストラクターがいなく
ても安心してトレーニングでき
る環境づくり。

　
市
民

　　高齢者の介護
予防や健康増進
のための利用、筋
力向上など個人
に合った運動を行
えるトレーニング
マシンを整備し、
運動の拠点と位
置づける。

・介護予防（医療費や介
護給付費の抑制）
・生活習慣病予防（医療
費の抑制）

10,241 5

   介護予防、
生活習慣病
予防のため
に拠点を整
備し、トレー
ニングマシン
を設置したこ
とは目的に適
合している。

3

  マシンや
巡回指導な
どの啓発を
積極的に
行うことで
利用者が
増えると思
われる。

3

  拠点整
備におけ
るトレー
ニングマ
シンの整
備が，お
おむね完
了し，今
後はマシ
ンの保守
点検、更
新の事
業へ以
降するた
め、事業
費の減
が見込ま
れる。

2

   マシン
導入後
は、各指
定管理
者におい
て機器
の保守
点検や
利用促
進のた
めの運
用が自
主的にで
きるよう
に支援
する。

4

   特定健
診が始
まったこと
により、メ
タボリック
に関する
意識が世
間で高
まってい
る中で、
生活習慣
病予防へ
の運動
ニーズは
とても高
く、一つの
手段に利
用してい
る人は多
い。

5

   特定
健診が
始まった
ことによ
り、メタ
ボリック
に関する
意識が
世間で
高まって
いる中
で、生活
習慣病
予防に
関心も高
く、特に
身近に
運動の
できる環
境への
ニーズは
高い。

22 B
事
業
拡
大

継
続

継
続

  市民に身近
な拠点整備事
業は，社会的
なニーズ，市
民のニーズも
高いので継続
して取り組む
必要がある。

無
し

縮
小

身近に運動
できる環境
の整備は必
要であり，
継続して取
り組むとと
もに，利用
実態の検証
も必要であ
る。
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(

1

)

認
め
あ
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支
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あ
う
福
祉
の
推
進

16

社
会
福
祉
課

手話奉
仕員養
成事業

聴覚障害者と手話を通じてコ
ミュニケーションできる人材を
育成し，市の手話通訳者派遣
事業の推進を図る。
社会福祉協議会へ事業委託
して実施する。

受講終了者からの奉仕員への
登録者数が少なく，奉仕員の
養成に結びついていない現状
がある。CATV等により受講者
を広く求める，適任者の人材
発掘が求められる。

市
民

（
手
話
奉
仕
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

）

定期的な養成講
座を開催する。
　　入門講座　10
日間（15時間）×
２回
　　初級講座　　5
日間（7.5時間）×
２回

手話の技術を習得，向
上させ手話によるコミュ
ニケーションを可能にす
る。

360 4

手話技能取
得には，日
常的な訓練
が必要であ
り，奉仕員と
しての登録
域に達する
受講者の養
成には，通
年し継続的
な養成講座
の実施が必
要である。

3

新規登録
人数が少な
いため，向
上の余地
はあると思
われる。

4

講師へ
の謝礼
及びテキ
スト代が
主たる経
費であ
り，コスト
削減の
余地は
小さいと
思われ
る。

4

平成１８
年１０月
から，障
害者自
立支援
法に基
づく地域
生活支
援事業と
して位置
づけられ
た。

4

情報バリ
アフリー
の観点
からニー
ズは高
いと考え
る。
熟練手
話通訳
奉仕員
の後継
者育成
が求めら
れてい
る。

3

手話でな
ければコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
ない障害
者にとっ
てはニー
ズが極
めて高い
が，手話
を取得し
ている障
害者が
少ない。
障害者
自身の
手話技
術の取
得支援を
図る必要
がある
が，中途
失聴者
において
は，習得
が容易

22 B 継
続

継
続

継
続

必要な事業で
はあるが，事
業により奉仕
員の実数は増
えておらず，更
なる事業内容
等の工夫が必
要であると考
える。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

必要な事業
であり，奉
仕員の確保
に向け事業
内容の見直
しが必要。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

そ
の
他

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

13／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 入居者数 人 11 11 11

君田生活支
援ハウスで
共同生活し
ている人

H
1
9

1,265,818 ⑷ 入居割合 ％ 100 100 100

常時待機者
は４～５人ぐ
らい常にいる
が緊急性は
ない。待機者
は住宅生活
をされている
ので１００％
入居となる。

⑵
H
2
0

1,266,545 ⑸

⑶
H
2
1

1,271,818 ⑹

⑴
催事来場
者数 人 1,100 1,000 1,000

　午前9時半から
午後3時までの間
の来場者及び参
加団体関係者
数。
　毎年の参加者
が固定化してお
り，人数的には大
きな変動がない。

H
1
9

402 ⑷
参加団体
数

団体 40 45 45

関係団体へ
の積極的な
呼びかけに
より，参加団
体が増加し
ている。

⑵
H
2
0

443 ⑸ 来場者数 人 1,100 1,000 1,000

他のイベント
行事日程と
重複すると
来場者数に
影響あり。

⑶
H
2
1

445 ⑹

⑴
ふれあい
収集申請
件数

60 30 40

平成21年度7
月現在（申請
6件・認定6
件）

H
1
9

34,183 ⑷
ふれあい
収集認定
件数

件 43 29 36

平成19年度
～平成20年
度実績の平
均で想定

⑵
H
2
0

81,833 ⑸

⑶
H
2
1

72,050 ⑹

⑴
相談件数
（年間） 件 6,298 7,165 8,000

・平成18年10
月新規開設
以来，着実
に相談件数
が増加して
いる。
平成20年度
相談件数
月平均 597

H
1
9

2,792 ⑷
在宅サー
ビス利用
援助

件 959 1,160

相談を受けた
ことにより在
宅サービス等
の利用につな
がった人数

⑵
相談支援
相談員数 人 1 2 3

社会福祉
士，精神保
健福祉士等
　相談支援
専門員の確
保

H
2
0

2,874 ⑸ 就労支援 人 14 8 15

障害者の自
立と社会参
加が図られ
た人数
　　一般就労
２人，授産施
設６人

⑶
生活訓練
サロン利
用者数

人 1,772 1,166 1,000

･サロン利用
者は減少傾
向（就労支援
の成果もあ
る）

H
2
1

3,179 ⑹
地域生活
移行支援 人 4 5 5

障害者の地
域移行が図
られた人数１
人
住宅，住まい
への支援が
図られた人
数４人
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16

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
共同生
活施設
支援事
業

在宅生活の維持が不安なひと
り暮らし高齢者を対象として，
生活援助員（支援員）の協力
を得て，共同生活を行い，相
談や食事，レクレーションを通
じて生きがいのある生活が送
れるように支援する。
委託先：君田（松伯園）
施設数：１箇所（君田生活支
援ハウス松伯園）
利用定員：１１名

対象高齢者の増加が見込ま
れるため，サービス内容を検
討する必要がある。

　
市
民

（
市
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
６
０
歳
以
上
の
者
で
高
齢
者

で
在
宅
生
活
の
維
持
が
不
安
な
一
人
暮
ら
し
高
齢
者

。
た
だ
し
，
日

常
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
原
則
と
す
る

）

　住居機能と交流
機能を総合的に
提供する。施設内
の生活援助員に
よる利用者への
日常や相談や，
規則正しい生活
への助言などを行
う。

　独立して生活すること
に不安があると認めら
れた６０歳以上の高齢
者の安心した生活を送
ることができるよう施設
入居により支援する。

13,932 4

ひとり暮らし
等の生活に
不安を感じ
る高齢者に
とって住居
の提供と相
談対応や利
用者間での
交流ができ
安心してい
きいきと暮ら
せる場所を
提供してい
る。 5

利用者は
日々生きが
いを持って
生活ができ
る。

3

類似施設
の経費と
比較しな
がらコスト
の見直し
を検討す
べきであ
るが，委
託料のほ
とんどが
人件費と
施設維持
経費であ
るが，職
員数も少
ないため
削減の余
地は少な
い。

4

入居者
の決定
や負担
金の決
定につい
て公平
公正に
行うため
市の関
与が必
要であ
る。現時
点では，
利用料
の収入
による独
立採算
は困難
である。

4

高齢者
の一人
暮らしが
増える
中，他の
入居施
設も含め
在宅生
活困難
者への
支援施
設として
社会的
ニーズは
高い。

3

高齢単
身者の
一人暮ら
しが増え
る中，利
用希望
者の声
は増加
傾向に
ある。

23 B 継
続

継
続

継
続

　今後，不安を
かけた一人暮
らし高齢者が
増加する予測
ができることか
ら，自立を支
援する施設と
して現状の運
営は必要であ
る。

無
し

継
続

在宅生活困
難者への支
援施設とし
て社会的
ニーズは高
い。運営費
については
類似施設の
経費と勘案
しながら見
直しを図
る。
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1
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認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

16

社
会
福
祉
課

健康福
祉まつり

　

　毎年，行政や福祉・保健・医療関
係法人，事業所，団体等による「み
よし健康福祉まつり実行委員会」を
結成し，三次市福祉保健センターを
会場に，　市民参加の健康・福祉を
テーマとしたイベントを開催してい
る。

　毎年，恒例行事として実施し
ているが，幅広い世代や，より
多くの市民に参加してもらうた
めには，多彩なプログラムとア
ピール度の高い催しが必要と
なるが，予算的にも規模が少
なく,参加団体の経費持ち出し
となるため,バザー出展が大半
を占め，目的達成のための貢
献度の拡大につながりにくい。

市
民

　内科・歯科医師
による無料相談，
体力チェック，福
祉用具・介護用品
の展示，フリー
マーケット，バ
ザーなど実行委
員会参加団体に
よる啓発イベント

　市民への福祉・保健・
医療への関心が高ま
り，健康で心豊かに暮ら
すことのできるまちづくり
が進む。

443 4

気軽に参加
できる雰囲
気である。

2

参加出展
者（実行委
員会）の創
意工夫によ
り，目的に
対する成果
向上は見
込める。

5

補助金
の使途
は，イベ
ント周知
用チラシ
作成と新
聞折込
料，看板
制作費，
テント・机
等機材
運搬費
用程度
で，これ
以上の
削減する
ことは困
難と思え
る。

2

事務局
体制は，
市社会
福祉課と
社会福
祉協議
会で構
成し，駐
車場整
理等市
職員の
振替出
勤で対
応してい
る状況で
ある。事
務局を社
会福祉
協議会
への一
本化が
望まし
い。

4

市民参
加型の
健康づく
り，地域
福祉づく
りのため
の啓発
事業とし
ての社
会的
ニーズが
高い。

4

高齢者
や障害
者であっ
ても，だ
れもが住
み慣れ
た地域
で，自立
して生活
が送れる
ための
知識や
サービス
等の情
報を求め
ている。

21 C
継
続

市民の多様な
活力とアイディ
アを取り入れ，
幅広い世代
の”健康と福
祉”に関心が
高まるよう，プ
ログラムや運
営方法につい
ての創意工夫
が求められて
いる。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

より多くの
市民に参加
してもらい，
「健康と福
祉」につい
て考えても
らうきっか
けとなるよ
う，内容等
について考
えていく必
要がある。
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19

環
境
政
策
課

ふれあ
い収集
事業

　家庭ごみを集積所まで持ち
込むことが困難な高齢者や障
害のある方を対象とし，戸別
収集を申請された世帯のごみ
を自宅又は所定の場所まで
直接収集に伺うサービスであ
る。　（粗大ごみは申し込み制
により別途収集する。）

　申請には様々なケースがあ
り，引き続き認定に際しては公
平かつ公正及び慎重な判断が
必要である。
今後も，高齢者世帯の増加に
伴い，申請件数の増加が見込
まれることから収集体制の強
化充実を図る必要がある。ま
た，住民の防犯，見守り等を兼
備した体制も必要と考える。

上
の
一
人
暮
ら

の
高
齢
者
ま
た
は
障
害
者

同
居
家
族
が
い
る
場

合
は
，
同
居
者
が
虚
弱
・
年
少
等
ご
み
を
集
積
所
ま
で
持
ち
込
め
な

い
場
合
と
す
る

。

ま
た

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
及
び
地
域
で
の
協
力
を
得
ら
れ
る
場
合
は

　収集認定時に予
め調整した日時
に，対象者宅前ま
たは所定の場所
まで直接伺い，ご
みの戸別収集を
行うとともに声か
けなど安否確認も
行う。

　日常生活の中から排
出されるごみを戸別訪
問で収集することによ
り，高齢者や障害をお
持ちの方の日常生活の
負担の軽減および在宅
支援を行い，安心して暮
らせるやさしいまちづく
りを目指す。

2,455 5

　高齢者・障
害者福祉の
向上のため，
快適な生活
環境に対す
る要望が大き
く，在宅支援
の効果が極
めて高い。

3

　申請には
様々なケー
スや事情が
絡み公平
性の確保を

重点とす
る事が必要
であるため
一人一人
が公平性を
保って調査
する事が必
要である。

4

　収集業
務は，人
力による
ものが多
く，コスト
削減の
余地は
小さいた
め，収集
及び事務
の効率
化に努め
る。

4

　個人情
報保護
の観点
から，市
が関与
するべき
事業であ
る。
　収集に
関して
は，委託
収集も検
討するべ
きであ
る。

5

　核家族
化，高齢
化社会に
より社会
的ニーズ
は極めて
高い。

5

　高齢
者，障害
者の方か
らのニー
ズは極め
て高い。

26 B
事
業
拡
大

継
続

拡
大

　核家族化に
伴う高齢化社
会と一人暮ら
し世帯の増加
に伴い，今後
も申請件数の
増加が見込ま
れるため，収
集体制等の強
化
充実を図り，
高齢者・障害
をお持ちの方
を対象に安心
して日常生活
ができる社会
の実現を目指
す。

人
員

高
齢
者
，
障
害
者
の
方
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

関係機関と
の連携し，
高齢者や障
害のある方
が安心して
日常生活が
送れる社会
の実現をめ
ざす。
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社
会
福
祉
課

障害者
生活支
援事業

障害者自立支援法に基づく，
身体・知的・精神の3障害の相
談に総合的に対応した拠点と
して「三次市障害者支援セン
ター」を三次市保健福祉セン
ター内に設置し，24時間体制
による障害者の地域生活支
援を開始するとともに，併せて
日中活動の場を提供する地
域サロンを開始している。

○社会福祉士や精神保健福
祉士等の専門職の継続的な
確保と専門職としてのモチ
ベーションを高めるための処遇
改善が必要である。（H18年10
月～H21年3月までに，3名中2
名退職）
○障害者支援センターを中核
として，サービス事業所・ハ
ローワーク・特別支援学校の
関係機関や団体などとの相談
支援ネットワークを構築し，相
談機能の充実強化を図る。
○自立支援ネットワーク部会
を立上げ，障害者自立支援協
議会の機能強化を図り，地域
における障害福祉支援体制の
推進や困難事例などへの対応
のための協議・調整機能を充
実する。
○精神障害者の地域生活移
行支援体制の充実（退院移行
促進，ボランティアの育成等）

市
民

（
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者

（
児

）
及
び
そ
の
家
族

）

・福祉サービスの
利用援助（情報提
供・相談・助言・手
続代行）
・巡回相談　　・専
門機関の紹介
・就労支援，地域
移行支援，地域
サロン事業

・在宅の障害者が,地域
において情報や相談等
さまざまな支援を行い,
もって障害者の自立と
社会参加の促進を図
る。
・一人ひとりのニーズに
対応した個別援助を通
して，障害のある人がそ
の能力や個性を 大限
に発揮して，もっと楽し
く，いきいきと安心して
暮らせる。

20,599 3

・情報の提
供や相談等
への支援を
行うことが、
障害者等が
地域におい
て自立した
日常生活又
は社会生活
を営む上に
おいて、在
宅福祉の充
実につなが
るものと考
える。
･地域サロン
の目的及び
運営状況に
おいて適合
性の見直し
が必要であ
る。

3

　一人ひと
りの生活実
態やニーズ
把握のため
の調査手
法の改善
や事業の
周知方法
等の工夫よ
り，潜在的
な要援助者
への支援
拡大の余
地がある。
　迅速な
ケース処遇
に対応する
ため，相談
支援ネット
ワーク体制
の中心的
役割が期
待されてい
る。

4

・障害者
支援セン
ター運営
について
は，三次
市開発
公社委
託によ
り，低コ
ストによ
る人材確
保が可
能となっ
ている。 4

障害者
自立支
援法に
基づく市
町村の
必須事
業として
位置づ
けられて
おり，運
営事業
の中立
性・公平
性を確保
する観点
から市の
関与は
必要であ
る。

5

障害者
にとって
身近な
地域に
おいて生
活相談を
行うとと
もに，虐
待防止
や権利
擁護の
ための
援助を行
うことの
必要性
は非常
に大き
い。

5

障害者
の自立
や処遇
困難
ケース等
への対
応につい
ては，専
門職によ
る相談支
援が必
要であ
る。

24 B
事
業
拡
大

継
続

継
続

障害者等の福
祉に関する各
般の問題につ
き，一人ひとり
のニーズに
沿った支援の
充実を図るた
めには，地域
において障害
者を支える
ネットワークの
構築が不可欠
であることか
ら，障害者支
援センターが
中核となって，
中立・公平な
相談支援事業
の実施のほ
か，地域の関
係機関との連
携強化、社会
資源の開発・
改善等の積極
的な取り組み
が必要と考え
る

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

障害のある
人の地域生
活を実現す
るため，地
域の関係機
関とのネッ
トワークを
構築し，必
要な社会資
源の開発，
改善が必要
である。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
認定世帯
数

世帯 123 200

視覚障害64
世帯
聴覚障害59
世帯
平成20年7月
実施（9ヶ月）

H
1
9

#VALUE! ⑷
延べ助成
月数 月 1,033 1,800 787円/月額

⑵
H
2
0

9,528 ⑸
新規加入
世帯

世帯 2 10
当該年度に
新規契約さ
れた世帯

⑶
H
2
1

11,285 ⑹

⑴ 通院日数 日 15,884 16,700 17,100

対象者通院
１人/１回当
たりの事業
費

H
1
9

294 ⑷ 利用率 ％ 100 100 100

申請者全員
が給付適用
を受けてい
る。

⑵
通院費受
給者数 人 119 127 130

通院費受給
者実人員

H
2
0

275 ⑸

⑶
H
2
1

290 ⑹

⑴
延べ利用
児童数 人 440 443 450

児童１人当たりの
事業費
　平成20年度は，
介助員の確保が
不足気味で，そ
の対応に社会福
祉協議会職員と
ボランティア等で
確保を行っている
ため，賃金支出
実績が少なくコス
トが下がってい

H
1
9

6,700 ⑷

長期休暇
中の障害
児の日中
生活が安
定した人
数

人 24 22 23
登録障害児
数

⑵
事業実施
日数当た
り経費

千円 86 61 89
2,449千円
/40日（実施
日数）

H
2
0

5,528 ⑸

⑶
H
2
1

7,877 ⑹

⑴
タクシー
券使用枚
数

枚 19,004 20,708 43,115

・平成21年4月か
らタクシー助成券
1枚当たりの単価
を改正（560円⇒
420円）,交付枚数
を増加（36枚⇒48
枚）しているが,年
間助成する限度
額は,同額に据え
置き。

H
1
9

578 ⑷ 申請率 ％ 32 37 42

対象となる障
害者に対し
て実際に交
付した障害
者の割合
平成20年度
実績　830人
/2,226人

⑵
タクシー
券交付者
数

人 818 830 1,022

・平成21年度
は,対象者の
拡大と利用
し易い制度
見直しによる
使用枚数の
大幅増加を
見込む

H
2
0

597 ⑸ 使用率 ％ 58 62 80

交付したタク
シー券に対
して実際に
使用されたタ
クシー券の
割合　H20年
度実績
12,537円
/560円×36

⑶
H
2
1

440 ⑹
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社
会
福
祉
課

CATV利
用料の
軽減助
成事業

●助成対象者
・身体障害者手帳を所持する
視覚障害者又は聴覚障害者
で世帯主である契約者の方
・三次市に住所があること
・申請時において利用料が未
納でないこと
●利用料助成額
・ライトプラン　787円/月額
・基本プラン　787円/月額

障害者向け情報伝達の手段と
して，CATVを活用した積極的
な情報発信に努める。

極めて少数ではあるが事業助
成対象者の拡大(世帯主以外）
への強い要望がある。

市
民

（
視
覚
障
害
者
・
聴
覚
障
害
者

）
で
C
A
T
V
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
主

月額利用料の一
部を助成する

利用料負担を軽減する
ことによりCATV加入が
増え，行政情報や地域
コミュニティ情報が届くこ
とにより障害者の社会
参加と地域生活の便宜
が図られる。

1,172 4

テレビ情報
媒体にハン
ディキャップ
を持つ「視
覚障害者や
聴覚障害
者」への
CATV加入
促進にあた
り，経済的
負担の軽減
措置の効果
が も高い
と考える。 2

今後は，提
供する番組
編成等障
害者に対
応した放送
技術（字
幕・副音）
の導入によ
り，より情
報提供の
活用が図ら
れる。

4

CATV会
社への
直接助
成方式と
して，6ヶ
月単位
の請求，
支払事
務として
いるの
で，事務
経費のコ
ストの削
減余地
は低い。

3

CATV会
社では，
現状で
は独自
の利用
料減免を
実施する
だけの収
益的な
余裕が
ないとの
こであ
り，行政
の福祉
的措置と
して実施
してい
る。

4

CATVを
活用した
情報発
信や災
害時等
緊急放
送など，
障害の
有無に
関わら
ず，誰で
もいつで
も情報
サービス
の提供を
受けるこ
とができ
ることが
望まれ
る。

4

NHK放送
受信料の
減免制度
と同様の
軽減措置
を望まれ
ている。

21 C
未
実
施

継
続

継
続

障害者の対象
としては，世帯
主以外の障害
者を含む範囲
への拡大を要
望される声も
あるが，NHK
放送受信料の
減免基準に準
拠し適用範囲
を設定してい
るので，当面
は現行制度と
する。

無
し

継
続

障害者向け
情報伝達の
手段とし
て，CATVを
活用した積
極的な情報
発信に努め
る。
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

16

社
会
福
祉
課

腎臓障
害者通
院助成
金支給
事業

身体障害者手帳所持者で手
帳に腎臓機能障害の記載の
ある方で，人工透析のために
通院をしている方の通院費の
負担を軽減するために，バス
代又は電車代の１／４を基準
に給付する。ただし，週３日を
限度とする。

平成21年4月からタクシー券の
助成対象を基本料金から運賃
を含めることとし，１回の利用
で２枚以上の助成券を使用す
る方式に改正したため，タク
シー券と本通院助成と併用す
ることにより，交通手段（自家
用車等）を持たない又は普通
交通機関（バス・電車）がない
周辺地域の透析患者の通院
に伴う交通費の負担軽減が図
られている。

市
民

（
身
体
障
害
者
手
帳
に
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
記
載
の
あ
る
方
で
人
工
透
析
の
た
め
通
院
し
て

い
る
方

）

透析のための通
院１回につきバス
代又は電車代の
１／４を給付する

人工透析のための通院
費の負担を軽減する

4,609 3

　人工透析
患者の方
は，定期的
な通院が必
要であり，そ
の通院につ
いては負担
は大きく，本
制度による
支援制度
は，経済的
及び精神的
の両面にお
いて貢献度
がある。た
だし，周辺
地域で路線
バス等公共
交通手段が
確保でき
ず、タクシー
利用となる
場合には，
その適合性
についての
評価は低い
ものとなる

4

　公共交通
機関を利用
した交通費
を助成の基
準額として
いるため，
実際の交
通手段と相
違する面も
あるが，個
別に基準を
定めること
は公平性を
欠くことにも
なるため現
状の算定
方法が妥
当であると
考える。

4

　事務処
理も簡素
化を図っ
ており，
特にコス
ト削減の
余地はな
い。

5

　本事業
は個別
的な扶
助施策
であるた
め，市の
関与でな
ければで
きない。

4

　腎臓機
能障害
者で人
工透析
治療を必
要として
いる場
合，交通
手段の
確保や
経済的
及び精
神的にも
本人負
担が大き
く，多様
な支援・
対策が
望まれて
いる。

4

　市内の
周辺地
域の医
療機関
には，透
析治療
が行える
病院が
なく，市
内中心
部の医
療機関
や他市
の医療
機関へ
通院する
必要が
あり，そ
のため
周辺地
域の患
者には，
特に交
通費の
負担が
大きい実
態があ

24 B 継
続

継
続

継
続

人口透析患者
を取り巻く現状
を把握し，医
療機関の意見
も聴取し，行
政と医療機関
で対応するこ
とが必要。

無
し

継
続

今年度から
助成の内容
を見直して
おり，今後
効果の検証
等を行う。
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

16

社
会
福
祉
課

障害児
生活訓
練事業

夏休み・冬休み・春休み期間
中の障害児（小学生・中学生・
養護学校生徒）に対して，日
常生活に必要な訓練や指導
を行い，障害児の長期休暇中
の生活安定を図ることを目的
に，社会福祉協議会へ委託し
て実施する。

　実施場所　　三次市福祉保
健センターほか

※１９年度利用者負担の見直
し1日　1,000円　を　560円　に
軽減
　　20年度月額利用上限負担
額制度導入し，夏休中の負担
金の軽減

・自閉症等障害児にとっては，
環境等の変化になじめない児
童もあり，安全確保と指導員
の負担を考慮し，H20年度は，
実施会場を「福祉保健センター
4階ふれあいホール」で全日を
確保することとした。⇒来年度
以降も確保する必要がある。
・対象障害児の年齢が，小学1
年生から特別支援学校高等部
3年生までと幅広く，小学生と
中学生以上とに会場を分けた
事業実施について保護者から
の要望がある。⇒現在のとこ
ろ，安全確保と施設の両面か
ら，分割実施は困難な状況で
ある。

市
民

（
市
内
に
住
所
の
あ
る
障
害
児

）

障害児に対する
日常生活に必要
な訓練や指導を
行う。

長期休暇中の障害児の
生活の安定を図るととも
に，保護者の就労が継
続できるよう支援する。

2,449 5

障害児に対
する歩行訓
練や福祉機
器の活用方
法，栄養指
導，療育相談
等の指導を
通して，障害
児の日常生
活の安定と
自立を支援
するととも
に，保護者の
介助等負担
の軽減と就
労促進を支
援する。

3

市内小学
校に配置さ
れている障
害児学級
介助員の
方と指導目
的に応じた
専門職員
による訓練
を組み合わ
せている
が，介助員
が臨時職
員であるた
め，毎年，
経験者の
退職等が
あり，指導
面において
は前年の
経験が活
かされ難い
現状があ
る。

4

介助員の
人件費が
主な経費
である
が，小学
校障害児
介助員を
臨時的雇
用してお
り，これ以
上のコス
ト削減は
困難と考
える。ま
た，市民
ボランティ
アや学生
実習生の
受入れな
どを通し，
屋外プー
ル遊びや
リクレー
ション等
への安全
確保への
対応に取
組んでい
る。

5

障害児
教育と障
害児福
祉を一体
的に推
進するた
めにも市
でなけれ
ばできな
いと考え
る。

5

発達障害
児の増加
とともに，
今後も保
護者の就
労支援対
策として
のニーズ
が高いも
のと考え
られる。

5

障害児
及びそ
の保護
者にとっ
てはニー
ズが高
い。

27 A 継
続

継
続

継
続

長期休業中の
小・中学校，特
別支援学校生
徒の利用希望
者は，年々，
重度化の傾向
にあり，利用
者の安全確保
のため介助員
数の確保には
制約があるた
め，市民ボラ
ンィアや学生
ボランティアの
受け入れや公
募による人材
確保も可能と
考えられ，「認
めあい，支え
あう福祉の推
進」の視点で
改善の余地が
ある。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

見守りの場
としてでな
く，生活訓
練の場とな
るよう内容
について検
討していく
必要があ
る。そのた
めには介助
員だけでは
対応できな
いため，人
材確保に向
けボラン
ティア育成
の取り組み
も必要。
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

16

社
会
福
祉
課

障害者
福祉タク
シー利
用助成
事業

移動の困難な身体障害者・知
的障害者の移動に係る経費
の軽減や社会参加の促進を
図るために，タクシー料金の
一部を助成する。
 旧三次市では,昭和58年度か
ら実施され,平成16年度市町
村合併後も旧三次市制度を
継続実施している。

　

（１）通院時等の移動手段にタ
クシーを利用されることが多い
ため，経済的負担の軽減のた
めの貢献度は大きい。ただし，
助成額が初乗り料金（小型車
560円）であるため，距離加算
分の負担が多くなる周辺地域
の方には，１回利用あたり複
数枚の助成券利用ができるよ
う見直しの要望が強い。
　　⇒　H21年4月改正により，1
回の乗車で2枚以上の使用が
可能になった。
（２）障害児の保護者からは，
タクシー利用する機会がなく専
ら自家用車を利用して施設、
病院等への通園、通院するこ
とが普通で、通院費負担の軽
減にはならないので，ガソリン
代助成制度（ガソリン券）の要
望が強い。
　　⇒　タクシー券改正内容を
周知し，今後の障害児への利
用状況を検証する。

市
民

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
，
２
級
，
３
級
を
所
持
し
て
い
る
方
　

（
た
だ
し
，
３
級

は
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害
・
腎
臓
障
害
に
限
る

）
，
療
育
手
帳
Ⓐ
，
Ａ
，
Ⓑ
を
所
持
し

て
い
る
方
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
，
2
級
を
所
持
し
て
い
る
方

）

対象者の利用申
請に基づき，市が
あらかじめタク
シー券を交付し，
タクシー利用時
に，助成券（１枚４
２０円）と引き換え
することにより，タ
クシー利用料金
の一部を助成して
いる。
　　1人　月4枚（年
間48枚）交付。
ただし、透析患者
は、月8枚（96枚）
まで。
　　ただし，自動車
税等減免を受け
ている車を自ら運
転する者は、1/2
（24枚）交付。

歩行困難な障害者の日
常生活での移動の利便
と生活圏の拡大を図る。

12,363 5

通院時等の
移動手段に
タクシーを
利用される
ことが多い
ため，経済
的負担の軽
減のための
貢献度は大
きい。

4

平成21年4
月から，助
成対象額を
運賃料金
に拡大した
ことにより，
利用回数
の少ない遠
距離利用
者分の負
担軽減につ
ながるよう
改善されて
いる。併せ
て,腎臓障
害者3級所
持者で人工
透析治療
による通院
回数の多
い方を対象
者に拡大
し,一層の
成果の向
上につな
がってい
る

4

・平成21年4
月からの助
成方式の改
正に伴い，タ
クシー券自
体をパソコン
システムか
らの直接印
刷方式に変
更したため，
交付時の事
務コストがや
や増大して
いるが，一
方では助成
単価を統一
しているた
め，毎月の
給付管理等
コストの削減
になってい
る。
・利用目的，
個別利用状
況等分析
データー処
理に伴う入
力作業コスト
の削減が課
題である。

5

障害者
への個
別扶助
であると
ともに，
適正な
認定事
務が求
められる
ため。

4

移動手
段を持た
ない障害
者が社
会参加を
拡大して
いくため
には，移
動手段
確保の
施策が
重要な
役割を占
める。 4

障害者
に対応し
た，きめ
細かい
バス路
線の確
保や低
床型バ
スの運
行ができ
ていない
現状で
は，タク
シー利用
は欠か
せない交
通手段
であり，
通院等
定期的
に外出
が必要
な方に
とっての
ニーズは
高い。

26 B 継
続

拡
大

継
続

平成21年度に
おいて，これま
での課題と
なっていた事
項について改
善を行ってい
るため，当面
は，その成果
を検証するも
のとする。
予算的には，
今後，タクシー
券の使用範囲
が使い易く
なったことによ
り，使用率が
上昇するととも
に，申請者の
増加も見込ま
れるため，給
付実績として
は，一定水準
まで伸びるも
のと考えられ
る。

無
し

継
続

今年度より
助成内容の
見直しを
行ってい
る。今後成
果の検証を
行う必要が
ある。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

15／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 利用者数 人 2,848 2,667 2,900

月５日以上
通所した者
の延べ人員
(利用登録者
が就労等し
た延べ人員)
【平成20年
度】
①ふらっと

H
1
9

3,898 ⑷

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員の月平
均

人 20 22 23

【平成20年
度】　　①ふ
らっと　19人
②ハート作
業所2人
③庄原共同
作業所1人

⑵
利用登録
者数 人 27 33 35

【平成20年
度】　　①ふ
らっと　29人
②ハート作
業所3人
③庄原共同
作業所1人

H
2
0

4,195 ⑸

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 27 33 35

⑶
H
2
1

4,274 ⑹

⑴
住宅改修
件数 件 5 6

住宅改修を
実施し住環
境が整備さ
れた件数。

H
1
9

#VALUE! ⑷

自立した
在宅生活
の継続や
介護者の
負担軽減
が図られ
た者

人 5 6

⑵
H
2
0

228,800 ⑸

⑶
H
2
1

357,833 ⑹

⑴ 対象者数 人 1 4 5

成年後見制
度の利用に
あたって，市
長申立に
至った人数。

H
1
9

1,490,000 ⑷ 適用者数 人 2

成年後見制
度利用支援
事業の適用
人数

⑵
H
2
0

419,250 ⑸

⑶
H
2
1

501,800 ⑹

⑴ 設置台数 台 89 91 150
緊急通報装
置の新規設
置台数

H
1
9

42,292 ⑷
申請者に
対する設
置台数

％ 100 100 100

申請者には，全
世帯を対象に
設置できるよう
に勤めている。

⑵
H
2
0

42,296 ⑸

⑶
H
2
1

45,866 ⑹
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

19

社
会
福
祉
課

障害者
地域活
動支援
センター
事業

地域において就労が困難な在
宅障害者等を通わせ，地域の
実情に応じ，創作的活動や生
産活動の機会を提供し，社会
との交流の促進等の便宜を供
与することにより，障害者等の
地域生活支援の促進を図る。
　事業形態の種別
（１）地域活動支援センターA
型（日中活動支援型）
（２）地域活動支援センターB
型（小規模作業所型）

身体・知的・精神の3障害を対
象とする事業であるが，新体
系移行前からの通所者対象障
害種別に偏りが見られ，利用
者拡大に繋がっていない。
　利用者の通所実績に応じた
委託料支払い方式であるた
め，事業所運営費収入の不安
定感がぬぐえず，新規移行予
定の事業所からの委託料基準
の見直し要望が出されてい
る。

一
般
就
労
が
困
難
な
市
民

（
身
体
・
知
的
及
び
精
神
障
害
者
等

）

利用者に対し，日
中の活動の場を
提供し，創作的活
動や生産活動の
機会の提供等地
域の実情に応じた
支援を行う。

日中活動と軽作業の場
を提供することにより，
普段，閉じこもりがちな
障害のある方の生活の
リズムを整え社会活動
への参加を促進し，自
立と生きがいを高める。

11,189 4

一般就労の
困難な障害
者等の地域
生活支援とし
て，極めて有
効な事業で
あり，障害者
等の日中活
動の場の確
保が求めら
れている。

3

多様なニー
ズに対応し
た柔軟な運
営体制によ
り，創作的
活動や生
産活動など
地域の実
情に応じた
取り組みに
より成果向
上の余地
は大きい。

4

事業実
績方式に
よる委託
料の算
定を基本
としてい
るため，
比較的
小規模な
地域活
動支援セ
ンターの
運営は，
コスト削
減の余
地が少な
い。

5

障害者
自立支
援法の
中で，実
施主体を
市として
の必須
事業と
なってい
る。

4

障害者
等の社
会参加と
自立を目
指した地
域生活
支援対
策として
の必要
性が大き
い。

4

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，地域
活動とし
ての拠
点の存
在は市
民ニーズ
として高
いと考え
る。

24 B
未
実
施

拡
大

継
続

一般就労の困
難な障害者等
の地域生活支
援として，有効
な事業ではあ
るが，委託料
基準の検証含
め，利用者拡
大に繋がるよ
う事業内容を
検討すること
が必要。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

障害のある
人の地域生
活支援とし
て必要な事
業であり，
活動の場が
増え利用者
が拡大する
よう委託料
の基準の検
証等が必要
である。
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社
会
福
祉
課

障害者
住宅改
修費助
成事業

●助成対象工事
住宅の玄関，廊下，階段，居
室，浴室，便所，洗面所及び
台所の改修工事
●助成率
市民税非課税世帯：10割　市
民税課税世帯：5割
●助成額
助成対象限度額40万円

対象者に対し広く制度の周知
を図り，障害者のための住宅
環境を整える。

6
5
歳
未
満
の
身
体
障
害
者
手
帳

（
下
肢
・
体
幹
機
能
・
脳
原
性
移

動
機
能
障
害

）
１
～
３
級
又
は
療
育
手
帳
Ⓐ
・
A
の
所
持
者
，
又
は

そ
の
方
と
同
居
し
て
い
る
方

自立支援を目指し
住宅改修を行う場
合の工事費負担
の軽減を行う。

可能な限り，重度な障
害があっても，生まれ
育った地域で生活でき
る住居環境が整ってい
る。

1,144 5

自立した在
宅生活の継
続や介護者
の負担軽減
が図るため
の住宅改修
の効果は大
きいが，そ
の経済的負
担が重く放
置されてい
るケースが
多い。その
ため経済的
支援は目的
に合致して
いる。

4

・住宅改修
工事の計
画に当た
り，作業療
法士や住
宅環境コー
ディネー
ター等専門
家による助
言を行うこ
とができで
ば，更に成
果があると
考える。
・障害特性
に応じた対
象工事の
拡大等（オ
ストメイト対
応工事）

4

職員による
事前の相談
対応や現地
確認等も必
要であるの
で事務処理
コスト削減余
地は少な
い。

5

経済的
支援に
ついて
は，行政
が関与し
なければ
ならな
い。

4

住み慣
れた地
域で家
族や地
域の人と
ともに生
活できる
ことは，
誰もが望
んでいる
ことであ
り，その
ためには
障害の
状況に
合わせ
た住宅
環境の
整備も大
きな要因
の一つで
ある。

4

住宅改
修の
ニーズは
高いが，
多額の
工事費
用がか
かるの
で，経済
的負担
が重く実
行され難
い。

26 B
未
実
施

継
続

継
続

平成20年度か
らの新規事業
である。平成
20年度の実績
を踏まえ，次
の改善が求め
られる。
　（１）対象者
への事業周知
を徹底し，改
修の必要な方
への制度活用
の拡大に努め
る。
　（2）障害特性
に応じた住環
境改善に寄与
するため，障
害者のニーズ
を把握するとと
もに，適宜，対
象となる障害
種別と工事内
容の追加も検
討する。

無
し

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

障害のある
人の地域生
活実現に向
け，事業周
知の方法等
について検
討するとと
もに，対象
となる講じ
ないように
ついても検
討が必要。
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高
齢
者
福
祉
課

成年後
見制度
利用支
援事業

・判断能力が不十分になった
認知症高齢者，精神障害者，
知的障害者の成年後見制度
の利用にあたって，申立をす
る人がいない場合などに市長
申立をおこなったり，経済的理
由で申立費用等が負担できな
い場合などの費用の支援など
をおこなう。
・高齢者福祉課内に成年後見
相談員を配置し，成年後見制
度にかかる相談業務や市長
申立における業務をおこなう。
・市内に事務所を開設してい
る司法書士（成年後見の専門
的知識を有し，リーガルサ
ポート会員）と委託契約を結
び，成年後見の市長申立にお
ける成年後見人等の受任や
成年後見制度にかかる相談
等制度利用の促進を図る。

利用支援事業対象者の範囲を
拡大することはできたが，利用
対象者の所得基準等，具体的
なものが明確となっていないた
め，早急に基準を定める必要
がある。さらに昨年度からの課
題となっている事務処理マニュ
アルを作成することとする。

【
市

長

申

立

の

対

象

者

】

①

二

親

等

内

の

親

族

が

存

在

し

な

い

，

か

つ

判

断

能

力

が

十

分

で

な

い

認

知

症

高

齢

者

，

知

的

障

害

者

②

親

族

か

ら

虐

待

を

受

け

て

お

り

，

か

つ

判

断

能

力

が

十

分

で

な

い

認

知

症

高

齢

者

，

知

的

障

害

者

。

【
利

用

支

援

事

業

対

象

者

】

市

内

に

住

所

を

有

す

る

人

で

，

成

年

後

見

制

度

利

用

の

た

め

の

費

用

の

支

援

を

受

け

な

け

れ

ば

成

年

後

見

制

度

の

利

用

が

困

難

な

人

。

①成年後見制度
の市長申立
②申立費用・後見
人等の報酬など
の経費の支援
③制度にかかる
相談

認知症高齢者等判断能
力が不十分な人が契約
等において不利益を被
らないよう支援すること
により，当該高齢者等
の権利や財産を守る。

1,677 4

成年後見制
度の利用に
あたって，市
長申立の要
請を受けた
ケースについ
てはおおむ
ね市長申立
に至ってお
り，目的にあ
る程度合致し
ているものと
思われる。

3

事務処理を
より迅速に
行うことで，
要請から申
立さらに後
見開始審判
までの期間
を短縮でき
る。

4

成年後
見の申
立費用
は原則
申立人
が負担す
ることと
なってい
る。その
ため市長
申立の
場合も同
様に市が
申立費
用を負担
すること
となる
が，後見
人等選
任審判
後におい
て，本人
の資産
の状況に
より申立
費用を本
人より求

4

市長申
立等利
用支援
事業に
ついて
は，市で
なければ
できな
い。しか
し，成年
後見制
度につい
ての相
談業務
について
は委託を
している
司法書
士や社
会福祉
法人の
権利擁
護セン
ターにお
いても可
能であ
る

4

契約社
会にあっ
て，認知
症高齢
者等の
増加によ
り，社会
生活に
おいて支
援の必
要な人
が多く
なってい
る。成年
後見制
度の利
用者も増
加傾向
にあり社
会的
ニーズが
高い。

4

社会的
ニーズの
高まり
は，三次
市におい
ても同様
で，認知
症高齢
者の増
加等成
年後見
制度に
対する市
民の関
心や，
ニーズは
増加傾
向にあ
る。

23 B 継
続

継
続

継
続

契約社会に
あって，認知
症高齢者等の
判断能力が不
十分になった
人が不利な契
約を結んだり，
不当に財産を
侵害されること
がないように
するために
は，成年後見
人等による本
人支援が有効
な方法であ
る。認知症高
齢者は増加傾
向にあり，今
後さらに成年
後見制度の利
用が増加する
ことが予想さ
れる。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

今後，成年
後見制度の
利用者は増
加すること
が予想され
るため，利
用対象者の
所得基準等
の基準を早
急運に整備
する。
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高
齢
者
福
祉
課

緊急通
報シス
テム事
業

在宅の一人暮らし高齢者及び
重度身体障害者の急病，災
害時の緊急通報の方法とし
て，押しボタン式通報装置を
給付し，通報が備北地区消防
広域行政組合本部に入り，緊
急対応が可能になる。

電話回線を利用しているが，
回線はアナログ回線のみしか
利用できないので，年に数件
利用できないことが発生してい
る。 また，備北消防組合に，
誤報の通報件数が年間相当
件数にのぼるために，関係機
関との調整を行いながら，課
題の整理が必要となる。

上
で
常
時
注
意
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
者
で
，
概
ね
6
5
歳
以
上
の

ひ
と
り
暮
ら
し
の
者
，
概
ね
6
5
歳
以
上
の
寝
た
き
り
高
齢
者
を
抱

え
る
高
齢
者
の
み
の
世
帯
，
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
1
級
か
ら

緊急通報が備北
地区消防広域行
政組合司令室に
直接入るため，緊
急対応の時間的
な短縮は，高齢者
の救急救命活動
に大きく貢献して
いる。また，

在宅ひとり暮らし高齢者
及び重度身体障害者の
急病，災害等の緊急時
の不安解消を図る。

3,849 5

病弱な高齢
者などへ緊
急通報装置
を給付する
ことにより，
在宅生活の
支援策の一
つとして役
立っている。

4

装置の給
付を希望す
る者に対し
て応えるこ
とができて
いるか。

5

一般入
札のよ
り，委託
契約者を
決定して
いる。

4

高齢者
の実態
に応じた
制度であ
るので，
市が行う
必要が
ある。ま
た，緊急
通報先
が備北
地区消
防広域
行政組
合消防
本部と
なってい
るので市
が行なう
必要もあ
る。

5

単身の
高齢者，
高齢者
のみの
世帯が
住宅生
活を継続
する上
で，緊急
時の対
応は必
要不可
欠であ
る。ま
た，別居
家族等
の安否
に関する
不安解
消として
社会的
ニーズが
高い。

5

在宅生
活を継続
していく
上での
緊急時
のシステ
ムの確
立は，市
民ニーズ
が高い。

28 A
未
実
施

継
続

継
続

在宅ひとり暮
らし高齢者及
び重度身体障
害者の急病，
災害等の緊急
時の対応とし
てのニーズが
ある。また，別
居家族等の安
否に関する不
安解消策とし
てこの制度は
定着している。 継

続

高齢者等の
実態に応じ
た制度でも
あるので継
続して実施
する。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

16／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 対勝者数 人 384 466 470
敬老金の支
給対象者数

H
1
9

15,007 ⑷ 支給割合 ％ 100 100 100
対象者には
１００％支給

⑵
H
2
0

13,813 ⑸

⑶
H
2
1

13,374 ⑹

⑴
新規申請
件数 件 3 1 2

申請段階で
該当か否か
を判定し，受
付を行ってい
る。

H
1
9

135,500 ⑷ 受給件数 件 2 3 3

受給者の介
護費用の充
足や精神的
な援助等の
効果は不明
だが，介護
保険財政に
もたらす節減
効果は大き

⑵
H
2
0

123,666 ⑸

⑶
H
2
1

123,666 ⑹

⑴ 利用回数 回 105 42 94

延べ利用回
数（サービス
を利用し医
療機関へ通
院した回数）

H
1
9

5,280 ⑷
実利用者
数 回 7 3 10 実利用者数

⑵
H
2
0

5,126 ⑸

⑶
H
2
1

5,152 ⑹

⑴ 利用回数 食 31,169 32,869 34,860

業者委託料
310円個人負
担740円低所
得者対策の
ための減免
分の公費負
担あり

H
1
9

604 ⑷
実利用者
数 人 180 201 179 利用者数

⑵
H
2
0

625 ⑸

⑶
H
2
1

595 ⑹
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高
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者
福
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課

敬老金
支給事
業

88歳及び100歳の方に対して
敬老金を支給する。（88歳1万
円・100歳3万円）
また，同時に祝賀状をあわせ
て渡す。
20年度の対象者数：88歳431
人，100歳　35人

今後，ますます対象者の増加
が見込まれるためが，事業が
市民に広く周知されていること
から事業縮小などは困難であ
る。しかし，支給方法について
は簡素化などについて検討す
る必要がある。

市
民

（
市
内
在
住
で
，
支
給
年
度
内
に
8
8
歳
及
び
1
0
0
歳
に
到
達
さ
れ
る
方

。

）

88歳の方へは口
座振込みにより支
給し，100歳の方
へは市長が訪問
し手渡しにより支
給する。

長寿を祝福し敬老の意
を表す。

6,437 4

この事業は
市民に広く
周知されて
おり，支給を
心待ちにさ
れている方
も多い。

4

88歳対象
者への手
渡しによる
支給等，改
善は可能で
あるが，対
象者数が
多く対応は
困難。

3

国と同じ
100歳の
みを対象
とすれば
コストの
削減は
可能。
（国は記
念品の
みの支
給）

5

三次市
民の長
寿祝賀
であるた
め市でな
ければ
出来な
い。

3

長年，社
会で頑
張ってこ
られた方
を祝福す
る意味で
社会的
ニーズが
ある。

4

長年続
けられて
いる事業
であるた
め，住民
にも周知
されてお
り対象と
なる高齢
者の期
待は大き
い。

23 B
事
業
縮
小

継
続

継
続

引き続き対象
高齢者は増加
する見込みで
あり，対象高
齢者の年齢を
検討していく必
要がある。市
民に広く周知
されている事
業であり，事
業縮小等につ
いては，改善
は困難と思わ
れる。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

長寿を祝福
する事業で
もあるの
で，継続し
て実施する
必要はある
が，対象者
の年齢，支
給方法につ
いては検討
する必要が
ある。
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だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム

」
の
推
進

16

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
介護慰
労金支
給事業

市内に住所を有し，申請前1
年間在宅生活をしている，重
度の介護（要介護４又は５若
しくは同程度）を要する高齢者
を自宅で介護し、市町村民税
非課税世帯に属し、申請前１
年間介護保険サービスを利用
しなかった（７日以内のショー
トステイ利用者を除く。）介護
者へ高齢者等１人につき慰労
金として年額１０万円を支給す
る。

介護サービスを利用していな
い重度の介護を要する者を介
護している世帯の実情や課題
を確認したところ、重度の要介
護者介護の意向を受けて積極
的に介護者（家族）が介護をし
ており、そのための経済的援
助を必要としていることが確認
できた。
本事業の対象者は限定されて
おり、今後，対象者が増加する
見込みは少ないが，現在の対
象者はケアマネージャー等の
かかわりもないため，要介護
者やその介護者が孤立する恐
れもあり，継続的な支援が必
要と思われる。この事業を縮
小していくためには、対象者の
介護保険サービス利用につい
て理解を得る必要がある。

市
民

（
三
次
市
内
に
住
所
を
有
し

、
重
度
の
介
護
を
要
す
る
高
齢
者

を
自
宅
で
介
護
し

、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
申
請
前
１
年

間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
か

っ
た
介
護
者

）

介護者への介護
慰労金を支給す
る。

介護者への精神的経済
的援助を図る。

271 4

介護者への
精神的・経
済的な支援
になってい
るが，個々
のケースと
して把握し，
他の介護
サービス利
用の必要性
など検討す
る必要があ
る。

4

重度の要
介護状態
の高齢者
が在宅生
活を送るた
めの施策と
しては、有
効であるが
対象者が
非常に限
定されてい
るため制度
としての成
果の向上
は少ない。

3

現在の
制度の
中では，
慰労金
の額を含
めコスト
の削減
は難しい
が，対象
者が極め
て限定さ
れた少人
数である
ことから
制度の
見直しを
する必要
がある。

5

経済的
支援の
性格を持
つ事業で
あるため
市が関
与すべき
である。

3

要介護
状態と
なっても
住み慣
れた家
や地域
で過ごし
たい者は
多く在宅
介護へ
の支援と
いう観点
からは
ニーズは
ある。

3

現在の
対象者
にとって
は制度
への期
待度が
高いが，
本来の
在宅介
護への
支援とい
う観点か
らは一般
市民の
ニーズは
他の制
度へ求
められて
いる部分
が多い。

22 B
事
業
縮
小

縮
小

縮
小

現在の対象者
にとっては経
済的支援の役
割は大きい
が、新たな対
象者が増えな
いのであれば
重度者にとっ
て介護保険
サービスの利
用が何よりの
在宅介護の方
法であり、制
度の普及によ
り介護サービ
スの適正な利
用により介護
者の精神的な
負担の軽減が
図られること
が重要と考え
る。

廃
止
に
向
け
て
他
の
サ
ー
ビ
ス
移
行
を
考
え
る

有
り

1
2
 

終
期
の
設
定

継
続

他の行政
サービスへ
の移行を検
討するとと
もに，介護
者の負担軽
減につなが
る情報提供
等のサポー
トを検討す
る必要があ
る。
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保
健
・
福
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２
福
　
祉

(

2

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム

」
の
推
進

16

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
外出支
援サー
ビス事
業

寝たきり等のため一般の交通
機関では移送が困難な高齢
者で家族の支援が困難な者
を，移送用車両（リフト付車両
及びストレッチャー装着ワゴン
者等）により対象者の居宅と
医療機関等との間を送迎す
る。
  対象者：１．対象に記載のと
おり
　利用回数：月２回，　運行範
囲：原則市内（例外：自宅から
４０キロ未満まで）

対象者の範囲の拡大について
検討することも必要である。

市
民

（
三
次
市
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
等
の
高
齢
者
ま
た

は

、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
で
家
族
の
支
援
が
困
難
な
者

。
市
町

村
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
者

。

）

移送用車両（リフ
ト付車両及びスト
レッチャー装着ワ
ゴン者等）により
対象者の自宅と
医療機関等との
間を送迎する。

高齢者が住みなれた地
域で生活し続けることを
可能とするため，外出に
ついての支援を行う。

379 4

移送手段の
難しい高齢
者へサービ
スを提供する
事により在宅
生活の継続
へつながって
いる。

5

利用者の
希望に沿っ
た移送手
段により通
院を可能に
している。

3

委託契
約方法
の改善に
より余地
有（走行
メーター
料金方
式）

5

経済的
支援の
性格を持
つ事業で
あるため
市が関
与すべき

5

在宅寝た
きり高齢
者の医療
機関への
通院手段
の確保に
ついて
は、家族
支援に頼
るところ
が大き
い。しか
し、家族
支援も無
く医療機
関も遠い
高齢者の
みの世帯
について
は民間介
護タク
シー利用
の経済的
負担が大
きいため
社会的
ニーズは
高い。

5

在宅生
活の継
続のた
めの経
済的支
援である
ことから
市民
ニーズは
高い。

27 A 継
続

継
続

継
続

高齢者世帯の
介護にかかる
経済的負担の
支援の面では
今後も継続し
ていく必要が
あるが，対象
者の拡大のた
め利用者負担
金の徴収を検
討し，より必要
な高齢者へ
サービスが提
供できるよう検
討が必要。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

より必要な
高齢者へ
サービスが
提供できる
よう検討が
必要。
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住
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慣
れ
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域
で
快
適
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活

16

高
齢
者
福
祉
課

「食」の
自立支
援事業

三次市内に住所を有し，身体
的・精神的な障害のため調理
が困難な在宅高齢者等が，自
立した生活が送れるよう「食」
の自立の観点からアセスメン
トを行い，計画的な「食」に関
するサ－ビス調整を行ったう
えで食事の提供を行う。対象
者によっては低栄養のリスク
が高い特定高齢者へは介護
予防計画を作成しそれに従っ
てサービス利用をする。

自立支援事業としての効果を
発揮する方法として，治療食・
特別食を行なうことも必要と
なっている。

三
次
市
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
又
は
高
齢
者
の
み
の

世
帯
も
し
く
は
，
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
属
す
る
高
齢
者
，
身
体
障
害
者

。

１日１食夕食（主
食及び副食）を提
供とし，週５日以
内の利用とする。

調理が困難な在宅高齢
者等が自立した生活が
送れる。

20,549 4

食事の確保
により在宅
生活の継続
へつながっ
ている。ま
た，他の
サービスと
の調整によ
り自立の支
援となって
いる。

3

配食弁当
の提供だけ
では食の自
立ができた
とは言えず
他のサービ
スとの利用
調整がさら
に必要であ
る。また,弁
当の内容を
ニーズに
あったもの
が提供でき
るよう種類
の検討が
必要。地理
的理由によ
り本事業を
利用できな
い地域があ
り，事業の
公平性の
観点から利
用できない
地域をなく
していく取

3

調理に関
わる費用
を個人負
担とした
が個人
への負
担が高く
利用を阻
む要因と
なる。単
価の見
直しによ
り利用で
きる状況
を整え
る。

4

食事提
供と併せ
て安否
確認な
ど，食を
中心とし
た支援を
有効的
に実施
するには
市の関
与が必
要であ
る。ま
た，市内
全域普
遍的な
サービス
となるた
めには
市の関
与が必
要。

5

高齢化に
伴い生活
機能の低
下や疾病
により調
理が困難
な高齢者
が増える
と予想さ
れる。在
宅生活を
継続させ
るために
食に関す
る支援は
ニーズ高
い。

5

高齢者
が住み
慣れた
地域で
安心して
生活し続
けるため
の福祉
サービス
として
ニーズが
高い。高
齢者世
帯（単身
者も含
む）が増
加する
中、配食
サービス
利用の
希望者
が増加し
ている。
また、離
れて住
む家族
が安否

24 B 継
続

継
続

拡
大

介護保険制度
の改正により
栄養改善の必
要性が重視さ
れてきている
ので食の自立
支援と栄養改
善を総合的な
サービスへと
繋げる必要が
ある。利用者
のニーズに
あったサービ
ス提供ができ
るよう内容の
見直しを行
い，効果的な
サービスとす
る必要があ
る。

人
員

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

利用者の
ニーズに
あったサー
ビス提供が
できるよう
内容の見直
しを行い，
他のサービ
スとの利用
調整を図
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

17／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 参加人数 人 3,788 5,757 5,700

介護予防事業
（元気ハツラツ教
室）延べ参加者
数

H
1
9

2,736 ⑷
介護認定
率 ％ 10

元気ハツラツ
教室への参
加者の介護
認定率が低
い。〔三次市
全体24.7％
（H21.3.31現
在）〕

⑵
H
2
0

2,624 ⑸

⑶
H
2
1

3,109 ⑹

⑴
見守り対
象者 人 2,603 2,640

高齢者見守
り対象者数

H
1
9

#VALUE! ⑷

対勝者数
に対する
巡回相談
の実施割
合

％ 100 100

民生委員・児
童委員協議
会に業務委
託して，高齢
者の見守り
活動を実施
した。

⑵
H
2
0

5,490 ⑸

⑶
H
2
1

5,392 ⑹

⑴
システム
対象者数 人 17,165

市内全高齢者数
(住民票記載在宅
高齢者数)

H
1
9

668 ⑷ 利用者 人 157
高齢者等見
守り隊員総
数

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴ 利用者数 人 24 100

介護予防事
業（認知症高
齢者生活援
助事業利用
者延べ人数）

H
1
9

#VALUE! ⑷
希望者に
対する利
用率

％ 100 100
希望者は利
用できている

⑵
H
2
0

69,208 ⑸

⑶
H
2
1

50,750 ⑹
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２
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祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

16

高
齢
者
福
祉
課

元気ハ
ツラツ教
室事業

市内に居住するおおむね65歳
以上の高齢者が，元気ハツラ
ツ教室に参加し，運動器の機
能向上・栄養改善・口腔機能
の向上を目的とした取り組み
を指導を受けながら行い，介
護予防に努める。あわせて，
地域での介護予防の意識高
揚を図る。

現在，市内19箇所のコミュニ
ティセンター単位で実施してい
るが，高齢者の介護予防事業
への参加を促進するため，そ
れぞれの地域の状況を踏ま
え，さらなる小地域での実施等
検討する必要がある。
介護予防事業のモニタリング・
評価を行ない，効率的で効果
的な事業に結びつける。

市
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

市内19箇所のコ
ミュニティセンター
や保健センターを
会場として，運動
器の機能向上・栄
養改善・口腔機能
の向上を主とした
内容とし，介護予
防を目的とした元
気ハツラツ教室を
開催する。

65歳以上の高齢者が，
現在の状態を保ち，要
支援・要介護にならない
よう介護予防事業を行
う。

15,109 4

高齢者が要
支援・要介
護状態にな
ることなく，
健康で生き
生きとした
生活を継続
できるよう介
護予防事業
として実施さ
れている。

3

事業の実
施について
はその多く
を委託で行
なっている
が，委託事
業所ごとに
取り組みの
程度にバラ
ツキがあ
る。教室の
実施状況
は年度末
の実績報
告書のみで
の確認と
なってお
り，実際に
行われてい
る教室へ出
向き実施状
況等を確認
すること
で，元気ハ
ツラツ教室
の課題も明
らかにな

4

元気ハツ
ラツ教室
の実施
状況等を
教室へ
出向き確
認をした
り検証す
ることで
効率的で
効果的な
事業推
進ができ
る。 4

高齢者
が住み
なれた地
域でいつ
までも生
き生きと
生活し続
けること
ができる
ための
介護予
防事業
の推進
は市の
責務と考
える。

4

元気ハツ
ラツ教室
等介護
予防事
業を推進
すること
で，要支
援・要介
護状態
になるこ
とを防
ぎ，誰も
が住み
なれた地
域でいつ
までも生
き生きと
生活する
ことがで
きる。

4

高齢者
の閉じこ
もりをな
くしたり，
運動器
の機能
低下，口
腔機能
の低下
等を防ぐ
ための
介護予
防事業
の重要
性への
理解が
深まって
きてお
り，介護
予防事
業が定
着してき
た。

23 B
未
実
施

継
続

継
続

介護予防事業
の推進で，要
支援・要介護
状態にならな
いようにするこ
とで，誰もが住
みなれた地域
で生活し続け
ることができ
る。また，介護
保険サービス
の給付費用を
抑制でき，介
護保険料の上
昇等を抑える
ことができる。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

継
続

介護予防に
つながる事
業であり，
参加しやす
い環境を整
備する必要
がある。

70
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住
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慣
れ
た
地
域
で
快
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活

20

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
見守り
隊事業

　市内に居住する概ね６５歳
以上の一人暮らし高齢者を対
象として，日常生活において
見守りが必要な高齢者世帯
を，高齢者見守り隊（民生委
員・児童委員・協力員・活動
員）訪問活動を行い，安否確
認や相談活動を行いながら，
安心して暮らしていけるような
見守り活動を継続している。

・民生委員，児童委員，自治組
織，老人クラブ，消防団等と連
携し，地域支援ネットワークの
強化・構築を進める必要があ
る。
・見守り対象者を民生委員・児
童委員の判断により行ってい
るが，高齢者の状況は日々変
化しているので対象者となるま
でにタイムラグが生じる。
・地域活動との連携も検討す
る必要がある。

　
市
民

（
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の
者
で
あ

っ
て
，
日
常
生
活
に
お

い
て
見
守
り
必
要
な
高
齢
者
等

）

 市が，民生委員・
児童委員を巡回
相談員として委嘱
し見守り事業を実
施する。ただし，
見守り隊対象者
の人数により，相
談員の補佐役とし
て，協力員・活動
員を配置し，対象
世帯を訪問するこ
とにより安否の確
認や相談活動を
行う。

平成１９年度から高齢
者実態調査を継続実施
している。普段声かけや
見守りがないという高齢
者世帯を民生委員・児
童委員が訪問し安否確
認・相談活を展開してい
る。

14,293 5

高齢者実態
調査の結
果，見守り・
声かけがな
いと回答し
た高齢者を
対象に，民
生委員・児
童委員が巡
回相談員と
して見守り
活動するこ
とにより，安
否確認各種
相談業務の
充実を図
る。

5

安否確認
や巡回相
談をするこ
とにより，
高齢者の
要支援者リ
ストの作成
をし災害時
の支援策
へつなげる
ことが可能
となる。

4

住民自
治組織・
自主防
災組織
が結成さ
れた，地
域におい
ては，か
なりのコ
スト軽減
につなが
る。

5

高齢者
実態調
査の結
果分析
による
と，普段
の見守り
がない等
の回答
が１／４
にも及ぶ
結果が
出てお
り，高齢
者の安
否確認も
含めて，
要援護
者の支
援対策
等につい
ても，市
民ニーズ
は高い。

5

要支援
者リスト
の作成
が可能と
なり，災
害時に
備えるこ
とが可能
になる。

4

民生委
員・児童
委員協
議会の
活動に
災害時
の1人も
見逃さな
いという
取り組み
を継続す
ることで
高齢者
が安心し
て暮らす
ことがで
きる。

28 A
未
実
施

継
続

継
続

民生委員・児
童委員が引き
続き，高齢者
の実態調査を
継続すること
によって，災害
等の要援護者
リストの作成と
災害時の支援
策に結びつけ
ることが可能と
なる。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

民生委員，
児童委員，
自治組織，
老人クラ
ブ，消防団
等と連携
し，地域支
援ネット
ワークの強
化・構築を
進める必要
がある。
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２
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(

2

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム

」
の
推
進

19

高
齢
者
福
祉
課

高齢者
実態調
査シス
テム事
業

平成１９年度から実施してい
る高齢者実態調査に基づく情
報を管理するシステムを構築
し、新たに６５歳になった高齢
者の情報を管理することによ
り、高齢者見守り隊事業へつ
なぎ，高齢者が安心・安全な
生活を営むため，情報を更新
し、常に 新情報を管理でき
るようにする。また，要支援者
リストの作成や活用に役立て
る。

高齢者の状況、状態は常に変化
しており、より 新の高齢者の実
態情報を収集し，更新するできる
体制をつくることが必要である。

市
民

（
６
５
歳
以
上
高
齢
者
な
ど

）

要支援者を地域
で支えあうネット
ワークづくりに必
要な情報として、
日々の生活実態
を把握しておく必
要があり、この手
段として高齢者の
実態調査を行なっ
たのでその回答
内容をシステムで
管理する。また、
高齢者の常態は
日々変化するの
で情報の更新を
する必要であるた
め、情報の更新に
努める。

要支援者を地域で支え
あうネットワークづくりや
ネットワークの活動を推
進するうえで、緊急避難
時においてこのシステム
が管理している情報のう
ち提供可能な情報につ
いては、市の関係部署
等へ提供していく。

3,460 4

住み慣れた
地域でいつま
でも生活し続
けるために
は、地域での
支えあう体制
づくりが必要
であり、その
ために必要
な高齢者の
実態の情報
をシステムに
より管理・更
新しながら、
緊急避難時
において担
当部署から
の要請によっ
て、提供可能
な情報は関
係部署へ提
供する。

4

約１８，０００
人の情報を
管理・更新
するために
はシステム
が必要であ
る。また、今
後他部署が
管理してい
るシステムと
連携をする
ことが生じた
場合は連携
が可能であ
る。 3

新たに６
５歳に
なった人
の調査に
かかる経
費や調
査結果
の登録
作業にシ
ステム開
発会社
への委
託経費
がかかる
が、専門
的な知識
を要する
ので市が
実施する
には困難
な面もあ
る。

4

高齢者
の実態
の情報
管理は
市でなけ
ればでき
ない。

4

高齢化率
が上昇傾
向にあ
り、更に
は一人暮
らしの高
齢者、夫
婦などの
高齢者世
帯も増加
傾向にあ
り，要支
援者など
を地域で
支えあう
仕組みづ
くりが求
められて
おり，地
域によっ
ては自主
防災活動
として取
組みを進
めている
ところもあ
る。

5

高齢化
率の上
昇、一人
暮らしの
高齢者、
夫婦など
の高齢
者世帯
が増加
の傾向
にあり，
要支援
者などを
地域で
支えあう
仕組み
づくりが
求められ
ている。

24 B
未
実
施

継
続

継
続

本市の高齢化率
は，３０％を超え
ており，今後の予
測でも高齢化は
益々拍車をかけ
る状況になってい
る。地域支援ネッ
トワークの強化・
構築は急務となっ
ている。高齢者の
状況の把握は，
要支援者把握へ
とつながり，あら
ゆる災害時に活
用できるような情
報管理が必要と
なる。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

縮
小

災害時等の
要支援者把
握につなが
る体制の整
備と，情報
の更新・菅
理に対する
対応が必要
である。
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(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

20

高
齢
者
福
祉
課

認知症
高齢者
生活支
援事業

認知症高齢者を介護している
世帯を対象に，ホームヘル
パーを派遣することにより，認
知症高齢者及びその家族の
負担軽減を図ることを目的と
する。

新たな制度であり，広く周知す
る必要がある。また，需要と供
給がアンバランスとなった場合
を想定した対応策を考えておく
必要もある。

見
書
の

「
３
　
心
身
の
状
態
に
関
す
る
意
見
，

（
１

）
日
常
生
活
の

自
立
度

」
の

「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

」
が
Ⅱ
以
上
の

6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
又
は
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
4
0
歳
以

三次市社会福祉
協議会及び特別
養護老人ホーム
を運営する事業
所に業務委託す
ることにより，事業
所のホームヘル
パーを対象世帯
に派遣することに
より，介護者の負
担の軽減を図る。

認知症高齢者の介護を
している家族の精神的・
身体的な負担軽減。

1,661 4

認知症状が
ある高齢者
が増加の傾
向にあり，
在宅生活を
している場
合には介護
者の負担が
多くなること
から，負担
軽減策を希
望される世
帯への支援
策を進める
必要はあ
る。

4

認知症高
齢者の状
態，その世
帯の状況
に応じた
サービスを
提供しない
と介護者の
精神的・身
体的な負担
軽減につな
がらない。
状況把握を
的確にする
必要があ
る。

4

民間事
業所へ
の委託に
よりサー
ビスを提
供するこ
とにして
いるので
委託単
価を交渉
して決定
すること
は可能で
あるが，
介護サー
ビスの報
酬単価
が決めら
れている
ので，こ
の単価と
かけ離れ
た単価設
定するこ
とは事業
所の理
解が得ら

3

民間事
業所の
サービス
を利用す
ることも
可能であ
るが，こ
の場合
は費用
負担が
高額にな
る。高齢
者世帯
の状況
によって
は市が
制度を制
定し，対
象者に
対して
サービス
を提供す
ることも
必要であ
る。

4

認知症
状がある
高齢者
が増加
の傾向
にあり，
在宅生
活をして
いる場合
には介
護者の
負担が
多くなる
ことか
ら，負担
軽減策を
要望され
るケース
が増加
すると思
われる。

3

認知症
高齢者を
抱える世
帯が利
用してい
る介護
サービス
には基
準があ
り，介護
サービス
適応外
のことに
ついては
全額自
己負担
になり，
世帯の
状況に
よっては
市が
サービス
を提供す
ることも
必要であ
る。

22 B
未
実
施

継
続

継
続

認知症高齢者の
介護をしている家
族の一時的に開
放することが可能
となり，介護者の
負担の軽減につ
ながる。

無
し

継
続

介護者の負
担軽減につ
ながる事業
であるが，
効果の検証
が必要であ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

有
り

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

18／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
通所の人
数 人 164 141 120

利用者登録
者のうち月5
日以上通所
した延べ人
員

H
1
9

45,835 ⑷

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員

人 14 12 10

通所実人員
は、日によっ
て体調等に
より変動が
ある

⑵
利用登録
者数 人 17 17 17

要綱により1
事業所につ
き20名が上
限

H
2
0

43,156 ⑸

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 17 17 17 登録者17名

⑶
H
2
1

73,041 ⑹

⑴
評価対象
事業数 件 3

規模や事業
内容により
大きく差が出
る事業であ
り，1件当た
りや定員１人
あたりのコス
ト比較は困
難

H
1
9

#DIV/0! ⑷ 利用定員 人 14

グループ
ホーム1ユ
ニット
冬期限定宿
泊施設6部屋

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

84,726,666 ⑹

⑴
評価対象
事業数 件 3,549 3,582 3,600

事業内容に
変わりなく，1
件あたりの
単価はほと
んど変わら
ない。

H
1
9

459 ⑷
市による
返戻率 ％

不適正な事
案の発生が
ないこと

⑵
H
2
0

637 ⑸

⑶
H
2
1

749 ⑹
市による
返戻率 ％

⑴ 利用者数 人 122 132 130

月５日以上
通所した者
の延べ人員
(利用登録者
が就労した
延べ人員)

H
1
9

48,032 ⑷

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員の月平
均

人 11 11 11

通所実人員
は，日によっ
て体調等に
より変動が
ある。

⑵
利用登録
者数 人 11 13 13

利用登録者
数

H
2
0

53,030 ⑸

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 11 13 13

⑶
H
2
1

53,146 ⑹
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れ
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16

健
康
推
進
課

精神障
害者就
労促進
事業

この事業は一般企業等での
就労が困難な精神障害者に
作業の場を提供し，作業を通
して技能習得訓練や生活訓
練を受けることにより，精神障
害者の就労への支援を行うと
ともに社会復帰を目指し実施
している。
現在、ともえ三次工房１か所と
なった。通所者数に応じた補
助金を交付し，運営を行って
いる。

   障害者自立支援法の施行
により，新事業体系への移行
が必須となっており，既存の小
規模作業所から，法人化によ
り多様な運営をすることを促進
している。ともえ三次工房は
NPO法人化を取得し，今後「障
害者地域活動センター」に移
行予定である。平成23年度に
はこの事業自体は廃止が予定
され，「障害者地域活動セン
ター」に移行後は市の委託を
受け事業を実施することとなる
が，これまでの課題として挙げ
られている技能習得や生活訓
練を通しての社会復帰ができ
る条件整備の支援を行い，委
託事業としての成果を挙げる
必要性がある。同時に策定し
た「三次市障害福祉計画」の
重点事業である「特色ある地
域活動センターの整備」及び
「就労チャレンジネットワーク構
築」に則り，事業所とハロー
ワーク等関係機関との連携を
支援し，社会復帰に向けた支
援も行っていく必要がある

 
市
民

（
満
1
5
歳
以
上
の
三
次
市
在
住
の
精
神
障
害
者

）

　　精神障害者へ
の生活訓練・技能
訓練等に係る作
業所運営費補助
金を交付する。市
とし利用者への訓
練指導が適切に
行われるよう指導
している。

　 この事業により運営し
ている小規模作業所に
在宅の精神障害者が通
所し基本的な生活習慣
を確立し病気の再発を
防止するとともに，生活
訓練や技能習得訓練を
受けながら，就労・自立
に向けた意欲を持つ。

6,085 4

精神障害者
の就労の場
として社会
参加の促進
に貢献して
いる。

3

訓練内容，
作業収益
について
は，関係団
体，地域の
理解や協
力を得るこ
とにより，よ
り充実した
事業にする
ことが可能
である。指
導監査等
において，
指導助言を
行ってきて
いるが，指
導員数の
不足等もあ
り，改善が
困難な現状
がある。

5

福祉的
事業であ
り，費用
対効果
の算出
は困難で
ある。対
象が障
害者であ
り，自主
的な安定
した運営
財源の
確保は
困難であ
り，現状
で経費削
減の余
地はな
い。

3

今後，障
害者自
立支援
法施行
に伴い，
法人化
へ移行し
た場合，
「障害者
地域活
動セン
ター」とし
て市の
委託事
業とな
る。市が
関与し事
業の成
果を向上
させるよ
う指導
し，より
効果的
な委託
事業とし
ていく必
要があ

5

今後，精
神障害
者は入
院から地
域へとい
う社会的
な動きも
あり，地
域で生
活する障
害者を支
援する通
所施設
への社
会的
ニーズは
高い。

5

精神障
害者の
社会復
帰のた
めの施
設はまだ
少なく，
対象者
及び家
族の
ニーズは
高い。昨
年度
NPO法
人取得
により，
「地域活
動支援
セン
ター」に
移行し市
の委託
により引
き続き事
業を展開
予定。

25 B 継
続

継
続

継
続

   これまで本
事業は，精神
障害者の社会
参加促進に大
きく寄与し，一
定の成果を挙
げてきたと言
える。障害者
自立支援法施
行により，平成
19年度にはと
もえ三次工房
が小規模作業
所から法人化
し，今後は「障
害者地域活動
支援センター」
に移行する予
定である。
また，今年度
は作業所の移
転も予定され
ており，事業
内容や運営方
法等について
検討が必要と
なっている ２

無
し

継
続

指導内容の
充実を図
り，障害の
ある人の社
会参加を進
めていく必
要がある。
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高
齢
者
福
祉
課

高齢者
福祉施
設整備
事業

　第5期高齢者保健福祉計
画・第４期介護保険事業計画
に基づき，平成２１年度から平
成２３年度の3年間で，地域密
着型の認知症対応型共同生
活介護施設（グループホーム）
を５施設（９ユニット・８１人）
と，小規模多機能型居宅介護
施設を４施設（定員ベースで１
００人）整備し，住み慣れた地
域で安心して安全に生活を継
続できる基盤づくりを進める。
　平成21年度事業
　①作木高齢者福祉施設整
備事業（作木中学校の常清寮
を改修しグループホーム１ユ
ニット，冬期限定高齢者等宿
泊施設（5部屋）整備）
　②川地高齢者福祉施設整
備事業（新たにグループホー
ム２ユニットと小規模多機能
型居宅介護施設を整備，今年
度は用地買収，用地造成，実
施設計を実施）
　③三次西高齢者福祉施設
整備事業（旧三次西小学校を
活用しデイサービス系の福祉

　公設民営の施設は，指定管
理者制度による運営を想定し
ており，適正な事業者の選定
を行う必要がある。
　また，指定管理料も適正に
設定する必要がある。
　地域密着型の施設であり，
地域住民や地域経済との連携
が図られることも必要である。

市
民

（
要
介
護
者

）

　地域密着型（三
次市民限定）の高
齢者介護施設で
ある，グループ
ホームと小規模多
機能型居宅介護
施設を整備する。
　整備に当たって
は，民設民営方
式と公設民営方
式を採用する。

　住み慣れた地域で,安
心して安全に生活が送
り続けられるよう，介護
施設の充実を進める。

5

住み慣れた
地域での生
活を継続で
き基盤を整
備するた
め，計画に
基づき介護
支援施設を
整備するも
のであり，
目的に適合
している。

5

施設を整備
することが
目的であ
り，整備完
了時で目的
達成となる
ため十分に
成果があ
る。
完成後の
施設の活
用，地域と
の連携等
については
別項目で評
価されるべ
きである。

4

施設の
建設事
業であ
り，設計
委託や
建築事
業での入
札による
削減は
一定程
度見込め
る。
用地買
収や手
数料，負
担金等
は節減
が困難で
ある。

5

公設民
営の施
設整備を
想定して
おり，氏
の関与
は必然
である。
完成後
は，指定
管理者
制度によ
り運営を
委託す
る。

5

第5期高
齢者保
健福祉
計画・第
４期介護
保険事
業計画
におい
て，ニー
ズ調査を
行ってお
り，社会
的ニーズ
はきわめ
て高い。

5

本市は
高齢社
会を迎え
ており，
高齢者
の介護
に関する
市民の
関心は
高く，
ニーズも
高い状
況にあ
る。 29 A

未
実
施

未
実
施

継
続

　第５期高齢
者保健福祉計
画・第４期介護
保険事業計画
において，需
要予測を行
い，財政推計
もする中で，設
定した事業で
あり，計画期
間（平成２１年
度～平成２３
年度）の３年間
は継続して実
施する必要が
ある。

無
し

拡
大

今後も，市
が所有する
遊休施設等
を活用しな
がら，需要
予測を行い
つつ，施設
の整備を行
い，住み慣
れた地域で
の生活の実
現を目指す
必要があ
る。
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

20

高
齢
者
福
祉
課

介護給
付適正
化事業

団塊の世代が65歳以上にな
り，更なる高齢化の進行や，
介護サービス利用者の増加
が見込まれる中，介護給付費
が急激に増加することが想定
されるので，介護保険制度を
安定的に維持運営するため
のひとつの施策として介護給
付の適正化に取り組む。

要介護認定の適正化⇒厚労
省の経過措置への対応
介護報酬請求の適正化⇒事
業所の指導監査と連動，介護
保険情報と医療情報の突合，
合議体間の認定レベルの平準
化
住宅改修申請内容の精査⇒
現地調査の徹底

市
民

介護給付費通知
ケアプランチェック

適正化事業の実施によ
り，適正な介護サービス
利用を促す。

2,283 4

計画されてい
る事業につい
て，まだ充分
な対応がされ
ていない。よ
り専門的な知
識を持って実
施する必要
がある。

2

今後実施
事業を増や
していくこと
により，成
果も向上す
ると思われ
る。

4

経費負
担につい
ては，必
要な範囲
で対応し
ている。
今後事
業を充実
していく
ために専
門的に事
業実施し
ていく人
員が必
要と思わ
れる。

5

給付費
通知，ケ
アプラン
チェック
など，委
託や共
同化によ
る対応は
可能と思
われる
が，専門
的な知
識が必
要であ
り，コスト
もかか
る。
今のとこ
ろ職員が
介護保
険事業
所の指
導監査
の際に
ケアプラ
ンチェッ
ク等を

5

今後高齢
者の増加
に伴い，
介護給付
費の増加
も見込ま
れるた
め，適正
なサービ
ス利用等
が求めら
れてい
る。

3

利用者
の一部
ではある
が，給付
費通知を
送付する
ことで
サービス
費用等
について
の問い
合わせも
あり，市
民の関
心はある
と思われ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

今後も高齢者
の増加に伴
い，介護給付
費の増加も見
込まれるた
め，事業をより
拡充する必要
があると思わ
れる。

人
員

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

今後，介護
給付費の増
加が見込ま
れている。
介護認定，
介護報酬請
求が適正に
行われるた
めにも，継
続して実施
する必要が
ある。
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

3

)

一
人
ひ
と
り
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

16

社
会
福
祉
課

心身障
害者就
労促進
事業

福祉的就労の場を確保するた
め，無認可小規模作業所であ
る「ジョイジョイワーク第3作業
所」を運営する事業主に対し，
運営費を助成する。
・場所：三次町2054-1　「ジョイ
ジョイワーク第３作業所」
・内容：リサイクル事業（空き
缶，新聞紙の回収）を通して
社会活動及び生活訓練を行っ
ている。

本事業は，障害者自立支援法
の施行に伴い，平成18年10月
から県の運営費補助金が廃止
になり一般財源化している。
したがって，無認可作業所に
ついては法定化事業所（地域
活動支援センター等）への移
行が想定されているため，作
業所の意向（平成2１年度以
降）を踏まえ，障害福祉計画に
位置づけるとともに，社会的資
源としての位置づけを明確に
しているところである。
　今後は，県の障害者自立支
援特別対策事業等の活用を推
進し，円滑なる地域活動支援
センター移行の支援を図る。

市
民

（
満
１
５
歳
以
上
の
一
般
就
労
が
困
難
な
在
宅
の
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者

）

障害者への訓練・
指導等に係る作
業所運営に対し，
運営補助金を交
付する。

一般就労が困難な障害
者に対し，日中活動と就
労の場を提供することに
より，生活のリズムを整
え社会活動への参加を
促進する。

7,000 5

障害者の就
労場所が確
保されること
によって，障
害者の就労
及び日中活
動の参加が
促進され
る。

3

・現在の利
用数に対
し，作業所
の定員（19
名以内）に
余裕がある
ため，新規
就労希望
者を増やす
ことにより，
成果の向
上余地が
あると考え
る。
・工賃アッ
プの取り組
みが課題で
ある。

4

必要
低限の
補助基
準であ
る。指導
員の人
件費と家
賃相当
分のみ
の助成で
あるた
め，コスト
削減の
余地が
少ない。

5

福祉的
就労の
場を提供
するた
め，市が
主体と
なって実
施してい
くべき事
業であ
る。

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は，社
会的
ニーズと
して高い
と考え
る。

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は市
民ニーズ
として高
いと考え
る。

27 A 継
続

継
続

継
続

障害者自立支
援法の施行に
伴い，国の基
本方針におい
ても，障害者
の地域生活支
援を推進する
ため，就労支
援を重点施策
においた日中
活動の場とし
ての「地域活
動支援セン
ター」の確保
が求められて
いる。そのた
め，三次市で
は，平成21年
度3月に策定し
た第2期障害
福祉計画にお
いて，「地域活
動支援セン
ター」の必要
整備目標を設
定する中で，
小規模作業所

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

継続して，
移行へ向け
た取り組み
を支援する
とともに，委
託料基準に
ついても検
討する。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
連携室経
由紹介患
者数

人 3,076 3,409 4,000

地域医療の
機能分担の
到達度を測
る指標であ
る。

H
1
9

4,714 ⑷
紹介患者
件数 人 5,461 6,305 6,700

初診患者に
対する紹介
患者数と救
急車での搬
送患者数の
割合であり，
病院機能を
表徴する。

⑵
合同カン
ファレン
ス

回 1 1 1

地域の医師
会との合同
カンファレン
スを開催し，
医師相互の
連携を強化
する。

H
2
0

4,256 ⑸
逆紹介患
者数 人 7,706 8,724 9,500

かかりつけ
医へ，または
他の医療機
関へ紹介を
行う。病院機
能を顕著に
表現する。

⑶
四病院連
絡協議会
運営

回 4 4 4

市内の四病
院がそれぞ
れの機能を
分担し，良質
な地域医療
の実現をめ
ざす。

H
2
1

3,737 ⑹
相談業務
件数 件 798 852 1,250

患者様或は
ご家族から
の転退院，
医療福祉制
度等の相談
件数。

⑴ 点検枚数 枚 435,891 211,457 220,000 レセプト枚数
H
1
9

32 ⑷ 点検金額 千円 92,617 80,186 90,000

過誤及び内
容点検を
行ったレセプ
トの金額

⑵
H
2
0

57 ⑸
点検効果
枚数 枚 10,853 8,903 9,000

過誤及び内
容点検を行
い効果の
あったレセプ
トの枚数

⑶
H
2
1

52 ⑹

⑴
受給者証
の発行数 件 1,811 1,788 1,818

８月1日更新
時現在

H
1
9

161,992 ⑷
医療費の
公費負担 円 281,806,999 254,776,844 282,771,000

重度心身障
害者医療費
公費負担額

⑵
H
2
0

148,607 ⑸

⑶
H
2
1

162,249 ⑹

⑴
総合集団
検診回数 回 28 27

総合検診の回
数である。受
診者が極端に
少ない検診は
日取り等を見
直している。
受診者数の増
加を見込んで
いるため、事
業費が増加す

H
1
9

#VALUE! ⑷
総合集団
検診受診
者数

人 1,213 1,900

受診率向上
の取組によ
り、増加する
見込み。

⑵

人間ドッ
ク・脳ドッ
ク受診可
能者数

1,575 1,618

要望の多い
人間ドックの
受診可能者
数の拡大に
取り組んで
いる。

H
2
0

1,015,178 ⑸
個別検診
受診者数 人 562 600

受診率向上
の取組によ
り、増加する
見込み。

⑶
H
2
1

1,444,888 ⑹

人間ドッ
ク・脳ドッ
ク受診者
数

人 943 1,100

受診率向上
の取組によ
り、増加する
見込み。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

18
医
事
課

地域連
携業務

当院は地域医療圏の中核病
院として急性期医療を担う医
療機関である。地域において
その機能を発揮するために
は，他の医療機関とそれぞれ
の機能を分担し，連携，協力
する必要がある。このため，四
病院連絡協議会の連携強化
や，医師会との合同カンファレ
ンスを実施し，地域医療の提
供を可能にすべく活動してい
る。

在宅ケアを推進するためにも，
医療福祉資源を 大限活用す
る意味でも，各機関施設との
連携強化が必要となっている。
情報の収集やアンケートを実
施する等，問題点や改善点を
検証し地域医療を担う診療所
との連携を充実する。

良
質
な
地
域
医
療
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ま
及
び
関
係
医
療
機
関
を

対
象
と
す
る

。

地域の医療機関
等から，高度医療
を必要とされる患
者様の紹介，また
は逆紹介を行う。
また，患者様及び
家族の方からの
転退院等総合的
に相談業務を行
う．

地域の中核病院として，
対象に対し必要な医療
を実現する。

14,512 5

良質な地域
医療の実現
のために不
可欠な存在
であり，貢
献度は極め
て高い。

4

多様化する
医療ニーズ
に対応する
ためには，
さらに大き
な成果が求
められる。

5

現在の
目的に対
する手段
方法は，

大の
効用を齎
す選択の
結果であ
り，コスト
削減の
余地は
少ない。

3

良質な
地域医
療の実
現のた
めに行う
活動は
極めて
公共性
が強い。

5

良質な
地域医
療の実
現のた
め，医療
資源を効
率的に
機能させ
る連携業
務は不
可欠であ
り，社会
的ニーズ
は極め
て高い。

5

良質な
地域医
療の市
民への
提供は
大きな
ニーズで
あり，こ
の実現
のために
行う活動
は不可
欠であ
る。 27 A

事
業
拡
大

継
続

継
続

地域医療の完
遂のため，地
域の医療，福
祉資源の効率
的な連携が必
要である。この
ため，継続的
に，連携業務
を推進する必
要がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

今後も連携
を進めるこ
とにより，医
療機関の役
割にそった
住み分けを
行い，患者
優先の医療
体制を整え
ていく。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

21

保
険
年
金
課

レセプト
点検事
務

国保のレセプト（診療報酬請
求明細書）の点検を行うことに
より医療費の適正化を図る。
平成２０年度までは雇用職員
により業務を行っていたが平
成２１年度から三次市開発公
社への委託により業務を行っ
ている。

医療費の増加に伴い医療費
の適正化は強く求められる。ま
た、ＤＰＣレセプトの増加やレセ
プトのオンライン化など業務状
況の変動が見られる。
より効率的な事業となるよう対
応の見直しが必要となる。

国
保
被
保
険
者

国保連合会にお
いて審査の済ん
だレセプトを点検
し医療費支払額
の確認をする。

医療費の適正による国
保財政の健全化

12,119 5

審査を経た
レセプトを保
険者として
点検するこ
とは医療費
の適正化に
はきわめて
重要であ
る。

4

現時の状
況は経験
豊富な点検
員による業
務であり実
績も大き
い。

4

レセプト
の電子
化オンラ
イン化に
より作業
量が変
動する可
能性があ
り事務の
合理化
が図られ
るが経過
を見なが
ら行う必
要があ
る。

2

現在も専
門性の
あるとこ
ろへの委
託事業と
なってい
るが、レ
セプト点
検のみ
でなく後
発医薬
品の啓
発や受
診指導
などレセ
プト関連
の業務も
あわせて
より専門
性の高
い民間
業者へ
の利用も
検討でき
る。

4

レセプト
点検を行
うことに
よる医療
費の適
正化は
国保の
みならず
財政の
健全化
のため
必要であ
る。

3

市民に
とっても
被保険
者では
判断の
できない
専門的
な部分
の医療
費を精査
し抑える
ことがで
きるため
必要性
は高い。

22 B 縮
小

未
実
施

継
続

レセプト点検
業務は国保財
政にとって必
須である。現
在の業績を保
つようレセプト
点検員のスキ
ルアップと状
況把握を常に
行っていく。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

医療費の適
正化は強く
求められて
いる。レセ
プト点検員
のスキル
アップを図
りながら実
施する必要
がある。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

保
険
年
金
課

重度心
身障害
者医療
費支給
事業

　身体障害者手帳１～３級所
持者・療育手帳Ⓐ･Ａ･Ⓑ所持
者で、本人・配偶者・扶養義務
者が一定以内の所得である
方を対象に支給。総医療費と
保険給付額との差額から一部
負担金（入院1日200円（14日
を限度）入院外１日200円（4日
を限度））を除いて支給。医療
機関においては、受給者証を
提示することで、一部負担金
の支払いで受診可能。県外受
診・補装具については、償還
払い。
　事務事業としては、受給者
証申請の受理（社会福祉課、
支所での手帳交付時にあわ
せて）・審査（保険年金課、支
所では即時審査）、受給者証
の発行・送付、償還払申請の
受理・審査・給付、医療費・手
数料の支払がある。

制度周知の更なる徹底と、事
務の改善が必要。

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
所
持
者
・
療
育
手
帳
Ⓐ
･
Ａ
･
Ⓑ
所
持

者

現物給付：医療費
を医療機関等の
窓口で支払う時
に、三次市が発行
する受給者証を
提示すれば、一部
負担金を除く自己
負担分について
支払う必要がな
い。
現金給付：県外等
を受診した場合、
受給者証が使え
ないため、一旦支
払った自己負担
分について償還
払い申請により、
一部負担金を除く
額について返還
する。

重度心身障害者が適切
な医療を受けられるよう
にする。

265,711 4

多くは、障害
者手帳・療育
手帳の交付
時に制度の
周知を行って
いるため、対
象者への制
度周知はほ
ぼ行き届いて
いるが、まれ
に制度を知ら
なかったとい
われる方もい
るため、市広
報で情報提
供を行ってい
る。

3

所得制限
により前年
度非該当と
なられた方
への周知を
検討する必
要がある。
市広報で申
請を促して
いるが全て
の対象者
が申請して
いるとは思
われない。 4

事務経
費につい
ては、縮
減を図っ
ていくこと
が必要で
あるが、
事務効
率、正確
性も含め
て検討が
必要。

5

障害者
手帳・療
育手帳
の交付
にかか
わる他の
制度とあ
わせて、
身近な
市が行っ
ていくこ
とが必
要。

5

社会的弱
者である
重度心身
障害者が
安心・充
実の医療
を継続し
て受けら
れること
は、バリ
アフリー
の社会に
おいて他
の制度と
あわせ
て、ニー
ズは高
い。

5

重度心
身障害
者は、病
院にか
かる頻度
も多く、
また、補
装具等
継続して
使用され
ることも
多いため
その費
用にか
かる公費
負担の
ニーズは
高い。

26 B
未
実
施

未
実
施

継
続

事務事業実施
の過程で改善
の余地はある
ものの、事業
そのものは、
社会的弱者で
ある重度心身
障害者へ安定
した医療を提
供するもので、
継続して事業
を行うことが必
要。 無

し
継
続

県によって
対象者に違
いがあるた
め，転入者
等への制度
の周知を徹
底し，継続
して事業を
実施する。
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

20

保
険
年
金
課

特定健
診業務

保険者が40歳から74歳までの
被保険者を対象に、メタボリッ
クシンドローム（内臓脂肪症候
群）の要因となっている生活
習慣を改善させ、高血圧や高
脂血症、糖尿病などの有病
者・予備群を減少させさせる
ための特定保健指導の対象
者を、的確に抽出するために
実施する検診である。
このような特定検診・特定保
健指導により、生活習慣病の
予防や早期発見の大切さを啓
発し、三次市国保被保険者の
みならず、広く三次市民全体
が健康になることを目指す。
また、平成24年度において、
特定検診・特定保健指導の受
診率が実施計画で掲げた目
標値を上回った時は、交付金
の上積みがある。逆に下回っ
た場合は、後期高齢者医療保
険への拠出金が課される。

平成20年度受診者数が少な
く、実施計画で目標に掲げて
いる受診率に届いていないた
め、受診率を上げる必要があ
る。

三
次
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
う
ち

、
4
0
歳
か
ら
7
4
歳
ま

で
の
方

総合集団検診（市
内各会場で検診
車による巡回検
診）
個別検診（県内各
検診医療機関で
直接検診）
人間ドック・脳ドッ
ク（3つのドック医
療機関で検診）

対象者全員の受診

28,425 5

現在行って
いる検診手
段は、現在
考えられる
検診方法を
全て行って
いる。

1

平成20年
度は実施
当初という
こともあり、
受診率向
上のための
取組を行わ
なかったた
め、今後の
受診率向
上の余地
は十分にあ
る。

4

受診率
が上が
ればあが
るほど、
コストは
大きくな
るため、
削減は
困難であ
る。

5

三次市
国保保
険者であ
る三次市
しか、三
次市国
保被保
険者へ
の検診
が行えな
いため。

5

年々増
える一方
の医療
費抑制
は、社会
全体の
課題であ
る。

5

医療費
が高け
れば国
保税にも
反映され
るため、
医療費
抑制に
寄与する
検診は
ニーズが
高い。、
また、生
活習慣
病予防
等によっ
て健康な
身体とな
ること
で、活力
ある生活
を送るこ
とができ
る。

25 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

受診率を向上
させ、国から
の交付金を今
以上に受ける
ことができれ
ば、さらに啓発
予防事業に力
を注ぐことがで
き、三次市民
がより健康に
暮らしていくこ
とができるとと
もに、結果的
に国保税の低
減を図ること
ができる。
そのための予
算額の増額は
必要だが、そ
れ以上に二課
にまたがる当
該事業を円滑
に、そして積極
的に進めるた
めに検診事業
の全体的なマ
ネージメントを

人
員

無
し

拡
大

受診率の向
上を図るた
め，関係課
との連携を
強化する必
要がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

無
し

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

20／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
保健指導
延べ回数 回 95 208

集団指導も
取り入れ、よ
り受診しやす
い環境を作
る見込みの
ため、1回当
たりのコスト
が減少して
いる。

H
1
9

#VALUE! ⑷ 利用人数 人 80 125

受診率向上
の取組によ
り、増加する
見込み

⑵
保健指導
実施会場
数

10 10

対象者の住
所等を考慮
し、実施会場
を適宜見直
していく。

H
2
0

87,894 ⑸

⑶
H
2
1

44,884 ⑹

⑴
訪問啓発
件数 件 51 100

レセプトから
多受診、重
複受診の該
当者をリスト
アップする。

H
1
9

#VALUE! ⑷
訪問啓発
件数 件 58 200

対象者の絞
込みの幅を
広げることに
より対象者を
広げる

⑵
H
2
0

49,215 ⑸ 改善件数 件 20 100
指導の効果
を出す。

⑶
H
2
1

25,960 ⑹
医療費の
削減額 円 1,000,000

改善された
件数分の医
療費の削減
額

⑴
休日診療
日数 日 70 71 70

H
1
9

392,900 ⑷ 受診者数 人 3,063 3,178 3,300

⑵
夜間診療
日数 日 366 365 365

H
2
0

377,647 ⑸

⑶
H
2
1

358,185 ⑹

⑴ 診療日 日 366 365 365
救急医療で
診療した日
数

H
1
9

908,538 ⑷

救急患者
数（小児
科を除
く。）

人 10,108 8,809 8,800

救急医療で
受診された
患者数

⑵
H
2
0

863,594 ⑸

⑶
H
2
1

871,304 ⑹
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

20

保
険
年
金
課

特定保
健指導
業務

メタボリックシンドローム予防
に着目した特定健診の結果、
要指導となった者をリスクに
応じて「積極的支援」「動機付
け支援」に階層化のうえ「個別
支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗム」を作成し、保健
師・管理栄養士等専門職種が
生活改善に向けて６ヵ月間の
支援・評価を行う。

・実施率の向上と年度内実施
完了
・メタボリックシンドﾛｰﾑ該当者
及び予備群減少に向けて，市
が実施するその他の生活習慣
病予防事業と連動を図り，より
事業効果を上げる必要があ
る。

特
定
健
診
に
よ
り
抽
出
さ
れ
た
生
活
習
慣
を
改
善
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
国
保
被
保
険
者

個別保健指導
集団保健指導

対象者の生活習慣を改
善する。

8,350 5

個別保健指
導・集団保
健指導によ
り、きめ細
かい保健指
導を実施し
ている。

1

平成20年
度は実施
当初という
こともあり、
受診率向
上のための
取組を行わ
なかったた
め、今後の
受診率向
上の余地
は十分にあ
る。

4

受診率
が上が
ればあが
るほど、
コストは
大きくな
るため、
削減は
困難であ
る。

5

三次市
国保保
険者であ
る三次市
しか、三
次市国
保被保
険者へ
の保健
指導が
行えない
ため。

5

年々増
える一方
の医療
費抑制
は、社会
全体の
課題であ
る。

4

医療費
が高け
れば国
保税にも
反映され
るため、
医療費
抑制に
寄与する
生活習
慣病予
備軍へ
の保健
指導は
ニーズが
高い。、
また、生
活習慣
病予防
等によっ
て健康な
身体とな
ること
で、活力
ある生活
を送るこ
とができ

24 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

受診率を向上
させ、国から
の交付金を今
以上に受ける
ことができれ
ば、さらに啓発
予防事業に力
を注ぐことがで
き、三次市民
がより健康に
暮らしていくこ
とができるとと
もに、結果的
に国保税の低
減を図ること
ができる。
そのための予
算額の増額は
必要だが、そ
れ以上に二課
にまたがる当
該事業を円滑
に、そして積極
的に進めるた
めに検診事業
の全体的なマ
ネージメントを

人
員

無
し

拡
大

受診率の向
上を図るた
め，関係課
との連携を
強化する必
要がある。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

21

保
険
年
金
課

適正受
診の訪
問啓発
指導事
業

啓発指導員を設置し、国保被
保険者に対し医療の適正受
診の訪問指導等を行う。

医療の訂正受診を指導する上
で健康づくり等、日々の生活習
慣に係るアドバイス等も必要と
なるため保健師と連携すること
により該当者の安心理解と適
正化の改善を効果的にする必
要がある。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
う
ち
適
正
受
診
の
指
導
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

啓発指導員が対
象者を各戸訪問し
多受診、重複受
診等の適切なアド
バイス、指導を行
う

被保険者の適正受診と
健康づくり、医療費の適
正化を図る

2,510 4

多受診重複
受診の背景
には医療に
対する不安
がある。専
門職のアド
バイスによ
り医療的な
不案が軽減
し適正な受
診へつなが
ると考える
ため、訪問
指導は手段
として適切
である。

3

訪問指導
においては
医療の削
減のみを説
明するだけ
では対象者
の納得は
得ることが
できない。
保健師と連
携し日常の
生活習慣
等をあわせ
て指導する
ことにより
効果的にな
る。指導の
内容につい
てスキル
アップが必
要。

4

主のコス
トである
人件費
は専門
職の雇
用費用で
あり削減
余地は
少ない。

4

国民健
康保険
の被保
険者に
ついては
保険者
の責任と
して保険
者である
市が行う
べきであ
るが寄り
高い専
門性を
持ってい
る民間の
活力を利
用する外
部委託も
考えられ
る。

4

医療費
の適正
化のた
めの受
診の適
正化は
必要事
項であ
る。

3

多受診、
重複受
診につい
ては
個々の
必要な
判断によ
り起こっ
ている現
象であり
それを否
定するこ
とは市民
の思い
に逆行
するもの
である
が、正し
い医療
の受け
方、健康
づくりに
重点を置
いた事業
であれば
ニーズは
高くな

22 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

国保財政を安
定化させるた
めの一つとし
てこの事業は
大きな位置を
占める。対象
者の選定方法
や訪問の充
実、個々の
ケースとして
の追跡調査事
業の検証など
全体的に内容
を拡大させる
必要がある。
また、国保の
被保険者だけ
でなく市民の
健康づくりの
面からも保健
事業と医療を
連携させるよう
事業としての
拡大が必要と
考える。

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

拡
大

訪問指導に
あたっては
保健師と連
携し，対象
者に理解が
得られる効
果的な指導
にする必要
があるた
め，指導の
内容につい
てスキル
アップが必
要。

83

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

16

健
康
推
進
課

休日夜
間救急
センター
運営費
補助事
業

三次地区医師会が医療セン
ターで実施する，休日夜間の
急患センターの運営費につい
て補助する。
【平成20年度実績】利用者数：
3.178人（うち市外409人）　運
営日数：休日71日，夜間365
日

　休日・夜間急患センターは，
休日・夜間における診療機能
として，地域住民の安心の拠り
所となっているところから，今
後とも市として補助金による初
期救急医療体制に対する支援
を継続させることが必要であ
る。

　
市
民

（
三
次
市
民
以
外
も
含
む

。
２
０
年
度
実
績
で
１
２
，
８
％

が
利
用

。

）

　補助金を支出
し，休日夜間の急
患センター事業の
安定した運営を行
う。

　市民の休日・夜間の急
病・救急時に安心して適
切な医療を確保する。

26,813 5

   市の補助
金により休
日夜間の救
急センター
の運営が確
保・維持さ
れており，
休日夜間の
急患に対
し，医療が
確保できて
いる。

3

   中央病
院の休日
夜間診療も
含め，急患
対応が必
要な者のみ
の受診を徹
底すること
により，受
診者や医
療従事者
の負担が
軽減でき
る。 3

   軽易な
ものまで
休日・夜
間を利用
しない旨
を周知す
ることで
コストダ
ウンが図
られる。

4

   医療
診療行
為ではあ
るが，
365日24
時間の
診療体
制を確保
すること
は，公共
性が高く
市がやる
べき。利
用も増加
傾向に
ある。

4

    少子
高齢社
会で核
家族化
が進行
する現代
では，救
急医療
体制の
整備に
対する社
会的
ニーズが
高い。市
外からの
利用も増
加してお
り，三次
市の存
在意義も
より高ま
る。

5

   365日
24時間
の診療
体制の
確保は，
安心した
生活を営
むうえで
重要であ
るため，
市民の
ニーズは
高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

 　「休日夜間」
を利用する市
民は，微増で
あるが年々増
加している。
今後とも市とし
て市民の安心
な暮らしの確
保するため
に，初期救急
医療体制に対
する支援を継
続することは
必要である。

無
し

継
続

休日・夜間
における診
療機能とし
て，今後と
も支援を継
続すること
は必要であ
る。また，適
正受診に関
する啓発も
必要。

84

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

16

病
院
企
画
課

救急医
療拠点
病院事
業

地域の中核病院として救急医
療体制（医師，看護師，放射
線技師，臨床検査技師，薬剤
師当直体制）を整備し，夜間
休日の住民の緊急時のため
に救急医療を確保している。

地域住民が安心できる救急医
療体制の確保及び充実を図っ
ていくためには，医師，看護
師，コメディカルスタッフを充実
し，体制整備をおこなっていく
必要がある。

住
民

救急診療 休日夜間の救急医療の
確保，充実

315,212 5

広島県保健
医療計画に
おいても病
院群輪番制
病院に位置
付けられて
おり，備北
二次保健医
療圏におけ
る救急医療
対応をおこ
なっている。

3

救急医療
の充実を
図っていく
ためには，
医師，看護
師，コメディ
カルスタッ
フの充実が
必要であ
る。

5

直接的な
経費は，
人件費
部分等で
ある。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
病院とし
て救急
医療体
制を整備
していく
必要が
ある。

5

地域の
中核病
院とし
て，社会
的ニーズ
は極め
て高く，
診療機
能，医療
の質の
面での
充実が
求められ
ている。 5

住民から
の医療
ニーズは
多様化し
ており，
診療機
能，質の
面での
充実が
求められ
ている。

26 B 継
続

継
続

継
続

県北の中核病
院として，更に
医療スタッフの
充実を図り，
救急医療体制
を整備する必
要がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

救急医療体
制の確保及
び充実を図
りる。

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

21／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 診療日 日 366 365 365
小児救急で
診療した日
数

H
1
9

312,721 ⑷
救急患者
数 人 7,877 6,593 6,500

小児救急で
受診した患
者数

⑵
H
2
0

332,602 ⑸

⑶
H
2
1

318,498 ⑹

⑴
施設整備
等工事

箇所 3 5 5
施設改善要望
を整備し，工事
を施行する

H
1
9

179,458,000 ⑷
施設整備
等工事

箇所 3 5 5

施設を新た
に整備した
工事の実施
箇所

⑵
H
2
0

119,200,600 ⑸

⑶
H
2
1

131,384,600 ⑹

⑴
購入機器
数

台・式 77 83 79

医療機器の
購入台数
18年度放射
線治療装置
更新(156,240
千円）
19年度電子
カルテ
（199,500千

H
1
9

10,004,805 ⑷
機器更新
数

台・式 36 61 37
現行医療機
器の更新台
数

⑵
H
2
0

10,611,879 ⑸
機器新規
導入数

台・式 41 22 42
新規医療機
器の購入台
数

⑶
H
2
1

6,575,265 ⑹

⑴
研修受講
者数 人 1 4 1

認定看護師
教育課程の
受講者数

H
1
9

2,021,000 ⑷
認定看護
師　合格
者数

人 4 1 4

認定看護師
に合格した
人数
（平成２１年
６月現在）

⑵
H
2
0

1,418,250 ⑸

⑶
H
2
1

1,918,000 ⑹
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

16

病
院
企
画
課

小児救
急医療
拠点病
院事業

小児救急医療拠点病院の指
定をうけ，２４時間救急医療体
制（小児科医師当直体制）を
確保し小児救急患者に対応し
ている。

365日24時間小児救急医療体
制の確保及び充実を図ってい
くためには，小児科医師，看護
師を確保し体制整備をおこ
なっていく必要がある。

小
児
患
者

救急診療を行な
う。

２４時間小児救急医療
の確保，充実

121,400 5

平成16年7
月から24時
間小児救急
体制を整備
し，救急対
応を行なっ
ている。

3

小児救急
医療の充
実を図って
いくために
は，医師，
看護師の
確保が必
要である。

5

直接的な
経費は，
人件費
部分であ
る。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
病院とし
て小児
救急医
療体制を
整備して
いく必要
がある。

5

救急に
おいても
小児医
療に対
するニー
ズは高
い。

5

小児専門
医への受
診ニーズ
は高く，１
日平均18
名の小児
救急患者
がいる。

26 B 継
続

継
続

継
続

小児救急医療
拠点病院とし
て，更に医療
スタッフの充実
を図り，医療
体制を整備す
る必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

小児救急医
療体制の確
保及び充実
を図る。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

16

病
院
企
画
課

医療施
設整備
事業

急性期病院として，必要な医
療施設を充実し，病院を利用
される方々に質の高い医療を
提供するとともに患者サービ
スの向上を図る。

より病院を利用しやすいよう施
設の充実を行う。

病
院
を
利
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
方

・エアコン改修
・自動制御装置更
新
・医療ガス設備更
新　・分電盤更新
・手術室電気設備
工事

病院の診療しやすい施
設環境の充実及び，患
者様が利用しやすい環
境を整える

596,003 4

質の高い医
療を提供す
る上で，施
設の充実
は，患者
サービスの
向上につな
がる。

5

24時間365
日いつでも
安定して医
療を提供す
るための環
境づくりが
できる。

4

入札を実
施し，コ
スト削減
を行って
いる。

5

救急も含
め，安心
で安全な
医療の
提供は，
公的病
院（三次
市）の責
務であ
る。

3

病院設
備の整
備は，医
療機関と
して患者
サービス
の向上を
推進する
上で，必
要不可
欠であ
る。

3

日常生
活を安
心・安
全・快適
に過ごす
上で，質
の高い
医療
サービス
を提供す
る市民の
ニーズが
高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

県北地域の医
療の質の向上
及び利用者の
利便性を図る
ため，病院施
設の整備を推
進する。

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

継
続

計画的な整
備を継続し
て実施す
る。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

16

病
院
企
画
課

医療機
器等整
備事業

新医療への対応のため医
療機器の整備及び移転新築
時より１５年を経過して老朽化
した医療機器を計画的に更新
することにより医療レベルの
向上や効率化を行う。
18年度は放射線治療装置，Ｘ
線テレビ装置，自動洗浄装置
などの更新を行った。
19年度・20年度は電子カルテ
システムを中心に機器更新を
行った。
21年度も引き続き，シネアン
ギオＤＳＡ等を中心に機器更
新を計画している。

医療機器は平成6年度新築移
転時に整備したものが15年を
経過し,老朽化により機器の故
障が多発しているため,機器更
新は急務となっている。

市
民

(

患
者
様

）

新の医療に対
応した機器への
更新，新規機器
の導入を行う。

急性期医療，高度医療
を中心に 新の医療提
供を行う。

880,786 5

中山間地域
における中核
病院として高
度医療・救急
医療を担うた
め医療機器
の整備は必
要である。

4

予算の範
囲で整備す
るため優先
順位が高
い機器から
更新・導入
を行ってい
る。

4

同等機
種を複数
メーカー
より選択
し，仕様
書により
入札を実
施して購
入してい
る。

5

急性期
医療・高
度医療を
担う医療
機関とし
て,中核
病院とし
ての医
療レベル
の向上を
図る責務
がある。

5

医療環境
の変化
は，めま
ぐるしく日
進月歩で
あり，市
民が安心
して医療
を享受で
きる体制
を整備す
る必要が
ある。

5

患者満
足度調
査，病院
の医療を
考える市
民の会
などによ
る住民
ニーズの
医療現
場への
反映と医
療スタッ
フ,医療
機器など
充実した
機能が
求められ
ている。

28 A 継
続

継
続

継
続

安心・安全な
医療を提供す
るために 新
の医療機器の
導入は必要不
可欠である。

無
し

継
続

急性期医
療・高度医
療を担う医
療機関とし
て器量機器
の整備は必
要であり，
優先順位を
定めるなど
計画的に実
施する。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

17

病
院
企
画
課

認定看
護師育
成研修
事業

認定看護師とは，特定の看護
分野（救急看護，がん疼痛看
護等）において，熟練した看護
技術と知識を用いて，水準の
高い看護実践のできる看護師
であり，認定看護師を育成す
ることにより，市立三次中央病
院の看護レベルの向上を図
る。
全国の認定看護師数は，
5,794人　県内の認定看護師
数は，148人（平成21年7月現
在）である。
認定看護師の資格要件は，
⑴保健師，助産師及び看護師
のいずれかの免許を有し，⑵
認定看護師として必要な実務
経験があり，⑶日本看護協会
が認定した『認定看護師教育
課程』を修了した者である。
認定看護師教育課程は，看
護協会が認定した教育機関で
６ヶ月研修を行うものである。
平成20年度は，4名の看護師
が研修に参加し，平成21年度
に認定看護師に合格した。

資格取得者の院内における実
践･指導･相談体制及び病院の
支援体制の確立
看護師確保のため，有資格者
の数を増やしていく。

勤
務
年
数
３
年
以
上
の
看
護
師

認定看護師教育
課程の受講（６ヶ
月）

認定看護師資格の取得

5,673 5

研修計画に
基づき教育
課程を修了
し，認定看
護師に合格
した。

5

現在のとこ
ろ，６ケ月
の研修に
参加した看
護師が認
定看護師
に合格して
いるため，
充分に成
果があると
考える。

4

経費は，
授業料と
旅費であ
る。

3

看護師
個人で
研修に
参加する
こともで
きるが，
期間が
半年間
であり，
現実的
でない。
三次中
央病院と
しては，
認定看
護師を育
成し，看
護師のレ
ベルを
アップす
ること
が，地域
医療に
貢献する
と考え
る。

5

より専門
性が求
められる
時代であ
り，熟練
した看護
技術と知
識を用い
て，水準
の高い
看護実
践のでき
る認定看
護師は，
全国的
にも社会
的ニーズ
が高い。

4

住民から
の良質
な医療に
対する
ニーズは
高く，水
準の高
い看護
技術をも
つ看護
師の育
成は，必
要であ
る。 26 B 継

続
継
続

継
続

認定看護師
は，特定の看
護分野におい
て，熟練した
看護技術と知
識を用いて，
水準の高い看
護実践のでき
る看護師であ
り，看護現場
において，実
践･指導･相談
の役割を担
う。
市立三次中央
病院において
は，実践力の
質の向上のた
め，引き続き，
認定看護師の
育成を推進す
る。

無
し

継
続

引き続き研
修を行い，
中央病院職
員の資質向
上を図るこ
とによって，
住民満足度
の高い病院
をめざす。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 稼動日数 日 366 365 365
がん治療に
対応する日
数である。

H
1
9

38,677 ⑷
がんにか
かる手術
件数

件 435 384 435
がん治療水
準の客観的
指標である。

⑵
H
2
0

44,208 ⑸
外来化学
療法件実
績

件 135 144 135
がん治療水
準の客観的
指標である。

⑶
H
2
1

46,016 ⑹
がん相談
支援件数 件 66 125 180

がん相談支
援の市民
ニーズを直
截的に表す
指標である。

⑴

手術・サ
プライ委
託費人員
（年間）

人・年 72

6人×12ヶ月
＝72人・年と
なる。（6人雇
用しているの
で，236,250
円/一人・
月）。正職員
で実施する
のに比べて

H
1
9

#VALUE! ⑷
年間手術
件数

2,616 2,704 2,705

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

246 ⑹
年間手術
件数

2,616 2,704 2,705

⑴ 補助件数 件 14 28 70
整備（補助）
事業を行っ
た件数

H
1
9

620,285 ⑷ 対象戸数 戸 311 751 3,400

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益戸数

⑵
H
2
0

571,142 ⑸ 対象人口 人口 949 2,335 9,100

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益者数

⑶
H
2
1

875,214 ⑹

⑴
自治組織
主催事業 回 6 7 7

主催事業開
催の支援

H
1
9

2,332,500 ⑷
自治組織
主催事業
参加者数

人 1,730 2,280 1,950

あったかむら
フェスティバ
ル・映画祭
り・講演会・
健康づくりハ
イキング・干
支土鈴作り・
コンサート

⑵
総会・理
事会等開
催

回 6 4 6
H
2
0

2,173,571 ⑸
総会・理
事会等出
席者数

人 63 58 80

⑶
そよ風通
信発行 回 12 12 12

住民へのま
ちづくりに関
する情報の
提供

H
2
1

1,896,142 ⑹
そよ風通
信発行頁
数

頁 202 140 152
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

18
医
事
課

がん診
療連携
拠点病
院事業

質の高いがん医療体制を確
保するとともに，その均てん化
のため地域の医療機関との
診療連携を推進し，患者・家
族等に対する相談支援機能
について強化を図り，もって地
域全体のがん医療水準を向
上させる。
このため，次のとおり推進す
る。
　　　　（１）高度がん治療体制
の確立
　　　　（２）がん医療従事者の
研修事業
　　　　（３）がん診療連携拠点
病院ネットワークの確立
　　　　（４）標準登録様式に基
づく院内がん登録の実施と地
域がん登録事業への積極的
な参加
　　　　（５）がん相談支援事業
と普及啓発・情報提供

治療率向上のためには，専門
医の確保（病理医，心療内科
医，麻酔科医），認定看護師の
育成等が必要であり，
地域医療機関との病診連携を
推進し，地域全体の医療水準
を向上させる。
また，地域医療・福祉資源の

大効用をはかり，在宅緩和
ケアの充実を図る。このため，
在宅緩和ケアコーディネーター
を配置し地域緩和ケアネット
ワークの構築を図る。また，デ
イホスピスルームの設置を行
い，在宅でがんの療養を行っ
ている患者，家族の支援を行
う。

（
１

）
市
民

（
２

）
地
域
医
療
機
関

（
３

）
医
療
従
事
者

（１）医療機器整
備
（２）専門的診療
従事者の配置
（３）オープンカン
ファレンスの実施
（４）在宅ケアのた
めの連携
（５）市民への情
報資料提供とが
ん患者家族会へ
の相談支援

（１）がん治療実績の向
上
（２）かかりつけ医と連携
し，ターミナルケア，緩
和医療連携体制を充実
させる。
（３）相談支援活動の中
でがん患者・家族の不
安や悩みを緩和する。

16,136 5

がん対策基
本法が一昨
年成立する
など市民の
がん治療に
対する関心
が高まって
いる。また，
相談業務や
患者家族会
とのネット
ワークが広
がっている。

3

治療率向
上のため，
診療機能
の充実，専
門的診療
従事者の
配置，医療
機器整備，
緩和ケア病
棟（床）等，
取り組むべ
き課題は残
されてい
る。 5

現在の
目的に対
する手段
方法は，

大の
効用をも
たらす選
択の結
果であ
り，コスト
削減の
余地は
少ない。

3

中核病
院として
地域医
療水準
の向上
に寄与
し，また
不特定
多数の
市民・医
療従事
者を対象
にした研
修会を開
催する
等，その
公共性
は高い。

5

国民の
疾病によ
る死亡の

大の
原因と
なってい
る「がん」
対策に
関して
は，社会
的なニー
ズは高
く，疑い
なく重要
な問題と
なってい
る。

5

高齢化
率が高
く，また，
若年層
からも生
命・健康
に関する
関心は
高い。本
市にとっ
て，がん
対策は
極めて
重要な
課題の１
つであ
る。

26 B
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

市民からの
ニーズは高
い。このため，
中核病院とし
て，また，がん
診療連携拠点
病院として地
域医療水準の
向上に果たす
役割は増大す
る。

事
業
規
模

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

拡
大

市民からの
ニーズも高
いことから，
地域医療機
関とも連携
し，患者に
とって満足
度の高い医
療体制を確
立する。
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

21

病
院
企
画
課

手術室・
サプライ
業務委
託事業

手術室や病院内使用器具の
洗浄・滅菌業務を行う。

病院の手術室や病院内使用
器具の洗浄・滅菌業務の業者
による実施を迅速確実なもの
にし，医師・看護師の要求事
項に応えられるようにする。そ
のことが，患者サービスの向
上ひいては市民サービスの向
上につながる。

市
民

病院の手術室や
病院内使用器具
の洗浄・滅菌業務
の業者委託をす
る。

効率的な財政運営と経
費の節減・専門者の育
成

4

経費の削減
になる

4

経費の削
減になる

4

経費の
削減にな
る

5

委託業
務とした

4

病院（患
者）に
とっては
必要な
業務であ
る

4

病院（患
者）に
とっては
必要な
業務であ
る

25 B
未
実
施

未
実
施

継
続

本年度（H21年
度）から実施し
たため，継続
する必要があ
る。

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

効率的な
サービスの
実施の観点
からも継続
して実施す
る。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

地
域
振
興
課

地域集
会施設
整備事
業

　地域におけるコミュニティ活
動を推進するため，地域住民
が自ら所有・管理運営してい
る地域集会施設の整備に要
する経費に対して，予算の範
囲内において補助金を交付す
る。
　補助金の額は，補助対象経
費の２分の１以内の額で，１０
０万円を上限としている。ま
た，補助対象経費が２０万円
に満たない場合は補助しな
い。但し，平成２１年度におい
ては，地域活性・緊急経済対
策として予算５６，０００円を計
上している。また，補助率も７
／１０（平成２１年度限定）と
し，新築及び買収について
は，３００万円を上限としてい
る。
　※地域集会施設整備とは
「建物の新築・増改築」，「建
物の買収に要する経費」，「上
下水道の接続に要する経費」
等である。
　※平成２１年度から家賃補
助を新設（補助対象経費の１

　地域住民が自立し主体性を
持ち取り組んでいくまちづくり
活動は今後，益々増えていくも
のと思われる。 も身近な活
動拠点である，地域集会施設
の役割は大きく，そのため，老
朽化した施設の整備は非常に
重要である。多くの地域集会
施設は，高度経済成長期に建
設したものであり，建築後３０
年以上経過し老朽化が進み集
会施設としての機能が低下し
ている。機能回復等を図るた
め，本制度に対する市民から
の要望が非常に多い。また，
上下水道の整備が完了した地
域では，利便性や衛生面から
接続の要望も多い。
　しかしながら，地域の実情
（人口減少率・高齢化・立地条
件等）に違いがあり，改修や新
築を希望されても，地元負担
金が捻出できないため断念さ
れるケースも多く見受けられ
る。

地
域
集
会
所
を
所
有
，
管
理
運
営
を
行

っ
て
い
る
自
治
組
織

（
自
治

会
，
常
会
等

）

集会施設の機能
回復及び機能の
充実向上を図るた
め，整備費を補助

地域活動，地域づくりを
行う場としての機能を向
上させ，安心・安全で快
適な活動等を実現

15,992 5

老朽化した集
会施設や新
築・買収され
る集会施設
の整備補助
を行うことに
より，機能の
改善と充実
が図られ，地
域コミュニ
ティの推進に
寄与してい
る。

4

地域住民
の負担を軽
減する制度
であり，成
果の向上
の余地は
小さい。集
会施設とし
て，必要不
可欠な修繕
等を優先し
ている。

3

施工金
額等地
域からの
申請であ
るため，
現地調
査及び申
請内容を
十分に審
査し，１
件でも多
く補助金
を交付す
る。 4

老朽化
が著し集
会施設
の改修
や，ま
た，新築
及び買
収は費
用負担
が高額と
なり，全
額を地元
で負担す
ることは
非常に
厳しいた
め，市の
補助は
不可欠
である。

5

現在，住
民主体の
地域活動
の高まり
や地域へ
の権限移
譲の推進
等により，

も身近
で活動す
るための
場として，
地域集会
施設への
期待は大
きい。

5

地域活
動の拠
点，ま
た，防災
避難場
所となる
集会施
設に対
する市民
ニーズは
極めて
高い。

26 B 継
続

継
続

継
続

　平成２１年度
においては，
前年度補正予
算（第６号）「地
域活性・緊急
経済対策事業
経費」のうち当
該補助金５６，
０００千円を明
許繰越し，大
幅に増額。ま
た，補助率を１
／２から７／１
０に改正したこ
ともあり，７０
件以上の補助
申請が出され
た。来年度
は，要望件数
が減ることが
予想される
が，市内に
は，５００以上
の地域集会所
があるため，こ
れまでどおり
の予算計上は

無
し

継
続

地域の活動
拠点として
集会施設の
整備は必要
であり，計
画的な事業
実施を進め
る。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

19

君
田
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

平成１８年３月に策定された
「君田地域まちづくりビジョン」
で示された基本施策・主要事
業の計画に基づいた次の主
要な事業を進めていく。
・ 自治活動拠点となる施設を
整備する。
・ 地域間や世代間の交流を
活発化するための地域イベン
ト，スポーツ活動，文化活動を
実施する。
・ 美術館や文化施設など地域
資源の活用促進を図り，生涯
学習を推進する。
・ 町内の観光資源を生かした
取り組み，情報発信を実施す
る。
・ 地域防災安全体制を充実さ
せる住民組織を構築する。
・ 地域コミュニティの醸成に努
める。

これまで，自主防災組織の立
上げを各自治区で取り組んで
きたことにより，自主防災組織
が立ち上がった自治区もある
が，立ち上がっていない自治
区もあり町内全体のものとなっ
ていない。また，自主防災組織
が立ち上がった自治区につい
ては，避難マップの作成，要支
援者への対応策などをまとめ
ていく必要がある。
今後は今まで以上に，地域の
連帯づくりや自立をめざした
人・地域づくりを進める必要が
あり，そのためには次代を担う
リーダーの育成を図るととも
に，君田の特色を生かした活
力あるまちづくりを目指した取
組みを進めなくてはならない。

自
治
組
織
，
住
民

・ 君田自治区連
合会主催事業へ
の支援
・ 君田地域まちづ
くりビジョン及び行
動計画書実行の
サポート
・ まちづくりに関
する情報の提供
（各種情報誌・研
修情報等）

自治組織を核とした住
民による住民のための
自治活動の活性化を図
る。

15,215 4

君田地域ま
ちづくりビ
ジョン及び
行動計画書
に沿った事
業運営の支
援が出来て
いる。

3

自治組織
が主体とな
り，住民参
加の事業
運営が実
施されてい
るが，各自
治区の活
動に地域
差が見受
けられる。

4

自治活
動支援
事業交
付金や
自治活
動活性
化事業
補助金を
活用して
事業を進
めている
が，事業
推進には
相当の
経費が
必要であ
る。引続
き経費内
容の精
査や自
主財源
の確保を
検討しな
ければな
らない。

2

住民主
体型の
事業実
施が本
来の姿
である
が，地域
主催事
業の開
催にあ
たって，
行政職
員の応
援勤務
が不可
欠となっ
ているも
のもあ
り，行政
の関与
は縮小
すべきで
あるが，
支援・サ
ポートは
重要であ
る

4

地域資
源を活か
した観光
などに関
連した事
業やイベ
ントを進
めるため
には，行
政が持っ
ている幅
広い情
報・有利
な情報な
どを提供
するなど
のサ
ポートは
必要であ
る。

4

地域住
民の自
治活動
への参
加促進
やまちづ
くりの推
進におい
ては，行
政の中
立的な
サポート
は期待さ
れてい
る。

21 C
未
実
施

拡
大

継
続

新たに整備さ
れる君田生涯
学習センター
を住民自治活
動の拠点とし
て，自治組織
が主体となっ
た，まちづくり
ビジョン及び行
動計画の実行
に向けて，住
民による住民
のためのまち
づくり活動が
推進されるよう
支援を行う必
要がある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

これまでの
取り組みの
検証しその
結果を踏ま
えた今後の
取り組みを
検討してい
く必要があ
る。また，自
治組織が主
体となった
取り組みを
進めるため
の人材育成
を図るととも
に，君田の
特色を活か
した取り組
みを進め
る。

事
業
規
模

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

無
し

無
し

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

23／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
まちづくり
ビジョン
会議

回 1 1 1

まちづくりに
関係する各
種情報提供
まちづくり連
合会主催事
業の支援
ふのまちづく
りビジョンの
見直しの支

H
1
9

7,158,000 ⑷
イベント
開催 回 3 3 3

主要イベント
開催の支援

⑵
H
2
0

7,185,000 ⑸
（参加者
数／年）

（人） 1,800 1,834 2,000

（収穫祭や音
楽祭文化交
流会等の開
催）

⑶
H
2
1

7,378,750 ⑹

⑴
自治組織
との会議 回 36 37 40

まちづくりに
関係する各
種情報提供
自治連合会
主催事業
作木町まち
づくりビジョン
の実行サ
ポート

H
1
9

198,833 ⑷
イベント
開催 回 3 3 3

主要イベント
開催の支援

⑵
H
2
0

194,189 ⑸
（参加者
数／年）

(人) 1,520 1,500

(ふるさとま
つり、まちづ
くり大学、文
化センターさ
くぎ運営事業
等の開催)

⑶
H
2
1

368,950 ⑹

⑴
まちづくり
サポート
回数

回 6 48 54

サポートセン
ター機能（情報
集約と提供，交
流機会提供，相
談及び研修会
実施，団体間
コーディネイト，
生涯学習振興
支援）を実施し
た回数(平成19
年度はまちづく

H
1
9

3,020,833 ⑷

吉舎町自
治振興連
合会の会
議

回 46 53

地域自らが
町全体のま
ちづくりにつ
いて自ら検
討するため
開催された
会議の回数

⑵
H
2
0

397,895 ⑸

ビジョン
策定・推
進会議参
加者

人 96

平成19年度
はまちづくり
ビジョン策
定・推進会議

⑶
H
2
1

⑹

⑴
組織運営
支援月数 月 12 12 12 自治振興区連絡会議の運

営支援，情報提供や助言

H
1
9

1,193,000 ⑷

情報提供
による各
種会議補
助金助成
金事業申
請件数

件 5 3 3

市の補助事
業をはじめと
するか各種
補助事業等
の情報提供
結果，各自
治組織から
申請のあっ
た件数

⑵
自治連各
種会議支
援回数

回 12 12 12

毎月開催さ
れる運営会
議や部会，
事務局会議
への支援

H
2
0

598,750 ⑸

事業のう
ち，各種
団体と共
催で行な
う場合

％ 10 10 10

特色あるま
ちづくりを一
体的に進め
るためには，
町内のあら
ゆる団体と
の連携が重
要である。

⑶
H
2
1

614,916 ⑹
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

布
野
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

平成１７年度に策定した「ふの
まちづくりビジョン」に基づき，
８つの活動プランと４つの施設
活用プランの事業展開を平成
２０年度を目標に推進してきま
した。３年間の計画で完了で
きていないものもあり，継続し
て行わなければならない。事
業推進のチェックとあらたな見
直しをサポ－トします。連絡調
整会議（まちづくり連合会事務
局と支所職員で構成）で住民
自治活動が活発に展開できる
よう支援を行う。

・地域のリ-ダ育成のために，
生涯学習ボランティア講座等
の企画をする必要がある。
・今以上に地域連帯づくりを行
い，次代を担うリ-ダ－の育成
を図り，布野町の特色を活か
した活力あるまちづくりをめざ
さなければならない。

自
治
組
織
及
び
町
民
一
般

・まちづくりに関係
する各種情報提
供（他町の自治組
織等からの情報
紙やイベントや研
修などの情報）
・布野町まちづくり
連合会主催事業
への事務支援
・ふのまちづくりビ
ジョンの進捗状況
の連携把握

自治振興組織を中心と
した市民による自治活
動の活発化を図る。

5,748 5

市民の主体
的な参加意
欲を高める
ため，行政
のかかわり
は大切であ
り，職員が
率先してイ
ベントに参
加しながら，
自治活動の
意義と自主
性を育むよ
うにサポ－
トする。

3

各自治組
織の活動
状況に若
干の地域
の考え方の
差異が見
受けられる
が，支援の
方法・アイ
デア次第で
は事業成
果が期待で
きると思わ
れる。 4

勤務時
間外の
地域イベ
ント支援
はボラン
ティアで
対応して
いるため
実支出
はない。

4

住民主
体型に
移行する
ために
も，行政
指導は
必要であ
り，市が
かかわる
ことによ
り前進す
ると考え
られる。

4

今後，市
民が主
体で自
治組織
が運営し
ていくた
めにも，
情報提
供など，
行政全
般の視
野に基
づく信頼
のおける
サポ－ト
が必要
である。

4

市民の
自治活
動への
参加促
進，まち
づくりの
推進に
ついて，
行政の
中立校
正なサポ
－トが期
待され
る。 24 B

未
実
施

拡
大

継
続

市民が主役と
なり，自らの地
域課題は自ら
の地域で取り
組む意識の変
革を行うととも
に，市民が積
極的に活動し
「ふのまちづく
りビジョン」で
完了していな
いものなど見
直しをかけて
実現できるよう
支援する必要
がある。
特に，支所に
おいては職員
が地域イベン
トに積極的に
かかわり，市
民の信頼を得
ながら地域リ
－ダの育成，
市民の参加意
欲の高揚，協
力体制の充実

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

自治組織が
主体となっ
た取り組み
を進めるた
めの人材育
成を図ると
ともに，布
野の特色を
活かした取
り組みを進
める。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

18

作
木
支
所

住民自
治活動
の推進
(まちづ
くりサ
ポートセ
ンター)

・組織体制の見直し
・地域相互対策
・観光交流
・リサイクル事業の展開
・担い手の確保
･自主防災組織の設立

自治連合会の支援体制の充
実(人材育成、課題解決のた
めの情報提供)・自治連合会の
意識改革

自
治
連
合
会

自治連合会の意
識改革を図り自主
運営を促進する。

自治連合会と定期的に
協議や研修を行なう。自
治連合会の意識改革を
更に推進する事により、
自立を促進し協働のま
ちづくり実現する。意識
改革とは、まちづくりの
主人公は住民である事
を自覚してもらう。

7,185 5

住民自治組
織の自立の
ために自治
組織と行政
が、連携を
持ちサポー
トを引き続き
行なう事で
自主的活動
を継続でき
た。

4

行政もサ
ポートして
行くが自治
組織員の
意識改革
が更に進
む事により
向上する。

4

自治組
織自体
の意識
改革がな
され主体
的な活動
が出来
ればコス
トは下が
るが、今
は支援
が必要で
ある。

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている。

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている。

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている。

28 A
未
実
施

拡
大

継
続

自立した活発
な取組みが出
来る自治連合
会となるべく、
支所もサポー
トを地道に続
けていく必要
がある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

自治組織が
主体となっ
た取り組み
を進めるた
めの人材育
成を図ると
ともに，自
治組織の
ニーズに
沿ったサ
ポートの実
施を行う。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

吉
舎
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

１　吉舎町まちづくりビジョンに
基づく「特色あるまちづくり」の
推進
２　市民と行政との協働による
まちづくり・地域づくり
３　地域を愛し，地域を誇れる
人づくり，そして地域リーダー
の育成

○協働のまちづくりと特色ある
まちづくりのため，市と市民の
情報と目的の共有化を進める
必要がある。
○まちづくり・地域づくりへの参
加・参画のため，啓発や広報
活動を促進する必要がある。
○住民自治組織の活動支援
のため，支所職員の資質向上
に向けた研修を進める必要が
ある。

市
民
・
住
民
自
治
組
織

　住民自治組織
や市民一人ひとり
が自治活動やま
ちづくり活動に積
極的に参加・参画
する機運の醸成と
環境の整備
　まちづくり支援
塾「楽生塾」を通し
て，塾生が塾で学
んだ技術や知識
を生かして，地域
でリーダーとして
行くよう力量を付
ける。

　市民や住民自治組織
が自主自立のもとに参
加行動し，まちづくり活
動が活発化するとともに
「幸せ」を享受できる状
態。

19,099 4

側面的支援
という行政の
立場から，手
段にも自ずと
限界がある。

3

より多くの
市民が自
治活動やま
ちづくり活
動に楽しん
で参加する
よう工夫す
る必要があ
る。

4

補助金
算定方
法などの
見直しの
余地は
認める
が，総体
として現
段階では
このコス
ト水準は
やむをえ
ないもの
と受け止
める。

3

住民自
治の本
旨からす
ると，市
の関与
はやむを
えない。

5

地方主権
の時代に
あって，ま
ちづくりの
主役であ
る市民の
自治活動
推進への
二ーズは
高まる一
方と認識
する。

5

上記に
同じ。

24 B
未
実
施

継
続

継
続

これからの自
治活動は，市
民と行政の協
働により創り
上げていく必
要があるが，
そのために
は，互いに目
的や情報など
の共有に努め
ながら，より強
固なまちづくり
のため協働し
て推進していく
必要がある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

特色あるま
ちづくりを行
うため，自
治組織の
ニーズに
沿ったサ
ポートを実
施する。そ
のための職
員の資質向
上にも取り
組む必要が
ある。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

19

三
良
坂
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

「まちづくりビジョン三良坂」に
基づく特色あるまちづくりの推
進
平成17年度に策定した「まち
づくりビジョン三良坂」を基に
「三良坂まちづくり会議」を発
足させ，まちづくりビジョンに
基づく具体的な行動計画「ま
ちづくりビジョン三良坂を実現
するために」を策定。
平成19年度から，より具体化
に向けて「まちづくりビジョン三
良坂」プロジェクト実行計画を
作成。
・住民との協働によるコミュ二
ケーション能力アップとスキル
アップ
・まちづくりサポートセンターの
機能化に向けた取り組みを行
なう。

自立した市民・自治組織がめ
ざす姿は「地域のことは地域
住民自身・自治組織が決定
し，自ら実践していく」活動であ
るが，協働のまちづくりを進め
ていくうえで，全体的ではない
が，一部の振興区は取り組み
を展開している。市民や自治
組織も「行政にやってもらう」と
いう受け身の姿勢から脱皮し，
主権者としての自立性を意識
付けることが必要である。三良
坂支所は住民の活動を支援す
る役割に徹するためにも，住
民自治組織と連携し，情報提
供・情報交換や自治間交流を
行なう。

住
民
自
治
組
織
と
地
域
住
民

・三良坂町自治振
興区協議会運営
会議が毎月１回
定期的に開催さ
れている。支所職
員も出席し，まち
づくりビジョンに基
づく各種事業の推
進を協議してい
る。「みらさか平和
文化振興会議」に
よる平和展の開
催や，民生委員
児童委員と振興
区の連携により，
保健事業，各種
事業の取り組みを
展開している。

・各地域とも高齢化や地
域の連携が希薄になる
中，各市民の1人ひとり
が安心して健康に暮ら
せ，個人の能力を発揮
できる環境を醸成する。
個人の自主性と連携を
深めることで，個人が輝
いているまちづくりを展
開する。

7,185 4

平成１８年
度に「まちづ
くりビジョン
三良坂を実
現するため
に」として，
具体的な行
動計画を策
定した。平
成１９年度
はビジョン実
現のため支
所職員によ
るプロジェク
ト体制を編
成し取り組
んだ。現在
のビジョンを
基にしてた
提案を行
い，自治振
興区と連携
し取り組み
をしている。

3

特色あるま
ちづくりに
向けた取り
組みを，市
民ひとり１
人に広げる
ためにも，
サポート機
能を全自治
振興区単
位に積極
的に行なう
ことで，成
果は向上
すると考え
る。

4

今年度
支所機
能の充
実とし
て，自治
連等へ
の自治
活動支
援補助
金が配
分され
た。活動
を推進す
るため支
所も連携
として取
り組む必
要があ
る。

3

行政と市
民の協
働のまち
づくりを
進めるた
めには，
市の積
極的な
関与が
必要であ
る。

4

地域のこ
とは地域
住民自
身・自治
組織が
決定し，
自ら実践
していく
必要が
あること
から，協
働のまち
づくりの
ためには
行政と市
民が連
携して取
り組まな
ければな
らない。

4

協働の
まちづく
りはまだ
まだス
タートし
たばかり
であり，
成熟途
中であ
る。市民
の行政
からの支
援・サ
ポートに
対する
ニーズは
高いと考
える。

22 B
未
実
施

拡
大

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て，まちづくり
サポートセン
ターとしての機
能を，係の枠
をこえて支所
全体（職員全
員）で取り組む
体制・意識が
必要

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

特色あるま
ちづくりを行
うため，自
治組織の
ニーズに
沿ったサ
ポートを実
施する。そ
のための職
員の資質向
上にも取り
組む必要が
ある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
自治連合
会との協
議

回 120 100 85

自治連合会の
自主運営が起
動に乗りかけて
いるので，協議
回数は減少す
る見込み。

H
1
9

77,541 ⑷
自治連合
会との協
議

回 120 100 85
自主運営が
できつつあ
る。

⑵

みわス
ポーツク
ラブとの
協議

人 1 1 1

会員が増え
るような活動
を目指すとと
もに自治組
織（自治連）
との連携が
取れる体制
づくり

H
2
0

79,030 ⑸
会員数の
推移 人 281 179 200

事業が昨年
と同様なの
で会員が減
少する見込
み。もっと，
魅力ある活
動にしたい。

⑶
H
2
1

86,811 ⑹

⑴

自治組織
連合会及
び各地区
振興協議
会の支援
回数

回 115 122 120
各種事業支
援・相談等の
回数

H
1
9

124,486 ⑷

カーター
ピーナッ
ツ収穫祭
への参加
者

人 1,800 2,000 2,000

甲奴町振興
協議会が主
体となって行
う主要イベン
ト

⑵

甲奴町振
興協議会
連合会定
例会

回 12 12 12
振興協議会
連合会との
協議回数

H
2
0

47,114 ⑸

⑶
H
2
1

49,191 ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 19 19 19

住民自治組
織数

H
1
9

8,845,789 ⑷
補助金交
付件数 件 19 19 19

住民自治組
織数

⑵
H
2
0

10,386,684 ⑸

⑶
H
2
1

11,571,105 ⑹

⑴ 購入冊数 冊・点 11,973 12,514 11,100

市立図書館8
館での図書
購入冊(点)
数の合計。
書籍の単価
等で数量は
変化する。

H
1
9

2,253 ⑷
年度末蔵
書数

冊・点 238,089 247,841 258,100

市立図書館
８館の蔵書
数の合計。

⑵
寄付受入
冊数

冊・点 1,774 1,688 2,250

市立図書館
８館への寄
贈図書冊数
の合計。

H
2
0

2,163 ⑸ 貸出冊数 冊・点 232,950 243,949 246,000

市立図書館
８館の年間
貸出冊数の
合計。

⑶
H
2
1

2,466 ⑹
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

三
和
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

『自ら考え，自ら行動する』元
気な自立した地域をつくるた
め，三和町自治連合会を核と
した住民自治組織の活動支
援を行うことで，次の機能を果
たす。
①情報ステーション機能②交
流サロン機能③相談研修機
能④コーディネート機能⑤生
涯学習振興機能

１９年４月に設立した「みわス
ポーツクラブ」は会員制で，健
康とスポーツを中心としての
各クラブ活動支援はもちろ
ん，自治会なども参加しやす
い「スポーツフェスティバル」等
を計画して，会員以外の市民
に広く啓発を行い，自立した
運営となるように活動支援を
行う。

三和町は７４行政区と１５自治
会と４振興区と１連合体（自治
連合会）でなっています。住み
よい地域づくりを進めていくに
は行政区から自治連合会まで
すべての団体が協力し合うこ
とが必要です。自治連合会が
自治会活動や行政区活動とい
かに連携をとりサポートしてい
くかが課題です。

スポーツクラブについては，ス
ポーツを通じて地域住民が年
齢を問わず集えるようにするこ
とが大切です。そのために，地
域のニーズをよく考え地域の
伝統や特色を生かした内容に
し，地域住民が集えるクラブに
することが大切です。そのため
にも，サポートセンターである
支所が的確なアドバイスがで
きるよう職員の能力アップと支
所全体でサポートできる体制
を確立することが必要です。

三
和
町
の
市
民
及
び
三
和
町
内
の
自
治
組
織

み
わ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

中央サポートセン
ターと連携をとり
ながら，住民自治
活動組織への支
援を行う。
・各種情報の収集
と提供，助言
・みわスポーツク
ラブの支援及び各
種団体等のコー
ディネート
サポート機能充実
のための支所職
員の自己研鑽と
研修

自らが考えて行動する
住民自治の確立
自立した「みわスポーツ
クラブ」

7,903 4

各自治会や
自治振興区
では各々主
体的に活動
されている
が，特色あ
るまちづくり
としてみわ
スポーツク
ラブを浸透
させていくに
は，各サー
クル活動や
イベントな
ど，地域全
体の取り組
みとしては
まだ課題が
ありそうで
す。

3

協働へ向
けての目的
手段として
は有効であ
り，成果の
向上余地
はあるが，
協働の意
味をもう一
度認識しあ
い，行政依
存や一方
的な押し付
けにならな
いように地
域主導型
への転換
が必要にな
る。

3

住民自
治が成
熟すれば
この事業
でのコス
トの削減
はできる
が，市の
総合計
画「みよ
し百年物
語」とリン
クしなが
ら，ビジョ
ンの実現
に取り組
むことが
根幹であ
る。今後
は，それ
ぞれの市
の業務
の中での
関わり必
要とな
る。

3

協働の
まちづく
りをすす
めていく
には行
政との連
携が必
要であ
る。

3

特色ある
まちづく
り，協働
のまちづ
くりを推
進してい
く上で，
情報の
収集と提
供を行う
機能は
必要であ
る。

3

サポート
センター
としての
機能が
住民に
は認知さ
れていな
い。自治
連合会
の活動を
活発に
展開し，
それに関
わること
により機
能を周知
していけ
ばニーズ
も出てく
る。

19 C
未
実
施

拡
大

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て，支所のま
ちづくりサポー
トセンターとし
ての機能の充
実を図るととも
に，支所全体
（職員全体)で
取り組む体制
と意識が必要
である。また，
自治連合会に
おいても，自
治会活動や関
係機関といか
に連携を図り
特色あるまち
づくりに向けて
いくかが課題
です。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

特色あるま
ちづくりを行
うため，自
治組織の
ニーズに
沿ったサ
ポートを実
施する。そ
のための職
員の資質向
上にも取り
組む必要が
ある
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

甲
奴
支
所

住民自
治活動
の推進
（まちづ
くりサ
ポートセ
ンター）

　より多くの市民が地域のまち
づくりに積極的に参画し，市民
と行政による協働のまちづくり
を展開していくため，市民によ
るまちづくり活動を支援する。
支所では，三次まちづくりサ
ポートセンターと連携を図り，
支所単位のまちづくり活動を
支援する。自治活動及び学習
活動への支援機能として，①
情報ステーション機能　②交
流サロン機能　③相談研修機
能　④コーディネイト機能　⑤
生涯学習振興機能　を位置づ
けている。

○甲奴町まちづくりビジョンに
ついて，現状と照らし合わせて
の見直し。
○甲奴町全体の取組みについ
て，より一体感のある活動につ
なげていくためのサポート。

市
民
，
住
民
自
治
組
織

まちづくりに関す
る情報提供・相
談。
振興協議会連合
会主催事業への
支援。
毎月１回開催され
る振興協議会連
合会の役員会に
出席し、情報提
供・交換。

○市民一人ひとりが地
域との関わりを深め、主
体的・積極的にまちづく
り取り組む。
○甲奴の特色を活かし
ながら、より一層の住民
自治活動の活性化。

5,748 4

　住民自治
活動の推進
のため，情
報提供やイ
ベントへの
支援等行っ
た。

3

　多くの方
がまちづく
りや自治活
動に参加で
きる体制づ
くりを工夫
することに
より，成果
は向上す
る。

4

　住民自
治組織
の自主
財源確
保は難し
い現状な
ので，自
治活動に
対する交
付金・補
助金は
必要。サ
ポートセ
ンターと
しては，
直接経
費は必
要ないが
支所全
体として
サポート
する体制
は今後と
も必要。

3

　市民と
行政によ
る協働の
まちづく
りを進め
ていくた
めには，
住民自
治組織と
の連携
やサ
ポートは
今後とも
必要。 4

　特色あ
るまちづ
くりを推
進してい
くために
は，サ
ポートセ
ンターへ
のニーズ
は高い。

4

　特色あ
るまちづ
くりを推
進してい
くために
は，サ
ポートセ
ンターへ
のニーズ
は高い。

22 B
未
実
施

拡
大

継
続

　住民自治活
動の推進・特
色あるまちづく
り・地域リー
ダーの育成等
図っていくため
には，まちづく
りサポートセン
ターの機能充
実や職員の資
質向上は必要
である。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

自治組織が
主体となっ
た取り組み
を進めるた
めの人材育
成を図ると
ともに，特
色あるまち
づくりを行う
ため自治組
織のニーズ
に沿ったサ
ポートの実
施を行う。
そのための
職員の資質
向上にも取
り組む必要
がある。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

16

地
域
振
興
課

自治振
興活動
費補助
事業

住民自治組織を中心とした広
範な自治活動を支援

住民自治組織の事務局は，組
織活動をリードし，「地域まち
づくりビジョン」の実現に向け，
地域の関心を高め，主体的な
まちづくりへの参画が得られる
ようコーデネイト機能を継続的
に発揮する必要があり，事務
局体制の充実が極めて重要で
ある。
住民自治組織を中心とした広
範な自治活動の推進や「地域
まちづくりビジョン」の実現に
は，一定の市の財政的支援は
必要であるが，地域リーダー
の育成，地域住民の負担のあ
り方，自主財源の確保につい
て，組織内部で十分議論さ
れ，基盤が確立されることが重
要である。

１
９
の
住
民
自
治
組
織

住民自治組織の
組織運営や基礎
的活動，地域活
性化につながる取
り組みに対する補
助。

地域活動と学習活動の
一体的な展開による「市
民一人ひとりが，まちづ
くりを自ら考え，行動し
ていく住民自治」の確
立。

197,347 5

住民自治組
織に対する
財政支援に
より，組織体
制が確立さ
れ，地域コ
ミュニティの
維持・向上が
図られてい
る。

4

地域課題
の克服や
地域の活
性化など地
域力の向
上が図られ
ている。

5

コスト的
には，事
務局体
制の人
件費に占
める割合
が高いも
のの，現
状では削
減する余
地は少な
い。（H２
１年度見
直し増
額）

5

住民自
治祖組
織は，ま
ちづくり
を推進す
る中心母
体であ
り，自治
活動支
援は必
要であ
る。

4

地域活力
の低下が
進む中，
地域の実
態に合っ
た住民自
治組織の
具体的な
コミュニ
ティの再
生等に向
けた取り
組みへの
期待度は
高い。 4

自治活
動は，地
域住民
にもっと
も身近な
活動であ
り，豊か
に暮らせ
る地域づ
くりへの
ニーズは
高い。

27 A
未
実
施

未
実
施

継
続

補助金の交付
金化（H20年
度）及び算定
直し増額（H21
年度），活性化
支援事業の補
助率のアップ
（１／２→２／
３），まちづくり
ビジョン実現
事業（１００％
補助），更新期
を向かえた事
務機器等の整
備補助（H20年
度）及び生涯
学習機器の整
備補助（H21年
度）により支援
を拡充してき
ており，機器
整備を除き，
同規模の支援
の継続が必要
である。

無
し

継
続

地域におい
て自らの特
色を活かし
た活動や，
「地域まち
づくりビジョ
ン」の実現
のために
は，引き続
き財政的な
支援と合わ
せて，人づ
くりなど地
域の自主性
の育成も必
要である。
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

16

社
会
教
育
課

市立図
書館蔵
書整備

　　三次市立図書館において
平成２０年度の図書貸出数は
平成１６年度に比べ１２％増
加した。このことは市民が生
活する上で必要な情報を提供
し，知る機会を保障する公立
図書館に対する要望が強まっ
ていることを示している。この
観点から蔵書整備について
は，時代の要請や社会情勢を
とらえ，より新しい情報，より
役に立つ情報を提供できるよ
う，また一方では郷土資料な
ど市民の知的財産の保存を
行うよう量的にも内容的にも
充実を図る。
　平成２０年度末の蔵書数は
中央館が１２７，７５７冊・点，
分館合計１２０，０８４冊・点，
合計２４７，８４１冊・点であ
る。「これからの図書館のあり
方検討協力者会議報告」（平
成１８年　文部科学省・生涯学
習政策局）の「公立図書館の
設置及び運営上の望ましい基
準報告」に準拠した基準は人
口６１ ０００人として３４１ ４

　市民のニーズに応えられる
量的・内容的な充実を図ると
同時に，布野図書館における
中村憲吉図書構想など特色あ
る図書館づくりを目指す。ま
た，学校や保育所，放課後児
童クラブなどの団体貸出の要
望に応えられるよう取り組んで
いる。また，平成２１年度リ
ニューアル予定の君田図書
館・吉舎図書館の蔵書につい
て特に充実を図るなど，中央
館をはじめ全館について三次
市の情報サービス拠点として
充実を図る。

市
民

①図書の購入
②寄贈の受入
③購入希望のリク
エストアンケート
の実施
④時代にそぐわな
いもの等の除籍

　教養・調査研究・趣味
娯楽等に資する必要な
情報について，図書館
の文献により得ることが
出来る。またそれにより
市民生活が改善され
る。

27,075 4

  蔵書は図
書館の命で
あり，市民
は常に新し
い情報や新
しい知識を
求めてい
る。これは
新刊コー
ナーに関心
が高いこと
からうかがう
ことができ
る。市民の
知的活動を
支える拠点
として，公立
図書館の機
能を果たす
必要があ
る。

3

  価値観や
趣味の多
様性により
図書館に
対する要望
は多様化し
ている。専
門性を求め
る方もある
一方，娯楽
を重視する
方も多い。
８図書館の
蔵書を相互
に活用し，
効率のよい
蔵書構成と
することが
必要であ
る。また，
それにあわ
せ，施設の
充実を図る
必要がる。

3

  ８図書
館の蔵
書を十分
に活用
し，でき
るだけ同
じ資料は
購入しな
いよう図
書館シス
テムによ
る相互の
やり取り
で対応す
る。また
図書館に
おけるコ
ストダウ
ンは同じ
経費でも
より多く
の利用を
促進する
ことであ
り，貸出
冊数や
来館者

3

　選書に
ついて
は，８図
書館の
バランス
や社会
情勢，市
民のリク
エストを
勘案し，
公平性を
担保する
ため，司
書をおく
公共機
関が行う
ことが望
ましい。

4

  無料で
調査研
究，趣味
娯楽，子
育て等に
資する図
書資料を
収集・整
備・管理
し，公平
に提供
する機関
は他にな
く，社会
的ニーズ
は高い。

4

  ８館の
来館者
数は全
館で平
成１９年
度年間１
２１，６３
１人に対
し平成２
０年度は
１２８，６
４６人と
増加。貸
出冊数も
増加して
いること
合わせ
て考える
と市民
サービス
部門の
ニーズは
高い。

21 C 継
続

継
続

継
続

  貸出冊数も
登録者数も合
併以来増加し
ている。このこ
とは現代社会
の図書館への
社会的ニーズ
の高揚が第一
義的な理由と
考えられる
が，それに合
わせるべく合
併以来の蔵書
の充実や新シ
ステムの導
入，読み聞か
せボランティア
との連携など
さまざまな取り
組みの結果で
もあると考え
る。他方利用
者の図書館に
対するニーズ
は各分野の専
門書から趣味
や娯楽にいた

無
し

継
続

市民のニー
ズに応えら
れるよう，
今後も量
的・内容的
な充実を図
る必要があ
る。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

25／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
検討委員
会会議回
数

回 1 2 3

スポーツ・文
化振興事業検
討委員会の会
議回数

H
1
9

13,712,000 ⑷
補助金交
付事業数 件 7 10 10

補助金交付
事業数

⑵

候補事業
協議・ヒ
ヤリング
回数

回 21 30 36

事業企画につ
いてスポー
ツ・文化団体
との協議，提
案事業のヒヤ
リング

H
2
0

8,681,500 ⑸
市民参加
者数 人 19,621 6,666 6,800

補助金交付
事業の市民
参加者総数

⑶
H
2
1

7,281,333 ⑹

⑴
協会の主
要事業開
催日数

17 14 17

財団法人三
次国際交流
協会が主催
する事業の
開催日数

H
1
9

915,705 ⑷

国際交流
協力事業
報告会／
日本語ス
ピーチコ
ンテスト
参加者数

人 27 17 20

協会主催の
事業実施に
おける参加
者数

⑵
外国人相
談業務 件 71 78 78

市内及び近
隣に在住す
る外国人の
ための生活
相談者数

H
2
0

972,142 ⑸
外国人相
談業務 件 71 78 75

相談員への
相談件数

⑶
H
2
1

950,529 ⑹
ボランテ
イア数 人 20 20 20

協会のボラ
ンティアス
タッフ数

⑴
開催箇所
数

箇所 11 12 12

開催箇所数
は「平和のつ
どい
MIYOSHI200
9」「平和映画
会」及び「平
和絵手紙＆
折鶴リレー」
の実施会場

H
1
9

441,272 ⑷
催事来場
者数 人 1,000 880 1,000

「平和のつど
い
MIYOSHI200
9」と「平和映
画会」の来場
者数である。

⑵
H
2
0

401,916 ⑸

⑶
H
2
1

425,750 ⑹

⑴
講演会，
講座の開
催箇所数

箇所 7 5 4

「ひと・かが
やきフェス
タ」セミナー
の開催会場
が６会場から
３会場に減
少したため。

H
1
9

879,000 ⑷
講演会，
講座の参
加者数

人 876 1,536 3,500

「ひと・かが
やきフェス
タ」の来場者
増，映画会
の開催によ
る。なお平成
２１年度では
広島県地域
人権啓発事

⑵
H
2
0

1,546,000 ⑸

⑶
H
2
1

2,696,750 ⑹

101

第
3
 

文
化
・
学
習

２
 

芸
術
・
文
化

(

1

)

「
奥
田
元
宋
・
小
由
女
美
術
館

」
を
核
と
し
た
芸
術
に
よ
る

う
る
お
い
あ
る
暮
ら
し
の
実
現
と
感
性
豊
か
な
人
格
の
形
成

19

社
会
教
育
課

魅力あ
るス
ポーツ･
文化振
興事業

　スポーツ・文化みよし夢基金
の運用益金を財源として，市
民のスポーツ・文化活動及び
交流を推進するとともに，魅力
あるスポーツ･文化の創造及
び振興を図るため，対象事業
に補助金を交付し，支援す
る。
　事業の選定については，市
民（関係団体代表及び公募委
員）と行政で構成する三次市
スポーツ･文化振興事業検討
委員会を設置して選考する。
検討委員会は候補事業の検
討を行い，選考結果について
市へ提言する。市はこの提言
に基づき，事業を決定する。
  平成20年度は，ｽﾎﾟｰﾂ関係
２事業，文化関係７事業に１つ
の市民提案事業で合計
15,207,655円の補助金を交付
した。
　平成21年度は，ｽﾎﾟｰﾂ関係
４事業，文化関係６事業で合
計15,680,000円の補助金を交
付する計画である。なお,10月
以降において追加事業の提

　文化関係の事業と比較して，ス
ポーツ関係の事業の実施が少な
い状況である。体育協会やス
ポーツ少年団等の既存の振興団
体のみならず，この事業の趣旨を
さらに広く市民にＰＲし，事業を展
開していく必要がある。また，うる
おいのある暮らし実現に向け，事
業の規模の如何を問わず補助対
象としていくことを検討する。

　
市
民

　魅力的で夢があ
ふれる事業を実
現するため，市民
と行政の協働によ
り事業を創造し，
対象事業に補助
金を交付して目的
が達成できるよう
支援する。

　良質のスポーツ･文化
に触れる機会を増大さ
せるとともに，スポーツ･
文化団体の活動や交流
を一層促進し，豊かな
感性を育む。特に青少
年による新たな事業提
案をめざす。

17,363 4

　市民と行
政が協働で
事業を創造
することに
ついては，
両者による
検討委員会
を設置して
事業選考を
行っている。
　市民（団
体）が主体
的な事業企
画と運営が
できるよう，
補助金交付
及び支援を
行っている。

3

　魅力的で
夢があふ
れる事業が
実施できる
よう取組を
進めている
が，この制
度のことを
もっと市民
や関係団
体に周知す
る必要があ
る。

4

　この事
業の趣
旨は，こ
れまで財
源不足で
実現でき
なかった
質が高く
て高額経
費を必要
とする事
業を実施
すること
であり，
そのため
には，現
行水準
の予算
が必要で
ある。

3

　本事業
の財源
には基
金利子を
充ててお
り，ま
た，市民
と行政の
協働とし
て検討
委員会を
設置して
事業内
容や補
助金額
の是非を
検討する
システム
を取り入
れている
ことか
ら，市の
関与は
必要であ
る。

4

　市民が
質の高
いスポー
ツ･文化
事業に
参加，鑑
賞する機
会を提供
すること
は，心豊
かにうる
おいのあ
る社会生
活の実
現にとっ
て欠か
せないこ
とであ
る。
　特に青
少年が
夢を持て
る企画を
実現させ
ることに
おいて社
会的

4

  夢のあ
るスポー
ツ･文化
事業を実
現できる
ことにお
いて，市
民ニーズ
は高い。

22 B
現
状
維
持

継
続

継
続

　スポーツ･文
化みよし夢基
金の設置目的
である，スポー
ツ･文化の振
興に係るソフト
事業推進のた
め，本事業は
今後も継続し
ていくことが必
要である。な
お，市民への
周知をさらに
行っていきた
い。

無
し

継
続

この事業の
趣旨をさら
に広く市民
にＰＲし，事
業を展開し
ていく必要
がある。
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化
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学
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２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

16

秘
書
広
報
課

国際交
流推進
業務
（財団法
人三次
国際交
流協会）

国際交流事業の推進及び交
流都市との都市提携に向けた
取組み。
三次市における国際化の進
展に適切に対処するととも
に，在住外国人と地域住民と
の親善交流及び市民レベル
での国際交流・国際協力を積
極的に推進する。
（１）在住外国人のための生活
相談・日本語教室（２）賛助会
員の募集（３）国際交流・協力
ボランティアの募集（４）スピー
チ交流会（５）国際交流・協力
事業報告会（６）友好・姉妹都
市からの海外訪問団受入事
業協力（７）外国人訪問者の
受入れ（８）各交流団体への
助成交付事業

①現在の交流都市及び友好・
姉妹都市との相互交流の継続
的な推進を図り，国際感覚豊
かな人材育成を行う。
②県北地域に在住する外国人
が，より安心して暮らすことが
できる支援を行う。積極的な支
援ができるよう，日本語ボラン
ティアを育成する研修会を開
催する。
③財団法人三次国際交流協
会では，主要事業として市内
在住外国人と市内の中学・高
校生を対象としたスピーチ交
流会の継続とさらなる参加者
拡大を目指す。
④三次市在住外国人が暮らし
やすいよう生活相談，日本語
教室の支援を継続して行う。
⑤地域住民との相互理解を図
り，住みやすい環境を提供す
る。

三
次
市
民

（
在
住
外
国
人
を
含
む

）

三
次
市
を
訪
問
す
る
外
国
人

民
間
国
際
交
流
団
体

（１）外国人との交
流及び国際理解
を目的とした事業
実施（２）外国人
が住みやすい・訪
問しやすいまちづ
くりの為の事業実
施（３）協会の活
動拡大と強化の
為の事業実施
（４）国際交流団
体支援の為の事
業実施（５）友好・
姉妹都市交流推
進の為の事業実
施

①三次市民の国際意欲
の高揚・国際交流の推
進
②在住外国人が住みや
すいまちづくりの形成
③民間国際交流団体の
活動支援と団体強化
④国際理解，協力に向
けた人材育成

13,610 4

三次市の国
際交流に関
する事業は
（財）三次国
際交流協会
を通して事
業実施をし
ており，この
協会は国際
交流・協力
のための事
業を広く展
開している
ため目的達
成への貢献
をしている
が，今後も
国際理解の
推進及び在
住外国人支
援に力を入
れる必要が
ある。

3

多様化する
国際交流・
協力に対し
て対応でき
るよう人的
支援を行う
必要があ
る。さらに
民間交流
団体が活
発に活動で
きるように
助言や協
力などの支
援を行う必
要があるた
め。

5

（財）三
次国際
交流協
会の事
務費に対
しては，
補助金を
交付せ
ず，財産
の運用
益で行っ
ているの
でコスト
がかから
ないた
め。

3

他市の
状況を見
ると独自
に職員を
雇用し，
行政は
管理職
の出向
等で事
務局の
運営を行
う財団が
あるが，
本市財
団の財
産規模・
事業規
模を考慮
して，行
政を中心
に事業
実施する
ことで充
実した活
動が展
開できる
ため

4

今後日
本が少
子高齢
化による
労働不
足及び
国際化
で外国
人とふれ
あう機会
が増える
ことが見
込まれ
る。多文
化・共生
社会の
中で国
際交流
及び外
国人支
援事業
の実施
は自治
体及び
国際交
流協会
が主体と

4

行政・協
会・民間
団体が
一体と
なって国
際意識
の高揚を
図るため
の啓発
事業に
力を入れ
た成果
があり，
国際交
流・協力
に関する
意識は
市民の
なかでも
高くなっ
ているた
め。

23 B 継
続

未
実
施

継
続

本市において
も国際化が進
むなか，市と
財団法人三次
国際交流協
会，また各種
国際交流団体
と連携を図り，
社会的ニーズ
に応えていくた
めに，この事
業は継続する
必要がある。 無

し
継
続

国際交流に
関心をもっ
てもらえる
ような講座
やイベント
を開催し，
相互理解に
つながるよ
う継続して
事業を実施
する。
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

1

)

平
和
の
継
承
と
創
造

16

地
域
振
興
課

平和推
進事業

被爆者や戦争体験者の高齢
化に伴い，原爆と戦争の記憶
は次第に風化し，忘れられよ
うとしているため，恒久平和の
承継と創造をすることが重要
な課題となっています。このた
め，『三次市平和非核都市宣
言』の浸透と平和祈念事業に
よる国内・国外への平和の発
信を行います。
○平和のつどい　MIYOSHI　２
００９
○平和映画上映会
○平和絵手紙展＆折鶴リレー
○８・６，８・９祈りの呼びかけ
(サイレン，平和の鐘の一斉放
送）など

市民の関心を高めるため，より
多くの市民が参加できる事業
を創出する。

市
民

平和を考える機会
の提供として，平
和のつどいや平
和映画等の開
催。慰霊としてサ
イレン吹鳴・平和
の鐘一斉放送の
実施。

平和の尊さに想いをよ
せ，恒久平和の実現に
強い関心を抱く。

4,823 4

全市的な平
和メッセージ
や平和絵手
紙の募集
と，市内巡
回展など市
民参加も行
われてい
る。

3

引き続き創
意工夫によ
り，啓発の
効果を高め
ることが必
要。

4

「平和の
つどい」
などイベ
ントは，
内容に
よって大
きく経費
が異な
る。現在
の平和コ
ンサート
を中心と
したイベ
ントとして
は，アー
ティスト
に高額な
出演料を
出してお
らず，大
きくコスト
を削減す
る部分は
無い。

5

平和の
推進に
ついて
は，イデ
オロギー
を異にす
る平和運
動により
左右され
ないよ
う，平和
行政の
基本理
念に沿っ
て取り組
みを推進
すべきで
ある。

5

世界初
の被爆
県とし
て，次世
代への
継承と，
平和の
創造へ
のニーズ
は極め
て高い。

5

平和へ
の願い
は，永遠
のもので
あり，今
後も市民
に平和
意識の
高揚を図
るため必
要なもの
である。
市民が
米軍機
の低空
飛行など
で平穏な
日常生
活が脅
かされる
ことにつ
いて極め
て関心
が高い。

26 B 継
続

継
続

継
続

引き続き有効
性，効率性を
考慮しながら，
平和を基調と
するまちづくり
のため本事業
を推進する必
要がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

風化しつつ
ある原爆と
戦争の記憶
を後世へ引
き継ぐため
にも，平和
の尊さ生命
の大切さに
ついて、広く
市民に啓発
し参加を促
進する，よ
り効果的な
手法の検討
をする必要
がある。
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

16

地
域
振
興
課

人権啓
発事業

人として人権感覚を身につけ
るための取組みを行うことで，
自らが問題に気づくこと，そし
て，他人を思いやる意識に目
覚めることができる具体的施
策を行う。
●ひと・かがやきフェスタ２００
８（映画上映会，講演会，人権
書道作品展，啓発パネル展，
刑務所作業所製品展示即
売，ユニバーサル）
●ひと・かがやきセミナー（絵
本の読み語り　　市内３会場）
●ひと・かがやき映画会
●PTA人権教育講演会支援
（小学校１６校　中学校４校）
●日本語教室
●人権の花運動

ひと・かがやき・みよしプラン
(三次市人権教育・啓発推進プ
ラン）にも基づき，時代の要請
にそった啓発の取組みについ
て，広く市民に伝え，理解をし
ていただく。

市
民

「ひと・かがやき
フェスタ」や「ひと・
かがやきセミ
ナー」，また課題
別の啓発事業を
開催し，市民の人
権感覚の高揚を
図る。

市民の誰もが，人権尊
重の理解を深め，互い
に認め合い，ともに支え
あって生きるひとづくり・
まちづくりをめざす。

7,730 4

フェスタやセ
ミナーの開
催により，市
民が人権を
考える場の
創出は，お
おむね目的
に合致して
いる。また，
市の中心部
のみなら
ず，周辺部
でのセミ
ナーの開催
は，住民が
参加できる
機会がより
多くなった。

3

人権教育・
啓発につい
て，市民が
より取組み
やすい施策
を展開する
ことが必要
である。

4

イベント等
について
は，内容
によって
経費が大
きく変わ
る。 小
の経費で

大の効
果を上げ
ることが
必要であ
る。

5

人として
の思い
やりや不
当な差
別意識
の改善
などの人
権感覚
のズレを
自らが是
正する機
会を創出
すること
は，行政
の責務と
して市が
主催する
必要が
ある。

4

人権尊
重という
共通の
目的の
ため，社
会的
ニーズは
高いとい
える。

3

多様な
人権課
題が提
起してい
るが，市
民が全
てを自分
のことと
してとら
えること
は難し
い。

23 B 継
続

継
続

継
続

人権は，まち
づくりの基本で
あり，継続した
啓発が必要で
ある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

より多くの
市民の参加
を促すよう
に，引き続
き開催場
所，開催方
法等を検討
し，事業目
的の実現に
向け継続し
て取り組む
必要があ
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

26／66
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事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
想定され
る相談回
数

回 144 144 144

毎月第1と第3
木曜日に30分
づつ6枠
6枠×2回×１
２月＝１４４回

H
1
9

7,236 ⑷ 相談者 人 129 125 130

相談者数は
微増である
が，多重債
務問題が顕
著化してお
り，相談件数
は増えると思
われる。

⑵
H
2
0

7,243 ⑸

⑶
H
2
1

7,298 ⑹

⑴
消費生活
相談ＰＲ
件数

回 2 3
消費生活相
談の巡回会
場数

H
1
9

177,500 ⑷ 相談者数 人 26 21 参加者総数

⑵
H
2
0

119,000 ⑸

⑶
H
2
1

⑹

⑴
開催箇所
数

箇所 4 4 4

男女共同参
画週間講演
会（６月）
男女共同参
画セミナー
（３回）
平成２１年度
は，基本計
画変更のた

H
1
9

1,794,250 ⑷ 来場者数 人 227 181 240
講演会セミ
ナー等来場
者数

⑵
H
2
0

1,861,250 ⑸

⑶
H
2
1

2,580,000 ⑹

⑴ 実施回数 回 1 1 1 １０月に開催
H
1
9

1,715,000 ⑷

児童の体
力・運動
能力が全
国平均を
上回って
いる種目
の割合

% 38 50 63

広島県児童
の体力・運動
能力調査（テ
スト種目：８）

⑵
参加児童
数 人 533 489 518

市内小学校6
年生の参加
者数

H
2
0

1,550,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,737,000 ⑹
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

15

市
民
生
活
課

市民無
料法律
相談

多重債務，相続，離婚，土地
境界問題等について，弁護士
による無料の法律相談を毎月
第１・第３木曜日の１３時から
１６時まで，相談時間３０分単
位で実施する。法的に専門知
識を要する相談事例が多く，
市職員，消費生活相談員で
は，問題解決が困難な問題に
ついて，弁護士の相談，アド
バイスを受けてもらう。特に近
年は，多重債務問題が顕著
化し，国においても，多重債務
相談マニュアルを作成し，対
応しているところであるが，
後は，法律の専門家である弁
護士に依頼して，問題解決を
図る必要があるため，ぜひと
も必要な事業である。

毎月第１・３木曜日に実施して
いるが，相談件数も多く，事業
の拡大を検討する必要があ
る。
限られた時間（３０分）なので，
相談者には質問内容を整理し
て相談するよう勧めている。
また多くの市民に利用してもら
うため相談者の同一相談は受
けないようにしている。
備北地域事務所の県民相談
室も第３木曜日に無料弁護士
相談を行っているので，紹介し
ている。

原
則
と
し
て
三
次
市
民

（
住
所
・
勤
務
先
・
学
校
等
が
三
次
市
内
で

あ
る
こ
と

。

）
電
話
で
予
約
受
付
を
行
い
相
談
を
受
け
て
も
ら

っ
て

い
る

。

市と広島弁護士
会が業務委託契
約締結し，広島弁
護士会から派遣さ
れる弁護士が，刑
事・民事・その他
の法律相談全般
に応じる。

相談者が法的に問題解
決の道筋を付けられる
よう，助言と指導を行
う。

1,043 4

相談者の
ニーズに応
えている。

2

解決に向け
て方向性が
明確であ
る。

4

コストは
弁護士
への業
務委託
料であ
り，弁護
士費用
が高額で
あること
から，削
減の余
地は小さ
い。

3

市民の
立場に
立った行
政を目指
すなら
ば，市で
行わなけ
ればなら
ない。
（有料の
法律相
談は毎
週木曜
に広島
弁護士
会が行っ
ている）

4

多重債
務等を解
消して安
定した生
活を取り
戻すため
には，必
要性は
高い。

4

予約制
で受け付
けている
が，他機
関へ紹
介するほ
どで，市
民ニーズ
は高い。
ひまわり
基金事
務所が
開設され
たが，相
談者は，
低所得
者等が
多く，民
間への
相談は
困難であ
る。

21 C 継
続

継
続

拡
大

多重債務者，
中山間地で高
齢者の一人暮
らしの世帯で
の，法的トラブ
ル，架空請求
等は増加して
おり，無料法
律相談のニー
ズは高く，事業
の拡大が必要
である。

予
算
額

業
務
委
託
料
を
増
額
し
，
相
談
回
数
を
増
や
す

。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

相談件数は
微増してい
ることから，
受益者負担
も考慮し，
開催回数に
ついて検討
する。
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

19

市
民
生
活
課

巡回啓
発相談
に関す
ること

消費相談に関しては、 近で
はインターネット、携帯電話、
振り込め詐欺など、相談内容
も多様化しています。またイン
ターネット、携帯電話のトラブ
ルなど相談者の低年齢化も進
んでいます。こうした中で、消
費トラブルを未然に防ぐため、
巡回消費生活相談を開催して
学習会、消費生活相談を行
う。

啓発という面での巡回消費生
活相談であるが、実際に相談
があれば支所や総合相談係
（消費生活センター）へ来られ
るので相談事業の巡回は効果
がない。また啓発に関しても出
前講座や、21年度から啓発に
大規模な講演会も計画してお
り巡回啓発相談は事業廃止を
検討する。

市
民

悪徳商法から身
を守るための学習
会と消費生活に
関する相談業務

消費者のトラブルを未
然に防ぐ。また消費生
活相談者の苦情解決を
図っていく。

357 2

巡回会場で
は相談がし
にくい、また
学習会も出
前講座など
のように目
的がないと
行きにくい

4

参加者総
数が少なく
効果が少な
い

5

経費自
体がな
く、経費
削減の
余地はな
い。

4

県の消
費セン
ターの活
用もある
が、市が
主体的
にやった
ほうがよ
い

3

相談状
況は，減
少傾向
である
が，内容
は複雑
多岐に
わたり社
会的
ニーズは
ある。

2

巡回相
談として
は低い

20 C
未
実
施

未
実
施

廃
止

21年度より総
合窓口セン
ター総合相談
係が設置され
他部署（支所
も含む）との連
携を強化をし
ており、巡回
相談の必要性
がない。また
啓発の学習会
についても出
前講座を開催
しており、21年
度は啓発事業
として大規模
な消費者講演
会も計画して
いるため。

無
し

廃
止

出前講座な
どの開催に
合わせて実
施するな
ど，実施方
法を検討
し，巡回啓
発相談は廃
止を検討す
る。
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

3

)

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

16

地
域
振
興
課

男女共
同参画
推進事
業

男女が互いに人権・個性を尊
重しつつ，責任を分かち合
い，その個性と能力を十分に
発揮することができる男女共
同参画社会の実現を目的と
し，総合的かつ計画的な事業
の実施。
○男女共同参画週間講演会
（６月）
○男女共同参画セミナー（全
３回　10月～11月）
○男女共同参画情報誌「パー
トナーみよし」発行（年３回）

一般市民への啓発のみなら
ず，各種団体を対象とした啓
発や，事業所等へ女性支援策
など実行性のあるものが必要
である。

市
民

講演会(男女共同
参画週間中），セ
ミナー（全3回，10
月～11月），広報
誌「パートナーみ
よし」の発行（念3
回）

男女共同参画社会への
理解促進

7,445 4

市民啓発の
ための講演
会やセミナー
を実施してい
る。広報周知
はしている
が，より多く
の市民参加
が得られる工
夫が引き続き
必要。

3

講演会，セ
ミナーとも
アンケート
の結果から
は，６０代
以上の参
加が多い。
もう少し若
い世代の
参加を増や
すことが大
切。

3

団体補
助金が
事業費
の３分の
２を占め
る。市民
団体の
自主活
動は大
切である
が，補助
金のみに
よらない
事業へ
の創意
工夫が
必要であ
る。

5

男女共
同参画
事業は，
推進条
例第４条
に掲げる
市の責
務に基
づき，積
極的に
推進して
いく必要
がある。

5

男女が社
会の様々
な分野で
参加，活
躍しやす
い環境の
構築につ
いて，緊
急の課題
である。

4

市民や
事業者
へ対して
の男女
共同参
画の必
要性が
まだ徹底
していな
い面が
あるが，
徐々に
市民の
理解と環
境の改
善は進
みつつあ
る。

24 B 継
続

拡
大

拡
大

啓発事業のみ
では男女共同
参画社会の実
現は困難であ
り，事業所へ
の支援や女性
の社会参加の
ための子育
て・就労・起業
支援などを併
せて実施する
必要がある。 事

業
規
模

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

男女共同参
画社会の実
現のため引
き続き啓発
活動を実施
するととも
に，市民参
加を図りな
がら関係施
策と連携し
進めていく
必要があ
る。。

108

第
3
 

文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー
ツ

(

2

)

子
ど
も
が
ス
ポ
ー
ツ
に
夢
を
も
て
る
環
境
づ
く
り

17

社
会
教
育
課

小学生
スポー
ツ振興
事業
（小学校
６年生
陸上記
録会）

・三次市内全校の６年生が
「みよし運動公園陸上競技場」
において競技を行うことによ
り，学校間の交流をはじめ，
児童の体力・運動能力・競技
力の向上を図る。また，自己
の目標記録達成を果たすた
め，練習に取組むことで知・
徳・体のバランスのとれた人
間形成を図る。
・運動を始める契機づくりや競
技力を高めるための指導を行
う。

競技力向上へむけた実技研修
会を継続する必要がある。

市
民

三次市内小学校
６年生が「みよし
運動公園陸上競
技場」において，
100ｍ走・走り幅
跳び・ソフトボール
投げ・800ｍ走・４
×100ｍリレーの
５種目により陸上
記録会を行う。

陸上記録会をとおして
体力・運動能力・競技力
が向上し，記録会に向
け練習することで努力す
ることの大切さを学び，
知・徳・体のバランスの
とれた人間形成を目指
す。

1,550 3

目標を全て
達成してい
るとは言い
難いが，陸
上競技をと
おして運動
を始める契
機づくりや
バランスの
とれた人間
形成を図る
ことにおい
ては効果を
与えている
と思われ
る。

2

競技力向
上へ向けて
は実技研
修会を行
う。学校間
の交流につ
いては，引
き続き手
段・方法の
検討が必
要である。

4

児童の
輸送に係
るバス借
り上げが
経費の
大部分を
占めてい
るため，
コスト削
減の余
地は少な
い。

3

学校行
事である
ため，市
の関与
が必要
である。

4

児童の
体力・運
動能力
は低下し
ており，
陸上記
録会をと
おした体
力・運動
能力・競
技力の
の向上
は社会
的ニーズ
がある。

3

当該事業
は市内小
学校が対
象である
ため，市
民の認知
は少な
い。近年
は健康づ
くりなどを
目的に運
動を生活
のなかに
取入れる
傾向があ
り，児童
がスポー
ツ活動を
とおして
体力・運
動能力の
向上を図
ることに
市民の
ニーズは
あると思
われる。

19 C 継
続

継
続

継
続

陸上記録会を
開催することに
より，スポーツ
に取組む契機
づくりや目標に
向かって努力す
ることの大切さ
を学ぶことがで
きる。学校間の
交流について
は，引き続き方
法を検討する必
要がある。

無
し

継
続

競技会の開
催を通して
児童の体
力・運動能
力・競技力
の向上を図
るだけでな
く，運動を
通じた人間
形成の場と
なるよう今
後も事業を
展開する。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

27／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
クラブ設
立数

組織 1 2

平成１８年度
にみわス
ポーツクラブ
が，平成２０
年度にきさ
わくわくス
ポーツクラブ
が設立され
た。平成２１

H
1
9

#DIV/0! ⑷
クラブ会
員数 人 282 262 300

⑵
クラブ設
立準備組
織

組織 2 1
君田地域の
準備会設立
を目指す

H
2
0

2,437,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,737,500 ⑹

⑴ 該当校数 校 3 3 3

対象校（特に
生徒の少な
い北部３町
の中学校）

H
1
9

⑷
他校との
合同練習
希望数

件 1 2
北部３町の
中学校

⑵
H
2
0

196,333 ⑸
他校との
合同練習
実施回数

回 3 6

⑶
H
2
1

363,333 ⑹

⑴ 整備面積 ha 2 5 2
みよし運動
公園の整備
面積

H
1
9

337,598,333 ⑷

ワーク
ショップ等
の参加人
員

人
ワークショッ
プ等への参
加者数

⑵

三次市出
身のプロ
野球選手
による少
年野球教
室

回 1 1

プロ野球選
手による少
年野球教室
の開催数

H
2
0

394,384,000 ⑸
野球教室
参加者・
見学者

人 300 250
野球教室等
参加者・見学
者数

⑶

指定管理
者による
企画イベ
ント

回 12 15 15 テニススクー
ルの開催等

H
2
1

51,544,117 ⑹ 来園者 人 72,899 86,813 130,000
運動公園へ
の来園者数

⑴
主な取組
事業数

9 11 10

観光キャン
ペーン実行
委員会にお
いて取組む
事業数。平
成２０年度の
事業として
は，コンサー
トイベントは

H
1
9

4,415,000 ⑷
入込観光
客数

千人 2,154 1,947 2,000

増加した施
設もあるが，
１，０００円高
速利用によ
り，立ち寄り
から通過型
になってい
る。

⑵
H
2
0

2,712,090 ⑸

⑶
H
2
1

3,725,800 ⑹
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー
ツ

(

1

)

だ
れ
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

19

社
会
教
育
課

総合型
地域ス
ポーツク
ラブ設
立育成
支援

総合型地域スポーツクラブ
は，誰でも，いつでも，好きな
レベルで，いろいろなスポーツ
を，世代を超えてみんなで創
る，みんなで楽しむクラブで
す。
教育委員会は暮らしのなかに
スポーツ活動を取り入れ，ス
ポーツを楽しむことができる環
境を整えるためクラブの設
立，育成へむけた地域や団体
の取り組みに対して支援を行
う。設立にあたっては，地域の
特性や実情に応じたものとし
ていく。

スポーツクラブの活動をまちづ
くり活動の一環として位置づ
け，地域の特性を活かし実情
に応じたサポートを行う。

市
民

地域や体育団体
等へ設立の働き
かけやスポーツク
ラブを設立しようと
している地域・団
体，また，設立さ
れたクラブに対し
育成費を交付す
る。（上限５０万
円）併せて先進事
例等の情報提供
を行う。

市内に１９のスポーツク
ラブを設立（コミュニ
ティーセンター単位）し，
生涯スポーツ・健康体力
づくりとしてのスポーツ
活動を目指す。

2,437 4

住んでいる
地域で自分
の年齢や体
力に応じた
スポーツの
できる場を
確保するこ
とにより，ス
ポーツ実施
率の向上が
図られる。

2

クラブの活
動をとおし
て自分の住
んでいる地
域の住民
や多世代と
の交流が
図られ，地
域づくりへ
つなげてい
くことができ
る。

4

クラブの育
成支援とし
て情報提
供や補助
金を交付し
ているが，
補助金は
限度額を
定めている
のでコスト
削減の余
地は少な
い。

3

地域住民
が主体と
なって設
立・運営し
ていくこと
が基本で
あるが，設
立までの
啓発活動
や団体間
のコーディ
ネイトは市
で行うほう
がよくでき
る。

4

日常的
に体を動
かすこと
の少ない
現代社
会におい
て，体力
や健康
に関心を
持つ人
が多くな
り，社会
的ニーズ
は高い。 3

スポーツ
活動に
取り組み
たいが，
そのため
に会費
（受益者
負担）を
支払うこ
とにまだ
抵抗が
ある。

20 C
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

市民の健康や
体力づくりへ
の関心は高ま
りつつあり，年
齢・体力に応じ
たメニューや
運動する「場」
の提供は必要
になってきて
いる。また，こ
の場は住民同
士の交流や生
きがいづくりの
場でもあると
考えます。
このため住民
の多様な力を
活かしたクラブ
の設立や運営
が必要と思い
ます。

無
し

継
続

健康や体力
づくりの面
からも，ス
ポーツがで
きる環境の
整備は必要
であり，設
立のための
行政のサ
ポートは重
要である。
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー
ツ

(

2

)

子
ど
も
が
ス
ポ
ー
ツ
に
夢
を
も
て
る
環
境
づ
く
り

19

社
会
教
育
課

中学校
クラブ活
動ステッ
プアップ
事業

希望する部が自校に無い生
徒や部員数が少なくチーム練
習等ができない生徒を対象
に，学校間の連携による部活
動を実施するとともに，当該校
までの移動手段を確保し生徒
の送迎を行う。

学校間の連携による部活動の
支援のみでなく，教職員の指
導力強化や地域の人材活用
などにより指導体制の充実を
図る必要がある。

市
民

生徒の要望を調
査把握し，意思の
確認を行う。
希望する部活動
ができるよう，学
校間の連携を図
るなかで受入体制
を構築し，生徒が
学校間を移動す
る際の送迎を行
う。

希望する部活動に取組
むことにより，自分の特
技･能力を伸ばすととも
に目標達成のために努
力し続ける精神力を醸
成する。

589 5

希望する部
活動を行う
ため，受け
入れ体制等
の学校間調
整が必要で
ある。
また，移動
手段の確保
は必須条件
である。

2

本事業に
は受け入
れ体制の
整備や引
率・移動に
係わる課題
がある。こ
れらの課題
を整理し，
生徒や保
護者にとっ
て利用しや
すい制度に
なれば成果
は上がると
思われる。

2

移動手
段に公用
車を使用
し，運転
業務の
みを委託
し経費の
節減を
図った。

3

学校教育
の一環で
あり，学校
間調整や
公用車の
使用など
市が関与
する必要
がある。

3

生徒の
減少に
伴い部
活動種
目の減
少や単
独でチー
ム編成
（練習）
できない
学校が
ある。
小規模
校では
選択の
幅が狭く
なるの
で，これ
を緩和す
る取組み
が必要と
思われ
る。

3

生徒の
減少に
伴い部
活動種
目の減
少や単
独でチー
ム編成
（練習）
できない
学校が
ある。
小規模
校では
選択の
幅が狭く
なるの
で，自校
にない部
活動を希
望する生
徒が増
えると思
われる。

18 C 継
続

継
続

継
続

平成２０年度
には事業対象
となるケース
があったもの
の，家庭の意
向で実施には
至らなかった。
今後も生徒の
やる気を応援
していくことが
大切であると
考えます。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

生徒のニー
ズを把握す
るとともに，
保護者に対
してもクラブ
活動の大切
さを理解し
てもらえる
よう事業を
推進してい
く。
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー
ツ

(

3

)

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実

63

都
市
整
備
課

みよし
運動公
園整備
事業

県北のスポーツ・レクリエー
ション活動の拠点を担う都市
公園施設として位置づけ，都
市計画決定及び事業認可を
受け整備を行なっている。
これまでには平成６年度のア
ジア競技大会、平成８年度の
国民体育大会でのサッカー会
場として，平成１６年度の全国
高校総体の自転車競技会場
として活用しており，スポーツ
人口の増加や競技レベルの
向上に寄与している。
平成２０年度は野球場施設整
備工事を行うとともに，計画的
に公園用地の土地開発公社
からの買戻しを行なっている。
今後も多目的広場等の施設
整備を進め，公園施設の充実
を図る。

平成20年度に完成した野球場
を中心に指定管理業者と協力
して施設の利用促進を図る必
要がある。

市
民
・
広
島
県
北
部
の
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
家
・
フ

ァ
ミ
リ
ー
層
・
近
隣

施
設
利
用
者

①利用者の利便
性の向上やシン
ボル性を持った施
設整備
②広域的な利活
用（定期的な各種
スポーツ教室の
開催，大会・プロ
スポーツ競技の
開催，誘致及び県
内外からの合宿
利用の促進など）

スポーツ人口の増加及
び競技レベルの向上，
市民の憩いの場の提供

1,774,728 5

三次市及び
県北のス
ポーツ・レクリ
エーション施
設の拠点とし
ての役割を
果たしてい
る。
整備計画に
ついては，委
員会・ワーク
ショップ等に
よる市民等
の意見を取り
入れている。 3

プロ選手に
よる野球，
テニス，陸
上等のス
ポーツ教室
は継続して
行ない，市
民の競技
力向上に
資すること
が可能であ
る。
また，野球
場について
もプロ・社
会人等の
大会を開催
し，市民に
高いレベル
の競技に
接する機会
を提供する
ことが可能
である。

3

将来的に
利用料
金の増
加による
コスト削
減の検
討余地
がある。

5

施設整
備は都
市公園
法に基
づき市が
行なうも
のであ
る。
維持管
理，運営
等につい
ては指
定管理
者制度
による管
理を行な
うもので
ある。

5

県北のス
ポーツ・レ
クリエー
ションの
拠点施設
としての
ニーズが
非常に高
い。また，
災害時の
避難所等
多目的な
利用も可
能であ
る。 5

住民アン
ケートに
よるニー
ズはきわ
めて高
い。

26 B
事
業
拡
大

縮
小

継
続

来園者数を見
ても県北のス
ポーツ・レクリ
エーション拠
点施設として
のニーズは非
常に高く，整備
する必要性は
ある。
さらなる来園
者数の確保，
施設の有効利
用のため今後
は周辺施設
（広島三次ワ
イナリー，奥田
元宋・小由女
美術館，三次
中央病院等）
との連携を視
野に入れた多
目的な利用に
ついて検討す
る必要があ
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

縮
小

県北のス
ポーツ・レク
リエーション
拠点施設で
あり，周辺
施設と連携
したイベント
等の企画が
必要。
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産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

17

商
工
観
光
課

観光振
興・情報
発信事
業

本市が保有する豊かな自然，
個性ある歴史・伝統・文化資
源，市民が持つ魅力やエネル
ギーを全国に積極的に発信す
ることにより，「三次」の知名
度・認知度を高め，観光客の
誘致拡大を図り，本市がにぎ
わい溢れる活気のあるまちと
なり，また市民をあげて「おも
てなしの心」で，何度も訪れて
みたい魅力あるまちとするた
め，官民が協働で「三次市観
光キャンペーン実行委員会」
を設立し，各種イベント，事業
の展開を図る。

官から民への事業主体の移行
を行うべく，観光協会の機能強
化，さらなる市民のおもてなし
の心の醸成が必要である。
また，HPの充実や広報PRに
かかる企画力を強化し，更な
る観光客の増加を図ったが，
受入れ体制が整っていないた
め，今後は，観光看板の設置
やわかりやすい観光パンフ
レットの整備が必要である。 観

光
客
及
び
市
民

地域で開催される
各種イベントや観
光情報など，三次
の魅力を全国に
発信するため，HP
や雑誌などを活用
し広報PRを強化
するとともに，実
行委員会が主体
となり，より多くの
観光客を誘致でき
るようみよしＰＲ
キャラバンを編成
し，旅行商品の提
案活動を行った
り，様々なイベント
を開催していく。

観光客誘致の拡大，観
光消費額の増大
市民をあげてお客様を
おもてなしするという心
の醸成

29,833 4

官民が協働
して各種イ
ベントを開
催すること
で，市民の
一体感の醸
成につなが
り，市全体
で観光客の
誘致に取組
むことがで
きる。また，
大々的な
キャンペー
ンの実施に
より，マスメ
ディアへの
取り上げも
多く，三次
市を全国に
PRできる。

3

　キャン
ペーンの取
り組みが，
観光客数
及び観光
消費額に
影響を与え
ていると考
えられるこ
とから，一
定の成果
はある。さ
らにHPの
充実等情
報発信の
強化に努
めるととも
に観光ルー
トの商品化
に向けた提
案活動を早
期に行うこ
とにより，
成果の向
上が期待で
きる。

3

各種事
業が本
市の観
光ＰＲに
及ぼす効
果につい
て厳選し
事業計
画を行う
必要があ
る。ま
た，広報
PRにに
ついて
は，ある
程度のコ
ストをか
け戦略的
に実施す
ることに
より，全
国への
波及効
果が期
待できる
ものであ
る

4

施設の
連携，さ
らには市
を越えた
連携が
必要な
状況か
ら，調整
役として
市の関
与は必
要であ
る。

4

「癒し」や
「やすらぎ」
を求める
観光客は
多く，三次
の自然や
景観を活
かしなが
ら，奥田元
宋・小由女
美術館な
ど集客施
設との組
み合わせ
による観
光力の創
出は社会
的関心も
高い。

4

魅力ある
地域は，
そこに住
む人の
力であ
り，交流
人口の
増加は
地域を活
性化させ
る 大の
方法であ
る。市民
参加型
の観光
都市の
創出は
市民の
関心も高
い。

22 B
事
業
拡
大

継
続

継
続

観光キャン
ペーン事業の
取り組みは市
内外に定着し
てきており，着
実に観光客の
増大，観光消
費額の拡大に
つながってい
ると考えられ
る。
今後は，新た
な企画を考え
る中，民が主
体となって観
光施策の展開
が図られるよ
う，観光協会
の機能強化，
地域団体間の
連携の強化を
模索し，さらな
る継続して三
次市の魅力の
発信に努める
必要がある。
また １ ０００

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

これまでの
事業効果を
検証し，新
たな事業の
展開を進め
ていく。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

28／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 広報回数 回 1 4 4
各種広報媒
体の利用件
数

H
1
9

1,431,000 ⑷ 店舗数 店 10 12 8

「地産地消の
店」として認
定した店舗
数

⑵
H
2
0

484,500 ⑸

⑶
H
2
1

451,750 ⑹

⑴
講師派遣
数 人 4 2 4

派遣した講師の
人数

H
1
9

497,750 ⑷
制度利用
団体

2 2 2

⑵
H
2
0

510,000 ⑸

⑶
H
2
1

434,250 ⑹

⑴

アスパラ
ガス植栽
条件整備
面積

㎡ 220 1,890 1,000

H19年度
（農）ファーム
紙屋　0.22ha
H20年度　大
力地区
0.44ha,本谷
地区
0.92ha,室谷
地区 0.53ha

H
1
9

11,268 ⑷ 植栽法人 地区 1 3 2

⑵
H
2
0

11,620 ⑸

⑶
H
2
1

36,147 ⑹

⑴
肉用牛ブ
ランド化
助成

件 50 56 56

優良血統牛の保留
や，規模拡大により
申請件数が増加傾
向にある。

H
1
9

157,394 ⑷
ブランド
化助成頭
数

頭 80 74 80

⑵
酪農ヘル
パー利用
助成

件 21 18 18

農家の廃業
等により，申
請の件数は
減少している
が，１戸あた
りのヘル
パー利用額
は増加傾向
にある。

H
2
0

132,339 ⑸

⑶
肉用牛ヘ
ルパー利
用助成

件 26 21 21

農家の廃業
等により，申
請の件数は
減少している
が，１戸あた
りのヘル
パー利用額
は増加傾向
にある。

H
2
1

144,125 ⑹
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

19
農
政
課

「地産地
消の店」
認定業
務

三次産農産物を食材として積
極的に使用した料理を提供す
る飲食店を「地産地消の店」と
して認定することにより，三次
産農産物の宣伝と消費拡大を
図り，地産地消を推進する。

認定店の数を増やすとともに，
三次産農産物を積極的に販売
している小売店や加工品など
も認定対象とするよう考える。
認定されたことによるメリットが
見える事業を考える。

三
次
産
農
産
物
を
食
材
と
し
て
積
極
的
に
使
用
し
た
料
理
を
提
供
し

て
い
る
飲
食
店

三次産農産物を
食材として積極的
に使用して料理を
提供している飲食
店を「地産地消の
店」として認定し，
市広報や市の
ホームページおよ
びＣＡＴＶなどで紹
介する。
地産地消の店を
紹介したパンフ
レットの作成など
も行い、積極的に
ＰＲする。

認定店は地産地消に対
する姿勢や意識の高い
店で，使用している食材
は安全・安心で新鮮で
あると意識付け，利用者
や三次産農産物の購買
意欲の増加，消費拡大
へと繋げる。

1,938 5

生産者・飲
食店・消費
者のそれぞ
れがメリット
を享受しな
がら地産地
消の推進を
図ることが
できる事業
である。

2

地産地消
の店認定
店の増加
のほか，積
極的に三
次産農産
物を販売し
ている小売
店や原材
料に三次
産農産物を
高い割合で
使用してい
る加工品な
ども認定し
ていくよう
にする。

5

印刷製
本費の
みの予
算計上で
あるが，
今後は
地産地
消の店と
して認定
されたい
と思って
もらえる
ような事
業を展開
していく
よう考え
ている。

3

地産地
消の推
進のた
め，関係
機関と連
携を図り
ながらも
市が主
体となっ
て進めて
いく必要
がある。

5

産地偽
装・賞味
期限の改
ざんなど
によって，
食に対す
る社会的
な関心は
非常に高
くなってい
る。地元
で生産さ
れた安
全・安心
で新鮮な
農産物を
地元で食
すという
当たり前
のことが
見直され
ている。

5

「食」に
対する市
民の目
は大変
に厳しく
なってお
り，地産
地消を掲
げる飲食
店は話
題となる
昨今であ
る。安
全・安心
でしかも
新鮮な
地元産
の農産
物を積極
的に食
材と使用
している
飲食店を
求めて
食事をす
ること
で 市民

25 B 継
続

継
続

継
続

認定店舗数の
増加に向けた
取り組み，およ
び認定店の積
極的なＰＲなど
今後も継続し
て行う必要が
あると考えら
れる。

無
し

継
続

三次産農産
物を食材と
して積極的
に使用する
認定店の拡
大と，三次
産農産物の
消費拡大を
図り，地産
地消を推進
する。
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２
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(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

19
農
政
課

戦略的
農業経
営シンク
タンク設
置事業

農業生産法人や農産物加工
グループ等が有する農業経営
に関する様々な課題の解決
や，効率的な経営の実現を図
るため，各分野の専門的知識
を有する有識者を派遣し，指
導する。

市内の生産者が共有する課題
を把握し，市として有効な手段
が提案できるよう，その課題の
解決に適した人材（有識者)の
情報を把握したうえで，引き続
き制度の周知を図っていく。

農
業
生
産
法
人

生
産
者
団
体

専門家の派遣 農業経営に関する各種
課題に対し，有識者か
らのアドバイスにより解
決を図り，効率的な農業
経営の確立を推進す
る。

1,020 4

自立した農
業経営を実
現するため
には，有識
者の専門的
知識とアド
バイスが有
効である。

4

制度施行
後2年を迎
える事業
で，成果向
上の可能
性は大き
い。継続的
な取り組み
の中で制度
の周知を
図っていき
たい。

5

専門家
への支
払い謝礼
は規程に
則ったも
のであ
り，コスト
削減の
余地は
小さい。

4

自立した
農業経
営を促進
するため
に，市と
しても主
体的に
情報提
供の一
環として
有識者を
派遣して
いく必要
がある。 4

安全･安
心な農
産物の
生産や
食料自
給率の
向上が
叫ばれる
現在に
おいて，
専門家
からの助
言により
効率的
で消費
者の求
める農産
物が生
産される
ことに対
する社会
的ニーズ
は高まり
つつあ
る。

4

自立した
農業経
営を実現
するため
には，専
門的な
知識と技
術が必
要であ
り，農業
者からは
ニーズも
高い。

25 B 継
続

継
続

終
了

施行３年目を
迎え，各種研
修会等へ講師
を派遣し，市
が普及を進め
る安全・安心
な農差物の生
産や地産地消
の推進に一定
の成果はあっ
たと考える。今
後は，市が主
催して市民へ
の普及啓発を
行う方法によ
り，引き続き市
農政の推進に
努めるべき。

無
し

終
了

効果を検証
し，制度の
内容を検討
する。
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(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

18
農
政
課

園芸産
地構造
改革推
進事業

広島県新農林水産業・農山漁
村活性化行動計画（以下「行
動計画」という。）の実現を目
指し，担い手を中心とした園
芸産地の構造改革や畜産の
生産構造改革を加速化するこ
とにより，産業として自立でき
る農業の確立を図る。
特に，集落型農業生産法人の
経営安定と高度化により，水
稲依存から脱却し，持続的・
安定的な経営を行うため，法
人がアスパラガス栽培に取り
組む場合，栽培設備の整備に
係る経費について，補助金を
交付する。

備北地域事務所や北部農業
技術指導所等の関係機関との
連携をより強化し，他の法人
支援策も含めた支援を行う必
要がある。

集
落
法
人

アスパラガス植栽
に係る土地条件
整備（排水溝・耕
起・堆肥投入・整
地等の一貫作業）
に係る費用を補助
する。
生産に係る条件
整備では，パイプ
ハウス・果樹棚等
生産施設，移植
機及び収穫機等
農業用機械，暗
渠排水の設置等
基盤整備（植栽条
件整備含む）等，
収穫までに必要な
機械施設に要す
る費用について補
助する。

永続的な農業生産活動
が可能となる集落法人
等を経営体の基本とし，
稲作中心の農業経営か
ら収益性の高い園芸を
経営の柱とした力強い
農業構造への転換を進
める。

21,962 4

本事業を活
用すること
で，基盤整備
に係る経費
負担削減が
でき，新規で
アスパラガス
の栽培を導
入する際の
きっかけに
なっている。

4

園芸作物
の振興は
米価下落
の折，農家
の所得安
定のための
有効な手法
の一つと考
えられる。

4

補助率に
ついて削
減する余
地は小さ
い。

5

市が関
与すべき
である。

4

農産物が
拡大すれ
ば，選択
の幅が広
がり，消
費者に
とってもメ
リットは増
える。

4

規模にも
よるが，
当事業
は導入
する側か
らみれば
有効な
支援策
である。
にも関わ
らず，新
規参入
が増えな
いのはア
スパラガ
スの栽
培に要
する労務
が大変と
の思い
があるた
めと考え
られる。

25 B 継
続

継
続

継
続

今後も継続し
ていく必要が
ある。
稲作に依存し
ている法人の
経営につい
て，米価の低
迷が続く中，
今後継続して
ある程度の収
入の確保が見
込めるアスパ
ラガスの栽培
に取り組むこ
とは，経営の
安定には有効
な手段であり，
それを市が支
援することで，
多くの法人が
取り組むこと
が可能となる。

無
し

継
続

法人の経営
基盤を強化
する上でも
稲作依存か
らの脱却は
必要な事業
である。
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)

儲
け
る
農
業
戦
略

20
農
政
課

酪農・和
牛支援
対策事
業

(肉用牛ブランド化)畜産農家
が行う肉用牛の改良事業に
補助金を交付することで，肉
用牛の改良増殖を推進し，肉
質・増体等の産肉能力の向上
を図り，優秀な『三次和牛』の
ブランドを構築することで収益
性の高い畜産経営の確立に
資する。

(酪農ヘルパー・肉用牛ヘル
パー)市内の酪農家・畜産農
家が定期的または臨時的に
利用するヘルパーの利用料
の一部を市が助成すること
で，休日の取得を促進し，安
定的でゆとりある畜産経営の
発展に資する。

　三次市内の畜産農家・酪農
家においては，小規模の飼養
農家では高齢化が進み，体力
的にも一般管理作業等が困難
になり廃業する農家が増加し
ている。また経営的にも飼料
価格や原油価格の高騰，子牛
価格の下落などにより大変厳
しい状況である。
　一方，三次市内の繁殖牛レ
ベルは一定以上に達してお
り，当事業が効果的に機能し
ているといえる。今後は，ＪＡと
協議を進めながら，産子の保
留や繁殖農家の確保に重点を
置くことで，市内に安定して優
良種を維持できるように，農家
へ促していく。また，広島県・三
次市・ＪＡ等が参加するプロ
ジェクトチームでは，集落法人
に繁殖雌牛を導入し，法人とし
て牛の飼養管理を進める形態
を促進しており，新たな和牛飼
養者の増加を目指す。

市
内
に
居
住
し
，
市
内
で
肉
用
牛
ま
た
は
乳
用
牛
を
飼
育
し
て
い
る

者

(肉用牛ブランド
化)肉用牛の改良
増殖促進にかか
る費用の一部助
成。
(酪農・肉用牛ヘ
ルパー)ヘルパー
利用料の一部助
成。

収益性の高い牛を飼育
することで，農家の所得
を向上する。
ヘルパー事業により，休
みのない牛の飼育管理
を解消することで，農家
の生活にゆとりをもたら
す。

7,411 4

農家の高齢
化は深刻で
あり，今後も
ヘルパー利
用への助成
の必要性は
高い。
血統のよい
牛でないと
高価格が期
待できない
状況であ
り，個々の
農家単位
で，優良種
への更新に
係る負担を
軽減するこ
とが重要で
ある。

4

今後は，優
良血統牛
の三次市
内への保
留を行うた
め保留事
業を優先的
に行う必要
がある。

4

ＪＡと協
力し，事
務作業
の効率
化を図っ
ている。

4

牛の地
域ブラン
ドの確立
のために
は，優秀
な牛を地
域内に
確保する
ことが重
要であ
り，市が
支援する
ことによ
り，農家
の飼養
意欲の
向上が
期待でき
る。

4

三次市
の地場
産業の
強化・ト
レーサビ
リティ等
による食
品の産
地の特
定，地産
地消によ
る食の安
心安全
性の重
視の観
点からも
三次和
牛ブラン
ド化への
ニーズは
高い。

3

和牛の
繁殖は
当市の
農業に
おいて重
要な位
置を占め
ており，
その振
興を図る
必要性
は高い。

23 B
未
実
施

継
続

継
続

古くからの肉
用牛産地であ
る三次市であ
るが，農業者
の高齢化や，
毎日の飼養管
理の必要性か
ら，飼育農家
は減少してい
る。また，経費
の上昇や子牛
価格が不安定
なことも飼育
農家減少の要
因としてあげら
れる。
牛の飼育は，
飼料作物の作
付け等転作田
の有効利用
や，牛の堆肥
を使用するこ
とによる化学
肥料使用料の
低減等，農家
の所得向上以
外にも多くの

無
し

継
続

これまでの
取り組みに
より，市内
の繁殖雌牛
群は一定以
上のレベル
に達してい
る。酪農・畜
産農家に
とって後継
者の育成，
経営の安定
につながる
支援策を考
える必要が
ある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

29／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
和牛の里
創造事業 件 2 1 7

農家の現状
把握や事業
の周知不足
により，昨年
度の申請は
１件にとど
まった。
今年度は，Ｊ
Ａと連携して

H
1
9

711,500 ⑷
肉用牛頭
数 頭 700 715 800

牛舎の新増
改築により，
飼養規模が
拡大し，作業
効率も向上
し，和牛飼養
環境も改善
された。

⑵
H
2
0

1,218,000 ⑸

⑶
H
2
1

389,285 ⑹

⑴
新規就農
者数 人 5 5

事業採択者数
（新規就農者数)

H
1
9

#VALUE! ⑷
新規就農
者数 人 5 5

⑵
H
2
0

⑸

⑶
H
2
1

981,000 ⑹

⑴

農地利用
合理化事
業実施件
数

件 2 2 2 事業実施件数

H
1
9

107,000 ⑷

農地利用
合理化事
業実施件
数

件 2 2 2
事業実施件
数

⑵
H
2
0

71,500 ⑸

⑶
H
2
1

73,500 ⑹

⑴

賃借権を
得ている
認定農業
者数

件 24 17 20

賃借権の設定
により経営規
模の拡大に取
り組み，経営
の安定を図っ
ている認定農
業者数

H
1
9

1,385,833 ⑷
賃借権設
定面積 ha 1,006 1,078 1,000

⑵
H
2
0

1,149,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,018,550 ⑹
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1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

21
農
政
課

和牛の
里創造
事業

（目的）
肉用牛繁殖農家の減少への
対処，繁殖母牛頭数の確保
及び肉用牛の振興。
・和牛飼養環境整備事業
　　牛舎の新増改築にかかる
経費が５０万円以上のものを
対象に，３分の１以内（上限５
０万円）の補助。
・水田放牧促進事業
　　水田放牧を実施する際の
電気牧柵等購入経費を対象
に，３分の１以内（上限５万
円）の補助。

　農業従事者の高齢化や後継
者不足，飼料価格の高騰によ
り繁殖農家戸数は減少傾向に
あるが，三次の肉用牛の振興
を促進するためにも県やＪＡと
連携して，農家の現状を把握
し，本事業を新規就農や規模
拡大の意思がある方に対して
効率的に推進していく。
　広島県，三次市，ＪＡ等が連
携して組織するプロジェクト
チーム「チーム広島牛」におい
て，水田放牧の推進，放牧技
術の啓発，農家を対象とした
放牧研修会等を行っており，
今後も継続的に水田放牧を推
進していく。
　また，広報誌等を活用するこ
とにより，本事業の周知を幅広
く行っていく。

市
内
居
住
の
当
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者

。

牛舎の新増改築
および電気牧柵
等購入にかかる
費用の一部助
成。

・牛舎の新増改築に伴う
農家の負担を軽減する
ため補助金を交付する
ことで，新規飼育農家の
確保，中核経営農家の
経営規模拡大を目指
す。
・水田放牧を実施する際
の，初期投資にかかる
負担を軽減するために
補助金を交付すること
で，和牛飼育管理の省
力化及びそれに伴う規
模拡大を目指す。 1,218 4

農家の牛舎
新増改築及
び水田放牧
による経営
高度化は，
三次市の肉
用牛生産の
振興につな
がる。

3

資材を自ら
購入し，自
分で建てた
牛舎に関し
ては，か
かった経費
が少なく補
助対象外と
なる可能性
が高い。
新規事業
について
は，申請の
状況や，市
民の意見を
聞きなが
ら，改善し
ていく必要
がある。

4

牛舎の
新増改
築にかか
る経費は
大きく，３
分の１以
内（５０万
円が上
限）の補
助額は
妥当であ
る。

4

県・ＪＡと
の密な
情報交
換など，
連携が
不可欠
である。

5

消費者
の意識
が食の
安全・安
心，地産
池消へ
関心が
深まって
おり，地
元産牛
肉を流通
させるた
めにも，
市内の
農家の
規模拡
大による
経営高
度化は
必要であ
る。ま
た，自給
飼料を確
保するこ
とは，食
料自給
率の向

3

和牛の
繁殖は
当市の
農業に
おいて重
要な位
置を占め
ており，
その振
興を図る
必要性
は高い。

23 B 継
続

継
続

継
続

飼養頭数の拡
大や新規で飼
育を始める場
合は，牛舎の
整備が必要で
あり，農家の
投資を軽減す
るための支援
を行うことで，
それらを可能
とする。また，
堆肥の利用に
よる循環型農
業の実践によ
り，環境への
配慮と安全な
農産物の生産
に資すること
が可能となる。
水田放牧は，
和牛飼養管理
の省力化や低
コスト化のみ
ならず，耕作
放棄地の解消
等にもつなが
り 地域環境

無
し

継
続

法人等へ事
業の周知を
図り，新た
な和牛飼養
者の増加，
飼養頭数の
拡大を図
る。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

19
農
政
課

新規就
農者受
入拡大
事業

　（趣旨）
　新に農業を営み，農村社会
の安定的な発展及び活力あ
る農村社会の形成に参画しよ
うとする者に対し，新規就農
者の経営等に要する
　経費に対して支援する。
　（補助事業）
　・新規就農者・新規就農予
定者へ200千円/月（上限）の
生活支援，及びその扶養家族
へ14千円/月（上限）の支援。
　・機械又は農地の購入経費
として3,000千円を上限に1/2
以内で補助
　・基幹作業用機械の借上と
して，20千円/回を実費額で補
助　ほか
　・営農指導助成として，新規
就農受入者へ50千円/月で補
助

　新規就農者の確保

　
新
規
就
農
者
・
新
規
就
農
予
定
者
・
新
規
就
農
受
入
者

　新規就農者へ
の生活支援，機
械導入又は基幹
作業用機械等の
借り上げ料支援
並びに新規就農
受入者への営農
指導助成等

　新規就農者の支援，
確保等による農村社会
の安定，人口の増加に
つなげる。

9,022 3

新規就農の
希望はある
が，すぐに
収入につな
がらないた
め，市によ
る生活支援
は妥当であ
る。

2

現在のとこ
ろ，十分に
成果があ
がるものと
考えている
が，新規就
農者の実
態には
様々なもの
があり，生
活支援が
必要にない
人への補
助が行わ
れる可能性
もある。

3

新規就
農者が
安心して
就農でき
るような
支援単
価を設定
してお
り，現在
のところ
コスト削
減余地
はない。

5

根拠とな
る計画が
「オアシ
ス！三
次プロ
ジェクト」
なので，
市でなけ
ればでき
ない。

4

同制度
により集
落に若
者が定
着すれ
ば，集落
の維持
にもつな
がり，人
口増加
にもつな
がるた
め。

4

新たな担
い手を確
保するこ
とは，農
村地域
である本
市の重
要施策
ではある
が，直接
的な生
活支援
が市民
の理解を
得られる
かどう
か。

21 C 継
続

継
続

終
了

今年度までに
計8名の方を
採択し，生活
支援を行って
きたが，自立し
た農業経営の
むしろ阻害に
つながってい
る。「補助金目
当て」の新規
就農も全国的
にはあり，就
農するだけで
生活支援金を
給付する内容
は，｢補助金｣
目的の新規就
農者を誘発す
る可能性もあ
る。厳しい財
政状況の中
で，平成２１年
度までの事業
計画であり一
旦終了し，成
果について再
検討する必要

無
し

終
了

効果を検証
し，制度の
内容を検討
する。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

16

農
業
委
員
会
事
務
局

農地保
有合理
化促進
事業

農地保有合理化法人が中間
保有している農地を、農業委
員が仲介役となり所有権移転
や賃貸借の手法で、担い手農
家等に対して斡旋を行う制度

財）広島県農林振興センター
は平成１８年度で新規に中間
保有していくことは中止してい
るが、保有農地については引
き続き事業実施している。この
農地についてあっせんしてい
く。また、平成２１年の農地法
改正により農地利用集積円滑
化事業等の新制度が創設され
ることに伴い、その推進体制
作りと制度周知を行う。

農
業
者

規模拡大を目指
す農家や、集落法
人へ利用権設定
などの方法で農
地を集約してい
く。

担い手などに農地を集
積し、その経営安定に
資する。また、耕作放棄
地の発生も合わせて防
止する。

143 5

事業実施要
綱の目的と
合致している

5

事業目的
に沿った効
果が十分
発揮されて
いる

5

事務手
続きに要
する人件
費のみで
ありコス
ト削減の
余地はな
い

5

農業委
員会が
行う事業
である

3

地域農業
振興に資
するた
め、地域
農業の担
い手など
の経営安
定のため
規模拡大
を希望し
ている農
業者には
必要な制
度である

3

農地を取
得し、規
模拡大を
希望する
農業者
には有
効な制
度であ
る。

26 B 継
続

継
続

終
了

農林振興セン
ターの事業廃
止
新規事業への
移行

有
り

1
1
 

事
務
事
業
の
統
合

終
了

新制度の創
設に伴い,そ
の制度の推
進と周知を
行う。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

16
農
政
課

認定農
業者育
成事業

農業従事者の高齢化や後継
者不足による耕作放棄地・遊
休農地が増加している。意欲
と能力のある認定農業者の農
業経営規模の拡大により経営
の安定を図り，併せて農地保
全を図るため，農地の利用権
権設定による認定農業者へ
の農地集積を支援する。
利用権設定の面積及び期間
に応じて，補助金を交付する。

農業従事者の高齢化や後継
者不足による耕作放棄地・遊
休農地が増加しており，農地
保全の観点から，認定農業者
が農地集積に取り組めるよう
誘導する施策が必要である。

３
年
以
上
の
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
認
定
農
業
者

賃借権の設定に
よる農地集積を支
援（補助金の交
付）
①　３年以上６年
未満：６，０００円
以内の額／１０a
②　６年以上１０
年未満：１５，０００
円以内の額／１０
a
③　１０年以上：２
０，０００円以内の
額／１０a

認定農業者の農業経営
の安定を図る。

20,709 4

耕作放棄地
の減少につ
ながる。農
業の担い手
が不足する
中，意欲と
能力のある
認定農業者
の農業経営
拡大意欲を
図ることに
つながって
いる。

4

この制度
は，認定農
業者の経
営安定を目
的としてお
り，地域農
業の担い
手としての
認定農業
者の増加
につながっ
ている。認
定農業者
が中山間
直接支払
制度等各
種補助事
業の交付
要件となっ
たため今後
更に増加
傾向にあり
本制度の
利用も増
え，耕作放
棄地の減
少につなが

3

集落法
人へ交
付する補
助金額を
見直す必
要があ
る。

4

認定農
業者の
育成・支
援は，市
とＪＡが
共に取り
組む課
題でもあ
るが，現
段階で
は，地域
保全を含
め，市が
主体的
に取り組
む必要
がある。

4

農業者
の高齢
化，担い
手不足
による農
地荒廃
は深刻
な問題で
あり，農
地保全
及び環
境保全
の両面
から社会
的ニーズ
は極め
て高い。
また，効
率的で
安定した
農業経
営を推進
し，地域
の担い
手として
の認定
農業者を

2

本事業
は，農地
荒廃の
防止は，
水田の
多面的
な機能
（洪水防
止，生態
系維持
等）の確
保に重
要な役
割を果た
している
が，面積
に応じた
一定金
額の補
助は目
的が明
確でな
く，市民
への理
解が得ら
れにくい
のではな

21 C 継
続

未
実
施

縮
小

農業従事者の
高齢化や後継
者不足による
耕作放棄地・
遊休農地が増
加しており，認
定農業者によ
る農業経営規
模拡大・経営
の安定と農地
保全の観点か
ら，認定農業
者育成事業を
継続していく必
要がある。し
かし，市財政
の現状を考慮
すると，面積に
応じた一律の
補助金は「バ
ラマキ」な要素
もあり，事業の
内容について
再考する必要
がある。

有
り

縮
小

認定農業者
による経営
規模拡大・
経営の安定
と農地保全
の観点から
事業の継続
は必要であ
る。一律の
補助といっ
た交付内容
について検
討する必要
がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

無
し

予
算
額

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

30／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
地場産活
用率 ％ 26 31 35

　野菜，果物
の食材数の
内三次産の
食材数の割
合

H
1
9

#VALUE! ⑷
供給体制
の組織数

7 11 11

⑵
H
2
0

⑸

⑶
H
2
1

⑹

⑴
ハウス導
入 棟 26 18 20

ハウス整備1
棟当たりの
投資額

H
1
9

219,038 ⑷
ハウス導
入 棟 26 18 20

⑵
H
2
0

263,333 ⑸

⑶
H
2
1

257,350 ⑹

⑴
出荷販売
数量 ｋｇ 185,000 250,000

H
1
9

#DIV/0! ⑷ 申請件数 件 100 180

⑵
H
2
0

41 ⑸

⑶
H
2
1

24 ⑹

⑴
グループ
数 組 3 5 3

当該事業を
採択した農
産物加工グ
ループ

H
1
9

1,189,333 ⑷
グループ
数 組 3 5 3

⑵
H
2
0

670,400 ⑸

⑶
H
2
1

825,000 ⑹
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い
し
い
も

の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

18

教
育
企
画
課

地産地
消（ふる
さとラン
チ，米飯
給食拡
大に関
するこ
と）

　三次産の新鮮で安全な食材
を学校給食に活用し，食育に
教材として用いることにより地
域の自然，産業，文化等に関
心をもち，理解を深めるなど
様々な効果が期待される。各
地域の実情に合った地場産
物の活用を推進している。学
校給食法にも地域の産物を学
校給食に活用し食育の推進を
図るよう明記された。三次市
食育推進計画（平成20年3月
策定）でも地場産物活用推進
のため「ふるさとランチの日」
を設置することとしている。米
飯給食も拡大すべく，炊飯設
備も設置し（平成20年度は十
日市共同調理場に米飯設備
を設置），併せて三次産こだわ
り米を利用し食農教育の推進
等も行っている。

　地場産物の活用率を上げる
には，調理場，学校と生産者
の間を調整する機能を持っ
た，供給体制の確立が必要で
あり，調理場，学校，家庭，地
域の連携協力関係の構築が
必須である。
　また「ふるさとランチの日」を
実施して地場産物の活用など
気運を盛り上げていく必要が
ある。生産者や生産者団体等
との交流の推進やＪＡ三次等
関係団体との連携推進も必要
と思われる。

在
学
す
る
全
て
の
児
童
・
生
徒

　地場産食材を学
校給食に使用す
る。三次産こだわ
り米，または地場
産米を活用しての
米飯給食実施。
（１００％三次産米
使用）

　地場産物を使用するこ
とを通して，食に対する
正しい理解と適切な判
断力を養うとともに，地
域の自然，食文化等に
ついて理解を深め，自
然の恵みや食に関わる
様々な活動への感謝の
気持ちを醸成する。

4

　食育基本
法，学校給
食法に規定
されている
ことであり食
育推進に活
用し効果を
上げていくこ
とが求めら
れている。

4

　産物の収
穫時期と供
給量の問
題があり，
年間を通じ
て活用する
には難しい
が，今後は
加工品など
への検討も
必要であ
る。

3

　旬のも
ので，量
も多く流
通経費
や包装
の簡素
化により
安価に購
入でき
る。

3

　学校給
食への
地場産
物の供
給体制
づくりを
進め，活
用率を上
げること
は，教育
効果の
みならず
地域農
業の活
性化や
生産意
欲の向
上にもつ
ながる。
　このこ
とに対す
る認識が
低い地
域におい
ては，生
産者の
理解を深

5

　食育推
進，地域
の活性
化の観
点から
ニーズは
高い。

4

　学校給
食に地
場産物を
使用し，
美味し
く，魅力
ある食事
内容の
給食を実
施するこ
とは，教
育効果も
上がり，
家庭や
地域との
理解も深
めていく
うけで
ニーズは
高い。

23 B
未
実
施

継
続

拡
大

　調理場・学校
と生産者の調
整機能や事務
処理を担う供
給体制（組織，
団体等）の確
立が必要であ
る。
　行政として
は，体制づくり
にむけた支援
（調理場，学
校，生産者，
住民自治組織
等との調整の
協議調整）が
求められてお
り，広島県（県
教委）の「地場
産物を活用し
た食育推進事
業」を活用して
の供給体制確
立の支援がで
きるよう，支所
との連携の中
で取り組んで

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

活用率を上
げるために
は，地場産
物の供給体
制を強化す
る必要があ
る。また，こ
の事業によ
り，食に対
する正しい
理解と地域
の自然，食
文化等につ
いて理解を
深めれるよ
うな取り組
みも密要と
なる。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

18
農
政
課

果実・野
菜支援
対策事
業（販売
野菜等
ハウス
導入支
援事業）

ハウス導入による出荷野菜及
び花きの生産促進を図り，農
家所得の向上と農業経営の
安定に資するため，三次市出
荷野菜等ハウス導入事業に
要する経費に対し支援を行
う。

同事業の事業年度について要
綱改正し，今後とも出荷野菜
や菊のハウス栽培を行う生産
者を支援していく必要がある。
農業者の高齢化が進んでいる
状況で，水稲以上に手がかか
る野菜栽培への取り組みを推
進するには，ハウスを導入し，
できるだけ高価格で販売でき
る農産物，特別栽培や低農薬
栽培など，消費者のニーズに
対応できる農産物を栽培する
必要がある。

市
内
に
お
い
て
現
に
農
業
経
営
を
行

て
い
る
者

ま
た
は
行
お
う

と
す
る
者
で
，
ア
ン
テ
ナ
シ

ョ
ッ
プ
等
で
販
売
す
る
こ
と
を
目
的

に
，
出
荷
野
菜
及
び
花
き
の
栽
培
を
，
ハ
ウ
ス
の
導
入
に
よ
り
行
う

者

。

出荷野菜及び花
きの栽培のため
のハウス導入に
要した経費の1/2
以内を補助金とし
て交付。

農産物の販売による所
得の向上

4,740 4

ハウス導入
をすること
で，生産者
の野菜栽培
に対する意
欲の向上な
ど，生産活
動を有利に
行うことが
可能で，本
事業を活用
すればハウ
ス導入に係
る経費負担
も削減でき，
農業所得向
上につなが
る。

4

園芸作物
の振興は
米価下落
の折，農家
の所得安
定のために
有効な手法
の一つと考
えられる。

4

補助率に
ついて
1/2から
1/3にす
るなど削
減する余
地はあ
る。ま
た，上限
を設ける
必要もあ
る。

5

市が関
与すべき
である。

4

ハウス栽
培による
農産物
が拡大
すれば，
選択の
余地が
増え，消
費者もメ
リットが
増える。

4

規模にも
よるがハ
ウス導入
に係る経
費は相
当額にな
るので，
当事業
は導入
する側か
らみれば
経費削
減を図れ
ることに
より，導
入のきっ
かけにな
る有効な
支援策
である。

25 B 継
続

継
続

継
続

今後もハウス
導入を継続し
ていく必要が
ある。
小規模農家
が，水稲を中
心とした農業
を行っていた
のでは，経営
は赤字である
ことから，転作
田を活用し，
産直市等への
出荷用野菜等
の生産を行う
ことで，農家の
所得の確保並
びに地域の農
業と農地の維
持に効果があ
ると思われる。

無
し

継
続

生産活動が
継続されて
いるか等の
事業の効果
を検証し，
今後の制度
を検討すべ
きである。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い
し
い
も

の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

19
農
政
課

特殊農
法チャレ
ンジトラ
イ支援
事業

他産地との農業経営における
差別化を図り、自然と調和し
た環境保全型農業を推進する
ため、特殊農法による農産物
の生産出荷に要する経費に
対して補助金を交付する。

市内一円で特殊農法が広まる
よう、PRする。（一部の地域に
集中しないように）

市
内
に
居
住
し

、
市
内
の
農
地
に
お
い
て
出
荷
販
売
す
る
た
め
の
農

産
物
を
生
産
す
る
個
人

、
団
体

（
集
落
及
び
農
業
生
産
法
人
等

）

有機農法（JAS規
格）により栽培さ
れた農産物及び
特別栽培農産物
の生産出荷に要
する経費に対して
（10ａ当り１万～２
万円）補助する。

市内の農家、団体が特
殊農法により、環境にや
さしい農業の実践を行う
ことで環境保全に寄与
するとともに、より付加
価値のある農産物を出
荷することにより、農業
所得の向上につなが
る。

7,668 4

補助金を交
付すること
により、環境
保全型農業
の推進と農
業所得の向
上につなが
る。

2

実質、20年
度が初年
度の事業で
あるため、
向上の余
地は大きい
と思われ
る。

5

コスト削
減には、
該当しな
い。

5

補助金
の交付と
いうこと
に限定
すれば、
市以外
に実施で
きるとこ
ろはな
い。

4

現在、食
の安全
安心に
対する意
識は非
常に高
まってお
り、生産
者の顔
が見える
特殊農
法による
農産物
の生産
出荷の
推進は
社会的
ニーズも
高いと思
われる。

4

　市内に
おいて
は、特に
地産地
消や食
農教育
の観点
からも
ニーズが
高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

農薬・化学肥
料を抑えた栽
培方法による
安全・安心な
農産物の生産
を振興するこ
とにより生産
者所得の向上
と三次産農産
物のブランド
化を推進する
ため継続した
取り組みが必
要である。

無
し

継
続

環境保全型
農業を推進
していくこと
は必要であ
り，事業の
効果を検証
し内容の検
討を行う。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

17
農
政
課

農産物
加工
チャレン
ジ事業
補助金

地域農産物を有効活用した特
産品の新規開発，改良に要す
る経費の1/2（上限100万円）
を補助する。

市内で生産される農産加工品
が漬物やもちなどに偏る傾向
があり，より独自性のある商品
の開発により，三次の誇る特
産品のラインナップの充実を
図ることが必要。

市
内
で
農
産
加
工
品
の
生
産
を
行
う
生
産
者
団
体
等

特産品開発の初
期投資にかかる
経費の1/2に相当
する額を補助（上
限100万円）する。

地域農産物を有効活用
した農産加工品を開発
し，地域農業の振興を
図るとともに，生産者
（加工グループ)の所得
向上と，特産品の販路
拡大を図る。

3,352 4

特産品や加
工品の開発
により，地域
農産物の販
路が拡大
し，農業振
興を図るこ
とができる。
特に，高齢
化した地域
において
は，高齢者
に適した農
産物の栽培
と加工を行
うなど，地域
の特色を活
かした農業
振興を図る
ことができ
る。

4

特産品開
発には，加
工機器の
導入等の
条件整備
が必要とな
るが，これ
らの資金の
調達には
かなりの負
担を要する
ことから，
立ち上げ時
の補助を行
なうことで
農業者及
び加工グ
ループの活
動が停滞
することの
ないよう，
支援を行な
う。

4

本事業で
導入され
た加工機
器等が
有効に活
用される
よう，加
工グルー
プ同士の
連携によ
り利活用
を行な
い，稼働
率を上げ
る等の取
組みが
必要。

5

機器導
入時の
資金調
達につい
ては，融
資制度
の利用
が困難
であるこ
となど，
加工グ
ループの
活動に
支障が
生じる可
能性が
あり，補
助を行な
うことに
より製造
及び販
売を軌道
に乗せ，
生産者
の所得
向上を図
ることが

5

過疎化
や高齢
化が進
み，集落
機能の
維持が
難しく
なってい
る地域も
あり，農
村での
新たな事
業として
加工品
製造事
業を掘り
起こすこ
とは，農
業振興と
併せて
地域振
興を図る
ことにも
つなが
り，社会
的にも大
きな意味

5

地元産
の原料
ででき
た，安心
できる加
工品が
求められ
ている。
地域の
特色を活
かした加
工品開
発は，地
域の活
性化に
つながる
ととも
に，誇る
ことがで
きるふる
さと産品
の創出
につなが
る。

27 A 継
続

継
続

継
続

新規の特産品開
発や，既存の特
産品の改良によ
る地域経済への
波及は大きく，ま
た毎年申請を望
むグループも多い
ことから，引き続
き取り組む必要
がある。

無
し

継
続

地域の活性
化につなが
る特産品の
開発を継続
して実施す
る。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

31／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 2 1 2
知的財産と
して登録され
た件数

H
1
9

893,500 ⑷ 登録件数 件 2 1 2

⑵
H
2
0

921,000 ⑸

⑶
H
2
1

743,500 ⑹

⑴
協定締結
数 件 263 265 265

集落協定を
締結した集
落及び個別
協定を締結
した担い手
農家の数

H
1
9

1,844,882 ⑷
保全され
た農地 ｈａ 3,405 3,431 3,431

協定に基づ
き保全され
た農地面積

⑵ 協定面積 ｈａ 3,405 3,431 3,431
協定を締結
した面積

H
2
0

1,849,811 ⑸ 交付金額 千円 450,410 455,678 455,678
交付金の交
付額

⑶
H
2
1

1,853,105 ⑹

⑴
積算基礎
森林面積 ｈａ 6,972 7,000 7,000

交付対象と
なる積算基
礎面積につ
いては，第１
期とは条件
等が変更さ
れ，面積は
増加している
が，面積あた

H
1
9

5,153 ⑷
施行実施
区域の明
確化作業

件 66 82 80
作業実施件
数

⑵
H
2
0

5,153 ⑸
歩道の整
備 件 18 23 20

作業実施件
数

⑶
H
2
1

5,158 ⑹

⑴
事業実施
件数 件 2

里山再生の
モデルとして
整備する事
業件数

H
1
9

#VALUE! ⑷ 整備面積 ha 3
整備する予
定の山林面
積

⑵
アンケー
ト送付件
数

件 2,000
H
2
0

#VALUE! ⑸
アンケー
ト回収件
数

件 900

送付したうち
の約半分の
回収ができ
た。

⑶
H
2
1

3,300,000 ⑹ 調査報告 件 1

調査報告書
（および電子
データ）
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

18
農
政
課

農林業
知的財
産登録
支援事
業

農林業に関する新たなアイデ
ア・技術を開発，又は知的財
産として保護するために，特
許や商標等に登録する経費
の1/2を補助する。

三次市の農業者が発明した技
術等を知的財産として保護す
ることは，新たな産業興しにつ
ながるだけでなく，既存の農業
経営に大きな変革をもたらす
可能性がある。当該事業を広
くPRし，新たな技術革新が行
われるよう普及するだけでな
く，保護された技術やアイデア
が広く三次の農業者に活用さ
れる方法について検討を行う
必要がある。

市
内
に
在
住
し
，
農
林
業
を
営
む
も
の

。

農林業に関する
新たなアイデア・
技術を開発，又は
知的財産として保
護するために，特
許や商標等に登
録する経費の1/2
を補助する。

農林業に関する様々な
アイデアや技術を開発，
保護することにより，意
欲的な経営を目指す農
家の自立を促進する。

921 4

知的財産の
登録に関し
ては，その
採択が微妙
であること
から生産者
の負うリスク
が大きい。
積極的に知
的財産の開
発保護を推
進する立場
から，目的
に合致して
いる。

4

申請件数
が少ないた
め，成果の
向上の余
地は大きく
残される可
能性がある
が，継続的
な取り組み
の中で克服
していきた
い。

5

知的財
産登録
等の経
費は，関
係省庁に
より定め
られてお
り，コスト
削減の
余地はな
い。

4

農業に
関する知
的財産
の保護
は，当該
農家だけ
でなく，
市の農
業振興
にも資す
るもので
あり，市
として支
援しなく
てはなら
ない。

4

知的財
産の保
護につい
ては社
会的な
関心が
高まり，
場合に
よって
は，特徴
的な営
農が継
続できな
くなる場
合も想定
され，あ
らゆるリ
スクを回
避するた
めにも可
能な限り
保護して
おくこと
が望まし
い。

3

農業分
野におけ
る知的財
産の保
護につい
ての関
心はまだ
高くなく，
その重
要性に
ついて普
及啓発し
ていく必
要があ
る。

24 B 継
続

継
続

終
了

事業開始に想
定していた三
次市内の農業
者が有する知
的財産はほぼ
商標登録さ
れ，一定の目
的は達成され
たと思われる。

無
し

終
了

効果を検証
し，制度の
内容を検討
する。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

17
農
政
課

中山間
地域等
直接支
払交付
金

　農業生産条件の不利を補正
するための交付金を交付する
ことで，適正な農業生産活動
を推進し，耕作放棄地の発生
防止と多面的機能の確保に
資する。

　本事業により，耕作放棄地
の防止，集落での共同活動の
維持，活性化が図られている。
しかし，担い手不足，高齢化が
進行している地域での継続的
な農業生産活動等の体制整
備への取り組みの割合が少な
い。

　
地
域
振
興
８
法

（
過
疎
法

）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
地
域
で
，
交
付
要
件
に
該
当
す
る
協
定
農

用
地
を
持
つ
集
落
協
定
参
加
農
家
及
び
，
個
別
協
定
を
締
結
し
て
い
る
担
い
手
農
家

。

集落協定を締結し
た集落及び，個別
協定を締結した担
い手農家に対し交
付金を交付する。
　集落及び担い手
農家は協定に基
づき農業生産活
動等に関する取り
組みを行う。

　農業生産条件の不利
を補正することで，適正
な農業生産活動を推進
し，耕作放棄地の発生
防止と多面的機能の確
保を図る。

490,200 4

交付金を活
用して鳥獣
害対策や共
同機械の購
入が行われ
ており，農
地の保全及
び農業生産
活動の活性
化につな
がっている。

3

交付金の
活用方法
について，
先進的な事
例を紹介す
るなどし，
市内の各
協定の取
組みをより
活性化させ
る。

5

交付金
は集落
協定に基
づいて算
定されて
おり，削
減の余
地はな
い。

5

本事業
の事業
主体は
市であ
る。

4

農地の
保全及
び多面
的機能
の維持
は将来
に向けた
重要な
課題であ
り，社会
的ニーズ
は大き
い。

4

農地の
保全及
び多面
的機能
の維持
は市内
全域に
関わる課
題であ
り，市民
のニーズ
は大き
い。

25 B 継
続

継
続

継
続

本事業は，協
定を締結し，そ
れを実践した
集落に対し，
平成21年度ま
で交付金を交
付するもので
あるため継続
実施する。
1期対策を含
めると，10年
目の事業であ
り，集落協定
にとっては，集
落の維持と農
業の継続のた
めになくてはな
らない交付金
となっている。

無
し

終
了

耕作放棄地
の防止の取
り組み，集
落での共同
活動が実施
されるなど
効果も見ら
れる事業で
ある。各集
落の取り組
み内容を検
証し，制度
が継続され
た場合に
は，集落の
協定書等の
作成に対し
て必要な助
言を行う。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

19
農
政
課

森林整
備地域
活動支
援交付
金

森林の有する多面的機能が
十分に発揮されるよう適切な
森林整備の推進を図る観点
から，森林所有者等による計
画的かつ一体的な森林施業
を行うため，施業区域の明確
化，歩道等の整備及びその他
地域における活動の確保を図
る。
平成14～18年度までの第１期
とは取り組むべき活動内容
（対象行為）に変更が生じてい
る。

本来の目的である，施業計画
を遂行するための森林環境整
備のための事業という観点か
ら，毎年，森林整備の実施状
況と施業計画との整合性，進
捗状況を確認する必要があ
る。

森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ

っ
て
，
市
と
協

定
を
締
結
し
た
者

。
た
だ
し
，
広
島
県
で
は
低
コ
ス
ト
林
業
団
地
に

設
定
さ
れ
た
森
林
を
対
象
地
と
す
る
方
針
を
定
め
て
い
る

。

森林所有者等に
よる計画的・一体
的な森林整備の
実施に不可欠な
森林の施業実施
区域の明確化作
業、歩道の整備
等
交付金額　1haに
つき5,000円

森林の多面的機能の発
揮を図る観点から，森
林整備のための地域に
よる取り組みを推進する

36,077 3

この制度
は、森林所
有者等によ
る森林施業
に不可欠な
森林の施行
区域の明確
化等の地域
活動の確保
を目的とし
ており、効
果がある。

3

地域の実
情に合わ
せた地域
活動メ
ニュー（交
付対象作
業）の拡充
を図る必要
がある。た
だし，国に
よる制度で
あるため，
簡単ではな
い。 4

第２期か
らの積算
基礎森
林面積に
基づく交
付金額
が5,000
円／ｈａ
に変更さ
れ，より
施業実
施を具体
的に進め
る森林が
対象とな
り，面積
は増加し
たが，事
業の目
的にか
なった交
付額と
なってお
り，削減
余地は
小さい。

4

市の関
与は協
定の作
成指導・
書類審
査・地域
活動の
実施状
況の確
認・交付
金の交
付事務
であり、
市で実
施すべき
であると
考える
が、森林
組合等
へ委託
できる事
務もある
と考え
る。

4

この制度
は、森林の
有する多
面的機能
を持続的
に発揮す
るため、森
林施業に
不可欠な
地域活動
を確保する
ことを目的
としたもの
であり、地
域活動が
適切に実
施されるこ
とにより、
森林施業
の促進に
つながって
いる。

4

この制度
は，森林
施業の
実施に
不可欠
な地域
活動を確
保するこ
と目的と
してお
り，重要
であると
考える
が、森林
施業と地
域活動と
の結び
付きを市
民に十
分理解さ
れていな
い。

22 B 継
続

継
続

継
続

国の制度であ
り，協定期間
については5
年の定めがあ
るため，平成
23年度までの
継続実施が決
まっている。

無
し

継
続

森林施業と
地域活動の
結び付きを
市民に啓発
が必要。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

20
農
政
課

さと山再
生プロ
ジェクト

荒廃しつつある里山を豊かな
自然資源として再び活用でき
るよう，また次世代への森林
への関心を深めることを目的
とし，20年度の調査・研究等を
分析・活用し，「さと山再生」の
ための具体的な事業を実施し
ていく。

さと山が多面的機能を有する
資源として，広く市民に認知し
てもらうための普及啓発と，多
くの市民を巻き込んでさと山再
生活動（森林の整備など）を行
える体制の整備が必要であ
る。

市
民

さと山再生を目的
とした啓発活動お
よび業務の委託
等を行う

市民のさと山への関心
を深め，ひいては森林
整備の重要性や環境保
全への理解を深める。

2,718 3

「里山」とい
うものに対
する市民・
森林所有者
のイメージ・
ニーズを調
査し，より具
体的な事業
実施の参考
にする。

3

調査報告を
もとに，各
地域の状
況を踏まえ
たより具体
的な事業を
行っていく
必要があ
る。

4

今後の
事業展
開次第と
考える。

3

効果的
な事業と
するた
め，広い
エリアで
の森林
整備等
は，市と
して取り
組むべき
と考え
る。

4

森林のも
つ多面
的機能，
環境問
題等が
注目さ
れ，社会
的ニーズ
は高い。

4

個人で
は手入
れできな
くなった
森林が
多くあ
り，市民
ニーズは
高い。

21 C
未
実
施

拡
大

継
続

平成21年度
は，具体的な
里山再生整備
をモデル的に
実施予定。
平成20年度
は，里山再生
に向け，市民
意識調査を実
施。（平成20年
度の指標は，
今年度にはあ
てはまらな
い。）

無
し

継
続

市民への事
業内容の周
知と，多くの
市民を巻き
込んでさと
山再生活動
（森林の整
備など）を
行える体制
の整備が必
要である。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

32／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
境界調査
を行った
件数

件数 104 110
調査を行っ
た所有者の
件数

H
1
9

#VALUE! ⑷
境界調査
を行った
面積

ｈａ 68 70
調査実施面
積

⑵
H
2
0

29,586 ⑸

⑶
H
2
1

28,236 ⑹

⑴
補助金交
付額

千円 3,704 12,263 4,000

補助金の交付
額により市内で
設置された防
護柵の事業量
が推測できる。
平成20年度は，
被害が多発し
たことに伴い，
事業費が増大
した。

H
1
9

1,386 ⑷
集落防護
柵設置件
数

件 2 11 4

⑵
H
2
0

1,175 ⑸
個人防護
柵設置件
数

件 186 248 200

⑶
H
2
1

1,461 ⑹

⑴
補助金交
付した件
数

件 3 4 10

森林組合以
外の事業体
からの補助
金申請を受
けられるよう
なはたらきか
けを行うこと
も検討。

H
1
9

1,484,333 ⑷
人工林間
伐 ｈａ 7 62 110

事業対象地
の面積拡大
をはかる

⑵
H
2
0

4,956,750 ⑸
簡易作業
路の開設 ｍ 335

⑶
H
2
1

3,010,600 ⑹
被害木の
処理 ｈａ 3

⑴
交付金を
交付した
件数

件 5 9 10

事業自体の
認知度は
徐々に広
がっており，
交付した件
数は増加し
た。

H
1
9

2,105,200 ⑷
里山林整
備面積 ha 5 22 30

引き続き森
林整備面積
の拡大をは
かっていく。

⑵
H
2
0

4,519,666 ⑸

⑶
H
2
1

3,160,600 ⑹
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

20
農
政
課

民有林
境界確
定支援
事業

失われつつある山林境界情
報を収集し，再現可能なデー
タとして保存することは，適正
な　森林整備の推進および将
来の地域開発や高度利用に
資する重要なものとなることか
ら，本調査事業を試験的に実
施することにより，市民（山林
所有者）の境界管理に対する
意識（関心）を高め，市内山林
の境界情報整理を促進する。

山林が日常の生活から遠ざか
り，木材価格も低迷し，所有者
の山林への関心も薄れてきて
いるなか，山林所有者自体
が，自分の財産である山林の
境界を知らない状況が進んで
いるのと同時に，境界を知って
いる所有者は，高齢化により
山林に行けない状況も発生し
ている。
山林境界の確定は，早急に対
応すべき課題であると考える。

市
民

森林情報（境界
等）の調査・整理

境界等の森林情報を再
現可能なデータとして保
存し，今後の適正な森
林管理に活用する。

3,077 4

地籍調査の
実施が，遠
い将来であ
る地域の場
合，この事
業に取り組
むことによ
り，境界を
知っている
所有者が元
気なうちに，
境界が明確
化されるた
め，有効な
手段だと思
われる。

4

地籍調査と
の整合を取
りながら，
実施する
等，むだな
経費がか
からないよ
うな対応が
必要と思わ
れる。

3

今後，費
用対効
果につい
て，検証
する必要
がある。

3

個人の
財産の
保護とい
う視点で
見れば，
市が関
与する必
要はない
が，地籍
調査と同
様の目
的を持っ
た事業で
あること
を考慮す
れば，市
が関与
すること
も妥当と
思われ
る。

4

山林境
界が確
定できな
いケース
が増加し
ているな
か，境界
の確定を
行うこと
は，今後
の森林
整備や
環境保
全の観
点から，
必要な
作業だと
思われ
る。

4

山林所
有者に
とって
は，境界
が確定
すること
は，自分
の財産
管理上メ
リットが
大きく，
今後ます
ますニー
ズは高
まってく
ると思わ
れる。

22 B
未
実
施

継
続

継
続

地籍調査実施
の計画が，近
い将来でない
場合，山林所
有者の高齢化
等により，境界
を確認できな
いケースが増
大することが
予想される。
境界を知って
いる人が健康
なうちに，境界
を確認しておく
ことは，将来
の地籍調査時
にも有効であ
り，今後も継
続して実施す
ることが望まし
い。

無
し

継
続

境界が分か
る山林所有
者が高齢化
しており，境
界の明確化
は将来，森
林の整備等
の事業を実
施するをす
る上でも必
要な業務
で，今後も
継続して実
施する必要
がある。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

17
農
政
課

鳥獣被
害防護
柵設置
事業
（集落・
個人対
策）

地域又は集落が一体的に取
り組む防護柵の設置に要する
経費（金網・フェンス等資材
費）が１５０万円以上の場合，
その経費のの3分の１を補助
することにより，イノシシ等の
鳥獣による農作物被害の増
加を防止し，集落機能の維持
及び集落営農の推進を図る。
　個人が防護柵の設置に要す
る経費（電気牧柵・金網・フェ
ンス等資材費）の２０％を補助
することにより，イノシシ等の
鳥獣による農作物被害を防止
し，収入の確保を図る。

有害鳥獣の被害は年々増加
傾向にあり，また，中山間部に
限らず平野部においても，被
害が出ている。
農産物価格の低迷と農業者の
高齢化の進行により，防護柵
設置より耕作放棄を選択する
ケースが発生している。
また，防護柵設置だけでは有
害鳥獣の減少にはならないた
め，駆除対策をあわせて行う
必要があるが，駆除班員の高
齢化と後継者不足のため，そ
の対応が必要である。
農作物被害を防止し，農家の
生産意欲向上にも直結してい
る，本事業は今後も継続させ
る必要がある。

三
次
市
内
の
集
落

三
次
在
住
者

有害鳥獣からの
農作物の被害を
防ぐことが目的の
防止柵を，農家や
集落が設置する
場合の経費に対
し，補助金を交付
する。

農産物の被害を軽減す
ることで，収入が確保で
きる。

14,418 5

市が補助金
を交付するこ
とで，防護柵
の設置が進
み，農作物被
害の軽減と
農地の保全
が期待され
る。

5

有害鳥獣
の駆除に
関しては，
法律も制定
されてお
り，生態系
や環境を守
るなど市が
関与するこ
とにより，
成果がある
と考えられ
る。

5

補助金に
ついて，
コスト削
減余地
はない。

3

自然生態
系の維持
に関して
は，公共
性の高い
業務であ
り，住民
等の協力
を得なが
ら進める
べきであ
る。

5

有害鳥獣
に対する
駆除の依
頼は年々
多くなって
いるく，社
会的にも
それらへ
の適切な
対応の
ニーズは
高い。

5

限られ
た，人員
の中での
有害鳥獣
駆除には
限界があ
り，必然
的な自衛
手段とし
て，防止
策の設置
は今後増
加傾向に
あるとい
える。 28 A 継

続
拡
大

継
続

イノシシやシカ
等の有害鳥獣
による農作物
の被害は増加
しており，今
後，要望の増
加が予想され
る。

無
し

継
続

有害鳥獣に
よる農作物
被害に対し
ては，駆除
班による駆
除だけでは
限界がある
ため，里山
の整備，耕
作放棄地の
復旧といっ
た事業との
あわせて実
施するなど
の対策が必
要。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

19
農
政
課

環境貢
献林整
備事業

広島県による森林税を財源と
した事業で，主に15年以上放
置された人工林の間伐を行
い，荒廃しつつある人工林を
健全な状態にし，森林の多面
的機能の維持につとめる。間
伐を行う人工林については，
市民からの実施希望などに
よっても行う。実施にあたって
の森林所有者負担は10,000
円／ｈａ。

より効果的な事業を行えるよ
う，引き続き市民への広報活
動を行い，事業の目的・内容
の周知を行う。

市
民

人工林間伐にか
かる費用の助成
を行う。

これまで放置されていた
人工林への関心を広
め，ひいては森林整備
の重要性や環境保全へ
の理解を深める。

19,827 4

森林間伐を
行う事業費
の助成は所
有者にとっ
ても希望す
るところであ
る。

4

制度を所有
者のニーズ
に合うかた
ちにする余
地がある。

4

より効果
的な整備
を行うこ
とで，貢
献度の
低い事業
を実施す
ることを
省くこと
ができ
る。

3

ただし，
県との事
務処理
における
関係に
ついては
改善の
余地もあ
ろうと思
う。

4

データに
よれば，
対象とな
る森林は
かなりの
量があ
り，ニー
ズとすれ
ば高いと
言える。

3

実際，自
らが負担
してまで
のニーズ
にまで押
し上げる
ため，そ
の事業
効果等
について
さらに深
く広く広
報するこ
とで，引
き出すこ
とができ
ると考え
る。

22 B
未
実
施

拡
大

継
続

ひろしまの森
づくり税（県
税）を財源とし
た事業であり，
平成23年度ま
での継続実施
が決定されて
いる。

無
し

継
続

市民への制
度及び事業
の効果の周
知を行う。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

19
農
政
課

みよし
の森づく
り事業

広島県による森林税を財源と
した事業で，里山林整備，森
林体験教室，間伐材の利用な
ど，森づくりを目的としたハー
ド面，ソフト面での事業に対し
て助成を行う。（市民等から提
案を受けた事業について，市
内の有識者等による協議会で
事業実施の適否の審査を行
う。）

効果的な森林整備等が行える
よう，事業自体の認知度を高
めるため普及啓発を行ってい
く。

市
民

里山林整備や森
林体験教室など
森づくりににかか
る事業費用の助
成を行う。

荒廃しつつある里山林
の整備を行い，森林の
多面的機能の維持をは
かるとともに，ひいては
市民の森林整備の重要
性や環境保全への理解
を深める。

40,677 4

ハード面，ソ
フト面ともに
助成は所有
者および森
づくり事業を
実施する者
も希望する
ところであ
る。

3

事業の採
択等迅速
に行い，速
やかに事
業実施を行
うことがで
きる。

3

より規模
の大きな
事業を行
うことで，
効果の
見える事
業に取り
組むこと
ができ
る。

4

市として
の森林・
さと山再
生に対
するビ
ジョンが
明確であ
れば，当
然市とし
て取り組
んでいく
べき事業
と考え
る。 4

森林の
持つ機
能の重
要性，環
境への
配慮など
社会的
ニーズは
高い。

4

社会的
ニーズの
高まりと
あわせ，
地元の
里山に
関心を持
つ市民も
多く，本
事業へ
のニーズ
は高い。

22 B
継
続

財源として県
の森づくり県
民税から
100％交付が
ある事業であ
り，制度が存
続する間は，
事業実施の必
要がある。
山の荒廃が進
む中，本来山
林が持つ公益
的機能を発揮
させるために
も，市民への
周知啓発を行
いながら，山
林の整備を実
施することが
必要である。
市民提案によ
り実施する事
業について
は，事業費の
適正な算定や
補助対象基準
を定める等改

有
り

1
8
 

受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

市民提案事
業について
は計画内容
について助
言し，適正
な事業実施
と効果的な
森林整備に
つなげる必
要がある。
また，事業
自体の認知
度を高める
ため普及啓
発を行って
いく。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

33／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴

耕作放棄
地復興取
り組み面
積

a 247 100
耕作放棄地
の復興を取
り組む面積

H
1
9

#VALUE! ⑷
耕作放棄
地解消面
積

a 247 100
耕作放棄地
が解消され
た面積

⑵
H
2
0

12,647 ⑸

⑶
H
2
1

27,750 ⑹

⑴ 工事件数 件 29 7 7
指標数値は
工事件数

H
1
9

2,941,172 ⑷
かんがい
排水事業 件 9 2 2

必要用水量
確保により、
農業経営の
安定化が図
られた。

⑵
H
2
0

5,330,142 ⑸
農道整備
事業 件 12 4 4

農業機械の
搬出入が容
易となり、作
業の省力化
が図られた。

⑶
H
2
1

7,489,571 ⑹
老朽ため
池補強事
業

件 8 1 1

取水施設改
良で維持管
理経費が削
減でき、農業
経営の安定
化が図られ
た。

⑴ 事業調整 回 32 30 28

計画策定に
係る地元協
議や事業実
施における
設計協議、
工事発注後
の工事監理
等

H
1
9

94,250 ⑷ 事業量 ｍ 600 280 200 整備延長

⑵
H
2
0

81,966 ⑸

⑶
H
2
1

79,357 ⑹

⑴ 組織数 地区 11 14 17
協定締結済
活動組織

H
1
9

897,272 ⑷
保全され
た農用地 ha. 469 568 642

協定に含ま
れる農用地
面積

⑵ 協定面積 ha. 469 568 642
協定に含ま
れる農用地
面積

H
2
0

791,785 ⑸

⑶
H
2
1

869,411 ⑹
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

20
農
政
課

耕作放
棄地復
興チャレ
ンジモ
デル事
業（一般
復興）

耕作放棄地を解消するため，
集落や地域等で耕作放棄地
を指定し，その復興を行う自
治組織・生産者団体等の団
体・認定農業者等に対して耕
作放棄地の面積に応じて補助
金を交付する。

本事業により耕作放棄地の復
興が行われ，農地の有効活用
が図られた。ただし，事業要望
件数が少ないため，市民への
周知を図る必要がある。また，
今年度より耕作放棄地対策の
国事業が始まっているため，
事業を区別して実施していく必
要がある。

市
民
ま
た
は
団
体

（
自
治
組
織
，
生
産
者
団
体
等
の
団
体
，
認
定
農

業
者
等

）

耕作放棄地の復
興を行う者に対し
て，再生作業につ
いては耕作放棄
地の面積に応じた
交付金を交付。農
地の圃場整備等
については経費
の１／２の交付金
を交付。

交付金による活動支援
により，耕作放棄地復
興に向けた各種事業を
行いやすくし，耕作放棄
地の解消を図っていく。

3,124 4

耕作放棄地
復興にむけ
た各種事業
を行うには
多額の経費
が必要とさ
れるため，
その資金援
助は重要で
ある。

3

交付金の
単価や交
付対象など
今後の事
業実施状
況を踏ま
え，改善を
行っていく
必要があ
る。

3

耕作放
棄地の
復興を積
極的に進
めるに
は，交付
金単価を
下げるこ
とは望ま
しくない。
ただし，
国の事
業を併用
し，住み
分けを行
うことに
より，該
当件数
が少なく
なると思
われる。

5

農村環
境の保
全，集落
と農地の
維持等，
行政が
関与す
べき課題
であると
考える。

4

耕作放
棄地の
増加は，
集落の
崩壊にも
つながる
問題であ
り，全国
的な課
題となっ
ている。

4

耕作放
棄地増
加の課
題は中
山間地
域である
本市に
おいても
深刻な
課題であ
る。な
お，耕作
放棄地
復興の
取り組み
を進めて
いきたい
という地
域からの
要望が
ある。

23 B
未
実
施

継
続

縮
小

耕作放棄地の
解消には行政
による資金援
助が必要であ
るため，引き
続き本事業を
実施していく必
要がある。た
だし，国事業と
の住み分けに
より，該当件
数が少なくな
ると思われる。 予

算
額

国
事
業
と
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
該
当
件
数
が
少
な
く
な
る
と
思
わ

れ
る
た
め

。

無
し

縮
小

耕作放棄地
の解消のた
め引き続き
本事業を実
施する。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

16
農
政
課

小規模
農業基
盤整備
事業

・施設老朽化・未改良のため、
用水安定確保が困難な地域
の水路改良
・道路幅員狭小による大型農
業機械搬出入の不便さ、砂利
道維持管理労力の軽減及び
農作物荷傷み防止のための
農道改良・舗装
・老朽化のため用水確保が困
難であり、地域防災上危険な
ため池の補強工事　等

これらの施設改良を実施する
ことで、農業の近代化・経営安
定化を図る。

本事業は、生産から販売まで
のシステム構築を図るうえで
欠かせない農業基盤整備事業
であり、事業要望は多い。
しかし、県補助事業であるた
め、広島県の予算縮小に伴い
事業実施箇所が縮小するこ
と、また、事業採択要件が農
業集落法人活動地域に限定さ
れることから、法人設立が困
難な地域への対策が必要とな
る。
今後も事業要望箇所の増加が
予想されるが、老朽度が高く、
事業効果が早期に発揮できる
地域を優先的に事業実施して
いくことが求められる。

農
業
生
産
に
必
要
な
施
設

（
水
路
・
農
道
・
た
め
池
等

）
の
受
益
者

農業施設を使用
する受益者の事
業要望に基づき、
労力軽減・地域防
災効果が発揮で
きる農業用施設
改良工事の実
施。

農業基盤を整備するこ
とにより、農業近代化・
施設管理省力化を図
る。また、農業生産・品
質向上と農業収益の増
加を図る。

37,311 5

維持管理経
費の削減とと
もに、農業の
近代化を図
ることができ
た。

5

地元要望
に対して事
業を実施し
ているた
め、成果が
得られてい
る。

3

地元負
担を伴う
ことから

低限で
の工事を
実施し
た。

4

事業要
望の取り
まとめは
土地改
良区が
行なって
いるが、
品質の
高い施
設構築
の観点
から市が
関与する
必要が
ある。

4

農業関係
者が受益
主体とな
る事業で
あるが、
国土保全
にも関係
してくるた
め、社会
ニーズは
ある。

4

受益者
だけでは
費用負
担が大き
いので、
強く望ま
れる事業
である。

25 B 継
続

継
続

継
続

事業要望も多
く、生産から販
売までの農業
確立を図るうえ
で、ハード面整
備は不可欠で
ある。

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

一定の基準
を設けて整
備をする必
要がある。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

17
農
政
課

新農業
水利シ
ステム
保全対
策事業

既存農業用施設の機能診断
（どこが、どのように壊れてい
て、どのように改善すればよ
いか）を行い、今後の水利用
と管理のあり方（適時・適量を
流すためには、どういった制
御を行い、どのような制御で
流せばよいか）について、管
理計画を策定し、水利関係の
農業用施設（水路・頭首工・た
め池等）の新設・改修を行う。

本事業は、平成21年度で終了
する。
今後においても、農業水利施
設の管理省力化を推進し、攻
める農業への転換を図るとと
もに、生産から販売までのシス
テム構築を図る必要がある。

受
益
者

水利管理保全計
画を基に農家へ
の意向調査等を
実施し、ハード事
業として水利関係
の農業用施設の
新設及び改修を
行う。

水利施設等の状況把握
（農家への意向調査等）
や技術的分析、管理の
省力化等計画の策定を
行い、施設の新設・改修
を行う。

2,459 5

水利システ
ム保全計画
に基づき事
業実施して
いる。

5

水利用の
改善が図ら
れた。

4

既存施
設の改
修が主で
あるた
め、工法
が限定さ
れる。

3

三次市
土地改
良区事
業である
が、地元
調整・県
調整は、
市が行っ
た方が
良い。

4

農業用
施設とは
言いつつ
も、現代
社会に
おいては
混住化
が進み、
生活用
施設にも
なってい
るため、
社会的
に重要な
施設であ
る。

3

農家に
とって水
利関係
施設は
農業経
営にとっ
て も重
要な施
設である
ため、そ
の更新
は極め
て重要で
ある。 24 B 継

続
継
続

終
了

本事業は、平
成21年度で終
了する。

無
し

終
了

効果を検証
し，継続す
る場合は制
度の内容を
検討する。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

19
農
政
課

農地・
水・環境
保全向
上対策

　農地・水・環境の良好な保全
とその質の向上を図る目的
で，将来にわたって農業・農村
の基盤を支え環境の向上を図
る活動
に対して交付金が支給され
る。

①これまでの保全活動に加え
て，施設を長持ちさせながらき
め細かな手入れや，農村の自
然や景観などを守る地域共同
活動
　の実施。
②地域共同活動に加えて，化
学肥料と化学合成農薬の５割
低減等の環境にやさしい農業
に向けた取組みを実施。

　地域ぐるみの共同活動や先
進的な営農活動が将来にわ
たって持続されることをとおし
て，「農地・水・環境保全向上
対策」が有効に機能していくた
めには，担い手が中心となっ
た営農が図られることが必要
である。

農
業
者
だ
け
で
な
く
地
域
住
民

、
自
治
会

、
関
係
団
体
な
ど
幅
広
く

参
加
す
る

活
動
組
織

農地や農業施設
を保全する活動
組織と市とで協定
書を締結。地域に
対し
て草刈や農業用
水の補修などの
共同活動支援並
びに営農活動に
対す
る支援をする。

国土保全の観点から農
地や農業用水等の資源
を守り、維持管理の質を
高める地域共同の取組
みと、
環境保全に向けた先進
的な営農活動を総合的
に支援する。

11,085 4

農業者だけ
でなく地域
住民、自治
会、関係団
体など幅広
く参加する
活動組織に
対して支援
している。

3

地元組織の
活動内容に
係り，技術
的な部分で
の改善の余
地がある。

5

国補事
業であ
り，基準
どおりの
負担であ
る。

5

国補事
業であ
り，基準
どおりで
ある。

5

将来にわ
たって農
業・農村
の基盤を
支え環境
の向上を
図る活動
であり，
化学肥
料・農薬
の５割低
減等の環
境にやさ
しい農業
に向けた
取組みな
どを実施
する。

4

農業者だ
けでなく
地域住
民、自治
会、など
が参加し
ている。

26 B 継
続

継
続

継
続

農村の集落機
能低下を受けて
平成１９年度か
ら新たに事業が
始まったもの
で，農村資源の
保全活動に対
する支援のほ
か，環境に配慮
した農業に取組
むことにより市
民ニーズはある
が，補助対象年
度が平成23年
度までであるた
め，現況以上の
事業規模増加
はかえって農家
の負担になる。

無
し

継
続

取り組み地
区が増加し
たことによ
り，保全さ
れる農地も
増加してい
る。今後は
取り組み効
果の検証が
必要。

予
算
額

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 支援面積 ｈａ 30 244 7,200

国の支援か
ら取り残され
た地域の３
割を
支援面積と
予定

H
1
9

42,442 ⑷ 支援面積 ｈａ 30 244 7,200

国の支援か
ら取り残され
た地域の３
割を
支援面積と
予定

⑵
H
2
0

22,864 ⑸

⑶
H
2
1

2,880 ⑹

⑴ 負担金 千円 21,770 30,946 11,383

県営事業に
係る負担金
負担率
7.114％

H
1
9

1,065 ⑷ 事業費 千円 306,000 435,000 160,000 事業費

⑵
H
2
0

1,046 ⑸

⑶
H
2
1

1,129 ⑹

⑴ 負担金 千円 25,000 37,500 43,000

県営事業に
係る負担金
負担率
10.0％

H
1
9

1,057 ⑷ 事業費 千円 250,000 375,000 430,000 事業費

⑵
H
2
0

1,038 ⑸

⑶
H
2
1

1,034 ⑹

⑴ 延長 ｍ 244 244

平成21年度
採択に向け
た，基礎資
料作成費用
と今後の工
事費コストの
定量化測定

H
1
9

#VALUE! ⑷ 受益面積 ha 21 21

維持・振興が
図られた農
地面積

⑵
H
2
0

11,016 ⑸

⑶
H
2
1

376,602 ⑹

137

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

19
農
政
課

三次市
農村環
境保全
事業

  農地・水路・農道・ため池な
どの農業施設や農村部の住
環境を守る地域づくりの共同
活動団体や個別の小規模農
家を直接
支援することにより，農村地域
の「農地・水・環境」の良好な
保全と質的向上並びに地域
間格差の是正を図ることを目
的として
います。

　高齢化、非農家混住化の進
展の中で，農地・農業施設を
守る取組みは地域コミュニティ
の向上と地域環境並びに国土
保全を図る上で重要な役割を
担っています。よって，本制度
のさらなる周知徹底と活動の
輪を広める必要があります。

中
山
間
直
接
支
払
制
度
及
び
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
に
よ

り
交
付
金

を
受
け
て
い
る
地
域
以
外
の
農
家
等
を
対
象
と
し
ま
す

。

①水路・農道・た
め池の維持管理
②畦畔管理の省
力化
③荒廃農地の復
元
④花木植栽等の
景観向上

「農村環境」をみんなで
支えていくことを目的と
しています。

5,579 4

国・県費の
基準に達し
ない小規模
な事業を対
象にして，
農村の環境
保全の支援
を行ってい
る。

2

きめ細やか
な事業に発
展させる余
地がある。

4

補助対
象は事
業のう
ち、工事
費部分だ
けであ
り、更な
るコスト
削減は
農業者
の意欲を
削ぐ。

2

農地・土
地改良
施設の
維持だけ
でなく、
農村の
環境全
体を保全
するため
には行
政支援
が必要
である。

5

国全体・地
球規模で
の環境保
全を求めら
れている。

5

住民から
の支援要
望は増大
している。

22 B 継
続

継
続

継
続

　これまで受け
継がれてきた
美しい農村の
景観を保全す
るためにも，地
域ぐるみでの
活動を根付か
せることが必
要です。
　農村資源の
保全に対する
支援のほか，
環境に配慮し
た農業に取組
んだ場合の支
援を図る市民
のニーズがあ
ります。
　また，各地域
にある水生昆
虫，植物保護
の推進に資す
るため「環境
保全」項目を
設けており，特
色ある地域の
創造が可能と

無
し

継
続

中山間直接
支払制度及
び農地・水・
環境保全向
上対策地域
以外の農家
等が対象で
必要な事業
である。今
後は取り組
み効果の検
証が必要。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

7
農
政
課

県営広
域営農
団地農
道整備
事業
（備北西
部地区）

小規模な営農集団を連結さ
せ，広域営農団地を形成し，
生産から集出荷に至る流通条
件の整備と農業近代化施設
の有効利用による農産物の
生産性の向上と輸送体系の
改善，特産物の販路拡大を図
ること，また地域の道路網整
備を目的とし，県道木呂田本
郷線（三次市君田町）を起点と
し，主要地方道庄原作木線
（庄原市口和町）を結ぶ総延
長5,962ｍの整備を県が事業
実施主体となり行うことに対し
て負担金の支出を行う。

生産から販売までのシステム
構築を図るうえで，施設配置
の整理，経済効果の算定など
を行い，平成21年の全線開通
に向け利活用方法を再検討す
る必要がある。

市
民

広域営農団地整
備を目的とした道
路網整備

流通条件の整備によ
り，農産物の輸送体系
の確立，販売拡大を図
る。

32,383 5

生産から販
売までと位置
づけた本市
の施策の中
で，道路網の
整備は不可
欠である。

4

事業完了
は平成21
年である
が，路線開
通により輸
送体系の
確立などの
成果が十
分発揮でき
る。

4

建設発
生土の
有効利
用を通
じ，コスト
の削減を
図ってい
る。

4

広域にま
たがる事
業である
ため，関
係者へ
の説明
などがあ
り市が
やった方
がよりよ
くできる。

4

輸送体系
の整備に
より，消
費者の求
める新鮮
な農産物
が出荷で
きるため
社会ニー
ズも高い

4

農産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格も
有し市民
ニーズは
高い。
 
 
 
 

25 B 継
続

継
続

終
了

生産から集出
荷に至る流通
条件の整備に
より，本市の
農産物の生産
性向上につな
がると考える。

事
業
規
模

無
し

終
了

今年度の全
線開通に向
け利活用方
法を再検討
する。
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

15
農
政
課

県営広
域営農
団地農
道整備
事業
（備北南
部地区）

小規模な営農集団を連結さ
せ，広域営農団地を形成し，
生産から集出荷に至る流通条
件の整備と農業近代化施設
の有効利用による農産物の
生産性の向上と輸送体系の
改善，特産物の販路拡大を図
ること，また地域の道路網整
備を目的とし，東酒屋町を起
点とし，下志和地町春木を終
点とする総延長6,646ｍの第１
期整備を県が事業実施主体と
なり行うことに対して負担金の
支出を行う。

生産から販売までのシステム
構築を図るうえで，施設配置
の整理，経済効果の算定など
を行い，平成23年のⅠ期採択
区間供用に向け利活用方法を
再検討する必要がある。

市
民

広域営農団地整
備を目的とした道
路網整備

流通条件の整備によ
り，農産物の輸送体系
の確立，販売拡大を図
る。

38,937 5

生産から販
売までと位
置づけた本
市の施策の
中で，道路
網の整備は
不可欠であ
る。

4

事業完了
は平成31
年である
が，路線開
通により輸
送体系の
確立などの
成果が十
分発揮でき
る。

3

建設発
生土の
有効利
用を通
じ，コスト
の削減を
図ってい
る。

4

広域にま
たがる事
業である
ため，関
係者へ
の説明
などがあ
り市が
やった方
がよりよ
くできる。

5

輸送体
系の整
備によ
り，消費
者の求
める新鮮
な農産
物が出
荷できる
ため社
会ニーズ
も高い

5

農産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格も
有し市民
ニーズは
高い。
 
 
 
 

26 B 継
続

継
続

継
続

生産から集出
荷に至る流通
条件の整備に
より，本市の
農産物の生産
性向上につな
がると考える。

無
し

継
続

計画的に事
業を進め
る。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

20
農
政
課

農道橋
改修事
業

　本事業は，一級河川江の川
を介して三次市作木町（旧作
木村）と島根県邑南町（旧羽
須美村）が接している。邑南町
側にはJR三江線の駅があり，
その作木口駅と江平駅を三国
橋と丹渡橋が県境を結び両地
域を一体化している。。古くか
ら旧作木村と旧羽須美村は経
済圏を一にし生活基盤や農業
生産基盤を共有しあってき
た。三国橋は昭和47年の集中
豪雨災害復旧事業により昭和
49年度に架け替えが行われ，
丹度橋は団体営事業により昭
和51年度に新設架設された。
この間，両橋は平成3年度と
平成6年度に鋼橋であるため
塗装塗替えを行い，旧両村が
共同して維持管理を行ってき
た。現在，先の再塗装から15
年以上が経過し塗装劣化が
顕著となっている。このため，
再塗装を行い両橋が担う良好
な生活環境・農業生産機能・
都市との交流を維持発展させ
るものである

　橋梁のライフサイクルを意識
した塗装工法の検討並びに公
共交通機関を利用した観光な
し園や棚田オーナー制度によ
る都市住民との交流拡大や観
光ルートを作成する必要があ
る。

　
三
国
橋
・
丹
渡
橋
を
利
用
す
る
農
業
生
産
者
及
び
J
R
三
江
線
を
利
用
す
る
市
民
並
び
に
観
光

な
し
園
や
旧
羽
須
美
村
上
田
平
佐
地
区
に
あ
る
棚
田
オ
ー

ナ
ー

制
度
利
用
者
の
安
全
安
心
な
道
路

交
通
網
の
確
立

。

　本道路橋の再
塗装による橋梁劣
化防止を行う。ま
た，大規模地震時
における落橋防
止を図り，洪水時
の河川氾濫防止
を図る。

　本橋利用者の安全安
心な道路網の整備を図
り，定住並びに観光を通
じた都市交流を促進し
活力ある地域の創出を
行う。

2,688 4

　現在，JR
三江線を利
用した都市
と農村の交
流が十分と
はいえな
い。

4

　荒廃農地
も少なから
ずあり，既
存施設の
利用が十
分とはいえ
ない。

4

　橋梁の
ライフサ
イクルコ
ストの精
査と耐震
性能の
妥当性
検討によ
り，事業
コストが
大きく左
右され
る。

5

　管理主
体が地
方自治
体であ
る。ま
た，改修
手法は
確立化さ
れておら
ず高度
な技術
判断が
必要と
なってい
る。

4

　迂回
ルートは
あるが，
約8㎞迂
回する必
要があ
る。

4

　本橋を
利用する
市民は
限定的
である。

25 B
未
実
施

継
続

縮
小

　鋼橋の塗装
替え及び落橋
防止のノウハ
ウは十分には
確立されてお
らず，担当職
員の判断によ
るところが大で
あり，整備水
準決定におい
てコスト縮減
の余地が大き
く左右される。
又，本橋の利
用は荒廃地を
抱えていること
から，荒廃農
地対策も必要
となる。その
他，農村と都
市の交流拡大
に工夫を必要
とする。
　一方，耐震
対策による改
修は，大規模
地震と洪水同

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

整備水準に
ついて，検
証する必要
がある。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

無
し

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

35／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 補助金 千円 4,428 7,801 10,500

市内の各駆
除班への補
助金交付額
有害鳥獣に
よる農作物
被害の増加
に伴い，駆
除活動経費
と駆除頭数

H
1
9

1,404 ⑷

有害鳥獣
駆除頭数
（イノシ
シ・シカ）

頭 379 711 800

駆除活動に
より捕獲され
た有害鳥獣
の数

⑵
H
2
0

1,276 ⑸

⑶
H
2
1

1,245 ⑹

⑴ 広報回数 件 4 4 5

制度周知の
ため，市広
報，ＨＰ，
CATVなどで
の周知回数

H
1
9

4,938,000 ⑷
交付決定
件数 件 8 4 6 補助件数

⑵ 説明会 件 4 2 4

商工会議
所，商工会，
商店街など
団体への説
明回数

H
2
0

2,313,750 ⑸

⑶
パンフ
レット作
成

枚 300 300 300
各窓口，イベ
ントなどで配
布

H
2
1

3,621,200 ⑹

⑴ 社 52 94 120
企業訪問件
数

H
1
9

626,923 ⑷
三次工業
団地企業
立地件数

社 2 1

⑵
H
2
0

180,489 ⑸
三次工業
団地内雇
用人数

人 1,753 1,767 1,651

団地全体の
従業員数の
推移（参考：
みよしハイテ
ク団地自治
会総会資料）

⑶
H
2
1

188,733 ⑹

⑴
情報収集
活動・協
議

社 9 8 13

自治体にお
ける産業集
積の実態調
査と情報交
換，大学や
企業からの
情報収集及
び三次市ア
ドバイザーと

H
1
9

542,222 ⑷
ＩＴビジョン
の策定・
報告

件 4 4 4

⑵
H
2
0

562,250 ⑸
セミナー，
研修会等
の開催数

件 1 1 1

⑶
H
2
1

403,923 ⑹
ＩＴ技術者
の育成
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

16
農
政
課

有害鳥
獣駆除
対策事
業
（駆除班
の活動
支援）

有害鳥獣の駆除活動につい
ては，狩猟免許を有し狩猟登
録を行っている者で構成する
有害鳥獣駆除班に，農家から
の被害届により，市が依頼し
て行う仕組になっている。（市
の代理で活動を実施）
その駆除活動に要する経費
を，市が補助金として交付して
いる。

駆除活動については，猟期で
ない時期に狩猟ができるという
観点でみると，個人の趣味の
部分もあるようにも見えるが，
実際には農家（市民）の要望
により実施するものであり，駆
除班員には肉体的にも金銭的
にもかなりの負担が発生して
いる。
また，駆除班員の高齢化の進
行と後継者不足の状況が深刻
化しており，これへの対応が必
要である。
被害届の増加に伴う出動回数
の増加，駆除活動中の猟犬の
事故，燃料費の上昇等駆除活
動に要する経費は増加してお
り，駆除班からは補助金増額
の要望が強い。
個人で，狩猟免許を取得した
農家から，個人で駆除をしたい
との申し出があり，今年度から
条件を付して許可することと
なった。

三
次
市
内
の
農
家

（
た
だ
し
，
補
助
金
交
付
対
象
者
は
，
駆
除
班

）

有害鳥獣からの
農作物の被害を
防ぐため，市から
駆除班に駆除活
動を依頼する。そ
の駆除活動に要
する経費につい
て，市が補助金を
交付する。

農産物の被害を軽減す
ることで，農家の収入の
確保と農業生産活動の
継続，農地の保全，耕
作放棄地の発生の予防
ができる。

9,956 5

有害鳥獣に
よる被害を
減少するに
は，防護柵
の設置だけ
では鳥獣の
頭数が減ら
ないことか
ら，駆除活
動を行う必
要がある。
駆除活動を
行うには，
狩猟免許等
の資格が必
要であり，
市の職員で
は対応でき
ないため，
有資格者に
駆除経費を
補助するこ
とは目的に
合致してい
る。

4

被害届によ
り駆除活動
を実施する
が，必ず捕
獲できると
は限らない
ため，捕獲
できなかっ
た場合，農
家から不満
が出る。
また，捕獲
できても被
害が続く場
合もあり，
継続した駆
除活動が
必要となる
ケースもあ
る。

5

市が依
頼して実
施する駆
除活動に
ついて
は，駆除
班のボラ
ンティア
的な面も
あり，活
動に要す
る経費に
ついて，
どこまで
市が負
担するか
は検討を
要する。

4

猟期以
外の鳥
獣捕獲
について
は，法律
に基づい
て許可さ
れるもの
であり，
本来農
家からの
被害届を
受けた市
が駆除
活動を実
施するも
のであ
る。

5

有害鳥
獣による
被害が
増加して
おり，農
地以外
にも公
園，道路
等でも発
生してい
る状況で
あるた
め，社会
的ニーズ
も極めて
高いとい
える。

5

被害が
増加して
いること
から，農
業者の
ニーズは
きわめて
高い状
況にあ
る。

28 A
未
実
施

未
実
施

拡
大

有害鳥獣の被
害は，時期や
場所を問わず
発生する傾向
にあり，農地
以外にも水
路，道路，公
園等でも発生
していることか
ら，今後も駆
除の要望は増
加するものと
思われ，駆除
活動の増加に
伴い要する経
費も増加する
と思われる。

予
算
額

無
し

拡
大

有害鳥獣に
よる農作物
被害は増加
しており駆
除依頼は今
後も増加が
予想され，
担当課の記
入にもある
ように活動
費も増加す
ると思われ
る。駆除班
員の高齢
化，後継者
不足への対
応も今後検
討する必要
がある。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

1

)

元
気
な
お
店
づ
く
り
と
に
ぎ
わ
い
の
創
出

16

商
工
観
光
課

空店舗
対策事
業

商店街の中の空店舗（過去に
事業を営んでいた店舗）にお
ける入居者に対し，店舗改装
費の補助を行う。
補助金交付決定方法：審査会
により，交付決定及び補助金
額を決定する。
補助限度額：３００万円
補助率：１／２
20年度実績：4件　8,178円

利用要望，問い合わせが年々
増加している。大型店の進出
により，地元小売業は厳しい
経営環境にあるが，個性や特
色があり誘客力のある店舗を
商店街組合等と協議・検討し，
計画的に募集等を行う必要が
ある。
経費割合や家賃補助などを見
直し，多様な運営形態に対し
対応できるように検討すべきで
ある。

三
次
市
内
の
中
小
企
業
者
，
又
は
市
内
で
新
た
に
事
業
を
開
始
し
よ

う
と
す
る
も
の

改装費の一部を
助成する

商店街の空店舗を解消
し，賑わいの回復と市民
の買物等，日常生活利
便性の向上をはかる。

9,255 5

新規出店者
を支援し空
店舗を解消
することは，
商店街の活
性化に直結
している。

3

上限額及
び補助率
の見直し，
実施場所を
限定するな
どで効果を
集中でき
る。

3

補助金
の上限
額の引き
下げ，補
助率を低
下させ
る，半年
程度の
家賃補
助をする
など補助
対象を拡
大すれ
ば，申請
件数に変
化はない
と考え
る。

4

行政とし
ての課
題である
が，商工
会，商工
会議所
などに事
務委託
は可能
である。

5

市内商
店街の
空店舗
の増加
は着実
に進行し
ており，
対策を行
わなけれ
ば三次
市の商
圏は崩
壊する。

4

市民の
関心は，
年々増
加してお
り，交付
決定件
数も，伸
びてい
る。

24 B 継
続

継
続

継
続

開店起業者の
要望が増加し
ており，制度
が認知されて
きたと考える。
今後は，その
要望にこたえ
る為に，予算
を拡大するだ
けでなく，補助
金上限額，補
助率，初期運
営費を補助対
象する等の見
直しが必要で
ある。

有
り

1
8
 

受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

利用しやす
い制度とし
ての見直し
と，ある程
度地域を限
定とした制
度とするこ
とも検討す
る必要があ
る。
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雇
用
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企
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誘
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や
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支
援

16

企
業
誘
致
課

工場立
地推進
事業

平成20年度後半から顕在化し
た世界同時（金融）不況の影
響を受け，全国的に雇用状況
は一気に悪化した。この流れ
は三次市も例外ではなく，市
民生活の安定を図るため，経
済対策と合わせて，雇用の場
を確保する必要がある。
経済の活性化と安定した雇用
の確保・拡大を図るため，企
業の誘致活動を行う。
特に，平成21年度完成した三
次工業団地Ⅲ期(平地分譲面
積：8.0ｈａ)についての誘致活
動を強力に推し進める。

平成20年度後半から顕在化し
た世界同時（金融）不況により
企業の投資意欲は一気に冷え
込み，また，消費地として急速
に成長を遂げているＢＲＩＣｓ等
海外新興国への工場新設が
進み，国内の企業誘致は残り
少ない枠を自治体間で奪い合
う状況となっている。
このような状況下で新規立地
を進めるためには，企業の動
向にいち早く対応できるような
情報収集や平素からの宣伝・
営業活動が必要である。一
方，立地企業の他地域への流
出を防ぐため，細やかなサー
ビスの実施などにより立地企
業の満足度を高める必要があ
る。
このため，産業，交通，生活環
境など，本市の特色を発信し
ながら，繰り返し粘り強い誘致
活動を進めるとともに，市内立
地企業に対しても企業訪問な
どを通じて状況の掌握とサー
ビスの充実に努める。

市
民
，
企
業

三次工業団地Ⅲ
期を中心に市内
への企業誘致を
進めるため，工業
団地内見会，企
業誘致セミナーの
開催や企業訪問
などによる誘致活
動，県人会等も活
用した人脈ネット
ワークづくり，企
業情報や企業
ニーズに係る情報
収集，情報の発
信及び奨励金の
交付等による企業
支援を行う。

市民の雇用の場が拡大
する。
とりわけ，若年層の安定
就労が促進される。

16,966 4

安定雇用の
増大のため
には就労先
となる企業
の立地拡大
が必要であ
る。製造拠
点の海外移
設を目指す
企業が増加
する中で，
企業誘致に
おける地域
間競争は激
化しており，
本市のセー
ルスポイント
を積極的に
アピールし，
企業誘致に
取り組む必
要がある。

3

企業立地
の新たな受
皿となる三
次工業団
地Ⅲ期が
完成した。

5

積極的な
企業訪
問，三次
工業団
地内見
会や三
次セミ
ナーの開
催等によ
り積極的
にアピー
ルする必
要があ
る。 5

地元自
治体の
産業活
性化に
関して市
が行う事
業であ
る。

5

企業誘
致による
雇用の
拡大は，
事業所
の活動
に伴う経
済効果と
ともに，
人口の
増加・定
住化に
直結し，
これによ
る経済波
及効果も
大きい。

5

企業誘
致は，就
労の場
の確保，
とりわけ
若年層
の就労を
促進する
取り組み
として市
民の期
待が大き
い。
特に不
況下で
就労の
場が減
少してお
り，その
確保に
係るニー
ズは高
い。

27 A
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

企業立地の受
皿となる三次
工業団地（Ⅲ
期）が平成21
年度6月に完
成した。雇用
創出や地域経
済への効果を
高めるため早
期の企業立地
を推進する必
要がある。市
税収入へも影
響するため，
数年間は集中
して取り組む
必要がある。

事
業
規
模

無
し

拡
大

企業誘致
は，就労の
場の確保，
人口増加な
どの施策に
おいて重要
な事業であ
るため，積
極的な企業
誘致活動，
三次のア
ピールを実
施していく
必要があ
る。
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2

)

雇
用
の
拡
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企
業
誘
致
や
起
業
支
援

18

企
業
誘
致
課

構造改
革ＩＴ調
査事業

　ＩＴ産業を中心とした情報通
信関連や電子関連産業の集
積を促進するため，先進地の
事例や動向を調査し，三次市
の実態に合わせたビジョンを
明らかにする。現在立地して
いるＩＴ関連企業や関係機関，
大学と連携し三次市の産業活
性化を図る。
　また，ＩＴ産業を支えるソフト
ウェア技術者や世界で活躍で
きるエンジニアなどの人材育
成を図るための施策や，研修
機関の設置についての研究，
外国人ＩＴ技術者の受け入れ
など推進する。

ＩＴ産業を基軸とした産業集積
をどう進めていくのか，またそ
の具体策はどうなのか検討を
進めてきた中で，一つの形とし
てインドとの交流を基点にＩＴ分
野の新会社が立ち上った。
今後は，この会社が発展をし
ていくための連携を持ち，三次
市の産業の活性化と新たな雇
用や産業の集積を図っていく
ことが重要となってくる。

企
業
，
大
学
，
自
治
体

企業動向の調
査，ＩＴ分野の動向
調査，人材育成
のための対策な
ど総括的な三次
市の産業活性化
に向けた取り組み

三次市の産業に，ＩＴ産
業を基軸とした成長可
能なグローバル産業の
推進を図る。

4,498 4

将来的に三
次市の発展
に寄与する
重要な施
策。

3

市の組織
的なインセ
ンティブが
必要であ
り，動きの
早い取り組
みが求めら
れる。

4

具体的な
動きが進
んでいる
ため，今
後の発
展によっ
ては，予
算が拡
大する可
能性があ
る。

4

一企業
の問題
ではな
く，産業
界や商
工会議
所などと
の連携
が必要
であり，
行政の
支援も必
要であ
る。 4

産業の
活性化
は重要
な施策で
あり，期
待もあ
る。

4

雇用に
直結する
課題な
ので市
民生活
に大きく
関係す
る。

23 B 継
続

継
続

拡
大

この事業の成
果として，新し
い会社が立ち
上がった。雇
用も生まれ今
後の発展によ
れば大きな雇
用と産業の活
性化が図られ
る。これはイン
ドとの交流と
三次市のＩＴ事
業に対する姿
勢が生んだ成
果と言える。
これを基点に
今後は人材育
成などの取り
組みが期待さ
れており，産
業集積につな
がっていく。

事
業
規
模

無
し

継
続

本市の産業
の活性化と
新たな雇用
を実現する
事業であ
り，今後も
人材育成，
企業の設立
につながる
事業を実施
していく。

そ
の
他

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

事
業
規
模

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

36／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 広報回数 件 4 3 4

制度周知の
ため，市広
報，ＨＰ，
CATVなどで
の周知回数

H
1
9

905,250 ⑷
交付決定
件数 件 6 3 6 補助件数

⑵ 説明会 件 4 2 4

商工会議
所，商工会，
商店街など
団体への説
明回数

H
2
0

1,270,000 ⑸

⑶
パンフ
レット作
成

枚 300 300 300
各窓口，イベ
ントなどで配
布

H
2
1

1,629,000 ⑹

⑴
セミナー,
研修会等
の開催数

回 15 17 17

セミナー，
ワーキング
グループ会
議，サロン等
の開催数，
会報の発行
回数，産学
官連携支援
事業支援

H
1
9

159,266 ⑷

マッチン
グによる
新製品，
新技術の
開発事例

件 2 4
新製品の開
発につなが
る

⑵
H
2
0

140,941 ⑸

⑶
H
2
1

145,529 ⑹

⑴ 広報活動 件 1 2
制度の啓
発，周知，広
報活動

H
1
9

⑷ 利用件数 件 4 6 利用件数

⑵
H
2
0

1,292,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,184,000 ⑹

⑴ 広報活動 件 2 4
制度の啓
発，周知，広
報活動

H
1
9

⑷ 利用件数 件 99 100
補助事業利
用件数

⑵
H
2
0

5,364,000 ⑸

⑶
H
2
1

5,592,000 ⑹
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17

商
工
観
光
課

空店舗
チャレン
ジショッ
プ運営
補助事
業

商店街の中の空店舗をチャレ
ンジショップとして運営する商
店街振興組合などに対し，運
営費を補助する。
補助金上限：１店舗１００万円
補助対象：店舗借上げ費，店
舗改修費，光熱水費，運営管
理に要する経費など
20年度実績：3商店街5店舗

利用要望，問い合わせが年々
増加している。大型店の進出
により，地元小売業は厳しい
経営環境にあるが，個性や特
色があり誘客力のある店舗を
商店街組合等と協議・検討し，
計画的に募集等を行う必要が
ある。

商
店
街
振
興
組
合

商店街内で新た
に事業を開始しよ
うとするものに対
し，チャレンジ
ショップを貸し出
す

商店街の空店舗を解消
し，賑わいの回復と市民
の買物等，日常生活利
便性の向上をはかる。

3,810 5

新規出店者
を支援し空
店舗を解消
することは，
商店街の活
性化に直結
している。

3

実施場所を
限定するな
どで効果を
集中でき
る。

4

チャレン
ジショッ
プの運営
を，市が
委託して
いる性格
の補助
金である
ため，
低の必
要経費
の支援
は必要で
ある。 4

行政とし
ての課題
である
が，商工
会，商工
会議所な
どに事務
委託は可
能であ
る。

5

市内商
店街の
空店舗
の増加
は着実
に進行し
ており，
対策を行
わなけれ
ば三次
市の商
圏は崩
壊する。

4

市民の
関心は，
年々増
加してお
り，交付
決定件
数も，伸
びてい
る。

25 B 継
続

継
続

継
続

開店起業者の
要望が増加し
ており，制度
が認知されて
きたと考える。
今後は，その
要望にこたえ
る為に，他の
支援策とあわ
せ出店者への
指導体制の強
化が必要であ
る。 有

り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

定住対策と
しても効果
があるた
め，要望に
こたえられ
るよう事業
を展開して
いく。
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(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

16

企
業
誘
致
課

産学官
連携事
業

産業の振興や地域の活性化
のため，産業界，大学，行政，
地域社会等の連携を強化す
ることにより，大学の有する研
究成果，機能等を活用し，活
力ある地域の再生に貢献す
る。
技術ニーズ（企業）と技術シー
ズ（大学等）のマッチングによ
り，新商品，新技術を創造し
地域経済の活性化に貢献す
る。
市，県立広島大学，三次商工
会議所，三次広域商工会の
連携による，「三次イノベー
ション会議」を中心に事業実
施。

事業者等のシーズと県立広島
大学内の研究シーズの結びつ
けを支援し，新技術・新事業の
創出を図ることを目的に，県立
広島大学との協働による調
査・研究等の活動を支援する
ため，「産学官連携支援事業」
を創設したが，事業費が小額
であり，十分な支援にはなって
いない。

市
民

産学官連携セミ
ナー，何でもサロ
ン，産学官連携事
業報告会の開
催。
会報の発行による
産学官連携機運
の向上。
人材育成に絞り
込んだ第2回目の
企業アンケートを
実施。
ビジネスフェアへ
の参加。

産業界，大学，行政，地
域社会等の連携を強化
することにより，大学の
有する研究成果，機能
等を活用した産業振興
と，地域活性化を進め
る。

2,396 4

産業界，大
学，行政，地
域社会等の
連携に努め
ている。

2

産学の連
携強化によ
り，新技術
の開発の
可能性が
ある。

4

予算的に
は不足し
ている

4

産学に
連携の
体制が
確立する
までは行
政による
後押しが
必要であ
る。

3

新技術・
新製品の
開発は意
識改革を
含め地域
経済の活
性化へ向
けた原動
力となる。

3

新商品
の開発
や新たな
創業によ
り，地域
の雇用
創出や
定住に
つなが
る。
ニーズは
徐々に
高まって
きてい
る。

20 C 継
続

継
続

拡
大

産学の連携に
ついては，会
報の発行や
様々な啓発に
より，年々知ら
れるようになっ
てきている。
今後，産学の
連携をさらに
深めていく活
動が必要であ
る。併せて，企
業の意欲の醸
成が重要であ
る。
また，産学官
連携支援事業
を柱とした活
動を行っていく
うえで，予算の
拡大も重要な
検討課題であ
る。

予
算
額

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

学とのマッ
チングを進
めていくうえ
で，効果の
検証を行
い，事業費
についても
必要に応じ
て見直しを
行う。
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20

商
工
観
光
課

経営革
新・ベン
チャー
企業支
援事業

　補助対象者：①経営革新に
取り組み，経営革新計画を
もった元気で頑張る中小企業
　　　　　　　　　②意欲的なビ
ジネスプランをもった起業者。
　支援内容：信用保証料の一
部助成
　補助率：経営革新　１／２
　　　　　　新規創業　１／１
　上限額：５０万円
H20年度実績：4件　933,755円

制度周知の強化し，経営革
新・新創業に取組む件数を増
やすことが重要であり，そのた
めには，商工会議所・広域商
工会との連携を図っていく。

市
内
企
業
で
，
経
営
革
新
に
取
り
組
む
企
業
及
び
新
た
に
事
業
を
起

こ
す
起
業
者

経営革新や創業
に係る融資を受け
た場合に，信用保
証料の一部を助
成する

中小企業の育成，新規
起業者を創出すること
で，商工業の活性化を
図り，市民の所得の向
上や新たな雇用の創出
につなげる

1,292 4

景気が後退
し，経営環
境が悪化し
ている中
で，新商品
開発や経営
完全等の経
営革新に取
り組む企業
の育成やベ
ンチャー企
業を創出す
るための支
援策として
有効と考え
られる

3

商工会議
所・広域商
工会との連
携で，向上
が図れると
考えられる

4

補助金
の利用
状況をみ
ながら，
上限額
等の検
討を行う

4

信用保
証料を補
助するこ
とで，商
品開発
費や起
業者の
初期投
資を軽減
する

4

厳しい経
営環境
ではある
が，新商
品の開
発，新規
事業へ
取り組
み，経営
の向上を
図る中小
企業を支
援するた
め。ま
た，ベン
チャー企
業の創
出をすす
めるた
め。

3

経営改
善に意
欲的な
中小企
業や起
業者が
増えるこ
とは，所
得の向
上や雇
用の創
出につな
がる

22 B
未
実
施

継
続

継
続

三次商工会議
所，三次広域
商工会等で経
営革新塾など
が開催され，
元気で頑張る
中小企業や創
業者の育成と
併せて，資金
面からの支援
として有効で
ある

無
し

継
続

企業の経営
革新・新創
業への取り
組みを支援
するため，
制度の周知
を図り，推
進していく。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

20

商
工
観
光
課

住宅・店
舗リ
フォーム
資金補
助事業

　住宅・店舗のリフォーム資金
の補助を実施することにより，
既存の住宅・店舗の機能維
持，向上の為実施する。併せ
て市内の建築業者及び関連
産業の景気対策を図る。

　補助金額　：工事費の１０％
（ 高限度額１０万円）
　※21年度は緊急経済対策と
して補助金の限度額を20万円
で実施

　２０年度：99件　10,369,000円

改正建築基準法による住宅着
工戸数の減少や景気の後退
により，市内の建築業は厳し
い環境にある。新たなリフォー
ム工事の掘り起こしにより，本
市経済への波及効果が生ま
れるよう，継続して実施するこ
とが必用である。

市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
ま
た
は
市
内
に
登
記
さ
れ
て
い
る
本
店

ま
た
は
支
店
を
有
す
る
法
人

住宅・店舗のリ
フォーム工事を実
施した場合，その
経費の一部を補
助する

住宅・店舗リフォームの
発注促進。

10,728 4

住宅・店舗
の機能維持
と向上を進
め，併せて
リフォーム
事業による
建築業及び
関連産業の
景気回復を
図る

4

新規リ
フォームの
掘り起こし
直接つなが
るため，建
築業などの
支援が行え
る

3

事業は，
三次商
工会議
所への
委託事
業とし
て，審
査，補助
金交付
等の業
務委託を
実施して
いる

3

原油価
格，資材
の高騰
により，
景気が
後退して
いる。中
小企業
への緊
急経済
対策の
側面が
ある。

4

経営環
境の厳し
い小規
模零細
機からの
要望は
強い。

4

住宅・店
舗のリ
フォーム
工事の
契機とな
るため。

22 B
未
実
施

継
続

継
続

三次商工会議
所の景況調査
においても，建
築業を取り巻く
環境は，厳し
い状況は続い
ている。建築
業は，経済波
及効果の高い
産業であり，
住宅・店舗リ
フォーム事業
により，経済対
策としての本
市経済への波
及効果が期待
できる。

無
し

継
続

事業の効果
を検証しな
がら事業の
内容及び継
続実施を判
断する必要
がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

37／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 広報活動 件 1 3
制度の啓
発，周知，広
報活動

H
1
9

⑷ 利用件数 件 1 10
補助事業利
用企業数

⑵
H
2
0

308,000 ⑸

⑶
H
2
1

931,666 ⑹

⑴
PR活動
（チラシ配
布）

枚数 1,800 1,000 1,800

融資制度の
積極的な利
用促進をは
かるための
PRを実施す
るため。

H
1
9

83,651 ⑷
補助金交
付決定件
数

件 25 44 30

低金利で借
りやすい制
度であること
を企業の方
に認識いた
だいた。

⑵
H
2
0

150,574 ⑸

⑶
H
2
1

83,661 ⑹

⑴ 広報活動 回 2 4 4
H
1
9

⑷
協賛店舗
数 件 79 135 135

⑵
H
2
0

278,500 ⑸
パンプ
レット配
布部数

部 4,500 8,000 8,000

⑶
H
2
1

409,250 ⑹

⑴ 広報活動 件 3 2 3
高校，大学へ
の訪問回数

H
1
9

79,333 ⑷ 配布部数 部 1,000 2,000 2,000 パンフレット

⑵
H
2
0

214,500 ⑸
参加申込
者数 件 63 70 100

就職相談会
等

⑶
H
2
1

161,000 ⑹
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産
業
・
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済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

20

商
工
観
光
課

商工業
販路拡
大支援
事業

　市内企業の企業活動を支援
するため，新商品，新技術等
の販路拡大を目的とした県内
外で開催される見本市・展示
会への出展経費の一部を補
助する。

　補助率：１／２
　上限額：２５万円
　２０年度実績：１件　21,000円

三次商工会議所，三次広域商
工会と連携し，新商品等を見
本市，展示会へ出展する企業
への周知を図る必要がある，

市
内
企
業

販路拡大を目的
に，見本市・展示
会へ，自社製品を
出展する企業の
出展経費の一部
を補助する

販路拡大により，市内
企業の発展を支援し，
所得の向上や雇用等の
創出につなげる

308 4

企業が見本
市・展示会
へ新商品を
出展するこ
とで，販路
拡大の契機
となる。それ
により，企業
収益の伸張
につなが
る。

4

企業の新
商品開発
の意欲を喚
起し，市場
競争力の
強い新商
品の開発
につなが
る。

4

商工会
議所，広
域商工
会との連
携で周知
方法の
改善を図
りたい

2

三次商
工会議
所，三次
広域商
工会の
事業実
施を検討
する余地
がある。

5

経済団
体である
三次商
工会議
所，三次
広域商
工会から
は，中小
企業の
販路拡
大支援
に対する
要望は
強い。 3

市内企
業の企
業活動を
支援する
事業であ
るが，本
市経済
の発展と
商工業
の活性
化施策
に対する
市民
ニーズが
ある。

22 B
未
実
施

継
続

継
続

企業が県内外
の見本市・展
示会へ出展す
ることにより，
販路拡大によ
る企業収益の
伸張が期待で
きると同時に，
異業種交流に
よる新たな経
済効果が期待
できる。

無
し

継
続

制度の周知
を図り，利
用を促進す
る。
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産
業
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経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

16

商
工
観
光
課

中小企
業融資
支援制
度設置
事業

市内に主たる事業所を有する
小規模事業，中小企業への
運転，設備資金を固定の低金
利で貸し出しする融資制度を
実施すること
により，地元企業の活性化に
資する。
貸出利率は，各金融機関のプ
ロパー商品より低く借りやす
い条件となっている。
市内５つの金融機関で取り
扱っている。

２０年度実績：小規模事業資
金融資　　　　　　 新規１５件
新規融資金額　５０，０００千
円
　　　　　　　　：中小企業経営
安定資金融資　　新規２９件
新規融資金額　２１０，５００千
円

三次市融資制度について，取
扱金融機関と連携をとりなが
ら，使いやすいより効果の上
がる制度として，小規模事業
者・中小企業者の積極的な活
用促進を図る。この制度の事
業推進により中小企業の活性
化を目指す。
　県融資，国民金融公庫等の
多種の融資制度があり，利用
は横ばいである。 市

内
の
中
小
企
業

金融機関は，預
託金の3倍以上の
額を資金として融
資を行う。

経営基盤の確立に必要
な事業資金を融資し，
企業経営の安定及び向
上，就労の確保等を図
る。

150,574 4

景気回復が
感じられな
い市内の小
企業・中小
企業へ融資
制度を利用
してもらうこ
とにより，中
小企業の経
営安定の繋
がるもので
ある。

4

資金力の
乏しい中小
企業への
融資制度を
設けること
により，融
資を利用
し，積極的
な企業経営
をすること
は商工業
の振興につ
ながる。

5

経費の
ほとんど
は，預託
金である
ので年度
末に入金
される。

4

市内の
商工業
の振興，
発展の
ためには
市が金
融機関と
の融資
内容の
違いを出
し，借り
やすい
制度を設
け斡旋
すること
が，今後
も行政と
して重要
である。

5

わが国
の経済
状況は，
回復して
いると言
われてい
るが，こ
こ県北の
経済状
況は依
然として
厳しいも
のがあ
り，景気
の回復
が感じら
れない状
況であ
る。この
ような状
況のも
と，企業
の経営
存続の
ために
は，社会
的ニーズ

4

本市に
おいても
既存企
業の経
営存続，
企業発
展のた
めの支
援の必
要性は
市民から
も高まっ
ている。

26 B 継
続

継
続

継
続

昨年度，景気
が急激に悪化
したため融資
件数，額とも
大幅に増加し
た。今後の景
気の状況に
よっては更に
拡大することも
予想され，事
業規模の拡大
など検討が必
要である。 無

し
継
続

景気の状
況，ニーズ
に応じて制
度の見直し
が必要であ
る。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

19

地
域
振
興
課

ヤングラ
イフ快
適事業

U・I・Ｊターン等で転入した若
者に対して，「新たに三次に来
た若者を応援していこう」とい
う趣旨に賛同する小売店や飲
食店，スーツ・文化施設等に
協力により，割引特典のつい
たヤングライフカードを作成，
配布する。
　また，一人暮らしを行う上で
生活に役立つ情報（小売店，
飲食店，医療機関，レジャー
施設など）をまとめたマップを
作成し，転入者が安心して暮
らせ，地元の消費につながる
便利なツールを作成する。

平成20年度実績：協賛店135
店舗　配布部数8000部

若者の求める情報の提供と若
者の生活を応援する協賛店の
拡大

市
内
在
住
の
1
8
～
3
0
歳
の
若
者

若
者
を
支
援
す
る
店
舗
等

若者へ情報誌を
提供する

三次市へ就職，就学等
で新たに生活をはじめ
る若者や市内在住の若
者を応援することで，若
者の定住を図ると同時
に，市内中小企業の利
用促進を行う。

1,114 4

若者向けの
情報誌が発
行されてい
なかったた
め，若者向
けの情報量
が少ないた
め

4

各分野の
情報量が
少ない

3

三次商
工会議
所，三次
広域商
工会で実
施すれ
ば，協賛
店の確
保が行い
やすい。

3

事業が
定着す
れば，三
次商工
会議所，
三次広
域商工
会，民間
業者等
へ委託
すること
も検討す
べきであ
る。 4

若者へ
向けの
情報提
供は，
様々な
媒体に
よって情
報が提
供されて
いるが，
冊子によ
る情報提
供は少
ないた
め，必要
性はあ
る。

4

新たに三
次暮らし
を始めた
若者から
のニーズ
は高い。

22 B
未
実
施

継
続

継
続

若者向けの情
報提供であ
り，今後も継
続して実施す
る必要があ
る。

無
し

継
続

協賛店も増
加しており，
今後も継続
して実施
し，若者へ
向けた情報
提供を充実
させる必要
がある。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

19

商
工
観
光
課

就活サ
ポート事
業

　進学等で三次を離れた学生
等に，就職時までに定期的に
企業情報を提供する。
　三次市雇用労働対策協議
会にホームページ「就活ネッ
ト」を構築し，
平成20年度事業実績：登録者
77人　　発送回数2回　　7・2
月及び登録時

市内高校の卒業予定者，県内
21大学の三次市出身の学生
に，高校，大学を訪問し，参加
申込書を配布した。
学生の希望職種に適する企業
が少ないことが課題である。

進
学
等
で
三
次
を
離
れ
た
学
生
等

市内企業のガイド
ブック，就職相談
会，ジョブカフェ
MIYOSHI等の開
催案内の送付

三次への就職を希望す
る学生に市内企業の雇
用関連情報を提供する
ことで，若者の流出を防
ぎ，三次市への転入者
を増やす。

429 4

三次市の企
業情報等を
定期的に送
付すること
で，帰三意
識の高揚と
三次市の企
業が就職時
の選択肢の
一つにな
る。

3

三次市の
企業情報，
雇用関連
情報が希
薄な学生に
とって，積
極的に情
報を提供す
ることは，
有効な雇用
労働施策で
ある。

4

参加申
込書の
印刷経
費と人件
費が大
半であ
る。

4

事業へ
の登録
登録に
際して
は，学生
の個人
情報を扱
うことと，
帰三促
進の視
点から，
行政とし
て積極
的に取り
組む事
業であ
る。

4

企業の
人材確
保の視
点から
は，中小
企業の
活性化
につなが
り，帰三
促進の
視点から
は，三次
市の活
力につな
がるもの
である。

4

若者の
流出を防
ぎ，若者
を三次へ
呼び戻
す事業で
ある。保
護者から
の申込
み要望も
あり，市
民の関
心は強
い。 23 B

未
実
施

継
続

継
続

三次を進学等
で離れた学生
に，定期的に
企業情報，就
職情報を提供
することは，就
職時の選択肢
となることか
ら，事業は継
続すべきであ
る。

無
し

継
続

定住対策，
帰三意識の
高揚につな
がる事業で
あり，継続
して実施す
べきであ
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
補助制度
の普及啓
発回数

3 2 3

補助制度の
普及啓発回
数は，広く市
民に制度の
周知を図るも
のである。

H
1
9

47,666 ⑷
補助金交
付決定件
数

件 1

補助金交付
決定件数
は，実際に
補助事業が
実施されたこ
とを示すもの
である。

⑵
H
2
0

71,500 ⑸
補助制度
の問い合
わせ件数

件 2 2 3

補助制度の
問い合わせ
件数は，市
民の認知度
の高さと関
心の高さ，新
技術・新製品
の試験研究
への意欲の

⑶
H
2
1

382,333 ⑹

⑴ 広報活動 件 2

制度周知を
進め，利用
者の掘り起
こしを図る

H
1
9

⑷ 申請件数 件 100

⑵
H
2
0

⑸
融資実効
額

千円 20,000

⑶
H
2
1

1,184,000 ⑹

⑴
PR活動
（チラシ配
布）

枚 200 200 200

市広報等の
啓発活動に
より，市民へ
の周知が浸
透してきたた
め，問合せ
が増えてい
る

H
1
9

851,430 ⑷
融資貸出
件数 件 25 21 21

⑵
H
2
0

851,435 ⑸

⑶
H
2
1

851,475 ⑹

⑴ 広報回数 件 4 3 3
市広報，校
長会での事
業紹介

H
1
9

255,500 ⑷
匠伝承事
業実施校 校 6 7 7

匠伝承事業
を実施した
学校数

⑵
H
2
0

364,666 ⑸
匠体験事
業参加者 人 60 490 300

匠体験事業
に参加した
人数

⑶
H
2
1

430,000 ⑹
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

16

商
工
観
光
課

創造的
ビジネ
ス開発
事業

新技術・新製品等の研究開
発，試作等に取り組む創業
者，中小企業者に対し，その
研究開発費，試作費などの事
業費を補助することにより，創
業的ビジネスの促進を図り，
産業の活性化に資する。補助
対象となる事業は，事業者自
らが行う研究開発・試作に限
り，事業費合計が１００万円以
上で，補助限度額は1億円

18年度以降，相談はあるが申
請にはいたっていない。国・県
にも同様の支援制度があるの
で，事業評価を行いながら，創
業者，中小企業者にとって利
用しやすく，より効果の期待で
きる制度を検討する必要があ
る。

三
次
市
内
の
中
小
企
業
者
，
ベ
ン
チ

ャ
ー
企
業
等
，
創
業
を
目
指
し

て
い
る
市
民

積極的な事業の
展開を目指してい
る人に対して,助
成することにより,
市内の経済効果
が上がるよう取り
組んでもらう

研究開発費や試作など
の事業費の助成するこ
とで，創業者の創業支
援，中小企業の新規事
業や経営革新を支援
し，産業の活性化と併
せて雇用の創出を図
る。

143 3

新技術，新
製品，新商
品などの開
発に取り組
む企業等を
支援するこ
とは，市場
に直結して
おり，商工
業の活性
化，雇用の
創出に繋が
るものであ
る。 3

資金力の
乏しい中小
企業の新
技術，新製
品，新商品
などの開発
費の一部を
補助するこ
とは，非常
に有効な商
工業の振
興である。

3

支援策と
しては融
資制度，
利子補
給制度
等コスト
の削減
は考えら
れるが，
資金力
の乏しい
中小企
業の新
技術，新
製品，新
商品など
の開発に
対して，
スムース
な融資は
先ず不可
能である
ため補助
制度とし
ている。

3

産，学，
官連携
強化の
施策に
おいて，
新規産
業の発
掘，振興
に関し
て，行政
として支
援すると
ともに体
制を確立
しておく
ことは，
今後
益々重
要とな
る。

2

新規産
業の創
出に対
する行政
の支援
は，近年
益々そ
の重要
性が高
まる，
産，学，
官連携
の面から
も，現社
会が必
要として
いること
である。
国・県等
でも新産
業・新商
品開発
の支援
があるた
め，市制
度との違
いを明確

2

三次市
において
も，新規
産業の
創出（新
技術，新
製品，新
商品など
の開発）
意欲は
高まって
いるが，
申請の
ための
要件や
補助内
容の
ハードル
が高いた
め，申請
にいたっ
ていな
い。

16 D
未
実
施

未
実
施

廃
止

  実績は，結
果的に無かっ
たが，ものづく
りの視点とし
て，地域の特
色ある農林水
産物，産地の
技術等，地域
産業資源を活
用した中小企
業の事業活動
の支援が必要
である。
産，学，官連
携事業等で新
事業の創出可
能性を協議
し，制度の積
極的利用を進
める。
商工会議所，
商工会等への
周知に努め，
企業の経営革
新を支援する
必要がある。
補助金額を小

有
り

縮
小

制度内容を
検証し，より
利用しやす
い制度とな
るよう改善
する必要が
ある。また，
補助上限額
についても
現行の1億
円を1千万
円程度とす
るよう見直
すべきであ
る。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

21

商
工
観
光
課

小企業
経営改
善資金
利子補
給事業

日本政策金融公庫の小企業
等経営改善資金を利用した企
業に，利子補給金を交付する
ことにより，金利負担を軽減し
ます
融資実行後12ヶ月・24ヶ月後
に利子の１％相当額を補給し
ます。
ただし，20年10月31日～21年
10月31日の期間に借り入れた
融資については，緊急経済対
策として12ヶ月までの利子を
全額補給することとしていま
す。

商工会議所，広域商工会と連
携し，制度の啓発に努める必
要がある。

市
内
の
小
規
模
企
業

小企業等経営改
善資金に係る利
子の補給金を交
付する

小企業の経営の安定を
図り，新規事業展開や
開発につなげる

4

小規模零細
企業のみ利
用でき，経営
改善を目的と
する融資に
対し行う事業
なので，目的
に合致してい
る

4

期間を決め
て利子補給
すること
で，事業主
の事業改
善を促進す
ると考える

4

補助率を
下げる
と，効果
が下がる
と予想さ
れるの
で，削減
余地は
少ない

4

世界的
に景気
が低迷
する中，
企業努
力のみ
での改
善を図れ
る状況と
は考えに
くい

3

厳しい経
営状況を
改善する
ため，融
資に対す
る要望は
大きい

3

利用者
の大半
が個人
事業主
であるた
め

22 B
未
実
施

未
実
施

継
続

過去の実績と
して，利用件
数が1.5倍程度
に増加してお
り，効果が期
待できる。

無
し

継
続

制度の周知
を図るととも
に，効果の
検証も必要
である。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

17

商
工
観
光
課

勤労者
生活安
定支援
事業

市内に勤務，又は居住してい
る勤労者に対して，住宅費建
設関連・教育資金をはじめ冠
婚葬祭費，又は生活を支援す
るための融資
制度を実施することにより，市
内で働く者又は市民に安心し
て生活していただくための融
資制度。
中国労働金庫で取り扱ってい
る。
20年度実績：三次市生活応援
融資制度　新規4件　  融資金
額　　　　1,650千円
　　　　　　　　 三次市提携融
資制度　　　　新規21件　融資
金額　　　26,640千円

三次市提携融資制度・三次市
生活応援融資制度について，
取扱金融機関と連携をとりな
がら，利用しやすいより効果の
上がる制度として市内に勤
務，又は居住している勤労者
の積極的な活用促進を図る。
利用可能な条件を丁寧に説明
するなど，利用者の理解を得
る取組が重要と考える

三
次
市
内
に
勤
務
又
は
居
住
し
て
い
る
勤
労
者

市内に居住する
勤労者に対して生
活するうえで必要
な，資金を融資す
ることでより安定
した生活を送って
いただく。

三次市内に勤務又は居
住している勤労者へ低
利で利用しやすい融資
を行うことで，勤労者の
暮らしや生活の安定を
図る。

170,287 4

市内に居住
している勤
労者が，生
活の支援を
目的に利用
する融資制
度であるた
め，市民の
安心した暮
らしに繋が
るものであ
る。

4

資金が必
要な際，低
金利で融資
が受けられ
安心した生
活ができ
る。

5

周知など
も委託先
が中心に
行ってお
り，市費
のほとん
どは預託
金として
年度末に
入金され
ている

4

市民の
暮らしを
保障する
ために
も，金融
機関との
違いを出
し，借り
やすい
制度を設
け，斡旋
すること
が今後も
行政とし
て重要で
ある。

3

勤労者
の支援と
しての，
低利な
融資制
度の活
用で突
発的な
支出が
あった場
合でも安
定的な
生活が
送ること
が出来る

4

景気が
低迷する
なか，生
活を守る
ための
低利の
融資とし
て，問い
合わせ
件数は
増加して
いる。

24 B 継
続

継
続

継
続

市内に居住し
ている勤労者
にとって，経済
環境の変化に
より本制度の
利用者は増加
すると見込ま
れる。よって，
継続していく必
要はおおいに
ある。

無
し

継
続

勤労者の暮
らしや生活
の安定を図
るために
も，事業を
継続すると
ともに制度
の周知を図
る。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

17

商
工
観
光
課

匠伝承
事業

匠伝承事業補助金
みよしの匠の指導のもと，小
中学校の生徒が技能体験を
行う場合に，補助金を交付す
る。
１校あたり上限：１５万円
対象経費：みよしの匠への謝
礼，技能体験に要する経費な
ど

実施希望校が増えており，選
考基準を明らかにする。

市
民
,

市
内
の
小
中
学
生
等

みよしの匠による
技能体験をおこ
なった場合，補助
金を交付する。

優れた技能に接するこ
とにより，技能のすばら
しさ又は「ものづくり」の
おもしろさを体験し，優
れた技能への感動や
「ものづくり」への関心を
高める。

1,094 4

三次を代表
する技能
を，周知・啓
発につなが
る。

3

学校教育と
の連携方
法を改善
し，全ての
学校で実施
するなど検
討できる。

3

実施回
数の縮
小や認
定数，謝
礼の削
減はでき
るが，削
減しすぎ
れば活
動が停
滞する。

3

小・中学
校の生
徒への
支援が
主である
ため，行
政の関
与が必
要であ
る。

4

団塊の
世代の
退職者
が増加
するなか
で，若年
層のもの
づくりば
なれは
深刻であ
り，職業
意識の
醸成は
急務であ
る。

3

小・中学
校の生
徒への
活動が
主である
ため，一
般的な
ニーズ・
要望は
少ない
が，保護
者，地域
の高齢
者と連携
した事業
展開も見
られる。

20 C
事
業
拡
大

継
続

継
続

単発的な支援
となっているた
め，継続したも
のづくりの啓
発が必要であ
る。
市内全校で，
実施できる方
法を検討す
る。

無
し

縮
小

地元の技能
のすばらし
さ，ものづく
りのおもし
ろさを体験
し，関心を
高めること
につながる
よう，事業
を展開して
いく必要が
ある。

予
算
額

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 広報活動 回 3 4 10

就職キャラバン
隊訪問回数
ジョブカフェの開
催

H
1
9

⑷

⑵
H
2
0

206,000 ⑸

⑶
H
2
1

156,200 ⑹

⑴ 発送回数 1 1
H
1
9

#VALUE! ⑷ 登録者数 人 182 300

⑵
H
2
0

824,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,562,000 ⑹

⑴
PR活動
（チラシ配
布）

枚数 100 100 100

融資制度の
積極的な利
用促進をは
かるための
PRを実施す
るため。

H
1
9

17,640 ⑷
新規融資
件数 件 1

低金利で借
りやすい制
度であること
を企業の方
に認識され，
利用につな
がる。

⑵
H
2
0

12,150 ⑸

⑶
H
2
1

37,210 ⑹

⑴
事業説明
会開催 回 3 5 5

　企業の集
会等を利用
し，事業主を
対象に説明
会を開催や
個別に企業
訪問し，趣旨
を理解を得
る。

H
1
9

303,000 ⑷
登録企業
数 件 5 1 1

⑵
H
2
0

150,400 ⑸

⑶
H
2
1

156,800 ⑹
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

19

地
域
振
興
課

ジョブカ
フェ
MIYOSH
I事業

広島市内で，若年層から団塊
の世代までを対象に，三次市
の雇用関連情報や企業情報
を発信し，企業の人材確保と
同時に，三次市へのU・Iターン
を進め，定住人口の増加を目
指す。市内企業のガイダンス
及び田舎暮らし相談会，三次
市の観光及び特産品のPRを
行う。

三次市内の雇用労働情報に
ついては，三次市雇用労働対
策協議会加盟，48社の企業情
報をガイドブックに掲載し提供
している。昨年は，市内高校の
卒業予定者，県内21大学の三
次市出身の学生に，高校，大
学を訪問し，参加申込書を配
布した。
従業員4人以上の事業所は
116社（2006年：工業統計調
査）と少なく，学生の希望職種
に適する企業が少ないことが
課題である。

三
次
市
へ
の
就
職
・
定
住
を
希
望
す
る
者
及
び
市
内
中
小
企
業
者

企業の求める人
材を確保するた
め，企業ガイダン
スを開催し新規学
卒予定者を含め
た就職希望者と
のマッチングを行
う。併せて三次市
の魅力をPRする。

企業は多様な人材を必
要としており，人材確保
を支援することで，産業
の活性化に資するととも
に若者の流出を防ぎ，
三次市への転入者を増
やす。

824 5

企業の求め
る人材の確
保と就職を
希望する学
生とのマッ
チングによ
り，定住人
口の定着に
つながる事
業である。

5

資金力の
乏しい中小
企業にとっ
て，合同で
企業ガイダ
ンスを開催
し，人材確
保を行うこ
とは有効な
雇用労働
施策であ
る。

4

開催周
知のため
の広告
費，三次
PRの経
費が大
半であ
る。

5

企業の人
材確保を
行政とし
て支援す
ることは，
商工業の
振興と雇
用の拡大
にとって
重要であ
る。

5

製造業に
おいて
は，技術
職の人材
確保が厳
しい状況
にあり，
市内中小
企業から
の要望は
強い。

5

若者の
流出を防
ぎ，若者
を三次へ
呼び戻
す事業で
ある。保
護者から
の申込
み要望も
あり，市
民の関
心は強
い。 29 A

未
実
施

継
続

継
続

参加企業及び
相談者へのア
ンケートでも事
業継続への要
望が強かった
事業である。

無
し

継
続

若者を三次
へ呼び戻す
とともに，元
気な企業の
育成のため
にも継続し
て実施する
必要があ
る。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

20

地
域
振
興
課

帰三促
進事業

　進学等で三次を離れた学生
等に，就職時までに定期的に
企業情報を提供する。
　三次市雇用労働対策協議
会にホームページ「就活ネッ
ト」を構築し，
　平成２０年度事業実績：登録
者数１８２人　　発送回数１回
12月

三次市内の雇用労働情報に
ついては，三次市雇用労働対
策協議会加盟，48社の企業情
報をガイドブックに掲載し提供
している。昨年は，市内高校の
卒業予定者，県内21大学の三
次市出身の学生に，高校，大
学を訪問し，参加申込書を配
布した。
従業員4人以上の事業所は
116社（2006年：工業統計調
査）と少なく，学生の希望職種
に適する企業が少ないことが
課題である。

進
学
等
で
三
次
を
離
れ
た
学
生
等

市内企業のガイド
ブック，就職相談
会，ジョブカフェ
MIYOSHI等の開
催案内の送付

三次への就職を希望す
る学生に市内企業の雇
用関連情報を提供する
ことで，若者の流出を防
ぎ，三次市への転入者
を増やす。

824 5

三次市の企
業情報等を
定期的に送
付すること
で，帰三意識
の高揚と三
次市の企業
が就職時の
選択肢の一
つになる。

5

三次市の
企業情報，
雇用関連
情報が希
薄な学生に
とって，積
極的に情
報を提供す
ることは，
有効な雇用
労働施策で
ある。

4

参加申
込書の
印刷経
費と人件
費が大
半であ
る。

5

事業へ
の登録
登録に
際して
は，学生
の個人
情報を扱
うことと，
帰三促
進の視
点から，
行政とし
て積極
的に取り
組む事
業であ
る。

5

企業の人
材確保の
視点から
は，中小
企業の活
性化につ
ながり，
帰三促進
の視点か
らは，三
次市の活
力につな
がるもの
である。

5

若者の
流出を防
ぎ，若者
を三次へ
呼び戻
す事業で
ある。保
護者から
の申込
み要望も
あり，市
民の関
心は強
い。 29 A

未
実
施

未
実
施

拡
大

三次を進学等
で離れた学生
に，定期的に
企業情報，就
職情報を提供
することは，就
職時の選択し
となることか
ら，事業は継
続すべきであ
る。

無
し

継
続

若者を三次
へ呼び戻す
とともに，元
気な企業の
育成のため
にも継続し
て実施する
必要があ
る。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

16

商
工
観
光
課

創業支
援等融
資事業

市内で新たに創業するまた
は，創業後１年以内の事業主
に対する融資制度を実施し，
創業を支援し地元企業の活性
化に資する。
貸出利率は，各金融機関のプ
ロパー商品より低く借りやす
い条件となっている。
市内５つの金融機関で取り
扱っている。

２０年度実績：新規０件
　　　　　　　　　継続１件　融資
残額　８０６千円

取扱金融機関と連携をとりな
がら，使いやすいより効果の
上がる制度として，積極的な活
用促進を図る。
　県融資，国民金融公庫等の
多種の融資制度があり，利用
が停滞している。

市
内
で
新
た
に
創
業
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
創
業
後
1
年
未
満

の
中
小
企
業
者

金融機関が企業
に低利な融資を
行ない。市は融資
額の半額を預託
する。

必要な事業資金を供給
することにより，その創
業を支援する。

1,215 4

経営の安定
していない
創業者へ融
資制度を利
用してもらう
ことにより，
経営の安定
に繋がるも
のである。

4

資金力の
乏しい創業
者に対し，
融資制度を
設けること
で，資金の
調達を容易
にすること
につなが
る。

5

経費の
ほとんど
は，預託
金である
ので年度
末に入金
される。

4

商工業
の振興，
発展の
ために
は，金融
機関と協
議し，借
りやすい
制度を設
け斡旋
すること
が，今後
も行政と
して重要
である。

5

厳しい景
気の状
況のな
か，新規
創業を目
指し資金
を調達す
ることは
非常に
困難であ
る。やる
気やアイ
デアのあ
る新規創
業を後押
ししする
ことは，
経済活
動を発展
させてい
くために
も重要で
ある。

3

新規創
業のた
めの相
談は，増
加してい
るが，融
資につい
ては，金
融機関
中心であ
る。潜在
的な需
要はある
と考えら
れる。

25 B
未
実
施

未
実
施

継
続

国・県の制度
に準じて融資
条件を，検討
すべきと考え
る。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

制度内容を
検証し，より
利用しやす
い制度とな
るよう改善
も必要であ
る。
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こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

19

育
児
支
援
課

ワーク・
ライフ・
バランス
の推進
に関す
ること

働きながら安心して子どもを
生み育てられるよう，「子育
て」と「仕事」が両立できる環
境づくりを目指し，企業への子
育て支援を進める。
そのため，子育て支援推進企
業登録を行った企業に対し
て，託児所等の整備，育児休
業の従業員への賃金に対して
助成する。

前年度の登録企業数は1件。

　地域や企業が一体となって
取組んでいく必要があるととも
に，　中小企業が多い中で，企
業が子育て支援に取り組む意
識改革に向けて，周知していく
必要がある

市
内
に
本
社
又
は
事
業
所
を
置
く
企
業

子育て支援推進
企業登録を行った
企業に対して，託
児所等の整備，
育児休業の従業
員への賃金に対
して助成する。

仕事と子育ての両立し
やすい職場環境づくり
を，企業に積極的に取り
組んでもらう。

752 5

　子育て支
援事業の説
明会等を行
い，企業登
録を行って
いただくこと
で　　企業内
の子育てに
関する支援
が充実し，
就業員が安
心して子育
てしながら
働くことがで
きるようにな
る

3

　子どもを
安心して産
み育ててい
くために果
たす事業の
役割は大き
く、事業の
推進を積極
的に行う必
要がある

4

事業の
PRの為
に，チラ
シ等の印
刷製本
費は必
要であ
り，コスト
削減余
地は小さ
い

5

事業主
や労働
者の子
育てに対
する意識
が醸成
するまで
は，市が
行うべき
である

5

共働き家
庭が増
えてお
り，子育
て支援を
推進する
企業職
場環境を
強く求め
られてい
る

4

特に共
働き家庭
では，子
育て支
援を推進
する職場
環境を強
く求めら
れている

26 B 継
続

終
了

継
続

市内企業に働
く市民の，子
育てと仕事の
両立しやすい
環境づくりを推
進していくため
には，行政と
企業が一体と
なって取り組
む必要があ
り，今後も意
識改革に向け
た支援を引き
続き行う必要
がある。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

継
続

市内の企業
に仕事と子
育てが両立
できる環境
づくりを推
進するた
め，企業へ
の子育て支
援と，企業
の意識改革
に向けた取
り組みを検
討する必要
がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

40／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
チラシ配
布数 枚 43,000 46,000 46,000

環境フェスタ
周知チラシ
配布枚数

H
1
9

114 ⑷ 来場者数 680 750 800

環境フェスタ
への来場者
数

⑵
H
2
0

111 ⑸

⑶
H
2
1

113 ⑹

⑴
環境審議
会開催回
数

回 1 2 1
環境審議会
開催回数

H
1
9

692,000 ⑷
審議事項
の答申・
承認割合

％ 100 100 未定

諮問・変更承
認事項承認
割合

⑵
H
2
0

102,000 ⑸

⑶
H
2
1

278,000 ⑹

⑴

不法投棄
防止パト
ロール走
行距離

ｋｍ 5,804 6,779

市内全域を
巡回すること
により不法
投棄の抑
止。

H
1
9

#VALUE! ⑷
不法投棄
物回収量 ㎏ 580 352

軽微なポイ
捨てを即時
回収すること
による誘発
の防止。

⑵
H
2
0

2,516 ⑸

⑶
H
2
1

4,417 ⑹

⑴
学校版環
境ＩＳＯ実
践校数

校 6 10 14
実践校が
年々増加し
ている。

H
1
9

114,000 ⑷

学校版環
境ＩＳＯを
実践する
児童・生
徒数

人 234 695 917

実践校の増
加に伴い，
児童・生徒数
も増加してい
る。

⑵
H
2
0

75,500 ⑸

⑶
H
2
1

69,285 ⑹
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

16

環
境
政
策
課

環境ク
リーン
フェスタ

　三次市かいてき環境保全条
例に基づき，「三次市かいてき
環境の日」による周知活動の
一環として，三次市環境大
賞，環境ポスターの優秀作品
に対する表彰や，学校の環境
活動の発表などを実施した。

三次市かいてき環境保全条例
では「かいてき環境の日」を市
民参加の環境活動を実施する
日と定め，市民・地域・市が連
携し具体的な取組を行うことを
求めている。
環境にやさしい生活について
の学習の場となり得る企画を
実施するとともに，高まりつつ
ある市民の環境意識に，市民
一人ひとりが環境を守るため
行動する機会となるよう取り組
む必要がある。 市

民

作品募集，環境
大賞の表彰，環
境負荷を低減す
る機器等の展示
などによる市民の
環境意識の向上
を図る。

環境に対する意識の向
上による日常における
環境負荷低減の取組の
実施。

5,129 3

環境問題は
継続的課題
であり，来
場者の環境
意識を高め
ることは，環
境保全に取
り組むうえで
効果が高
い。

3

環境問題
への対策
は，一人ひ
とりが環境
にやさしい
生活方法を
実践するこ
とが必要で
あり，市民
の環境意
識の向上
につながる
よう「かいて
き環境の
日」の取組
が市民に
とって参加
しやすい内
容とする必
要がある。

4

コストの
多くが人
件費であ
りコスト
の削減
余地は
少ない。

5

　三次市
かいてき
環境保
全条例
において
「かいて
き環境の
日」に市
は市民
参加の
環境活
動を実施
するもの
と規定さ
れてい
る。

4

地球温
暖化防
止など環
境問題
解決に
向け，環
境意識
の向上を
目的とす
る本事業
の社会
的ニーズ
は高い。

4

地球温
暖化など
に対する
環境意
識が高
まってい
る中で，
市民
ニーズは
高いと考
えられ
る。

23 B 継
続

継
続

継
続

地球温暖化対
策など環境問
題の解決のた
めには，一人
ひとりが日常
生活の中で環
境負荷の低減
に務める必要
があり，環境
意識の向上を
目的とする本
事業の必要性
は高いと考え
る。

無
し

継
続

環境に対す
る意識は高
まりつつあ
る。さらなる
環境意識の
向上の場，
行動する
きっかけと
なるイベント
になるよう
効果的な手
法，企画を
していく必
要がある。
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

16

環
境
政
策
課

環境審
議会に
関する
事務

環境の保全に関し学識経験
のある者を含む１３名の委員
で構成する審議会を設置し，
市域における環境の保全に関
して、基本的事項を調査・審
議を受けている。

地球環境問題の解決に向けて
は市民生活においても一定程
度の負担が必要となる。市民
の環境意識も高まっており，施
策立案段階においては，市民
代表者及び学識経験者による
審議を受け，地域環境保全に
向けた効果的な施策を実施し
ていく必要がある。

市
民

（
環
境
審
議
会
委
員

）

環境調査結果，
環境保全施策等
に対する審議を受
ける。

環境審議会での審議，
意見具申を受け，市民
の意見を反映した環境
保全施策を実施する。

204 4

環境問題は
市民全体の
課題であ
り，市民代
表者及び学
識経験者に
市の環境に
ついての現
状を提示
し，審議を
受けること
は目的に合
致している。

3

市民の声を
施策に反
映するた
め，環境に
関する課題
を委員と共
有していく
必要があ
る。

4

人件費
がほとん
どであ
り，コスト
の削減
余地は
少ない。

5

環境審
議会は
市域の
環境保
全に関
する調
査・審議
をする機
関として
市が設
置したも
のであ
り，市の
関与が
必要であ
る。

4

環境保全
に関し，市
民の意見
を施策に
反映する
機関として
ニーズは
高い。

4

環境保
全に関
し，市民
の意見を
施策に
反映する
機関とし
てニーズ
は高い。

24 B
現
状
維
持

未
実
施

継
続

地球温暖化対
策など環境問
題の解決のた
めには，一人ひ
とりが日常生活
の中で環境負
荷の低減に務
める必要があ
り，環境保全に
対する施策等
の調査・審議を
する機関を運営
する本事務の
必要性は高いと
考える。

無
し

継
続

審議会にお
いて積極的
な意見をい
ただき，常
に見直しを
進める。
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

20

環
境
政
策
課

不法投
棄防止
対策パ
トロール
事業

不法投棄の未然防止，早期
発見，早期対応を図るため，
市内全域を対象に不法投棄
多発地域を重点的に巡回パト
ロールを行うとともに，市民，
行政が一体となり不法投棄の
監視，啓発活動を行うことによ
り，街の美観を保全し，安全で
安心なまちづくりを行う。
平成20年度については2月・3
月のみ実施しています。

軽微なポイ捨てに付いては早
急に回収し誘発を防止する。
市管理地・市道以外の不法投
棄及び多量の不法投棄につい
ては，地権者との協議調整
等，また，人員・機材も必要で
ある。

不
法
投
棄
者

車両への啓発看
板表示及び赤色
回転灯の設置に
よる巡回パトロー
ル。
軽微なポイ捨てに
ついては即時回
収。

環境保全に意識を持
ち，不法投棄を「しない・
させない・許さない」の
環境力を築く。

14,605 5

本事業は不
法投棄防止
パトロール
を行うことに
より不法投
棄の未然防
止，啓発活
動を目的と
し，市民に
分かりやす
い事業であ
る。

3

不法投棄
多発地帯を
重点的に
パトロール
する事によ
り不法投棄
者への意
識改革につ
ながる。夜
間のパト
ロールが未
実施であり
時間を変え
てのパト
ロールがよ
り効果的で
ある。

3

効率の
良い回収
方法によ
るコスト
削減余
地があ
る。

3

自治会
等で防
犯パト
ロールを
行うとき
不法投
棄も合わ
せて行う
地区もあ
るが行政
が連携し
て取り組
むことが
より効果
的であ
る。

5

不法投
棄は美
観を損な
うだけで
なく街の
治安も損
なう恐れ
があり社
会的
ニーズが
極めて
高い。

5

市民の
不法投
棄を無く
したいと
いうニー
ズは高く
不法投
棄防止
パトロー
ルを行う
事で未
然防止
につなが
り推進が
必要。

24 B
未
実
施

未
実
施

継
続

市民の関心も
高く，パトロー
ルの要望も多
数ある。

無
し

継
続

パトロール
の実施につ
いては，庁
内の協力体
制の構築も
必要である
が，市内全
域をパト
ロールする
には，自治
会との連携
や，不法投
棄を「しな
い・させな
い・許さな
い」といった
意識の醸成
への取り組
みも必要。
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

18

環
境
政
策
課

三次市
学校版
ISO140
01推進
事業

　児童・生徒の環境意識向上
をめざして，市において独自
の基準を設け，環境活動に取
り組んでいる小・中学校を認
定する。

　小・中学校39校（平成21年度
４月現在）のうち，10校が認定
校となっている。今後全小・中
学校で三次市学校版環境ＩＳＯ
が実践されるよう継続して取り
組む必要がある。

市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
及
び
教
職
員

小・中学校から提
出された計画につ
いて，各年度の活
動内容を審査し，
基準を満たした
小・中学校を「三
次市学校版環境Ｉ
ＳＯ認定校」として
認定する。

学校の環境活動を促進
し児童・生徒の環境意
識の醸成を図るととも
に，家庭・地域における
環境意識の向上を図
る。

755 5

環境問題は
継続的課題
であり，未
来を担う児
童・生徒の
環境意識を
高めること
は，環境保
全に取り組
むうえで効
果が高い。

3

　実践校が
少数に留
まってお
り，引き続
き制度の周
知に努める
必要があ
る。

4

直接的な
経費負
担はほと
んどなく
コストの
削減余
地は少な
い。

4

　学校の
環境活
動を第三
者として
評価する
ものであ
り，市に
おいて実
施した方
が公平
性の観
点から適
当と考え
る。 4

地球温
暖化防
止など環
境問題
解決に
向け，児
童・生徒
の環境
意識の
向上を目
的とする
本事業
の社会
的ニーズ
は高い。

4

学校の
環境活
動を通じ
て児童・
生徒の
環境意
識が向
上するこ
とは家
庭・地域
において
も有益で
あり，市
民ニーズ
は高いと
考えられ
る。

24 B
未
実
施

拡
大

継
続

将来を担う子ども
たちの環境保全
意識を向上させる
ことは，地球温暖
化など環境問題
解決に向け効果
が高い。

無
し

継
続

教育委員会
と連携し，
小・中学校
での三次市
学校版環境
ＩＳＯの実践
を推進して
いくことが
必要。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

無
し

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

41／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
登録範囲
の職員数 人 599 599 599

ISO14001活
動を通じて，
職員の環境
保全意識の
浸透に寄与
する。

H
1
9

8,222 ⑷

家庭版環
境ＩＳＯ登
録世帯数
（市職員）

世帯 85 87 100

⑵
H
2
0

5,552 ⑸

⑶
H
2
1

4,170 ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 92 107 120

生ごみ処理
機の購入費
に対する補
助金交付件
数

H
1
9

34,239 ⑷

本事業で
補助金交
付を受け
た生ごみ
処理機器
によって
減量され
た生ごみ
の量

ｔ 23 27 31

１台あたりの
1日平均処理
能力697.8ｇ
で計算

⑵
H
2
0

28,317 ⑸

⑶
H
2
1

27,733 ⑹

⑴
実施店舗
数

店舗 411 429 450

　三次市認
定ノー包装
運動協力店
舗数

H
1
9

7,523 ⑷
レジ袋削
減枚数 枚 851,806 1,414,150 1,500,000

　平成20年
度レジ袋削
減枚数

⑵

ポイント
カード・ポ
スター配
布数

枚 61,166 50,995 60,000

　協力店へ
配布したポイ
ントカード・ポ
スターの内
訳：ポイント
カード50,960
枚，ポスター
35枚

H
2
0

12,962 ⑸

⑶
スタンプ・
のぼり旗
配布数

本 178 206 60

　協力店へ
配布したスタ
ンプ・のぼり
旗の内訳：ス
タンプ161
本，のぼり旗
45本

H
2
1

16,917 ⑹

⑴
参加住民
自治組織

団体 12 18 19
住民自治組
織１９団体全
ての参加

H
1
9

224,083 ⑷
廃食油回
収量 ℓ 1,290 5,913 6,000

一般家庭か
らの１年間の
廃食油の回
収量

⑵
H
2
0

177,888 ⑸
廃割りば
し回収量 ｋｇ 123 261 400

一般家庭か
らの１年間の
廃割りばしの
回収量

⑶
H
2
1

195,052 ⑹
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

16

環
境
政
策
課

ISO140
01推進
事業

三次市環境基本計画に基づ
き，市の事務事業において生
じる環境負荷を低減し，環境
保全施策を継続的に行う。
平成18年度から，市民病院部
及び学校・保育所施設を除く
全部署を登録範囲としてい
る。
また，日常生活における環境
負荷低減の取組として，三次
市家庭版環境ＩＳＯ事業があ
り，市職員の同制度への登録
を推進している。なお，家庭版
環境ＩＳＯ制度については，市
ＨＰ，「なるほど三次出前講
座」等を通じて，市民への周
知を図っている。

　京都議定書の約束期間に入
り，地方自治体においても地
球温暖化対策の率先的な取
組が求められており，ＩＳＯ
14001の規格に基づく組織的
な環境負荷低減の取組を継続
する必要がある。

市
の
組
織
の
職
員

（
市
民
病
院
部
及
び
学
校
・
保
育
所
施
設
を
除

く

）

①マニュアル・シ
ステム文書の構
築
②計画策定（環境
側面調査，目的
及び目標設定）
③実施及び運用
（体制及び責任・
職員研修・運用管
理）
④点検及び是正
（内部環境監査・
外部審査）
⑤計画の見直し

オフィス活動や事業活
動を環境保全対策の観
点から継続的に見直
し，改善することにより
市の事務事業から生じ
る環境負荷を低減す
る。

3,326 4

市の組織の
事業活動に
よる環境負
荷が低減さ
れるととも
に，市民の
環境意識向
上に向けた
啓発効果が
ある。

3

環境マネジ
メントシス
テムの取組
方法の工
夫によっ
て，職員の
環境意識を
一層向上で
きる余地が
ある。

4

直接的な
経費負
担審査
手数料
のみであ
り，コスト
削減の
余地はな
い。

5

三次市
役所とい
う事業所
が国際
規格の
認証を受
けるもの
である。

4

地球温
暖化防
止など環
境問題
解決に
向け地
方自治
体は率
先して取
り組むこ
とが求め
られてお
り，社会
的ニーズ
は高い。

3

環境マネ
ジメント
システム
を取得す
る民間事
業所も少
なくなっ
ており，
地方自
治体の
率先的
取組とし
て参考と
なると考
えられ
る。

23 B 継
続

継
続

継
続

京都議定書の
約束期間に入
り，地方自治
体においても
地球温暖化対
策の率先的な
取組が求めら
れており，ＩＳＯ
14001の規格
に基づく組織
的な環境負荷
低減の取組を
継続する必要
がある。

無
し

継
続

組織的な環
境負荷低減
の取組を継
続する必要
はある。こ
れまでの取
り組みを検
証するとと
もに，研修
等による職
員の環境意
識の更なる
向上に取り
組む。
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１
環
境
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資
源
循
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(
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ま
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16

環
境
政
策
課

生ごみ
処理機
器購入
補助金

 市民による家庭ごみの自家
処理を推進し，燃やせるごみ
量（生ごみ）の軽減及び,ごみ
の資源化意識の高揚を図るこ
とを目的とし，,生ごみ処理機
器を設置した者に対して，補
助金を交付する。

①補助金交付の対象となった
生ごみ処理機器の，実際の使
用状況のフォロー(設置場所の
確認等)が不十分。
②補助金額および補助率の再
検討(生ごみ処理機器は高性
能になり,高額なものが多く，実
態としてほとんどが1/3程度の
補助となっている現状がある)

市
内
の
全
世
帯

生ごみ処理機器
購入者の申請に
より購入価格の
1/2相当額を助成
する。（その額が2
万円を超えるとき
は，2万円を上限
とする。）

生ごみ自家処理を推進
することによって,ごみの
資源化意識の高揚を図
るとともに，収集・焼却
ごみの減量化により，ご
み処理施設・設備の延
命化につなげていく。

3,030 5

 生ごみの減
量化及びご
みの資源化
意識の高揚
を図ることを
目的とし，今
年度も実施し
ている。
　目的達成へ
の貢献度は
大きいといえ
る。

4

　補助対象
となる生ご
み処理機
（電気式）
の単価も高
くなってお
り，実質１/
２補助に
なっておら
ず，購入の
動機付けと
しては弱く
なってい
る。　その
反面，農地
等利用する
コンポスト
容器が安
値であるこ
とから，購
入後，申請
をされる方
が多く見ら
れる。

3

　他の手
段はな
い。
　むしろ，
補助金
の上限を
あげる手
法も考え
られるが
期待は
少ない。

5

　廃棄物
処理・環
境保全と
いう視点
で捉える
と市が行
うべき業
務と考え
る。
　また，
市が実
施するこ
とにより
行政と市
民の協
働による
廃棄物
減量化
が推進
できる。

5

　環境問
題は地球
規模での
喫緊の課
題であ
り，社会
的関心度
は極めて
高い。

4

　エコロ
ジーに配
慮した生
活スタイ
ルは
徐々に
市民の
間に浸
透しつつ
あり，
ニーズは
高い。

26 B
要
改
善

要
改
善

継
続

　廃棄物の減量
化及び資源の有
効活用は，社会
的にも重要かつ
緊急の課題となっ
ており，本事業は
継続していく必要
があると考える。
　しかしながら，よ
り実効性の高い
制度になるよう利
用者等の実態調
査の結果を活用
し，要綱の見直し
や補助率及び上
限単価の見直し
が必要である。

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

燃やせるご
み量（生ご
み）の軽減
及び,ごみの
資源化意識
の高揚を図
ることは重
要である。
利用者の実
態調査の結
果を活用
し，補助率
等の見直し
を検討す
る。
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18

環
境
政
策
課

買い物
袋持参・
ノー包
装運動
推進事
業

　買い物の際，レジ袋等の包
装を辞退することで，ごみの
減量化を図り、ポイント制の特
典を設けることにより，本事業
の推進を図る。　協力店の利
用を広く推進し，ごみ排出抑
制に対する事業者及び市民
の意識高揚を図り，ごみ減量
化を推進する。レジ袋等の削
減及び簡易包装に協力的な
事業者を「ノー包装運動協力
店」として認定し，店舗名等を
広報することにより，その活動
を支援する。

　協力店舗数やマイバッグ持
参者も増加し，市民の関心も
高くなっている。今後は，ポイ
ント制による環境配慮商品の
交換に頼らない｢買物袋持参・
ノー包装運動｣を定着させるた
め，県が提唱している｢レジ袋
無料配布中止｣へスムーズに
移行できるよう市民への周知・
啓発，事業者への説明を行う
ことが必要である。

　
市
民

　市民が買い物袋
を持参し，レジ袋
等の包装を辞退し
た場合，1回につ
き1ポイント加算
し，ポイント数
（50，100，150）に
応じて三次市指
定ごみ袋等の環
境配慮品(22 品
目）と交換できる
特典を設ける。

　市民は，買い物袋を持
参し，事業者は過剰な
包装をしないことで，レ
ジ袋等のごみ排出を抑
制する。

5,561 4

　本事業は
ごみ減量化
のため，ご
みの排出抑
制を目的と
し，レジ袋等
の包装物の
削減を図る
ものであり，
市民にわか
りやすい事
業である。

4

　強化月間
（11月・2
月）を実施
し，20年8
月より全環
境配慮交
換品が各
支所で交換
できるよう
協力体制を
築いた。そ
のためレジ
袋削減枚
数も約１４１
万枚（前年
度比６６％）
と大幅に増
加するなど
市民の関
心が高まっ
た。

3

　ポイント
制による
特典効
果によ
り，環境
に対する
意識の
高揚を推
進するも
のであ
り，経費
を削減す
れば特
典効果
が薄くな
り，成果
が縮小す
る可能性
がある。
交換品
配布等
の人件
費につい
ては，協
力店に依
頼する等
の方法に

4

　資源循
環型社
会を実現
させるた
め，市
民・事業
者・行政
が連携し
て取り組
むことが
より効果
的であ
る。

4

　廃棄物
の排出
抑制と資
源化は，
現代社
会の重
要な課
題であ
り，社会
的ニーズ
は高い。

4

　市民の
生活環
境を良く
したいと
いうニー
ズは高
く，今後
とも環境
に対する
意識の
向上を地
球規模
での推
進が必
要であ
る。

23 B 継
続

継
続

継
続

市民の関心も
高くなり，減量
化に対する意
識が浸透して
いる。
今後は，ポイ
ント制による環
境配慮商品の
交換に頼らな
い運動を定着
させるため，県
が提唱してい
る｢レジ袋有料
化｣へスムー
ズに移行でき
るよう市民へ
の周知・啓発，
事業者への説
明をしていくこ
とが必要。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

マイバッグ
持参者も増
加し，市民
の関心も高
くなってい
る。今後は
県が提唱す
る｢レジ袋有
料化｣へ向
けた取り組
みも必要で
ある。
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

19

環
境
政
策
課

街角ＥＣ
Ｏステー
ション事
業

　地域との協働により，生活
環境の保全及び公衆衛生の
向上を目的として，地域に根
ざした住民の自主的な環境活
動を支援・育成していくため，
地域の環境保全に取り組む
住民自治組織に対し，助成金
を交付する事業である。

　事業の進展化に伴い，住民
自治組織の活動を定着化さ
せ，環境保全及び公衆衛生の
向上に関しての総合拠点とし
て，地域住民と行政との細や
かなネットワークを構築する。

　
市
民

（
住
民
自
治
組
織

）

 　助成の対象とな
る事業
○不法投棄のパト
ロール　　○環境
アドバイザーの設
置
○ごみ分別学習
会の開催　 ○廃
食油及び廃割り
ばしの回収

　ごみ減量化及び資源
循環型社会へ向けた総
合的な地域環境保全の
意識の高揚を図り，住
民自治組織の活動を定
着化させ，環境保全及
び公衆衛生の向上に関
しての総合拠点とする。

3,202 3

　環境保全
及び公衆衛
生の向上に
関しての総
合拠点づく
りとして，地
域の核であ
る住民自治
組織を対象
として支援
することは，
おおむね目
的に合致し
ている。 3

　助成金の
交付方法
等，この方
法が全てで
はなく，改
善の余地
が少なから
ずあると思
われる。

4

　事務用
品等につ
いては
低限必
要なもの
とする。
また，助
成金の
額につい
ても低く
設定して
あるた
め，コスト
の削減
余地は
小さい。

4

　行政が
取り組む
うえで，
地域の
環境は
自ら守る
という観
点で，組
織活動
の定着
化と環境
問題の
取り組み
につい
て，市が
支援する
ことは妥
当と思わ
れる。

4

　資源の
保護の
みなら
ず，地球
温暖化
防止や
循環型
社会の
実現に
役立つ。

4

　各地域
の環境
保全や
資源循
環型社
会形成
の一環を
担い，地
域の環
境に対
する取り
組みの
推進を行
うことに
より，環
境保全
の意識
の向上
につなが
ることで
市民の
ニーズは
高い。

22 B
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

　将来的には
この事業を発
展させ，ごみ
集積場の整備
事業等も含
め，環境保全
及び公衆衛生
の向上に関し
ての総合拠点
とするため，事
業の拡大が必
要である。

そ
の
他

参
加
組
織
の
拡
大
及
び
事
業
内
容
の
拡
大

。

無
し

拡
大

住民自治組
織や公衆衛
生推進協議
会等と連携
し，全地域
で自主的な
取組となる
よう推進す
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

事
業
規
模

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

42／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
補助金交
付件数 件 － － 100

補助金交付
件数

H
1
9

#VALUE! ⑷

本補助金
を活用し
住宅用太
陽光発電
システム
を導入し
た住宅で
の二酸化
炭素削減

t-CO2 － － 222

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

213,790 ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 － － 20

補助金交付
件数

H
1
9

#VALUE! ⑷

本補助金
を活用し
ペレットス
トーブ等
を購入・
設置した
住宅での
二酸化炭
素削減量

t-CO2 － － 8

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

136,850 ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 21 14 14

補助金交付
件数は,本制
度による市
内の環境衛
生施設整備
の推進度を
示す。　　（７
月３１日現在
の申請件数）

H
1
9

272,714 ⑷

補助金交
付によっ
て整備さ
れた集積
場の利用
世帯

世帯 293 170 206

本制度申請
時の利用世
帯合計は,市
の世帯に占
める改善さ
れた集積場
の利用割合
をしめしてい
る。（７月３１

⑵
H
2
0

387,785 ⑸
補助金交
付総額

千円 1,433 1,118 923

本制度の補
助金交付総
額は,環境衛
生施設改善
に対する市
の貢献度を
示す。（７月３
１日現在の
申請額）

⑶
H
2
1

459,071 ⑹

⑴
更新車両
数 台 3 3 3

計画的に更
新を行ってい
る

H
1
9

4,919,666 ⑷
積載車活
動状況 回 200 200 200

消防ポンプ
積載車がど
の程度活動
しているかの
指数

⑵
H
2
0

4,982,666 ⑸

⑶
H
2
1

5,049,000 ⑹
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

21

環
境
政
策
課

住宅用
太陽光
発電設
備設置
費補助
金

　住宅用太陽光発電システム
を設置する市民に対し，その
必要経費の一部を補助するも
の。

　【補助の内容】
　太陽電池モジュールの公称

大出力1kWあたり3.5万円
（上限4kW　14万円）

　温室効果ガスを発生しない
太陽光エネルギーの活用は地
球温暖化防止の大きな効果が
あるとされているが，住宅用太
陽光発電システムは高価であ
り，設置者のみの負担では普
及が進みにくい状況にある。国
においても補助金を交付し同
システムの急速な普及をめざ
しているが，本市においても本
補助金の交付を継続し，国の
施策との相乗効果により同シ
ステムの普及を促進する必要
がある。

市
民

　温室効果ガスを
発生せず，省エネ
ルギー化に効果
のある太陽光エネ
ルギーの活用を
促進し，地球温暖
化防止を図るた
め，住宅に太陽光
発電システムを設
置する市民に対
し，その設置経費
の一部を補助す
る。

　設置経費を一部補助
することにより，温室効
果ガスを発生せず，省
エネルギー化に効果の
ある太陽光エネルギー
を活用した住宅用太陽
光発電システムの普及
を促進する。

5

住宅用太陽
光発電シス
テムの導入
経費は高価
であり，導
入が進みに
くい状況に
ある。導入
経費の一部
補助により
住宅用太陽
光発電シス
テムの普及
促進を図る
ことは，地球
温暖化対策
という目的
に合致して
いる。

4

国の補助
制度も併用
でき，住宅
用太陽光
発電システ
ムの普及
促進に効
果があると
考えられ
る。

5

直接的な
経費負
担はほと
んどなく，
コスト削
減の余
地はな
い。

5

導入経
費の一
部を市費
で補助す
る制度で
あり，市
でなけれ
ばできな
い。

4

地球温
暖化防
止のた
め，太陽
光エネル
ギー等
二酸化
炭素を排
出しない
新エネル
ギーへ
の転換を
図ること
が必要
であり，
本制度
の社会
的ニーズ
は高いと
考えられ
る。

4

住宅用
太陽光
発電シス
テムの
導入経
費は高
価なた
め，経費
の一部を
補助する
ことによ
り，導入
時の経
費負担を
軽減する
本事業
に対する
ニーズは
高いと考
えられ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

継
続

二酸化炭素を
排出しない太
陽光エネル
ギーへの転換
による地球温
暖化防止を図
るため，住宅
用太陽光発電
システムの普
及によりシス
テムの価格が
一定程度安価
になるまで本
事業を継続実
施する必要が
ある。

無
し

継
続

事業の周知
を図り，住
宅用太陽光
発電システ
ムの普及に
取り組む。
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環
境
政
策
課

ペレット
ストーブ
等設置
補助金

　ペレットストーブ等を購入・設
置する市民に対し，その必要
経費の一部を補助するもの。

　【補助の内容】
　購入・設置費用の１／３（上
限10万円）

　温室効果ガスを発生しない
森林バイオマスエネルギーの
活用は地球温暖化防止に大き
な効果があるとされているが，
同エネルギーを利用するペ
レットーストーブ等は灯油等を
利用する装置に比べ高価であ
り，設置者のみの負担では普
及が進みにくい状況にある。こ
のため，本補助金事業を継続
し，ペレットストーブ等の普及を
促進する必要がある。

市
民

　温室効果ガスを
発生しない森林バ
イオマスエネル
ギーの活用を促
進し，地球温暖化
防止と地域資源
の循環を図るた
め，住宅・事務所
にペレットストーブ
等木材を燃料とす
るストーブ・住宅
用ボイラーを設置
する市民に対し，
その設置経費の
一部を補助する。

　設置経費を一部補助
することにより，温室効
果ガスを発生しない森
林バイオマスエネル
ギーを活用したペレット
ストーブ等の普及を促
進する。

5

森林バイオマ
スエネルギー
を利用するペ
レットストーブ
等の導入経
費は灯油を
利用した装置
に比べ高価
であり，普及
が進みにくい
状況にある。
導入経費を
一部補助す
ることでペ
レットストーブ
等の普及促
進を図ること
は，地球温暖
化対策，地域
資源循環シ
ステムの構
築という目的
に合致してい
る。

4

ペレットス
トーブ等の
導入時の
負担経費を
軽減するこ
とで、ペレッ
トストーブ
等の普及
促進に効
果があると
考えられ
る。

5

直接的な
経費負
担はほと
んどなく，
コスト削
減の余
地はな
い。

5

導入経
費の一
部を市費
で補助す
る制度で
あり，市
でなけれ
ばできな
い。

4

地球温暖
化防止の
ため，森
林バイオ
マスエネ
ルギー等
二酸化炭
素を排出
しない新
エネル
ギーへの
転換を図
ることが
必要であ
り，本制
度の社会
的ニーズ
は高いと
考えられ
る。

4

ペレット
ストーブ
等の導
入経費
は灯油を
使用した
装置に
比べ高
価な状
況にあ
り，経費
の一部を
補助する
ことによ
り導入時
の経費
負担を軽
減する本
事業に
対する
ニーズは
高いと考
えられ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

継
続

地域資源循環
システムを構
築し，二酸化
炭素を排出し
ない太陽光エ
ネルギーへの
転換による地
球温暖化防止
を図るため，ペ
レットストーブ
等が一定程度
の普及するま
で本事業を継
続実施する必
要がある。

無
し

継
続

事業の周知
を図り，ペ
レットストー
ブの普及に
取り組む。
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

16

環
境
政
策
課

一般廃
棄物集
積場整
備事業

市民生活の環境整備として，
一般廃棄物集積場整備に係
る費用の二分の一の補助金
を交付。（限度額：１０万円）
条件：市内のおおむね１０戸
以上が共同で利用するごみ集
積場であること。設置する土
地所有者の承諾が必要。

年度によって，補助金申請の
数が予想できないので，当初
予算で執行できるかが,課題。
今後,ごみ集積場の老朽化が
進み，同時期に補助金申請が
集中する年度があると予想さ
れる。

市
内
の
お
お
む
ね
１
０
戸
以
上
が
共
同
設
置
で
利
用
す
る
環
境
衛
生

施
設
の
利
用
者

。

一集積場あたりの
補助金，施設設
置費用額の二分
一（限度額：１０万
円）の補助金を交
付し市民生活環
境整備を図る。街
の美観を損なわな
いようなごみ集積
場の設置。

集積場を設置することで
廃棄物の飛散防止・周
辺地域の環境美化を促
進。また,収集業務の安
全・迅速化にも繋がる。

5,429 4

市内の一般
廃棄物集積
場を整備す
ることに対し
て補助金を
交付し,環境
衛生施設を
改善する制
度であり,目
的達成への
貢献度は大
きいと言え
る。

4

本制度によ
り集積場整
備が促進さ
れ,廃棄物
の飛散防
止・集積場
周辺及び
街の環境
美化に有
効である。

4

本制度
の補助
対象は,
集積場
本体とそ
の基礎
部分であ
り，それ
以外の
費用が
補助申
請に含ま
れていた
場合は
除外した
金額を対
象として
いる。コ
ストの削
減余地
は小さ
い。ま
た，集積
場の老
朽化の
進行を考
えると削

4

一般廃
棄物の
分別啓
発・回収
は市が
おこなっ
ており，
集積場
整備の
助成も市
が行うべ
きであ
る。

4

生活環
境の整
備は市
民の環
境意識
の高揚
に繋がる
ものであ
り，社会
的ニーズ
が高いと
言える。

4

廃棄物
飛散防
止，周辺
整備に
伴う集積
場の新
設・更
新・修繕
を申請さ
れる団体
等が増
加傾向
にあり,市
民ニーズ
が非常
に高いこ
とがわか
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

継
続

今後，ごみ集
積場の老朽化
が進み，新設・
更新・修繕を
申請される団
体等が増加傾
向にあり，収
集業務の案
全，迅速化に
も繋がり市民
ニーズが非常
に高い。

無
し

継
続

市民生活の
環境整備と
して廃棄物
飛散防止，
収集業務の
安全,迅速
化にもつな
がる事業
で，継続し
て取り組む
必要があ
る。
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
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危
機
管
理
課

消防ポ
ンプ積
載車更
新

消防団のポンプ積載車を配置
年度の古いものから計画的に
更新し，消防力の向上を図
る。消防ポンプ車等１０５台
更新車両３台

今後同一年度のに更新時期
がくる車両が多数あるため，よ
り計画的な更新計画の樹立と
配置車両の見直しが必要であ
る。

市
民

（
地
域
消
防
団
，
地
域
住
民

）

古いホンプ積載車
等を計画的に更
新し，消防力の強
化を図る。

ホンプ積載車の定期的
な更新

14,948 3

火災の際，
地域住民に
安心感をも
たらす。

3

活動拠点
の整備は，
消防団員
の活動の
励みとな
る。

3

ファシリ
テェマネ
イジメント
によりコ
スト削減
余地があ
る。

5

市が行う
べきであ
る。

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

特定地
域の住
民には，
ニーズは
高い。

20 C 継
続

継
続

継
続

計画的な更新
計画の樹立と
配置車両の見
直しが必要で
ある。

無
し

継
続

配置計画を
勘案しなが
ら，計画的
な整備を行
う。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

無
し

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 出動回数 回 24 30 40
注意体制・警
戒体制の出
動回数

H
1
9

683,555 ⑷ 出動回数 回 24 30 40

注意体制・警
戒体制の出
動による災
害防止

⑵
H
2
0

634,555 ⑸

⑶
H
2
1

536,777 ⑹

⑴

操作員
（市職員）
の点検回
数

回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数
継続のた
め，回数に
変更なし

H
1
9

683,555 ⑷

操作員
（市職員）
の点検回
数

回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数
継続のた
め，回数に
変更なし

⑵
H
2
0

634,555 ⑸

⑶
H
2
1

536,777 ⑹

⑴ 設置基数 基 5 5 9
防火水槽の
年間設置基
数

H
1
9

3,840,800 ⑷ 充足率 ％ 61 61 62

市全体の防
火水槽の充
足率

⑵
H
2
0

3,618,200 ⑸

⑶
H
2
1

4,618,333 ⑹

⑴ 7,922 8,023 8,000

旧三次市以
外の設置世
帯数で，受
信機設置数
はほぼ変化
なし
（各年度３月
３１日現在の
旧三次以外

H
1
9

3,098 ⑷
緊急時放
送（火災） 件 14 7 10

火災等の災
害時におい
て緊急に放
送を行う回
数

⑵
H
2
0

2,482 ⑸

⑶
H
2
1

2,704 ⑹
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16

危
機
管
理
課

水防事
務

気象情報（各注意報・各警報
等）に基づいて，水防の注意
体制・警戒体制として職員を
配置させ，情報を早期収集す
ることにより，早期対応し浸水
被害の未然防止とともに軽減
を図る。また，国・県から委託
を受けた河川樋門や市管理
の河川樋門について操作員
への出動及び定期点検等の
指示・管理等を行うとともに，
委託料の請求及び操作員へ
の賃金支給事務を行う。さら
に，気象情報やダム放流情報
など各関係機関からの水防情
報の収集及び対応を行う。
　20年度において，大雨・洪水
注意報等に基づく注意体制を
27回配置し，大雨・洪水警報
に基づく警戒体制を3回配置し
た。

水防体制の配置に当たって
は，気象予警報に基づき行っ
ているが，とりわけ，注意報発
令の回数が多く注意体制に伴
う時間外手当の経費が多くか
かる。また，国及び県から委託
を受けている樋門操作員につ
いて，高齢化が進み操作員の
確保が困難な状況となってい
るため，国土交通省及び県に
おいて自動式樋門への移行
や，業者への委託を検討する
必要がある。また，河川改修
等の事業を推進するため，水
防業務は建設部局で取り組む
ことが望ましいと考える。

市
民
を
対
象

。

集中豪雨や台風
被害などの水害
から市民の生命と
財産を未然に守
り，被害を 小限
に抑える。

水防体制の設置，国・
県・市管理の河川樋門
の操作及び管理，水防
情報の収集及び対応に
より，浸水被害を防止す
ることによって市民が安
心して生活できる状態
にする。

26,542 5

早期に水防
体制を設置
し，河川の
水位上昇に
伴う浸水被
害を未然に
防いでおり，
被害の軽減
に貢献して
いる。

3

注意体制・
警戒体制
の基準の
詳細化に
加え，他機
関からの降
雨予測等
の情報によ
り，迅速か
つ的確な体
制設置を行
なう必要が
ある。

4

的確な体
制設置を
行うこと
により，
体制設
置に係る
職員の
人件費を
削減する
ことがで
きるた
め。

5

水防対
策は水
防法で
規定する
水防管
理団体
である市
の責務
で行う必
要がある
ため。

5

水防対
策は水
防法で
規定する
水防管
理団体
である市
の責務
で行う必
要がある
ため。

5

平成１８
年の豪
雨災害
（７月及
び９月）
に見られ
るよう
に，異常
気象に
伴う集中
豪雨が
日本各
地で起
こってい
ることも
あり，水
害に対
する行政
の対応
につい
て，市民
の意識
や関心
度は高
い。

27 A 継
続

継
続

継
続

水防対策は市
の責務で行う
ものであり，水
害の未然防止
と軽減を図り，
市民の生命と
財産を守るた
めには，引き
続き現状維持
を基本とする
が，より迅速で
的確な体制設
置を行っていく
ため，水防業
務は建設部局
で取り組むこと
が望ましい。

有
り

5
 

組
織
・
機
構
の
見
直
し

継
続

市民の生命
と財産を守
るために，
水防事業に
ついては引
き続き実施
する必要が
ある。
また，樋門
操作員の確
保にあたっ
て，民間委
託が可能で
あれば委託
を検討する
必要があ
る。

174

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

16

危
機
管
理
課

排水機
場の維
持管理

市設置の排水機場７箇所及
び国土交通省から管理委託を
受けている排水機場５箇所の
維持管理として，操作員であ
る市職員が月１回排水機場の
点検を行う。また，市設置の
排水機場については，点検結
果を受けて修繕を行うととも
に，電気保安業務等，業者委
託により維持管理を行う。

洪水時における浸水被害を軽
減させるためには内水排除を
行う排水機場の役割は重要で
あり，今後もその維持管理を
確実に行い，防災機能の充実
を図る必要がある。そのため
にも，日常の稼動点検は排水
機場へ配置される市職員によ
る縦・横の連携を図った体制で
引き続き行うことが，洪水時に
おける的確な対応へと繋がっ
ていく。ただし，市設置の排水
機場については老朽化してい
るため，今後，修繕等の維持
管理料が増える見込であると
ともに，専門業者による定期的
な点検が必要である。また，水
防事業と併せて建設部局にて
一体的に事業を推進すること
が望ましい。

市
民

市内の排水機場
が災害時に稼動
できるよう市職員
による稼動点検を
行うとともに，修
繕等の維持管理
を行う

災害時に稼動できるよう
維持管理を行い，本市
の地域並びに市民の生
命，身体及び財産を災
害から保護する

11,422 5

河川の水位
上昇等に伴う
浸水被害を
未然に防ぐた
めには，排水
機場の稼動
が必要であ
り，いつでも
稼動できるよ
う維持管理を
行うことは必
要である。

3

定期点検
について，
専門業者
が点検を行
う方が成果
の向上が
大きいが，
定期点検を
操作員が
行うことに
より，実際
の稼動操
作を身につ
けることが
できる。た
だし，有事
の際に確
実に稼動す
るよう専門
業者の点
検も検討す
る必要が
る。

5

排水機
場の維
持管理
は必要

低限し
か行って
おらず，
削減の
余地はな
い。

3

定期点
検につい
て，操作
員自身
が点検を
行う中
で，実際
の稼動
操作を身
につける
ことがで
きる。た
だし，有
事の際
に確実
に稼動
するよう
専門業
者の点
検も検討
する必要
がる。

5

水防対策
は水防法
で規定す
る水防管
理団体で
ある市の
責務で行
う必要が
ある。

5

４７年災
害や近
年の異
常気象
に伴う集
中豪雨
等日本
各地で
起こって
いること
もあり，
水害に
対する行
政の対
応につい
て，市民
の意識
や関心
度は高
い。

26 B 継
続

継
続

拡
大

防災機能の充
実を図り，市
民が安心して
暮らせる安全
なまちづくりを
進めるための
には，洪水時
における災害
被害を軽減さ
せる排水機場
の役割は重要
である。そのた
め市職員の定
期点検も含め
た排水機場の
維持管理は引
き続き行なっ
ていく必要が
ある。また，施
設の老朽化に
伴い，有事の
際に確実に稼
動させるため
には，年間を
通じて専門業
者による点検
を行う必要が

予
算
額

専
門
業
者
に
よ
る
点
検
を
行
う
た
め
の
予
算
を
確
保
す
る

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

継
続

市民の生命
と財産を守
るために，
排水機場の
維持管理に
ついては引
き続き実施
する必要が
ある。
また，老朽
化した施設
について
は，施設の
更新，専門
業者による
点検の実施
等を検討す
る必要があ
る。
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危
機
管
理
課

防火水
槽整備
事業

防火水槽は，火災発生時の
初期消火の水源確保に，非常
に重要な消防施設であり，水
利の確保が困難な地域にお
いて，緊急度や必要性を考慮
して，計画的に整備する。新
設9基。

地域の防火水槽の現有数と基
準による充足率の向上

市
民

（
水
利
の
無
い
地
域
住
民

）

火災発生時の水
利を確保し，地域
住民の不安を取り
除く

計画的な防火水槽の設
置

18,091 4

地域の火災
に対する不
安を取り除く

5

充足率向
上の余地
は大きい

4

他に整備
方法はな
い

5

市が整
備を行う
べきであ
る

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

特定地
域の住
民には，
住民
ニーズは
高い。

24 B 継
続

拡
大

拡
大

他事業との調
整を図り，効
率的な整備を
行う。

事
業
規
模

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

継
続

市民の生命
と財産を守
るため，計
画的に整備
を行う。
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危
機
管
理
課

防災行
政無線
等

災害，公害及び気象に関する
予報，警報や営農指導，流通
市況等農家生活に関する情
報等を提供する。

災害時において，あらゆる手
段により市民へ各種の防災情
報を提供していくことは重要で
あり，現在ある防災行政無線・
オフトークの設備を有効活用し
ていくことは防災機能の充実を
図るうえでも，当面は引き続き
行なっていく必要がある。ただ
し，設備の老朽化などを考慮
し，将来的には防災行政無線
等は，ＣＡＴＶの普及率を考慮
しつつ，その機能をＣＡＴＶの
音声告知放送へシフトしていく
計画であるが，円滑にシフトし
ていくために，移行方法等が
課題である。

市
民

災害時などの緊
急を要する時は，
随時放送により災
害情報や避難情
報の伝達を行うと
ともに，通常時に
おいては，市政や
農家生活に関す
る情報などを定時
放送で伝える。緊
急を要す災害時
には，随時放送で
災害情報や市民
への避難指示等
の周知を行う。

市民に災害等の情報伝
達を迅速かつ的確に行
い，本市の地域並びに
市民の生命，身体及び
財産を災害から保護す
る目的と併せて通常時
においては市政等の情
報を伝える。

19,918 4

災害等の周
知が一斉に
できるので
貢献度は高
い

4

全市域をカ
バーしてい
ないため。

3

旧町村
単位で設
置してい
るため，
設置年
度の古い
ものがあ
り，修繕
等に多額
の費用を
要してい
る。

5

三次市
地域防
災計画
に基づ
き，災害
情報を周
知する必
要があ
る。

4

防災行
政無線
は，災害
情報を住
民に周
知する必
要がある

5

災害が
多く発生
している
なか，災
害に関
する情報
提供へ
の市民
ニーズは
高い。

25 B
事
業
縮
小

継
続

継
続

いずれ全市に
おける統一シ
ステムに切り
替える必要が
あると思われ
るが，現在の
ところ継続に
て対応。
システム変更
に当たって
は，現在の戸
別受信を崩さ
ないことが望
ましい。今後
の研究・検討
を要す。

無
し

継
続

CATVは全
市で開局と
なっており，
音声告知へ
の移行も含
め，現在の
システムを
検証し，新
たなシステ
ム構築の際
に生かして
いく。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
格納庫の
利用状況 回 40 40 40

格納庫の利
用回数

H
1
9

204,875 ⑷
格納庫の
利用状況 回 40 40 40

格納庫の利
用回数

⑵
H
2
0

255,225 ⑸

⑶
H
2
1

448,550 ⑹

⑴ 申請関数 件 1 1 12
耐震診断・耐
震改修補助
申請件数

H
1
9

735,000 ⑷ 耐震診断 件 1 10
耐震診断補
助件数

⑵
H
2
0

985,000 ⑸ 耐震改修 件 1 2
耐震改修補
助件数

⑶
H
2
1

144,750 ⑹

⑴
貸し出し
用消耗品
購入数

件 300 - －

貸出用消耗
品購入する。

大の品目
で初年度は
300個購入し
た。

H
1
9

8,706 ⑷

⑵
整備用品
数 件 27 150

小学校内へ
案内看板の
設置を行うこ
とで，記載通
路外を歩く人
物に注意を
払えるよう配
慮した

H
2
0

⑸
貸し出し
用消耗品
数

件 － － －

消耗品の納
品時期によ
り19年度は
実施できず。
貸出は20年
度より行う。

⑶
単位あた
りコスト
（④÷⑴）

円 80,629 11,313
H
2
1

⑹
貸し出し
用消耗品
数

件 50

⑴

テント村，
街頭キャ
ンペーン
実施回数

回 14 14 14

街頭での呼
びかけやテ
ントを設営し
て啓発した
回数

H
1
9

464,857 ⑷
市内交通
死亡事故
件数

件 4 7 6

平成２0年度
の年度末か
ら21年度当
初にかけて
集中して死
亡事故が発
生したが，そ
れ以降は減
少している

⑵
H
2
0

513,142 ⑸

⑶
H
2
1

621,285 ⑹
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16

危
機
管
理
課

消防格
納庫整
備事業

消防格納庫は，消防ポンプ積
載車，ポンプ車，可搬式ポン
プの格納場所であり，地域消
防団員の活動拠点施設として
計画的な整備を図る。改築４
棟。

合併により，地域格差が大き
いため，施設の点検調査を行
う。

市
民

（
消
防
団
，
地
域
住
民

）

消防格納庫の新
築

消防積載車の格納庫を
新設することにより，地
域防災活動の拠点施設
の充実を図り，地域住
民に安心感をもたらす。

10,209 3

火災の際，
地域住民に
安心感をも
たらす。

3

活動拠点
の整備は，
消防団員
の活動の
励みとな
る。

3

ファシリ
テェマネ
イジメント
によりコ
スト削減
余地があ
る。

5

市が行う
べきであ
る。

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

特定地域
の住民に
は，ニー
ズは高
い。

20 C 継
続

継
続

継
続

老朽度等，設
備内容を調査
し，格納庫の
統廃合を検討
しながら，計画
的な整備を行
う。

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

継
続

施設の状況
を正確に把
握し，計画
的な整備を
行う。
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19

建
築
住
宅
課

耐震改
修助成
事業

地震による建物倒壊等の被
害から、市民の生命、身体及
び財産を保護することを目的
とし、市民が自ら行う、住宅の
耐震診断・耐震改修工事の実
施に要する費用の一部を補助
するもの。
三次市耐震促進計画に定め
る、住宅の耐震化目標値であ
る　平成２７年度耐震化率８
０％（Ｈ１８年度５０％）の達成
に資する制度である。

耐震改修を促進し、地震時に
建物倒壊等の被害を減少さ
せ、市民の生命の保護と避難
経路の確保を図り、地震災害
に強いまちづくりを促進する。
市民に対して、耐震診断及び
耐震改修の更なる普及を図る
必要がある、国においても補
助率の引き上げ等、制度の拡
充が行われており、市としても
制度の拡充を検討する余地が
ある。

昭
和
５
６
年
５
月
３
１
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
の
戸
建
住
宅

、

長
屋
又
は
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
の
面
積
が
過
半
の
も
の

）
に
居
住

さ
れ
て
い
る
方

。

耐震診断及び耐
震改修工事の実
施に要する費用
の一部を補助す
るもの。
耐震診断につい
ては、診断に要す
る費用の１/３か
つ２万円を上限。
耐震改修工事に
ついては、工事に
要する費用の１/
３かつ４０万円を
上限。

耐震改修を促進し、地
震による建物倒壊等の
被害から、市民の生命、
身体及び財産を保護す
ること。

985 4

補助制度に
より、木造住
宅の耐震化
が促進され、
地震時の建
物倒壊による
被害から市
民を保護する
ことができ
る。

3

補助事業
実施要綱
により補助
を行ってい
るが、申請
者の負担も
多大となる
ため、制度
の利用は
低調であ
る。
今後も市民
への広報
や、建築
士・施工業
者への啓
発を進める
必要があ
る。

4

補助申
請件数
が少ない
ため、１
件当たり
のコスト
は高額と
なってい
るが、制
度の利
用件数
が増加す
れば、単
位当りの
コストは
縮減可
能。

4

個人所
有の住
宅の耐
震化へ
の補助
であり、
本来は
所有者
自らの負
担におい
て行うべ
きもので
あるが、
災害に
強いまち
づくりを
進める観
点から、
行政とし
て、耐震
化率の
向上に
積極的
に取組
む必要
がある。

4

近年の大
規模地震
の頻発を
背景に、
地震時の
建物崩壊
による被
害から市
民を保護
し、地震
による犠
牲者を
小限に抑
えること
は、国家
的課題で
ある

4

大規模
地震が
頻発して
おり、建
物の耐
震性へ
の関心
は高まっ
ていると
いえる。
しかしな
がら、耐
震診断
の具体
的な内
容がわ
からない
ことや、
個人の
費用負
担が高
額となる
ことか
ら、耐震
診断・改
修への
取組み

23 B 継
続

継
続

継
続

いつ発生する
かわからない
大規模地震へ
の対策は、先
送りできない
課題である
が、現状の補
助制度の活用
は芳しくなく、
耐震化の促進
に大きく寄与し
ているとは言
いがたい。
他市町の状況
も参考にして、
制度の拡充や
市民への啓発
を進めていく
必要がある。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

耐震診断及
び耐震改修
の更なる普
及を図る必
要がある。
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18

危
機
管
理
課

子ども
の安全
支援事
業

学校・地域・行政が一体となっ
て犯罪の起こりにくい環境を
整備し，児童・生徒の防犯意
識を高めることにより，安全で
安心して暮らせるまちづくりを
行う。防犯パトロールなど地域
で行われる防犯活動に対し
て，消耗品の購入配布を行い
活動を支援する。

１８年度は補助事業での取組
であったが，地域と協力し，子
どもへの安全支援は，継続し
て実施していく。

市
内
の
児
童
・
生
徒

子どもが安心して
暮らせる、安全な
地域社会の形成

関係部局との連携を図
り，防犯に係る消耗品
の購入・配布を行う。

2,177 4

市民提案・
職員提案に
よる事業の
ため，目的
達成への貢
献度は大き
い

3

年度を追っ
て消耗品の
貸出数が
増加するこ
とで防犯意
識を高める
効果がある
と思われる

3

年を追う
ごとに，
既存の
消耗品
等耐用
年数内
のものが
増えるこ
とにより，
購入数
量の減
少が考え
られる。

3

市と地域
が一体と
なり事業
を推進し
ていく

5

子どもが
被害に
あう犯罪
が多発し
ているた
め，社会
的ニーズ
は極め
て高い

5

昨今の
犯罪情
勢を背景
に，市内
でも防
犯，とり
わけ子ど
もの安全
に対する
関心が
非常に
高い

23 B 継
続

継
続

継
続

ジャケット等貸
出品の中に
は，汚損等の
可能性が高い
ものもあり，定
期的な追加が
必要と思われ
る。
また，子どもに
おける安全対
策であるた
め，今後も維
持していくこと
が重要であ
る。

無
し

継
続

地域住民と
協力し，子
どもへの安
全支援を実
施していく。
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16

危
機
管
理
課

交通安
全の推
進

交通安全協会や広島県が推
進する各季の交通安全運動
にあわせ，各関係機関と連携
を図りながら，街頭キャンペー
ンやテント村を設置し，交通安
全の啓発を行う。また，オフ
トークや防災行政無線での啓
発放送により交通安全の意識
向上を図る。
平成２０年度は作木町におい
て無事故１００００日が達成さ
れ，その為のイベント等大々
的に実施した。

交通安全の啓発と交通事故を
減少させる対策を検討する必
要がある。
真に効果のあがる啓発活動等
を推進するため，活動内容や
推進方法を見直す必要があ
る。
行政や警察が主として展開す
るのではなく，市民（住民自治
組織等）を中心となった取り組
みへ転換していく必要がある。

市
民

警察・交通安全協
会と連携し，街頭
キャンペーンなど
の啓発活動を通じ
て，市民の交通安
全意識向上を図
り，交通事故防止
に取り組む。

安全な道路交通を確保
するため，交通事故撲
滅を目的とする。

7,184 4

広報や
CATV，オフ
トークや防
災行政無線
で安全運転
を周知し，
街頭キャン
ペーン，テン
ト村等での
ドライバー
への呼びか
けをしてい
る。

4

年間4回の
各季交通
安全運動
の啓発等を
行うが，よ
り効果的な
方法を検討
していく必
要がある。

5

三次市
交通安
全協会
の，負担
金活用
方法の
見直しを
検討する
必要があ
る。

3

交通安
全協会
や各関
係機関と
連携を図
りなが
ら，  継
続してい
く必要が
ある。
住民が
中心と
なって展
開できる
よう活動
の推進
体制を見
直す必
要があ
る。

4

年々交
通量が
増加して
おり，交
通安全
への取り
組みは
必要であ
る。
また，高
齢者の
関与する
事故の
増加もあ
り，広
報・啓発
など強化
していく
必要が
ある。

4

交通事
故の件
数が増
加したこ
ともあ
り，啓発
を続けて
いく必要
がある。
交通事
故のない
安心安
全なまち
づくりは
市民の
願いであ
り必要性
は高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

交通事故数に
ついて啓発を
行うことは，安
全なまちづくり
に欠かせない
と思われる。
また，交通安
全協会等の活
動を今後も支
援し，充実した
活動ができる
よう関係を密
にする必要が
ある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

拡
大

交通事故の
ない安心安
全なまちづ
くりは市民
の願いでも
あり，市や
警察だけで
なく，関係
団体協働し
て，交通安
全が市民の
自発的な事
業となるよ
う推進に努
めていく。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

啓
発
活
動

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

45／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
消費生活
相談ＰＲ
件数

回 46 47 50

広報，ＣＡＴＶ
等による消
費生活相
談，消費者
の窓等の掲
載回数

H
1
9

160,413 ⑷ 相談者数 人 284 305 300 相談者総数

⑵
H
2
0

157,659 ⑸

⑶
H
2
1

177,720 ⑹

⑴
防犯灯設
置補助金
交付

件 46 37 50
防犯灯設置
補助金交付
申請件数

H
1
9

217,021 ⑷
市内刑法
犯認知件
数

件 424 399 400

市内の刑法
犯認知件数
が減少傾向
にあることか
ら，一定の成
果がみられ
る。

⑵
H
2
0

288,864 ⑸

⑶
H
2
1

217,300 ⑹

⑴
相談業務
月数 月 12 12 12

相談窓口設
置月数

H
1
9

1,193,000 ⑷ 相談者数 人 81 73 150 相談者総数

⑵
H
2
0

1,197,500 ⑸

⑶
H
2
1

1,229,833 ⑹

⑴
設置箇所
数 基 11 41 51

上水道事業
に伴う消火
栓設置箇所
数
未整備分を
整備

H
1
9

345,727 ⑷ 整備率 ％ 100 100 100

水道管布設
ルートにおい
て，設置箇
所を消防署
と協議しすべ
て設置した。

⑵
H
2
0

650,804 ⑸

⑶
H
2
1

573,980 ⑹
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13

市
民
生
活
課

消費生
活情報
整備体
制事業・
消費生
活相談
事業

PIO-NET(パイオネット，消費
生活情報整備体制事業）独立
行政法人国民生活センターの
システムを平成１３年に導入し
たことにより，消費生活相談
員が全国の相談内容を的確
に入手し，相談者への消費生
活相談や消費者の自立を目
指した啓発活動に活用するこ
とができる。

市として相談体制の更なる充
実を図るため，相談員研修等
のスキルアップや相談員の処
遇改善が必要である。
　また，将来的には人権相談，
消費生活相談，婦人相談，外
国人生活相談，市民無料法律
相談等の総合的な生活相談セ
ンターとしての機能化が望ま
れる。

市
民

「消費者生活相
談」本人面談　代
理人相談　電話に
よる相談

消費生活相談の苦情処
理斡旋等で解決を図っ
ていく。
消費者自身の課題は，｢
消費者の権利」｢自立支
援」を基本理念として，
主体的な消費者を目指
していく。

7,410 4

消費者の必
要性に対応
できていると
思われる。
消費生活相
談の解決に
向けて，苦
情処理や斡
旋，情報提
供に役立っ
ている。

3

苦情要因
の明確化と
処理斡旋
や情報提
供に繋がっ
ている。

3

相談員
の人件
費のみ
で，経費
削減の
余地はな
い。

4

市の消
費生活
センター
に変わる
ものがな
い。
市民も相
談しやす
いと思わ
れる。

3

相談状
況は，減
少傾向
である
が，内容
は複雑
多岐に
わたり社
会的
ニーズは
ある。

3

市民へ
の周知も
出来てお
り，市民
ニーズが
ある。

20 C 継
続

継
続

拡
大

社会的ニーズ
や市民ニーズ
が高いと思わ
れることから，
より一層の充
実強化を図る
必要がある。
また21年度か
ら消費者庁も
設置され地方
消費者行政活
性化基金によ
り消費者行政
の機能強化が
図られる。
今後は、市民
への啓発、相
談員の研修等
でのスキル
アップをしてい
く必要がある。

事
業
規
模

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

相談体制の
充実を図る
ため，相談
員研修等の
専門性を高
める必要が
ある。
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第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

16

危
機
管
理
課

防犯事
業

平成19年度は，市内の各防
犯団体を支援しながら事業を
推進した。本年度も同様に「減
らそう犯罪」みよし安全なまち
づくり推進連絡協議会の開
催，また，市が設置した防犯
灯の維持管理を行うとともに，
新設に係る補助金の交付事
務を行う。
また，単年度事業である

安全で安心して暮らせる三次
市を目指して，各種団体との
連携を図り住民とともに防犯
活動を展開する。

市
民

各団体と連携を図
りながら，安心安
全なまちづくりを
目指して推進体
制を確立する

市民が安心して暮らせ
る，犯罪の起こりにくい
まちづくりを進める

10,688 4

啓発活動や
呼びかけを
行っている。

3

「減らそう
犯罪」みよ
し安全なま
ちづくり推
進連絡協
議会によ
り，より効
果的な方法
を検討して
いく必要が
ある。

4

防犯灯
の設置
等，より
効果的な
方法を検
討してい
く必要が
あるの
で，削減
の余地
が小さ
い。

3

各種団
体や地
域と連携
を図りな
がら，安
心安全
なまちづ
くりを目
指して推
進体制を
築いてい
く必要が
ある。

5

毎年犯
罪が多
発してお
り，住民
の生命・
財産に
かかわる
ことであ
ることか
ら，防犯
活動に
対する社
会的
ニーズは
極めて
高い。

5

犯罪が
起きてい
る限り，
啓発は
必要であ
る。
安心安
全なまち
づくりは
市民の
願いであ
り市民
ニーズは
極めて
高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

防犯灯の設置
されていない
区域からの申
請等，今後も
安心して暮ら
せる三次市と
するには必要
な事業である
と思われるた
め。

無
し

継
続

防犯灯の設
置だけでは
なく，啓発
活動など地
域での取組
みを支援し
ていく。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

13

市
民
生
活
課

生活相
談に関
すること

市民からの人権、生活、教
育、労務、行政苦情等総合的
な相談を来所面談、電話で受
け、各部署や他機関と連携し
て相談の解決を図っていく。

将来的には人権相談，消費生
活相談，婦人相談，外国人生
活相談，市民無料法律相談等
の総合的な生活相談センター
としての機能化が望まれる。

市
民

「消費者生活相
談」本人面談　代
理人相談　電話に
よる相談

相談者の問題解決を
図っていく。相談内容に
より適切な相談機関を
斡旋する。

14,370 4

消費者の必
要性に対応
できていると
思われる。
消費生活相
談の解決に
向けて，適
切な機関の
斡旋が出来
ている。

2

各機関との
更なる連携
が確立でき
れば効果
の余地は
大きい

3

人件費
のみで，
経費削
減の余
地はな
い。

5

個人情
報や人
権のこと
もあるの
で市でな
いとでき
ない

4

内容は
複雑多
岐にわた
り社会的
ニーズは
高い。

4

近所の
人権問
題等以
前はな
かった
が、市へ
の相談
ニーズが
増加して
おり，市
民ニーズ
が高い。

22 B
未
実
施

未
実
施

継
続

社会的ニーズ
や市民ニーズ
が高いと思わ
れることから，
より一層の充
実強化を図る
必要がある。
婦人相談員や
児童相談員等
が合同での総
合相談体制を
とればよりきめ
細かい相談体
制が図れると
思う。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

相談体制の
充実を図る
ため，庁内
の連携を強
化する必要
がある。
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

16

危
機
管
理
課

消火栓
新設

上水道管の新設時や現在設
置されていない上水道計画
ルートにおいて消火栓を設置
する。
新設30基。

消火栓，水道管の口径が７５
ｍｍ以上で設置が可能であ
り，現在，給水区域内において
口径が７５ｍｍに満たない地
域については，設置ができな
いため，配水管の布設替え等
が必要と考える。

市
民

（
給
水
区
域
内
住
民

）

水道管布設時に，
消火栓を設置す
る。

市民の生命，身体及び
財産を火災から保護す
るとともに，被害の軽減
を図るため。

26,683 5

消防活動に
必要な水利
施設（消火
栓）は市が
整備すべき
もの

5

水道管の
布設に伴
い，消火栓
を設置して
いるため，
設置箇所
の増加と消
火活動エリ
アの拡大

5

上水道
の布設に
伴い設置
を行うた
め

4

市の配
水管計
画ルート
から離れ
た地域
や，団地
造成後，
配水施
設として
民間が
水道管を
布設する
場合もあ
るが，上
水道の
施設整
備ルート
において
は，市が
消火栓
の設置を
行う

5

市民の
生命，身
体及び
財産を火
災から保
護し，被
害を軽減
しなけれ
ばならな
い。

5

現在，消
火栓の
設置され
ていない
区域（配
水管が７
５ｍｍ以
下）にお
いては，
一部要
望がある

29 A 継
続

継
続

継
続

水道事業の整
備に合わせ
て，消火栓設
置を行ってい
るが，市民か
らの要望もあ
り，消火栓の
設置し，管理
を行う必要が
ある。

有
り

7
 

施
設
の
見
直
し

継
続

引き続き三
次消防署，
水道局と連
携し，計画
的な設置，
維持管理を
行う。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

無
し
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
市民バス
等運行便
数

便 10,515 10,731 10,730

三和町線を
週２便に増
便したため，
運行便数が
増加した。

H
1
9

5,721 ⑷ 利用者数 人 48,553 45,149 45,000

高齢者の免
許保持率が
高いことから
公共交通利
用が減少し
ている

⑵
H
2
0

6,041 ⑸

⑶
H
2
1

5,837 ⑹

⑴
利用者数
（年間） 人 1,352 1,294 1,600

入院や入所
等から，高齢
者を中心とし
た利用者数
が減少して
いる。

H
1
9

1,031 ⑷
利用組合
数 組 6 4 5

入院，入所
等で利用対
象者不在に
なり，利用組
合が減少し
ている状況
が見られる。

⑵
H
2
0

1,154 ⑸

⑶
H
2
1

1,398 ⑹

⑴

工事費
(橋梁工
事負担金
含む）

千円 66,859 175,044 334,500
工事費・橋梁
工事負担金

H
1
9

2 ⑷
工事進捗
率 ％ 11 18 19

工事費進捗
率

⑵
H
2
0

1 ⑸

⑶
H
2
1

1 ⑹

⑴
調査実施
橋梁数 橋 84 122

長寿命化計
画策定にあ
たり橋梁点
検を実施す
る。

H
1
9

#VALUE! ⑷
調査対象
橋梁数 橋 262 262 橋梁数

⑵
H
2
0

54,523 ⑸
調査実施
率（１）／
（４）

％ 32 79 実施率

⑶
H
2
1

82,581 ⑹
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環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

16

地
域
振
興
課

三次市
民バス，
デマンド
型バス
事業

・【三次市民バス：巡回便】地
域内の交通手段として一般旅
客自動車運送事業者へ運行
委託（定時定路線）している。
（君田町，布野町，作木町，吉
舎町，三和町及び甲奴町）
・【ふれあいタクシーみらさか】
三良坂町内の地域交通（区域
運行：デマンド型）を運営する
三次広域商工会へ事業補助
を行っている。

今年度，国の支援を受け，
年々増加する広域幹線交通に
係る経費の削減や地域生活交
通の実情，輸送ニーズに合わ
せた運行形態やダイヤ等の見
直しを行うため，三次市生活
交通中期プランの次期計画
「三次市地域公共交通総合連
携計画」し，新たな三次市生活
交通体系の構築をめざす。

市
民

地域内公共交通
機関確保のため，
三次市民バス（ス
クール，通所便を
除く）の委託運行
やデマンド型バス
運行の支援を
行っている。

市民等の実情や需要に
応じた地域内の公共的
な移動手段の確保

64,835 3

　利用実態
を精査する
と，利用率
の低い路線
や便がある
ことから，あ
る程度合致
しているも
のの，効率
性，効果性
において検
討する余地
がある。平
成21年度に
おいて，実
態調査を行
い，「三次市
地域公共交
通総合連携
計画」の中
で見直しも
検討する。

3

　地域実態
及び需要に
応じた移動
手段の見
直しを検討
し，費用対
効果を 大
限発揮する
必要があ
る。

3

　市民バ
スの路線
変更や
便数の
見直しな
どの部分
では，コ
スト削減
の余地
はある。

3

　従来な
ら，民間
主導によ
る効果的
で利便
性の高
い交通シ
ステムが
理想であ
るが，本
市のよう
な中山
間地域
では，地
域内路
線のほと
んどが不
採算路
線であ
り，市民
の公共
交通機
関の確
保の観
点から今
後も市の
関与は

4

　公共交
通の確
保は都
市機能を
維持する
うえで不
可欠と考
えるが，
実態は
車社会
の進行
に歯止
めがか
からない
状況であ
る。しか
しなが
ら，より
一層高
齢化が
進む中，
自ら交通
手段を持
てなくな
る市民が
増えるこ
とが懸念

4

　社会的
ニーズ同
様，自ら
交通手
段を持た
ない高齢
者等の
移動手
段として
の本事
業の
ニーズは
高い。今
後も高齢
化社会
が一段と
加速する
中，需要
は増える
と予測さ
れる。

20 C 継
続

継
続

継
続

合併前のまち
まちであった
福祉バス等を
三次市民バス
として有償化し
統一したが，
路線やダイヤ
等について
は，従前の状
況を引き継い
だ形となって
いる。現時点
では，利用者
やニーズも変
化しており，今
年度，国の支
援を受けて，
利用実態調査
などを行い見
直しを行うこと
としているが，
基本的に，高
齢者を中心と
した自ら移動
手段を持たな
い市民には，
本事業は日常

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

高齢者の移
動手段とし
て，今後ま
すますニー
ズは高まる
と予想され
る。効率
性，効果を
検証しなが
ら今後も事
業を継続し
ていく必要
がある。
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環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

16

地
域
振
興
課

三次市
民タク
シー運
行事業

公共交通機関がなく，医療機
関，福祉施設等から４ｋｍ以
上離れている一団の地域にお
いて，自ら交通手段を持たな
い住民が利用組合を立上げ，
２人以上で週２回（限度）にタ
クシーを利用した場合，運行
事業者に払った運賃の１/２を
補助するもの。

路線バスや三次市民バス等が
運行していない交通空白域に
おいて，自ら移動手段を持た
ない市民の日常生活を支援す
る事業であること，また事業展
開する上で導入経費や支援経
費も 小限で抑えられることか
ら，事業者の協力を得ながら，
さらなる利用要件の緩和，支
援内容の充実などの計画づく
り（三次市地域公共交通総合
連携計画）を行う。

市
民

交通空白域で利
用組合が設立さ
れたいる地域にお
いて，住民が共同
により，タクシーを
利用した場合，そ
の運賃の１／２を
補助する。

交通空白域における自
ら移動手段を持たない
市民の日常生活に欠か
せない移動手段への確
保

1,494 4

交通空白域
に暮らす自ら
移動手段を
持たない市
民に対し，日
常生活の移
動（交通）手
段の確保と
同時に利用
者の負担を
軽減すること
ができる。

4

平成１９年
度に利用
要件の緩
和を行って
いる。

5

導入経
費や運
賃の半
額を利用
者側が
負担する
等，考え
られる必
要 小
限な支援
策であ
り，採算
性及び効
率性の
面でも有
効な支援
策であ
る。

5

補助金を
交付する
支援内
容であ
り，市以
外では
考えられ
ない。

5

公共交通
を補完す
る制度と
して，社
会的ニー
ズは高
い。他市
町からの
問い合わ
せも多く，
注目され
ている事
業であ
る。

2

特定の
地域を想
定した制
度である
から，広
範な市
民ニーズ
は考えら
れない。

25 B
事
業
縮
小

拡
大

拡
大

現行の地域公
共交通体系で
は，市内全域
をカバーでき
ていない状況
にあり，交通
空白域におい
て自ら移動手
段を持たない
市民が日常生
活を営む上で
は，この制度
は有効な支援
内容であり，
引き続き，対
象集落への普
及を図る。

そ
の
他

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

継
続

交通空白地
域において
は，この制
度は有効で
あり必要な
事業である
ため，今後
も引き続き
事業を実施
するととも
に，対象集
落への周
知・普及を
図る。
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

16

都
市
整
備
課

都市計
画道路
上原願
万地線
整備工
事

三次市中心市街地である十
日市地区と住居地区である畠
敷地区が馬洗川で分断され，
畠敷地区から十日市地区へ
行くのに国道１８３号の鳥居橋
や県道和知三次線の旭橋・巴
橋付近が交通混雑しており，
尾道松江線が供用開始にな
ると更なる渋滞が予測され
る。
この為，三次町願万地から十
日市上原地区を結ぶ道路・橋
を整備することにより，交通量
を分散させ，市内の交通の円
滑化を図る。

国道375号部分の道路改良が
同時に進まないと願万地線の
整備効果が発揮されない。

道
路
利
用
者

道路・橋梁建設 交通渋滞解消及び安全
な通行

242,833 5

新規道路に
もかかわら
ず，通行台
数が伸びて
いる。

5

新規道路
にもかかわ
らず，通行
台数が伸
びている。

4

橋梁にお
ける付帯
施設(高
欄・照
明・舗装)
の景観
的要素を
どこまで
取り入れ
るかで，
コスト縮
減は可
能である
が，景観
を重視し
た部分で
あるた
め，削減
の余地
は小さい
ものと見
込まれ
る。

5

市以外
ではでき
ない。

5

市民から
早期完
成の要
望が強
い。

5

市民から
早期完
成の要
望が強
い。

29 A 継
続

拡
大

拡
大

事業完了年度
を1ヵ年短縮し
平成24年度早
期の供用開始
を目指す。

事
業
規
模

橋
梁
工
事
の
着
手

無
し

拡
大

早期完成を
目指し，事
業を実施し
ていく。
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

20
土
木
課

橋梁調
査事業

本市が管理する，今後老朽化
する道路橋の増大に対応する
ため，本市が「長寿命化修繕
計画策定事業費補助制度要
綱」に基づき，長寿命化修繕
計画を策定することにより，従
来の事後的な修繕及び架替
えから予防的な修繕及び計画
的な架替えへと円滑な政策転
換を図るとともに，橋梁の長
寿命化並びに橋梁の修繕及
び架替えに係る費用の縮減を
図りつつ，地域の道路網の安
全性・信頼性を確保することを
目的とする。
ついては，本市が管理する市
道橋１，２１６橋及び権限移譲
一般県道６６橋について，平
成２０年３月に作成された「広
島県橋梁定期点検要領」に基
づき，全ての橋梁点検を行う。
「長寿命化修繕計画策定事業
費補助制度要綱」による市町
村への国の補助が平成２５年
度までの措置であることから，
平成２５年度までに橋長１５ｍ
以上の橋梁を対象に長寿命

点検結果をみないと，要修繕
架替対象橋梁数，対応する工
法，事業費が不明である。

市
民
，
利
用
者

橋梁点検 橋梁の長寿命化並びに
橋梁の修繕及び架替え
に係る費用の縮減を図
りつつ，地域の道路網
の安全性・信頼性の確
保を図る。

4,580 4

長寿命化計
画策定にあ
たり橋梁点
検を実施す
る。

2

長寿命化
修繕計画を
策定するこ
とにより，
従来の事
後的な修繕
及び架替え
から予防的
な修繕及び
計画的な架
替えへと円
滑な政策転
換を図ると
ともに，橋
梁の長寿
命化並びに
橋梁の修
繕及び架
替えに係る
費用の縮
減を図る。

4

１，２８２
橋の橋
梁点検
業務を行
うための
人員増よ
りも専門
業者によ
る委託調
査がコス
ト的に低
い。

5

道路法
に定める
道路管
理業務
である。

5

地域の
道路網
の安全
性・信頼
性を確保
する。

5

老朽化
する橋梁
の点検
及び修
繕計画
の作成
により，
地域の
道路網
の安全
性・信頼
性を確保
する。

25 B
未
実
施

継
続

継
続

橋梁調査事業
は市道・橋梁
の維持につな
がり，安心・安
全な通行確保
という，全ての
市民を対象と
した社会的
ニーズに対応
している。住民
要望も極めて
高く，事故未
然防止等の住
民安全確保は
行政責務であ
る。

無
し

継
続

市民の安全
を確保する
ため，継続
して実施す
る必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

事
業
規
模

橋
梁
工
事
の
着
手

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
活動路線
及び河川

箇所 20 32 36
H
1
9

35,750 ⑷ 認定団体 団体 20 29 33

⑵
H
2
0

22,437 ⑸
対象路線
及び河川
の距離

ｋｍ 32 54 56

⑶
H
2
1

20,472 ⑹

⑴
交付決定
件数 件 21 25 25

H
1
9

385,904 ⑷

申込件数
のうち，
補助金交
付決定と
なったも
のの割合

％ 100 100 100

⑵
H
2
0

355,280 ⑸
整備され
た道路延
長

ｍ 916 1,002 1,000
新規整備延
長

⑶
H
2
1

414,720 ⑹

⑴
道路改良
整備延長
（ｍ）

ｍ 228 1,225 700
工事延長で
測量等の委
託は除く

H
1
9

314,197 ⑷ 執行率 ％ 100 100 100

⑵
H
2
0

379,766 ⑸

⑶
H
2
1

1,155,998 ⑹

⑴
道路改良
整備延長
（ｍ）

3,490 8,692 6,500
工事延長で
測量等の委
託は除く

H
1
9

330,198 ⑷ 改良率 ％ 50 50 50

⑵
H
2
0

158,178 ⑸ 舗装率 ％ 75 75 76

⑶
H
2
1

199,732 ⑹
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

20
土
木
課

アダプト
（道路・
川の維
持ボラ
ンティ
ア）制度

広島県が管理する道路・河川
が対象。アダプト活動を実施し
ているマイロード認定またはラ
ブリバー認定団体に対して，
活動経費の一部を奨励金とし
て交付し，道路・河川への愛
着心の醸成等を図ることを目
的としている。アダプト活動と
は「養子縁組をする」という趣
旨から，住民等が主体となっ
て，公共空間をわが子のよう
に面倒をみていく活動を指
す。

広島県アダプト制度実施要領
に市町との協力が謳われてい
るが，市の具体的な役割は清
掃によって発生したゴミの回収
となる。広島県の管理道路と
河川の美化活動であるのに，
広島県はゴミの回収に行か
ず，三次市が回収に行きク
リーンセンターまで運ぶことも
ある。ゴミの受け入れについて
は当然協力を行うべきである
が，クリーンセンターまでのゴ
ミの運搬はアダプト活動団体
若しくは広島県が行う方向で
調整を図りたい。

市
民

広島県が管理す
る道路と河川にお
いて清掃，緑化等
のアダプト活動を
行う。三次市はゴ
ミの受け入れ及び
申請書の受付，
広島県への進
達，認定後は契
約書を締結する。
事業完了後は，
活動実施報告書
を受付け広島県
に進達する。

広島県が管理する道路
及び河川におけるボラ
ンティア活動を支援し，
アダプト活動の活性化
及び道路・河川に関す
る環境及びその機能の
維持向上を図ることを目
的とする。

718 2

市は広島県
制度の中継
ぎ調整を行
う程度。

2

現在は広
島県管理
の道路及
び河川が
対象である
が，市道・
市管理河
川について
も同様な制
度を三次市
独自で運営
できれば住
民自治の
育成に効
果が大き
い。

4

現在，市
の費用
負担は
事務に係
る人件費
のみだ
が，市道
での運用
を行え
ば，奨励
金・傷害
保険等
の費用
負担は
増える。

2

各コミュ
ニティセ
ンターで
運用し市
の関与を
少なくす
べき。

4

道路や
河川のよ
うな住環
境の整
備を求め
る社会的
ニーズは
高い。

2

広島県
のアダプ
ト制度と
同様の
制度を市
道・市管
理河川
にも導入
でき，市
民にも十
分周知
が図れ
れば市
民の
ニーズは
高まる。

16 D
未
実
施

継
続

継
続

広島県アダプ
ト制度の周知
を図り，市道・
市管理河川に
もアダプト制度
を導入すれば
住民自治の拡
大が図れる。

無
し

継
続

市道や市管
理河川への
制度の導入
を検討す
る。
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

16
土
木
課

生活道
路整備
事業

国道・県道・市道以外の道路
で，日常生活で１戸以上が利
用し，一般の通行の用に供し
ている道路の舗装及び改築を
行ったものに対して補助金を
交付することにより，市民生活
の向上及び公共の福祉の増
進を図る。

対象事業は延長２０ｍ以上
で，舗装新設の場合は幅員
０．９ｍ以上，改良の場合は
幅員３．０ｍ以上，アスファル
ト舗装は厚さ４ｃｍ以上，コン
クリート舗装は８ｃｍ以上とし，
補助金は原則事業費の５／１
０とし，上限は５０万円。
（ただし，住民税非課税世帯
は７．５／１０補助，生活保護
世帯は１０／１０補助）

現行制度が今年度限りとなっ
ているため，事業評価を踏ま
えて継続・廃止の議論が必要

市
民

日常生活で１戸以
上が利用し，一般
の通行の用に供
している道路の舗
装及び改築を行っ
たものに対して補
助金を交付する

住居への進入の効率化
による市民生活の向上
及び公共の福祉の増進

8,882 4

数戸の住宅
が日常的に
利用し，通行
の利便性が
高まる

4

在宅看護
支援訪問
サービスの
充実，介護
タクシーの
玄関先まで
の乗り入
れ，緊急車
両の進入な
どへの対応
が高くなる

4

他に手段
はない

3

他の類
似サービ
スが存
在しない

4

訪問サー
ビス，介
護タク
シー，緊
急車両の
進入など
の必要性
は高い

4

市民が
求めてい
るサービ
スである

23 B 継
続

継
続

継
続

かなりの整備
が進んでいる
と思うが，独居
老人や高齢者
世帯宅への介
護タクシーや
緊急車両の乗
り入れなど福
祉の増進への
期待が高まっ
ていくと予想さ
れるので，多
様化するニー
ズに即応すべ
く検討を進め
ていく

無
し

継
続

事業効果，
市民のニー
ズを検証
し，整備基
準の見直し
を行い，事
業を継続し
て実施す
る。
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

17
土
木
課

県道改
良事業

　県道新設改良事業は，権限
移譲の流れから，事務処理特
例条例の手法で平成17～19
年度施工。道路法第１７条第
２項により平成20年度から以
降実施される。
　平成17年度は，3路線3箇所
について事業実施を行った。
　平成18年度は，5路線6箇所
について事業実施を行った。
　平成19年度は，4路線5箇所
について事業実施を行った。
　平成20年度は，9路線10箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成21年度は，8路線9箇所
について事業実施を行う。

　身近になった県道改良工事
について，厳しい財政運営の
中，優先する路線・整備箇所
の選定を住民の理解を得なが
ら進める。

　
市
民
や
道
路
を
利
用
す
る
企
業
等

　県道を拡幅等に
より整備する。

  安全で快適、利便性
の確保

465,214 5

目的達成の
ためには、
県道の整備
は、 も有
効かつ効果
的な手段で
あるが、住
民は多様な
意見があ
り、多数の
合意の上事
業を推し進
める。

5

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

3

　地域に
おいて，
道路整
備促進
のための
推進母
体を形成
し，地域
にふさわ
しい道路
につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

5

　道路管
理者以
外には，
道路法
上困難
である。

5

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，社
会的
ニーズは
高い。

5

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，市
民ニーズ
は高い。

28 A 継
続

継
続

継
続

　道路法第１７
条第２項によ
り権限移譲さ
れ，実質的に
H20年度から
市の判断で実
施が可能と
なった。財源を
確保し，確実
に改良計画を
実施していく必
要がある。

無
し

継
続

引き続き，
優先度を勘
案しながら
事業を計画
的に実施す
る必要があ
る。
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

16
土
木
課

市道整
備事業

　道路新設改良事業について
は，新市まちづくり計画（H15
年度作成）及び新市まちづくり
計画事業（H16年度作成）並び
に三次市実施計画（H18年作
成）に基づき事業展開を行っ
てきた。
　平成17年度は，57路線58箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成18年度は，49路線49箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成19年度は，46路線46箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成20年度は，50路線50箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成21年度は，40路線40箇
所について事業実施を行う。

　現在，道路改良計画は新市
まちづくり計画に基づき平成26
年度までの計画を持っている
が，厳しい財政運営の中，より
経済的な工法の採用や，生活
密着型道路については土地及
び立木補償などについては無
償提供を原則とした整備手法
に転換を図らなければならな
い。

　
市
民
や
道
路
を
利
用
す
る
企
業
等

　市道を拡幅等に
より整備する。

  安全で快適、利便性
の確保

1,374,889 4

目的達成の
ためには、
市道の整備
は、 も有
効かつ効果
的な手段で
あるが、住
民は多様な
意見があ
り、多数の
合意の上事
業を推し進
める。

3

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

3

　地域に
おいて，
道路整
備促進
のための
推進母
体を形成
し，地域
にふさわ
しい道路
につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

5

　道路管
理者以
外には，
道路法
上困難
である。

4

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，社
会的
ニーズは
高い。

4

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，市
民ニーズ
は高い。

23 B 継
続

継
続

継
続

　新市まちづく
り計画による
道路整備は市
町村合併にお
いての合併条
件であり，又
市の道路交通
網形成上欠く
ことのできない
路線である。し
かしながら，整
備手法につい
ては改善の余
地は残されて
おり，橋梁整
備についても
耐用年数を見
極めつつ整備
年次を考慮し
ていく必要が
ある。

無
し

継
続

引き続き優
先度を勘案
し，県道も
含めた全体
の整備を計
画的に実施
する必要が
ある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

48／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 広報活動 回 15 10 10
H
1
9

138,066 ⑷
応援団加
入者数 人 65 65 65

⑵
H
2
0

7,100 ⑸
ふるさと
納税申出
者数

60 100

⑶
H
2
1

107,300 ⑹

⑴
用地取得
面積 ㎡ 569 1,650

第1期事業
（H22年度）
用地の取得
面積

H
1
9

#DIV/0! ⑷
用地取得
率 ％ 64 74 99

第1期事業
（H22年度）
用地取得率
（JR用地除
く）

⑵

地元等説
明・協議
（個別含
む）

回 1 51 50

地元関係者
等への説明
会，意見交
換会，個別
訪問等

H
2
0

425,374 ⑸

第1期（平
成22年度
末）事業
進捗度

％ 32 37 50
用地取得：
50％，工事・
建築：50％

⑶
施設整備
に係る検
討委員会

回 3 16 15

施設整備に
係る検討委
員会の開催
（役員協議，
意見交換
会，視察含
む）

H
2
1

254,569 ⑹

⑴ 箇所数 箇所 6 4 7
必要経費を
施工箇所数
で除す

H
1
9

3,513,166 ⑷
危険箇所
の改善箇
所

箇所 6 4 7

⑵
H
2
0

4,048,000 ⑸

⑶
H
2
1

3,384,142 ⑹

⑴
コンテン
ツ更新回
数

300 400 400

軽微な訂正
以外のコン
テンツ追加
及び更新回
数

H
1
9

36,580 ⑷

サイト閲
覧件数
（トップ
ページ）

件 547,000 605,980 623,000

三次市の
ホームペー
ジを訪問した
延べ件数で
あり、トップ
ページから
下部の階層
の閲覧件数
を除く。

⑵
H
2
0

26,525 ⑸

⑶
H
2
1

25,447 ⑹
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都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

1

)

情
報
発
信
都
市

19

地
域
振
興
課

「ふるさ
と三次
応援団」
事業

　市の人・歴史・自然等を愛す
る人，政策に共感する人ととも
に，「ふるさと三次応援団」の
活動を展開することにより，ふ
るさとの人・もの・情報等の交
流を高めるとともに，人口の
増加と選ばれるまち三次を目
指し，ふるさとのまちづくりを
応援していくことを目的とす
る。

　本市の定住施策を積極的に
ＰＲし，三次市外からの定住人
口を増加させる。

市
民
及
び
全
国
の
希
望
者

。

様々な情報の収
集又は提供等を
行う交流事業
市のまちづくりへ
の提案，ボラン
ティア活動の提供
等を行う支援事業
応援団会員の募
集，名簿の整理
等を行う募集事業

市のＰＲによって，商業・
農業関係者が儲かる仕
組みを構築する。
市外の応援団の方には
三次の良さを享受して
いただき，ふるさと納税
にもご協力いただく。

71 5

応援団の組
織化は，市
のＰＲを市
内外の双方
向から進め
ることができ
る。

5

まちづくり
の観点や，
ふるさと納
税のＰＲな
ども併せた
施策を展開
する。

4

会員へ
の特典を
拡大する
ことによ
り，特典
にかかわ
る市内の
関係者
儲けを促
進する。

5

観光協
会や農
業関係
者等多
種な分
野にか
かわるこ
とや，
「ふるさ
と納税」
とも関わ
るため，
市でない
とできな
い。

4

市が進
めている
事業や
施策を内
外からＰ
Ｒし，応
援してい
くことは，
特に農
業・商業
の関係
者にとっ
て直接
儲けにつ
ながるこ
とから
ニーズは
高い。

4

事業も2
年目を迎
え，応援
団へ入
会したい
との市民
からの声
を聞いて
いる。

27 A 継
続

拡
大

継
続

本市の定住促
進，ふるさと納
税を進める上
で，応援団会
員を通してＰＲ
を行うことは重
要である。

無
し

継
続

定住促進の
ため，三次
市の進める
定住施策を
積極的に
PRしていく
必要があ
る。
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都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

6

)

都
市
の
中
枢
・
拠
点
機
能
の
強
化

15

都
市
整
備
課

三次駅
周辺整
備事業

・三次駅前広場から西側市道
274号線，駅南側の一部，約
1.4ｈaを事業区域とし，都市の
エントランスとしての交通拠点
機能の充実・強化を図るため
駅前広場再整備，交通セン
ター整備とともに交流と賑わ
いの空間形成のため十日市コ
ミュニティセンター，観光情報
施設等を整備する。
・JR施設内の整備として中原
踏切歩道拡幅，駅南北を結ぶ
自由通路の設置及び駅南広
場，自歩道を整備する。

事業実施にあたっては国道
183号の拡幅事業が必要不可
欠となっており，早期事業化に
むけた取り組みが必要であ
る。
本事業は第1期（平成22年度
末）と第2期（平成23年度以降）
に区分し事業を進めているた
め，行政と市民との情報共有
の推進が必要である。
まちづくり交付金事業として第
1期事業を完了するためには
用地買収が今年度中に完了
することが必要であるため関
係権利者への対応を強化する
必要がある。

市
民
，
駅
周
辺
及
び
十
日
市
住
民
，
公
共
交
通
機
関
利
用
者

（
入
込

客

）

駅前広場再整
備，交通セン
ター，観光情報施
設，十日市コミュ
ニティセンター，駐
車場，駅南北自
由通路，駅南広
場，駅南道路（自
歩道）整備，中原
踏切歩道拡幅な
ど

定期的な事業計画の情
報発信を行うとともに，
市民の意見が取り入れ
られる箇所については
可能な限り反映できるよ
う検討委員会等の設置
を行うことで，市民の理
解度，関心度の向上を
図る。

242,225 4

平成20年度
で事業説明
会を開催し，
個別訪問を
継続して実施
しており一定
の理解を得
ているが，代
替地，買収価
格など個別
に対応しなけ
ればならない
問題がある。

3

平成20年
度で事業説
明会を開催
し，個別訪
問を継続し
て実施して
結果，地権
者の一定
の理解は
得ることが
できたが，
代替地，買
収価格など
個別に対
応しなけれ
ばならない
問題があ
り，成果の
向上の余
地が少なか
らずある。

3

平成20
年度で計
画の見
直しを行
い一定の
コスト削
減は実
施した
が，今後
JR施設
等の補
償やJR
関連事
業を実施
するため
コストの
算出が
不確定な
部分があ
る。

4

交通結
節点機
能の強
化と中心
市街地
地区のコ
ミュニ
ティ機能
の活性
化を含め
た市のエ
ントラン
ス整備で
あり，ま
ちづくり
の観点
からも公
共性が
高く市が
実施す
べき内容
である。

4

特に交通
結節点機
能の強化
は，入込
客に限ら
ず，公共
交通機関
利用者に
とって利
便性向上
と駅周辺
の活性化
が図られ
る。
また，今
後の高齢
化社会に
対応した
地域交通
の拠点と
なる。

4

入込客，
公共交
通機関
利用者，
市街地
住民に
とって必
要性の
高い事
業だが，
特定の
地域・地
区以外
の市民
が利用
できる機
能の付
加が必
要であ
る。

22 B 継
続

縮
小

継
続

本事業は，平
成14年度に三
次駅周辺整備
開発コンセプト
（案）を公表，
平成17年度に
は本事業を含
んだ都市再生
整備計画を作
成し，まちづく
り交付金事業
（平成18年度
～22年度）とし
て計画を進め
てきたが，民
有地の買収は
平成20年度か
ら実施しており
事業年度残り
2年度で用地
買収と施設整
備の完成が必
要になるた
め。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

計画的に事
業を実施
し，早期完
成を目指
す。
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都
市

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

16
農
政
課

小規模
崩壊地
復旧事
業

荒廃林地の復旧及び荒廃の
恐れがある林地の予防工事、
又は松くい虫被害等のため、
倒木により被害を助長する恐
れのある箇所での伐倒処理を
含む工事で、主要公共施設等
に直接被害を与え、又は与え
る恐れがあると認められるも
のについて事前に防護する。

財政難から、要望に応えられ
る予算の確保が困難になって
きている。

主
要
公
共
施
設

（
学
校
，
官
公
署
，
病
院
，
鉄
道
，
道
路

（
林
道

、

農
道
を
含
む

）
）
，
用
排
水
路
，
た
め
池
，
農
地
，
主
要
産
業
施

設
，
人
家
等
直
接
被
害
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る
市
民

崩壊の恐れのあ
る急傾斜林地に
ついて，地元住民
の要望に基づき，
崩壊防止工事を
施工する。

崩壊防止等を施工する
ことにより，未然に災害
を防止し，住民の生命
財産を守る。

16,192 5

未然に災害
を防止出来
ている。

5

危険箇所
の解消

5

地元負
担を伴う
ことから
必要
小限の
経費で
大限の
効果が
得られる
工事を
行ってい
る。

4

技術的
見地か
ら，正確
な工法
選定が
可能とな
る

4

特定エリ
アにおい
て二次
災害によ
る被害の
拡大を防
止出来
る。

4

特定エリ
アで市民
の生命
財産が
守れる。

27 A 継
続

継
続

継
続

市民の生命財
産を守る事業
で継続が必
要。

無
し

継
続

限られた予
算の中で計
画的に事業
を進める。
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都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

16

秘
書
広
報
課

ホーム
ページ
運営

市民をはじめ、市外へPRして
いく各種行政情報や行事等を
ホームページを通じて広く情
報発信する。

古い情報は適宜更新していく
必要がある。
部署によっては、掲載情報の
内容が充実していないところも
あるため、積極的な情報発信
を指導する必要がある。
携帯電話版ホームページの内
容の充実に努める必要があ
る。

市
民

、
市
内
事
業
所

、
近
隣
自
治
体

、
三
次
市
に
縁
の
あ
る
方

、
三

次
市
に
関
心
の
あ
る
方

使いやすく、分り
やすく、必要な情
報が見つけやす
い、利用者の立場
に立ったページづ
くりを目指す。ま
た、正確かつ迅速
な情報提供ができ
るよう各部署と連
携する。

家庭や職場からでも
ネットワーク環境が整え
ば、必要なときに豊富な
行政情報へアクセスで
きる。

10,610 5

ホームペー
ジ運営によ
る情報発信
の手段は、
ネットワーク
環境が整え
ば、誰でも
いつでも市
政情報へア
クセスできる
目的に合致
している。

3

内容の充
実が必要で
ある。

4

システム
リース料
と保守業
務（メンテ
ナンス
料）は、
必要経
費であり
削減は
難しい。

5

市の概
要や市
政の情
報等を不
特定多
数に対し
て常に広
く開示す
ることは
行政の
責務であ
り、住民
福祉の
向上や
まちづく
り参加の
推進はも
とより、
三次市
の経済
活性化
において
も必要不
可欠であ
る。

5

積極的
な情報
開示と適
切な情
報伝達
は事業
者・市民
等ともに
市に求
められて
いるサー
ビスであ
る。

4

生活全
般に関
わる情報
や市の
業務・政
策等の
紹介また
は観光・
産業等
に関する
情報がタ
イムリー
に入手で
きること
は市民
にとって
必要性
が高いと
思われ
る。　ま
た、市民
の声を届
ける手段
（アン
ケート・
意見公
募等の

26 B
要
改
善

継
続

継
続

常に 新の情
報を掲載する
とともに古い
情報は適宜更
新し、誰が見
てもわかりや
すく、使いやす
い画面構成を
検討して必要
がある。

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

誰が見ても
わかりやす
い，使いや
すい画面構
成を検討す
るとともに，
携帯電話版
ホームペー
ジの内容の
充実に努め
る。

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

49／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 発行部数 部 306,000 306,000 306,000
一部あたり
の発行単価

H
1
9

112 ⑷ 発行部数 部 306,000 306,000 306,000
年間発行部
数

⑵
H
2
0

117 ⑸

⑶
H
2
1

118 ⑹

⑴
光伝送路
による接
続施設数

（箇所） 165 165 165
光伝送路に
よる接続施
設数

H
1
9

366,454 ⑷

ウェブ
ページの
ページカ
ウンター

（件） 547,000 605,980 623,000

「ウェブペー
ジカウン
ター」は三次
市ウェブペー
ジ閲覧者数
をカウントし
たものであ
り，ウェブ
ページ利用

⑵
ウェブ
ページの
更新回数

（回） 300 400 400

行政情報・子
育て情報・観
光イベントに
関する情報
を提供する
ウェブページ
（ポータルサ
イト）の更新
回数

H
2
0

303,066 ⑸

ＴＶ会議
システム
会議開催
数

（回） 4 4 10

ＴＶ会議シス
テム会議開
催数は，ＴＶ
会議システ
ムを利用して
の各種業務
の実施数を
表している。

⑶
イベント
中継の実
施回数

（回） 23 22 22

イベント中継
（三次市議会
等）の実施回
数

H
2
1

375,357 ⑹

イベント
中継の閲
覧実施施
設数（延
べ数）

（箇所） 700 700 700

イベント中継
（三次市議会
等）は，三次
市行政への
関心をより一
層高めること
ができる。

⑴

電子申請
システム
及び公共
施設予約
システム
導入

式 1 1 1

電子申請・施
設予約シス
テムについ
て平成20年
度システム
更新を行い，
平成21年度
よりＡＳＰ
サービスを

H
1
9

11,510,000 ⑷

電子申請
システム
による申
請件数
（年間）

件 14 9 40

上下水道変
更，中止，開
始届け

⑵
総手続き
数（電子
申請）

件 12 13 50

平成21年度
にシステム
更新が行わ
れ，申請担
当部署での
手続公開も
可能となっ
た。

H
2
0

13,538,000 ⑸

公共施設
予約シス
テムによ
る予約件
数(年間）

件 271 326 326

平成18年度
酒屋体育館
を追加したこ
とにより増加

⑶
対象施設
総数（施
設予約）

施設 4 5 5

平成21年度
にシステム
更新が行わ
れた，今後，
導入希望施
設があれば
追加も可能，
ただし，契約
変更によりコ

H
2
1

5,377,000 ⑹

電子入札
による入
札件数
（年間）

件 512 1,362 922

入札参加資
格者申請数：
39件→922件
入札件数：
473件→440
件

⑴
みよし夢
通信放送
回数

53 52 52

みよし夢通
信の通常放
送に加え，お
盆等帰省客
が見込める
時期に，ふる
さと三次の１
年を振り返る
番組の制作

H
1
9

409,358 ⑷
ケーブル
テレビ加
入件数

件 12,783 13,253 13,448

CATV加入者
を拡大してい
くことが，広
報範囲の拡
大につなが
るため

⑵
H
2
0

427,615 ⑸

⑶
H
2
1

490,750 ⑹
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都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

16

秘
書
広
報
課

市広報
紙の発
行事業

「広報みよし」25,500部を，毎
月１回，住民自治組織および
シルバー人材センターを通し
て市内全世帯と希望する事業
所へ配布している。
行政情報を市民に伝え，世論
を市政へ反映させるための媒
体として，32ページを基本に，
中身の濃い情報をコンパクト
に掲載する。
ホームページにも，全ページ
をＰＤＦファイルで掲載してい
る。

市民により関心を持っていた
だける広報紙 を発行する。

市
民
，
市
内
事
業
所
，
近
隣
自
治
体
，
三
次
に
縁
の
あ
る
方
，
三
次

に
関
心
の
あ
る
方

市の情報を分かり
やすく伝え，市政
に関心をもってい
ただき，まちづくり
に積極的に参加し
ていただくことを
目指す。
身近な話題やイ
ベントなどの情報
も掲載し，お年寄
りから若者まで読
めるものを発行す
る。

行政の「お知らせ記事」
だけでなく，市内のでき
ごと，地域の取り組みな
どを載せ，協働のまちづ
くりへの機運を高める。

36,013 5

「協働のま
ちづくり」を
支える市政
の情報開示
のための基
礎資料とし
て、市の施
策などをコ
ンパクトにま
とめて伝え
ている。

4

全世帯へ
の配布は
達成してい
る。

4

配布につ
いては業
務委託
方式へ
移行した
ことで削
減を達成
し、印刷
製本につ
いては読
みやすさ
を重視し
た業者選
定をプロ
ポーザル
方式で行
い、デザ
インに加
え価格に
ついても
採点項
目とし、
経費の
削減を
図った。

5

市政の
情報を住
民に公
平に提
供するこ
とは行政
の責務
であり、
住民福
祉の向
上やまち
づくり参
加の推
進に必
要不可
欠であ
る。

5

積極的
な情報
開示と適
切な情
報伝達
は事業
者・市民
とも市に
求められ
ている
サービス
である。

5

生活全
般に関
わる情報
を適宜提
供するこ
とは市民
にとって
必要不
可欠であ
る。

28 A
未
実
施

未
実
施

継
続

全世帯へ配布
できる広報紙
はなくてはなら
ない情報伝達
手段である。
子どもからお
年寄りまで分
かりやすく興
味を持って読
める情報紙に
するため，紙
面の見直しを
行う必要があ
る。

無
し

継
続

広報紙は市
民に も身
近で，基本
的な媒体で
あるため，
今後も分か
りやすく，読
みやすい広
報紙づくり
に努めると
ともに，市
の行政に関
心を持って
もらえるよう
な情報提供
を行う必要
がある。
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秘
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広
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課

地域イ
ントラ
ネット活
用

　平成１６年４月１日の市町村
合併により，行政サービスの
範囲が広域化し，住民サービ
スの低下や世帯数減少による
集落機能の低下が懸念される
ため，速やかな行政相談や行
政情報の提供が可能な手段
を確保する必要がある。
　また「みよし百年物語（三次
市総合計画）」においても，
「情報ネットワークによる生活
情報の提供」を掲げており，超
高速通信ネットワークを活用
し，情報提供に取り組むことと
している。

　市内１６５箇所の公共施設を
結ぶ地域イントラネットと，ＣＡ
ＴＶによる市内全域の光イン
ターネット網を活用し，教育，
福祉，医療，防災，子育て，農
林業・商工業の振興など，幅
広い行政分野で高度情報化の
恩恵を実感できるサービスを
展開していく。利用者には高齢
者が多く，このようなシステム
に対して抵抗感があると思わ
れ，利用者数の増加が見込み
にくい。いっそうの広報に努
め，利用の拡大を図ると共に，
高齢者にも使いやすいシステ
ムに改善していきたい。ただ，
便利さの反面，個人認証を含
むセキュリティの確保という課
題もあり，安心して利用できる
システムでなくてはならない。
そうした中で，市役所と市民の
電子的な繋がりを一層深め，
ユビキタスネット社会（いつで
も，どこでも，何でも，誰でも）
の実現をめざしていく。

　

市

民

及

び

三

次

市

に

関

心

の

あ

る

方

　インターネットを
通じて行政情報
の収集をより身近
にできるようにす
るとともに，ＴＶ会
議システムにより
各種相談業務を
実施する。

①ウェブページによる，
行政情報・子育てに関
する情報を収受できる。
②ＴＶ会議システムによ
り，各種相談業務を実
施する。また利用者間
の交流が図れる。③キ
オスク端末により，観
光・イベント情報が収受
できる。④教育支援シス
テムによって，学校間交
流等を図る。

50,006 3

当初の目的
どおりに，
ネットワーク
構築を行っ
た。

4

この事業に
より，ネット
ワーク基盤
の整備は
一定水準
に達したと
考えている
が，住民
サービスの
展開に不
可欠なソフ
トウェア（=
システム）
部分の整
備が不十
分であり，
意欲的な整
備が必要で
ある。

4

他の電
気通信
事業者
が整備し
た高速ア
クセス回
線では，
合併した
三次市
内を網羅
し得る
サービス
がないだ
けでなく，
回線速
度の向
上を簡
易・短期
に行うこ
とができ
ず，独自
で回線を
敷設し
ネット
ワークを
運営する
ことは大

3

市の業
務として
法律とし
ての定
めはない
が，国の
「ｅ－ＪＡ
ＰＡＮ戦
略」にお
いても電
子自治
体の構
築は重
点政策と
位置づ
けられて
おり，積
極的に
整備を進
めるべき
ものであ
る。

5

行政圏域
が広域に
わたって
いること
から，行
政サービ
ス提供の
ための手
段の1つ
として，ま
た市民と
行政の情
報共有の
基礎イン
フラとし
て，必要
性が極め
て高い。

5

中山間
地域や
過疎地
域を抱え
る三次市
において
は，高速
通信回
線に対
するニー
ズが高
く，各種
事業に
おいて有
用な活
用が期
待でき
る。

24 B
要
改
善

継
続

拡
大

　「電子自治体
及びｅ－ＪＡＰ
ＡＮ構想」に基
づき基本イン
フラの構築を
実施してきた。
現状で活用で
きるサービス
はインターネッ
トの閲覧や電
子メールサー
ビスなどの基
本的な利用し
かできない状
況であり、住
民ニーズに対
応したサービ
スへの取り組
みが必要であ
る。

無
し

継
続

市民のニー
ズに対応し
たサービス
提供につな
がる活用方
法の研究・
調査が必要
と思われ
る。
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電子自
治体推
進事業

行政手続きの電子化により，
事務手続きの効率化を図ると
ともに，インターネットを利用し
た手続き手段の拡大により，
利用者（市民）の利便性の向
上を図るものである。

平成21年度より電子申請シス
テム，施設予約システムとも新
システム（ＡＳＰサービス）での
運用を行っている。電子申請
システムについて，手続数を
増やしていくことが必要。

三
次
市
民
等

ＩＴ技術を活用し、
事務処理の簡素
化及び効率化を
図るとともに住民
等の利便性の向
上を目的とする。

電子申請，電子入札，
公共施設予約システム
の利用件数・対象項目
数増加。

13,538 4

システムの
導入により、
空室状況の
確認がWEB
上からでき
ることから、
予約申込み
がスムーズ
になってい
るとともに、
予約管理が
効率的に
なっている。
電子入札シ
ステムを利
用する案件
について
は，入札，
改札時に市
役所本庁舎
へ出向く必
要はなくなっ
た。

3

平成21年
度から電子
申請システ
ムについて
は，携帯電
話からの申
請機能が
加わり，講
座・イベント
などの申込
みを携帯電
話から行う
ことも可能
となってい
る。手続担
当課の積
極的な利用
で，利用
率，利便性
とも向上が
見込める。

4

平成21
年度から
電子申
請システ
ム・施設
予約シス
テムにつ
いては，
ＡＳＰ
サービス
での利用
を行って
おり，大
幅な経費
削減を
行ってい
る。平成
21年度
以降は
施設予
約システ
ムについ
て施設数
が増加す
ればコス
トは増加
する可能

5

市の行
政手続き
業務の
電子化
である。

3

国のＩＴ
戦略本
部がオン
ライン利
用促進
対象２１
手続に
ついて，
オンライ
ン利用率
を50％達
成するよ
う指針が
でてお
り，社会
的ニーズ
はある。

3

施設予
約システ
ムについ
ては，利
用件数
が着実
に伸びて
おり，
ニーズが
あるとい
える。
電子入
札システ
ムについ
ても，一
定数の
利用が
継続的
に行わ
れてい
る。

22 B 継
続

継
続

継
続

電子自治体構
築業務は，どの
システムも広島
県や他自治体と
共同運用してお
りシステム面に
おいては改善を
図ることは難し
い。電子入札シ
ステム，施設予
約システムにつ
いては，定量的
なシステム利用
があり，今後も
継続して使用を
行う。電子申請
システムについ
ては，新システ
ム更新を行い，
各担当課の裁
量で手続公開
が可能であり，
各課へ研修を
行なったところ
である。自発的
な手続数の増
加を期待する
が，成果が現れ
ない場合，電子

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

各部局と連
携して，手
続き数の拡
大に取り組
む必要があ
る。
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三次市
CATV情
報発信
事業

CATVによる市広報番組の発
信（市の施策の紹介，地域の
まちづくり活動，観光情報の
提供など）
文字放送・音声告知放送によ
る情報提供

職員全体の情報開示の重要
性，広報活動に対する意識の
向上を図ることが必要である。

市
民

（
主
に
C
A
T
V
加
入
者

）

市広報番組（市の
施策の紹介，地
域のまちづくり活
動，観光情報の
提供など）の製
作・放映。文字放
送・音声告知放送
による情報提供。

多様な広報媒体を活用
し，情報過疎者をつくら
ないこと。

22,236 4

映像により
広報紙では
伝えきれな
い情報をわ
かりやすく
迅速に伝え
ることができ
ている。
また，文字
放送や音声
告知放送に
より障害の
ある方にも
タイムリーな
情報提供が
できている。

4

映像を使い
わかりやすく
広報するこ
とができて
いる。しか
し，取り上げ
る内容など
について
は，市民ア
ンケートを行
うなど市民
の声を活か
した番組づく
りも必要で
ある。 4

番組制
作には，
専門ス
タッフ及
び近年の
高度技
術（地デ
ジ・ハイ
ビジョン
等）に対
応した機
材等が
必要であ
るため，
現状以
上のコス
ト削減は
実現しに
くい。

5

主に市
の施策
や制度
の紹介，
地域づく
りへの参
画を促す
広報活
動を行っ
ているた
め，市が
主体的
に関わる
べき事業
である。

4

あらゆる
媒体を活
用した，
迅速・正
確な広
報は社
会的にも
重要であ
ると考え
られてい
る。

4

あらゆる
媒体を活
用した広
報活動
は市民
からの
ニーズが
高く，迅
速・正確
な広報を
求める市
民の要
望も多
い。 25 B

要
改
善

継
続

継
続

市の情報発信
手段の一つと
して，広報紙
やホームペー
ジの活用と合
わせて，映像
としてわかりや
すく伝えること
のできるCATV
の特性を活か
した番組づくり
が必要であ
る。 有

り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

CATVの特
性を活かし
た番組づく
りをすすめ
るとともに，
各部局と連
携し番組内
容の充実を
図る必要が
ある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

50／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴

e-ラーニ
ング研修
の受講者
数＋研修
参加者

人 229 489 205

e-ラーニング
研修の各
コース受講
者の延べ人
数。平成20
年度は原則
全職員の受
講を依頼，平
成21年度は

H
1
9

3,257 ⑷

情報漏え
い事件・
事故発生
件数

件

職員による
情報漏えい
事件・事故が
発生した件
数。

⑵

外部講師
等による
研修会開
催回数

回 1 1

外部講師等
による研修
会を開催し
た回数。

H
2
0

734 ⑸

⑶
H
2
1

3,746 ⑹

⑴
地元協議
会開催数

7 5 6

地元地権者の
集まりである協
議会の開催数。
コンスタントに
会合を開いてお
り，指標に大き
な変化はみら
れない。

H
1
9

21,324,428 ⑷
事業進捗
率 ％ 16 19 19

事業費の大
きな駅前地
区に着手し
ていないた
め，大きな進
捗はみられ
ない。

⑵ 工事費 千円 127,624 24,700 45,751

事業費のう
ちの工事費。
保留地の多
い下郷側工
事を着実に
進めており，
指標に大き
な変化はみ
られない。

H
2
0

26,413,000 ⑸
地元協議
会出席人
数

人 92 94 100

地元地権者
の一定程度
の出席を確
保している。

⑶
H
2
1

15,152,666 ⑹

⑴
施工延長
ｍ

291 303 250
H
1
9

36,738 ⑷ 執行率 ％ 100 100 100

⑵
H
2
0

32,128 ⑸

⑶
H
2
1

32,852 ⑹

⑴ 整備件数 件 34 59 36
H
1
9

341,264 ⑷ 整備件数 件 34 59 36

⑵
H
2
0

339,084 ⑸

⑶
H
2
1

1,159,611 ⑹
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秘
書
広
報
課

情報セ
キュリ
ティ研修
に関す
ること

情報セキュリティの確保は，
人的な面からの取組みが重
要な要素であり，e-ラーニング
や外部講師による研修及び庁
内ポータルの掲示板による注
意喚起等により，職員一人ひ
とりの情報セキュリティ意識の
高揚を図る。

現在職員のみを対象としてお
り，市民も含めた情報セキュリ
ティ意識の高揚をいかにして
図っていくかが課題である。

職
員

職員を対象とした
e-ラーニング研修
及び外部講師に
よる研修等

市民等の個人情報保護
を徹底することにより，
市民が安心して行政手
続き等を行なえること。

359 3

情報セキュ
リティの確
保は，人的
な面からの
取組みが重
要な要素で
あり，職員
一人ひとり
の情報セ
キュリティ意
識の高揚を
図るために
は，e-ラー
ニングや外
部講師によ
る研修の実
施は目的に
適合してい
る。しかしな
がら，市民
に対する取
組みは実施
できていな
い。

3

職員に対す
る研修内容
の充実・強
化は可能で
あり，あわ
せて，市民
に対する取
組みを実施
するによ
り，成果の
向上を図る
ことができ
る。

4

現状でのコ
スト削減は
困難であ
り，外部講
師等による
研修会の
実施や市
民に対する
取組み等
の内容に
よっては，
コストが増
大する可能
性がある。

3

職員に
対する研
修は，専
門機関
の研修
プログラ
ム等によ
り実施し
ており，
今後もこ
うした民
間等のノ
ウハウを
活用し，
研修内
容の充
実・強化
を図って
いく必要
がある。
市民に
対する取
組みに
ついて
は，市が
主体的
に市民

4

近年情
報セキュ
リティに
関する事
件・事故
が年々
増加して
おり，社
会的
ニーズが
高いもの
と考えら
れる。

4

近年情
報セキュ
リティに
関する事
件・事故
が年々
増加して
おり，市
民ニーズ
も高いも
のと考え
られる。

21 C
未
実
施

未
実
施

継
続

職員に対する
研修について
は，今後も専
門機関の研修
プログラム等
を活用し，研
修内容の充
実・強化を図っ
ていく必要が
ある。
市民に対する
取組みについ
ては，市の取
組みや情報漏
えい事件・事
故等の情報を
ホームページ
等を活用して
積極的に情報
発信するな
ど，経費の増
大を伴わない
取組みを中心
に，市民の情
報セキュリティ
意識の高揚を
図っていく必

無
し

継
続

職員一人ひ
とりの情報
セキュリティ
意識の高揚
を図るため
に，研修内
容の充実・
強化を図る
必要があ
る。
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都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

13

都
市
整
備
課

土地区
画整理
事業
(三良坂
駅前地
区・下郷
地区）

「三次市の生活拠点の１つで
ある三良坂地区において，馬
洗川で分断されている下郷地
区と三良坂駅前の既存商店
街を結ぶ幹線道路の新設に
併せて両地区を一体的に面
整備し，駅前市街地の再整備
及び下郷地区の宅地整備を
行うことで人口増加の受け皿
となる生活拠点機能を強化す
るまちづくりを行う」とあった
が，事業費が高く，経費の節
減を目的に事業の縮小を検
討する。
（平成２０年度事業）
区画道路築造舗装工事，宅
地整地工事，上下水道管敷
設工事，道路照明設置工事，
地元協議会の開催

権利者との合意形成を図りな
がら，事業の見直しを行う。

三
良
坂
町
内
の
駅
前
地
区
及
び
下
郷
地
区
の
居
住
者

道路や上下水道
などのインフラ整
備を行うとともに，
良好な宅地整備
を行う。

下郷地区をインフラ整備
し，人口増及び商業の
活性化を図り三次圏の
拠点機能を高めるまち
づくりを行う。

132,065 3

下郷地区に
関しては大
半が農地か
ら，良好な
宅地へとほ
ぼ目的は達
成された。
一方駅前地
区は事業費
の割にはほ
ぼ区画も変
わらず，事
業費が負担
となってい
る。

1

駅前地区
の整備は，
区画整理
事業（嵩上
げ）での整
備から，現
地盤高のま
までの整備
（側溝整
備，下水整
備）等で，
整備手法を
変更する。

1

駅前と下
郷地区を
結ぶ橋
梁工事を
行うか否
かで削減
額は大き
く異な
る。

5

市が事
業主体と
して実施
する事業
として認
可されて
いる。

3

今後の
Ｕ・Ｉター
ン移住希
望者の
増加が
見込ま
れるな
か，受け
皿づくり
が必要
である。

3

新たな生
活拠点
の創出
により，
地域に
にぎわい
と活力を
取り戻す
機会とな
る。

16 D 継
続

縮
小

縮
小

①駅前地区の
事業を縮小
（1.3m上がる
橋梁に影響す
る部分に限る）
案
②下郷地区の
みで区画整理
事業は完結さ
せる。，駅前地
区は他事業で
整備する案

が大別され
る。現在資料
を収集し，検
討中。

事
業
規
模

有
り

1
6
 

予
算
の
見
直
し

縮
小

地元との合
意形成を図
りながら，
事業内容を
精査する必
要がある。
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安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

16
土
木
課

排水路
新設改
良事業

　平成17年度は，9箇所につ
いて事業実施を行った。
　平成18年度は，6箇所につ
いて事業実施を行った。
　平成19年度は，7箇所につ
いて事業実施を行った。
　平成20年度は，5箇所につ
いて事業実施を行った。
　平成21年度は，3箇所につ
いて事業実施を行う。

計画的な整備には，多大な費
用が伴う。

　
市
民

　排水路を整備す
る。

  安全で快適な生活の
確保

9,735 4

目的達成の
ためには、
排水路改良
が も有
効。

4

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した排
水改良をす
る必要があ
る。

3

　地域に
おいて，
排水路
改良促
進のため
の推進
母体を形
成し，地
域にふさ
わしい水
路につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

5

　水路管
理者以
外には，
困難であ
る。

4

　安全で
快適な
生活の
確保の
ため，社
会的
ニーズは
高い。

4

　安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニーズ
は高い。

24 B 継
続

継
続

継
続

排水路の整備
は、安全で快
適な生活の確
保には不可欠
であり、要望
箇所を中心に
整備していく。

無
し

継
続

計画的に整
備を行う。
管理等につ
いては，で
きるだけ地
元で行える
ようにする。
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安
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で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

17

建
築
住
宅
課

公営住
宅ストッ
ク総合
改善事
業

平成２０年度実績
　既設公営住宅ストックの有
効活用を図るため，改修等を
計画的に実施することで適切
な維持管理を行う。
　大歳住宅・駅前団地の公共
下水道への接続及び火災報
知器（市営住宅５８団地）の設
置を行った。

それぞれの住宅団地では建築
年度に相当な開きがあること
から，設置してある設備等に
大きな格差が見受けられる。
現代の生活水準に近づくよう，
設置されている設備等の機能
向上を行うことが必要である。

市
営
住
宅

トイレの水洗化・
地上デジタル放送
への対応調査設
計及び改修工事

住宅管理戸数の内７割
が耐用年数の半分以上
経過し，老朽化も進んで
いる。また，これらの住
宅は現代の生活水準か
らみても，面積・設備性
能・高齢化対策など
様々な改善点が見受け
られる。このような背景
を踏まえ住宅の改善事
業を行う。

20,006 4

公共下水道
区共用開始
区域にある
市営住宅を
接続し，住
環境整備を
進めてい
る。
平成２０年
度では２団
地の接続を
行った。

2

引き続き下
水道共用
開始区域
内にある市
営住宅を公
共下水道
へ接続促
進して行
く。
また，住生
活水準の
向上と施設
の整備を行
う。 4

事業範
囲は
低限でコ
スト削減
余地は
少ない。
現時点で
も区域内
の住宅も
合併処
理浄化
槽を使用
してお
り，早期
に接続す
ることに
より維持
管理経
費の削
減を図
る。

5

維持管
理上，市
が行う。

4

生活水
準の向
上や建
築年数
の経過
による腐
朽の進
んでいる
住宅へ
の対応
等，改善
の要求
は多く社
会ニーズ
は高い。

5

施設整
備や住
生活環
境の改
善を求め
る声があ
ることか
ら市民
ニーズが
ある。

24 B 継
続

継
続

継
続

市営住宅に於
いては地域に
より，設備・性
能等に格差が
見受けられ
る。
このことについ
ては計画的に
改善すること
により，住宅の
居住水準向上
を図る必要が
ある。 無

し
継
続

優先順位を
判断し，計
画的に実施
していく必
要がある。

有
り

6
 

職
員
の
意
識
改
革

事
業
規
模

有
り

1
6
 

予
算
の
見
直
し

有
り

4
 

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

51／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴

下水道に
ついて説
明した戸
数

戸 120 250 250

下水道の普
及促進とし
て， も有効
な啓発手段
である。

H
1
9

7,825 ⑷ 接続率 ％ 72 74 74

下水道等接
続人口/下水
道等接続可
能人口

⑵
下水道説
明会 回 5 9 10

供用開始地
域での地元
説明会

H
2
0

3,764 ⑸

⑶ 個別訪問 延べ日数 2 2 2
下水道未接
続世帯への
戸別訪問

H
2
1

2,940 ⑹

⑴
漏水調
査・管路
診断

業務 1 2 2

平成２０年度
から上水道・
簡易水道事
業について，
一括発注と
した。

H
1
9

5,359,000 ⑷ 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑵
H
2
0

5,051,000 ⑸ 有収率 ％ 87 87 85

有収率は，
全配水量に
対する有効
有収水量の
割合

⑶
H
2
1

5,519,500 ⑹ 拡張工事に伴うドレン排水の増による

⑴
業務委託
件数 件 2 2 1

平成20年度
までは，南部
と北部に分
け委託して
いたが，平成
21年度から
は，コスト縮
減のため南
部・北部を一

H
1
9

18,222,000 ⑷ 有収率 ％ 82 83 83

ポンプ所・配
水地の流量
の確認によ
り，漏水の確
認ができ，早
期修繕対応
ができる。

⑵
H
2
0

18,228,500 ⑸

⑶
H
2
1

32,191,000 ⑹

⑴
整備施設
数

箇所 1 1 13

債務負担行
為による工
事件数であ
る。平成２０
年度に発注
し，平成２１
年度末まで
の期間とな
る。

H
1
9

8,299,000 ⑷ 有収率 ％ 87 87 85

有収率は，
全配水量に
対する有効
有収水量の
割合

⑵
H
2
0

23,636,000 ⑸

⑶
H
2
1

4,761,615 ⑹

205

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
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り

11

下
水
道
課

下水道
接続普
及促進
事務

　公共下水道事業や農業集
落排水事業による汚水処理
可能な下水道供用開始区域
の拡大を受け，下水道施設へ
の排水設備の接続を促進す
る。
　具体的には，管渠敷設工事
説明会や供用開始説明会，
供用開始後にさらなる接続を
促すための戸別訪問や説明
会などを実施する。

　下水道への接続は下水道法
に接続の義務が課せられてい
るものの，施設を改造し接続
する必要がある。社会の経済
状況などなどにも左右されや
すい。
　下水道への未接続となって
いる住民・市民の加入をいか
に促進するかを検討する必要
がある。

　
下
水
道
供
用
開
始
区
域
内
の
住
民
・
市
民

　下水道事業の
目的（汚水を適正
に処理することに
より環境衛生の向
上が図られる）な
どについて理解を
深め，下水道への
接続を促進する。

　下水道が利用できる
家庭・企業がすべて下
水道へ接続する。

941 5

　下水道の
目的を達成
するため，
不可欠なも
のである。

3

　説明会や
戸別訪問
はとても有
効な手段で
あるが，な
かなか時間
とり訪問面
接が出来な
い。
　パンフ
レットを郵
送しどれだ
け接続に寄
与している
かは不明で
ある。

5

　普及促
進のマ
ニュアル
化や活
動は成
熟してお
り，コスト
を削減す
ることは
難しい。
　普及促
進を積極
的に進め
るため，
さらに人
員を投入
する必要
がある。

3

　民間委
託が可
能であ
る。

4

　生活環
境の向
上・保全
のため，
社会的
ニーズが
高く必要
不可欠
な事業で
ある。

3

　学校・
地域コ
ミュニ
ティなど
で下水
道講座を
実施する
など市民
からの関
心度は
高い。
　しか
し，接続
状況は
供用開
始からの
時間や
地域によ
る温度差
もあり，
まちまち
である。

23 B
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

　下水道への
接続には多額
の負担が必要
となり，現在の
ような経済状
況では接続増
加は難しい。
　しかし，下水
道事業の安定
経営及び運営
のためには下
水道利用者を
増加させ使用
料収入を確保
する必要があ
る。
　定期的に普
及促進活動を
実施する必要
があるため，
人員を増加さ
せる必要があ
る。

人
員

無
し

拡
大

下水道の接
続状況は，
下水道の敷
設そのもの
の必要性に
係わってく
ることから，
引き続き下
水道法に
則った積極
的な加入促
進を行われ
たい。
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15
水
道
課

漏水調
査・管路
診断（上
水道）

　昭和３９年度に水道事業運
営の認可を受け，昭和４０年
度から水道管布設工事に着
手し，昭和４３年度から三次
町・十日市町の一部で供用開
始を行い，随時管延長を伸ば
してきました。
　また，老朽管の布設替えを
行いながら現在に至っている
状態ですが，長年の経年劣化
により，管の腐食が進行し，
漏水を引き起こすことがありま
す。
　漏水は，経済的亜損失だけ
でなく，水圧の低下・土壌の流
出による道路陥没等の原因と
なるため，漏水調査を行い，
安全で安定した水を確保する
必要があります。
　また，管路診断により，水道
管路に必要な各種情報（水
圧・流量・漏水情報等）を調査
し，水道台帳としての情報・機
能の確保をする。

定住環境の整備に伴い，水道
事業普及範囲は年々拡大す
る。それに対応する維持管理
範囲も拡大する。

市
民

水道管を調査・診
断し，漏水事故を
事前に対応及び
被害を 小限度
に抑える。

定住環境の整備（安全
で安心して利用できる水
道水の確保）

10,102 5

本事業によ
り，平成20年
度には，大小
含め83件の
漏水箇所を
発見すること
ができ，事故
防止に対応し
ている。よっ
て，目的達成
に貢献してい
る。

4

善と思わ
れる手法に
より，調査・
診断してい
るため，向
上の余地
は少ない。

4

深夜等
人が寝
静まった
ころ，人
力でやる
調査なの
で，コスト
の削減
余地は
小さい。

5

水道事
業は，三
次市が
経営して
いるた
め，本業
務の委
託は，市
でなけれ
ばできな
い。

3

安全で快
適な生活
の確保の
ため，社
会的ニー
ズがあ
る。

3

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニーズ
がある。

24 B 継
続

継
続

拡
大

現在でも，昭和
43年度に埋設し
た水道管があ
り，計画的に老
朽管更新及び
下水道工事と一
体施工により実
施しているが，
すべてを布設替
えするには，長
期にわたる期間
と経費を要す
る。よって，維持
管理のために
水道管の経年
劣化の把握や
濾水箇所の事
前把握等，本業
務は必要であ
る。

予
算
額

無
し

継
続

漏水調査・
管路診断を
実施し，老
朽管の計画
的な更新，
状況把握に
つながる本
事業は，今
後も継続し
て実施する
必要があ
る。
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21
水
道
課

簡易水
道施設
管理業
務委託

　平成14年4月から水道法が
改正され，民間委託が認めら
れるようになった。このことを
受け，定期的な人事異動と技
術者の養成コストの縮減及び
支所職員の業務軽減を図るた
め，平成18年4月から簡易水
道施設の運転管理業務を民
間委託している。
　また，平成21年4月からは，
上水道と簡易水道施設を一本
化して運転管理業務を委託し
ている。
　水道施設の運転管理及び危
機管理に精通した業者へ委託
することにより，簡易水道利用
者の方へ安全で安定した水を
供給できるようになった。

さらに簡易水道利用者の方へ
安心して安定した水を給水す
るため，委託業者と定例会議
等を開催し，浄水濁度管理や
警報通報装置の整備を進め，
運転状況から機器の更新等を
的確に行う。

簡
易
水
道
利
用
の
市
民

各簡易水道事業
の計画により，新
しく改革している
配水池やポンプ
所と，これまでの
委託施設と併せ
て業務内容の適
正化を図る。

三次市簡易水道施設に
合わせた適切な管理体
制の構築を図り，一般
的な管理業務のほか，
災害や事故発生時に迅
速な対応ができるように
する。

36,457 4

浄水場・配
水池・ポンプ
所等の毎日
点検の他，
雷被害対応
や漏水修繕
後の水質検
査等の事故
対応を水道
局と協力し
て担い，安
心・安全な
水道供給に
貢献してい
る。

3

整備拡張
計画があ
り，配水池
やポンプ所
の新設予
定がある。

3

警報通
報システ
ムや濁度
管理シス
テムの構
築によ
り，中央
監視がで
きればコ
スト削減
の余地
は少なか
らずある
が，委託
箇所数
の増減に
より検討
を要す
る。

2

市所有
の簡易
水道施
設であ
り，公共
性が高く
関与は
必要だ
が，委託
業者の
運転管
理等の
手法に
ついて
は，民間
の今まで
のノウハ
ウを活か
し，民間
能力を
大限に
活用する
必要が
ある。

4

安定した
水供給
と，コスト
削減を図
るため社
会的
ニーズは
今後一
層高ま
る。

4

習熟した
技術者
が，常時
点検と非
常時対
応できる
ため，安
心して利
用でき
る。

20 C 継
続

継
続

継
続

市民ニーズ
は，これからま
すます「より安
全で安定した
水の供給」を
求めていくこと
や，簡易水道
事業の区域拡
大に伴い，い
たく箇所の増
加が予想され
るため。

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

効率的な事
業を運営す
るため，引
き続き外部
委託に取り
組む。
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

19
水
道
課

上水道
施設整
備事業
(寺戸浄
水場整
備）

 昭和３９年度に水道事業運営
の認可を受け，昭和４３年度
から一部供用開始をし，昭和
６２年度に低区配水池竣工，
平成１・２年度に取水井改良
工事，平成１８年４月に膜ろ過
処理施設が供用開始され，水
道水の安全・安心の向上に努
めてきた。
　寺戸浄水場系の遠方監視シ
ステムは，整備後２０年以上
経過しており，経年劣化してお
ります。また，情報収集するの
にも型式が古いため情報量が
すくなく，修繕するにも同種類
の生産がないため困難な状況
です。
　寺戸浄水場系の情報収集を
容易にし，維持管理の向上及
び安全で安定した水を給水で
きるようにする。

水道給水区域の拡大に伴い，
管理施設（ポンプ所・配水池
等）が増加し広範囲となる。
よって，監視体制の高位平準
化させ，更に三次市の生活環
境基盤を整える。このため，平
成５年度に供用開始した向江
田浄水場と連携し，互換性を
もったシステム作りが肝要とな
る。

市
民

遠方監視体制の
整備を図り，緊急
事態の早期対応
や対応の優先順
位を明確にし，効
率的な修繕を行
う。また，水量・水
質等の運転状況
を正確に把握し，
有収率の向上に
努める。

水道施設のトラブルを
事前に察知し，部品交
換や修繕を計画的に行
い，安全で安定した水
道水の供給を行う。

23,636 4

配水池水位
や残留塩素
濃度等の現
況を，現場
しか確認で
きなかった
が，導入に
より中央監
視が可能と
なる。

3

異常時の
早期対応
が可能。異
常が同時
多発して
も，優先順
位づけが可
能となり，
効率的な修
繕が実施で
きる。

3

現場確
認作業
の軽減に
伴い，委
託料の
削減が
可能。

5

ライフラ
インの根
幹施設
であるた
め，市が
関与す
べき

4

水道水
の安全
に対する
信頼度
の確保
ができ，
社会的
ニーズが
ある。

4

安定した
水量・水
質を確保
すること
ができる
ため，市
民のニー
ズが高
い。

23 B
未
実
施

継
続

継
続

安心・安全な水
を安定して給水
するために必要
であり，異常事
態を早期発見
し，早期対応で
きるシステム作
りに役立つ。

無
し

継
続

効率的な施
設管理・運
営ができる
よう計画的
に整備して
いく必要が
ある。

人
員

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 委託件数 件 1 1 1

債務負担に
よる業務委
託件数であ
る。１９年度
までは5年
4ヶ月の債務
負担，20年
度は単年度
での契約と

H
1
9

31,714,000 ⑷ 有収率 ％ 87 85 86

平成20年度
は，区域拡
張に伴い，ド
レン排水が
増加したた
め，前年度よ
り下がってい
る。

⑵
H
2
0

35,396,000 ⑸

⑶
H
2
1

36,342,000 ⑹

⑴ 補助件数 件 48 51 75
本制度によ
る補助件数

H
1
9

423,895 ⑷

補助によ
り飲用水
水源が確
保できた
世帯数

戸 50 52 75
水源を確保
した世帯数

⑵
H
2
0

409,725 ⑸

⑶
H
2
1

404,906 ⑹

⑴
公共工事
に伴う負
担金

一工事 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
9

46,407,000 ⑷
配水管布
設延長

1,545 2,677 1,500

⑵
H
2
0

144,936,000 ⑸

⑶
H
2
1

119,068,000 ⑹

⑴ 事業数 1 1 1
本事業に投
資した事業
数

H
1
9

604,796,000 ⑷ 給水戸数 戸 12,931 13,319 13,619
本事業によ
り給水が可
能となる戸数

⑵
H
2
0

502,873,000 ⑸ 給水人口 人 33,520 34,449 35,349
本事業によ
り給水が可
能となる人口

⑶
H
2
1

766,734,000 ⑹
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市
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市
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魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

14
水
道
課

上水道
施設管
理業務
委託

　昭和39年度に水道事業運営
の認可を受け，浅井戸を水源
とする寺戸浄水場が昭和43年
度から一部供用開始。平成5
年度に向江田浄水場が完成
し，水源を灰塚ダムの河川水
に求めた。平成18年にはクリ
プトスポリジウム対策として，
寺戸浄水場へ膜ろ過施設が
整備を行ってきた。
　平成14年度の水道法改正に
伴い，第三者委託が可能とな
り，安全で安定した水道水の
供給及びコスト縮減のため，
民間委託を実施してきた。今
後，水質に対する要求度は高
まり，高度な技術を持った技
術者が監視することで，水道
水の信頼を高めることができ
る。

水道給水区域が拡大されるに
伴い，管理施設（ポンプ所・配
水池）が増加し広範囲となる。
現在所水区域の負担割合が，
寺戸浄水場が９，向江田浄水
場が１となっている。安全性の
確保から６対４となるよう，向
江田浄水場の2系列目の着手
及び運転時間の延長など浄水
量を確保する。 上

水
道
利
用
の
市
民

供用区域の拡大
に伴い，ポンプ
所・配水池等が増
加した。委託管理
施設を追加し，水
道水の安定供給
に努める。

高度な技術を有した第
三者に業務を委託し，
良質の安定した水道水
を継続して供給する。

35,396 4

ライフライン
の根幹的施
設であり，
水質確保と
安定供給が
継続されて
いる。よっ
て，快適環
境の確保に
貢献してい
る。

3

給水区域
の拡大が
進むにつ
れ，水質確
保などに技
術を要す
る。今後成
果の向上
が更に見
込まれる。

3

業務委
託期間
の延長す
ることに
より，委
託業者
が先行
投資及び
会社独
自の技
術開発
等を積極
的にでき
るメリット
があり，
コスト縮
減が図ら
れる。

3

民間のノ
ウハウを

大限
に活か
すために
関与を少
なくした
ほうがよ
いが，監
視する体
制作り及
び技術
力の継
承が問
題とな
る。

4

技術的
に困難
になりつ
つある浄
水場の
運転管
理，水質
管理など
技術上
の業務を
委託する
ことで，
社会的
ニーズは
高い。

4

等業務
の継続
により，
安定した
水量・水
質が提
供できる
ため，市
民ニーズ
が高い。

21 C 継
続

継
続

継
続

水道事業者
が，使用料を
受益者から徴
して事業運営
しているため，

終的な責任
は水道事業者
にある。しか
し，水道事業
者の技術継承
が困難な実情
からすれば，
水道水を低廉
で高品質・安
定供給を継続
するために，
本業務は必要
である。

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

効率的な事
業を運営す
るため，引
き続き外部
委託に取り
組む。
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り

16
水
道
課

飲用水
供給施
設補助
事業

　水道事業の計画区域外また
は区域内でも1年以内で給水
が開始されない区域において,
飲用水検査に合格した一定の
水量を確保するためのホーリ
ングまたは掘井戸の費用のほ
か,揚水ボンプ及び水量検査
費用に対する補助をしようと
するもの。

・今後の上水道・簡易水道の
整備状況より,事業の見直しが
必要である。

市
民

飲用水の供給を
目的として,新たに
ボーリング及び掘
井戸方式により水
源を確保する者に
対して補助金を交
付する。

市民が「安全」かつ「安
定した」飲用水を確保す
ることを目的とする。

20,896 5

飲用水確保
に要する費
用を直接的
に補助する
制度であり,
目的達成へ
の貢献度は
高い。

5

平成18年
度に補助
要件を追加
したことに
より有効性
が向上し
た。

4

補助金
制度のた
め,コスト
の削減
余地が
小さい。

5

上水道・
簡易水
道整備
計画と関
連させな
がら進め
る必要が
ある。

4

上水道・
簡易水道
が計画さ
れていな
い地域に
対して,安
全な水の
確保のた
め社会的
ニーズは
高い。

4

上水道・
簡易水
道の計
画区域
外で日
常的に
飲用水
が不足し
困ってい
る家庭に
対し,
ボーリン
グ等費
用の一
部を補助
すること
で費用
負担の
軽減にな
ることか
ら市民
ニーズは
高い。

27 A 継
続

継
続

継
続

水道事業計画
区域以外で,日
常的に飲用水
が不足してい
る家庭に対し
て,安全な水の
確保のため事
業の継続は必
要である。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

水道事業計
画区域以外
において，
安全な水の
確保のた
め，事業の
継続は必要
である。
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り

15
水
道
課

公共工
事に伴
う工事
負担金

　配水管の新設・増径・更新
を，他事業（道路改良・下水道
事業）と一体施工を行うことに
より，事業費を安価に抑えれ
ること及び工事が競合するこ
となくスムーズに進捗すること
ができる。

水道施設の整備（配水管布設
工事）を実施することによっ
て，ライフラインの整備拡充及
び生活基盤の改善を図るこ
と。

市
民

水道施設の整備
（配水管布設工
事）

　他事業と一体施工を
行い，安全で衛生的な
生活用水を安定供給
し，公衆衛生の向上と
生活環境の改善を図
る。
　あわせて，水道管の維
持管理費と経費節減を
図るための工事負担金
である。

144,936 5

上水道新
設・増径・更
新の経費削
減のため

5

上水道新
設・増径・
更新の経
費削減の
ため

3

公共工
事と同時
施工する
ことによ
り，経費
の削減を
図る。

5

水道事
業は，原
則として
市が経
営する。

5

安全で
衛生的
な生活
用水を安
定供給
する必要
性が高
い。

4

配水能
力の向
上と経費
の削減を
図る。

27 A 継
続

継
続

継
続

道路改良・下
水道事業等他
事業と併せ，
一体的に上水
道管の新設・
増径・更新を
行うことによ
り，経費の削
減を図る。

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

効率的な事
業実施によ
り，コストの
削減が見込
まれるた
め，今後も
継続して実
施する必要
がある。
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(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

16
水
道
課

上水道
整備事
業

　本市の上水道事業は，昭和
３９年度に創設した。
　創設後，現在第４期拡張計
画を行い，順次給水区域の拡
張を行っている。また，給水区
域内についても必要に応じ配
水管の布設・増径・老朽管更
新等を行っている。
　平成２０年度は，田幸地区・
青河地区の他に新規に河内
地区・秋町地区に着手しまし
た。また，畠敷地区・酒屋地区
の配水管布設工事及び十日
市東地区の老朽管の更新を
行いました。
　消火栓は，今まで消防署と
協議をしながら，拡張地区で
対応しておりましたが，消防署
から消火活動に際して給水区
域内での設置要望が多いた
め，２３基設置しました。

水道施設の整備（拡張事業・
配水管布設工事・水道老朽管
の更新）を進めることによっ
て，更なるライフラインの整備
拡充及び生活基盤の改善を図
ること。

市
民

水道施設の整備
（拡張事業・配水
管布設工事・老朽
管の更新）

　給水区域の拡大・配水
施設の整備・施設更新
による安全で衛生的な
生活用水を安定供給
し，公衆衛生の向上と
生活環境の改善を図
る。
　あわせて，水道管の維
持管理費の軽減を図
る。

502,873 5

上水道の整
備を行うこと
によって，安
全で衛生的
な生活用水
を安定供給
し，公衆衛
生の向上と
生活環境の
改善を図
る。

3

事業実施ま
での期間短
縮等の向
上の余地
はある。

3

上水道
の整備を
行うこと
によっ
て，配水
の能力
の向上と
維持管
理の削
減を図
る。

5

水道事業
は，原則と
して市が経
営する。

5

安全で
衛生的
な生活
用水を安
定供給
する必要
性が高
い。

4

安全で
安定した
生活用
水につい
て，市民
の関心
は高い。

25 B 継
続

拡
大

継
続

水道未普及地
域の水道施設
の整備や老朽
管の更新を行う
ことによって，ラ
イフラインの整
備拡充及び生
活基盤の改善
を図る。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

安全な水の
確保のため
事業の推進
は必要であ
る。事業内
容を精査
し，効率の
よい事業執
行に努め
る。

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 整備延長 Km 6 9

台帳整理を
実施した距
離であるが，
平成20年度
の実績がな
いのは平成
21年度に合
わせて整理
することとし

H
1
9

452,166 ⑷
利用者数
（のべ） 人 10 10 10

部分的な整
理のため，
今現在では
ほとんど利
用は見込め
ない。

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

415,222 ⑹

⑴
測量・調
査・設計・
建設工事

式 1 1 1

平成19年度
から建設工
事に着手し
たため，単位
当たりのコス
トが増加して
いる。

H
1
9

682,299,000 ⑷
工事進捗
率 ％ 30 100

工事実施工
程を管理す
る。
計画どおり
の工程で実
施されてい
る。

⑵
H
2
0

417,258,000 ⑸

⑶
H
2
1

1,245,965,000 ⑹

⑴
拡大処理
区域面積 ha 272 297 318

処理区域面
積の拡大

H
1
9

5,701,963 ⑷ 行政人口 人 42,106 41,827 41,627
処理区域内
の人口

⑵
H
2
0

6,718,228 ⑸
普及（整
備）人口  人 10,225 11,465 12,415

下水道へ接
続が可能
なった人口

⑶
H
2
1

6,049,056 ⑹ 普及率 ％ 24 27 30 普及率

⑴
　　　浄化
槽設置基
数

基 159 172 180
　　浄化槽の
設置基数

H
1
9

540,012 ⑷
浄化槽処
理人口 人 590 571 597

　 本事業に
より浄化槽
処理可能と
なる人口

⑵
H
2
0

614,162 ⑸

⑶
H
2
1

510,000 ⑹
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

18

下
水
道
課

台帳管
理シス
テム整
備事業

特定環境保全公共下水道を
整備した布野処理区・甲奴処
理区の管路について，電子台
帳として整理し，管路の維持
管理に使用する。

特定環境保全公共下水道を整
備したうち，布野処理区と甲奴
処理区の管路について電子台
帳で整理するものであるが，
紙台帳が整備されていない状
況のため，電子台帳で整理す
るためには，資料収集等にお
いて困難が予測される。

管
路
の
維
持
管
理
を
担
当
す
る
職
員

。

特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
を
整
備
し
た
布
野
処
理
区
・
甲
奴
処
理

区
に
土
地
を
有
す
る
者
，
新
築
移
転
を
考
え
て
い
る
者

。

電子台帳として整
理する。

管路の維持管理の効率
化，及び加入者からの
問合せに対するスピー
ディーな対応を行う。

5

紙ベースに
よる台帳管
理より，デー
タベースに
よる台帳管
理が，ス
ピーディー
なサービス
提供に合致
している。

2

甲奴処理
区について
は，集中的
に事業を推
進しいてる
ので，１９
年度でめど
をつけるこ
とができ
る。布野処
理区につい
ても事業を
開始するの
で，同時に
実施できる
ため成果の
向上が見
込まれる。

3

１８年度
は初年
度であ
り，事業
量が少な
かった。
今後は
事業量
が増える
ため，単
位あたり
の委託
料の減
額が期
待でき
る。

5

特定環
境保全
公共下
水道は
市が実
施した公
共事業
であり，
市以外
の実施
は考えら
れない。
（事業自
体は，す
でに委託
してい
る。）

4

特定環
境保全
公共下
水道は
地域の
環境を保
全する上
で必要
不可欠
であり，
その施
設を維持
管理する
上で電
子台帳
の整理
は社会
ニーズが
高い。

3

特定環
境保全
公共下
水道は，
地域の
住環境
に不可
欠であ
る。電子
台帳で
の管理
により，
スピー
ディーな
サービス
提供が
できるの
で，市民
のニーズ
がある。

22 B 継
続

継
続

継
続

台帳の整備延
長が伸びるこ
とにより事業
効果・市民
サービスが拡
大するため，
事業を迅速に
実施する必要
がある。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

引き続き効
率のよい事
業実施を行
う。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

16

下
水
道
課

汚泥再
生処理
センター
建設事
業
(し尿処
理場)

　し尿及び浄化槽汚泥等を適
正に処理するため，循環型社
会に向けた3R(汚泥の資源
化）を考慮した汚泥再生処理
センター(し尿処理場)を整備
する。
　平成19年度は，「三次市汚
泥再生処理施設工法等検討
委員会」において，処理方式
等を決定し，公募型指名競争
による入札を行い施工業者と
契約した。

今年度からの現場着手に向け
て，適切な工事及び工程監理
を行い，目的を達成するため
の施設建設を行う。また，建設
段階においても周辺住民の生
活環境に配慮した取組が必要
である。

市
民

平成18年度に設
置した「三次市汚
泥再生処理施設
工法等検討委員
会」において，処
理方式及び資源
化方式等につい
て検討を行い，三
次市にとって も
効果的で経済的
な施設の建設を
平成19年度から
平成21年度の3ヵ
年度で行う。

現有施設｢錦水園｣の老
朽化及び処理量超過の
対応，また「甲双衛生組
合し尿処理場」の平成
21年度末の取り壊しに
対応するため，新たな
施設を整備し，し尿及び
浄化槽汚泥等を適正に
処理するとともに汚泥の
資源化を図る。

417,258 5

平成18年度
に設置した
「三次市汚泥
再生処理施
設工法等検
討委員会」に
おいて，環境
に配慮した効
果的で経済
的な施設建
設のため検
討を重ね，処
理方式等を
決定した。

4

建設事業
について，
設計・施工
を一括して
発注する方
式により施
工業者を公
募し，建設
費及び7年
間の保守
点検費，修
繕費等を含
めた額で入
札を行い，
成果向上，
コスト削減
に努めた。

4

建設事
業につい
て，設
計・施工
を一括し
て発注す
る方式に
より施工
業者を公
募し，建
設費及び
7年間の
保守点
検費，修
繕費等を
含めた額
で入札を
行い，成
果向上，
コスト削
減に努め
た。

5

市民生
活上必
要な公
共施設
の整備
である。

5

現有施設
｢錦水園｣
の老朽化
及び「甲
双衛生組
合し尿処
理場」の
取り壊し
に対応す
るための
施設整備
である。

3

市民生
活上必
要な公
共施設
の整備
である。

26 B 継
続

拡
大

継
続

事業着手し，
平成21年度事
業完了として
いる。

無
し

終
了

処理施設の
建設につい
ては，年度
内完成に向
け事業を実
施していく。
尚，建設事
業は終了す
るが跡地利
用について
は公園とし
て整備する
等，継続し
て実施す
る。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

16

下
水
道
課

公共下
水道事
業（三
次・三良
坂）

三次処理区においては，平成
2年に事業着手また，三良坂
処理区については平成7年に
事業着手した。
　
三次処理区　　　　　　　三良
坂処理区
全体処理区面積
960.0ha
80.0ha
現在の認可面積
410.9ha
80.0ha
H20年度末整備面積
244.1ha
53.5ha

　下水道事業は都市計画事業
であり，三次処理区において
は878ha（酒屋地区含む）の用
途面積に人口23,874人の人口
密集地域があり都市計画税の
賦課を行っている。現在，事業
整備面積は244.1ha・8,935人
分で約37％の面整備にとど
まっている。今後は整備区域
の年次整備目標設定を行い，
早期に用途区域内の整備を
図っていかなければならない。

下
水
道
事
業
区
域
内
に
居
住
す
る
市
民
及
び
事
業
所

下水道管渠及び
汚水処理場の整
備

　各家庭や事業所から
の汚水を下水道管渠に
より集水し，直接汚水処
理場において汚水浄化
を図る。このことにより，
事業区域内の排水路や
河川の水質の改善が図
られまた，洋式水洗トイ
レの普及につなげ身体
に優しい生活環境の改
善が図れる。

1,995,314 5

接続工事に
より市民に
快適で便利
な暮らしに
改善され，
汚水処理を
行うことによ
り河川の水
質の保持と
水資源の再
生を図って
いる。

4

面整備区
域の拡大
により下水
道接続人
口が多くな
るので，水
環境の改
善に成果
の向上余
地が大きい

3

処理場
の統合・
汚泥の
集中・加
工・販売
及びガス
タンク導
入により
汚泥の
縮減等，
コスト縮
減効果
は大きく
ある。 5

下水道
法３条に
より，市
が設置
すること
に定めら
れてい
る。

5

下水道
に接続
すること
で家の
周りの水
路に水
がなくな
り，蚊や
ハエの
発生源
が減少し
衛生的
になると
同時に，
水環境
の安定
が図れ
る。

5

都市計
画税を何
年も支
払ってい
ることで
下水道
整備の
要求が
強く，整
備が遅
れている
ことによ
る批判が
厳しい。 27 A

事
業
拡
大

継
続

拡
大

三次処理区
は，都市計画
用途地域内の
土地所有者と
都市計画税賦
課を通じて平
成３２年度まで
に下水道整備
を約束してい
る。あと１１年
で約束を果た
すことが，市と
市民の信頼に
つながるととも
に市民の快適
な生活環境の
提供ができる
ので，建設事
業費及び財政
計画まで担当
課できる体制
に見直す必要
があると判断
する。

予
算
額

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

効率的で計
画的な整備
を進めると
ともに，下
水道事業の
効果を上げ
るため，引
き続き工事
説明におい
て法に則っ
た加入促進
も行うことも
必要であ
る。

216

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
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環
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づ
く
り

16

下
水
道
課

小型浄
化槽設
置整備
事業補
助金

近年の産業の高度化・生活様
式の多様化等により，河川等
の水質悪化が進行している。
環境意識の変化により産業活
動に伴う排水の浄化は促進さ
れているも，生活排水の浄化
対策は，公共下水道等の整
備区域の拡大が遅々として進
展しないため排水対策に遅れ
がでている。このため，公共下
水道等の事業認可区域以外
の区域及び市町村設置型浄
化槽設置区域を除く市内全区
域を対象として，住宅（併用住
宅を含む）に浄化槽を設置す
る者に補助金を支給する。
もって，公共用水域の水質汚
濁を防止し，生活環境の保全
を推進する。
平成２０年度実績　１７２基
総事業費　１０４，１９９千円

支所へ受付・審査・決定・確定
の事務を移譲し，住民サービ
スの向上を目指しているが住
民への周知が必要である。
特定環境保全下水道・農業集
落排水・市町村設置浄化槽
等，他の手段との整合性を考
慮し，補助額の増額を検討す
る。
公共下水道三次処理区におい
て，認可区域拡大が検討され
ている。検討地域（畠敷町等）
については，認可後は補助対
象外となるので周知する必要
がある。
県の財政事情により，県から
の補助金が減額傾向にあるの
で，財源を確保する必要があ
る。

公
共
下
水
道
・
特
定
環
境
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
・
市
町
村
設
置

浄
化
槽
対
象
区
域
を
除
く
市
内
全
域
内
の
，
住
宅
に
浄
化
槽
を
整
備

す
る
者

申請に基づき補
助金を支給する。

公共用水域の水質汚濁
を防止し，生活環境の
改善を図る。

105,636 5

家庭排水を
浄化するこ
とにより，河
川等の水質
改善に一定
の成果を得
た。
公共下水道
等の整備範
囲の縮小を
検討してい
る折，代替
手段として
も適当であ
る。

3

水質悪化
の主原因
のひとつで
ある窒素・
りんの除去
がなされて
いないた
め，今後は
高度処理
対応型の
導入を検討
する必要が
ある。

4

補助額を
削減すれ
ば事業
費を抑え
られる
が，補助
額の増
額を検討
してお
り，削減
の余地
はない。

4

国からの
交付金
事務もあ
り，市の
関与が
欠かせ
ない。

5

住民の
快適な
生活環
境の改
善と公共
用水域
の水質
改善は，
社会的
に必要
性が極
めて高
い。

5

生活環
境の改
善と公共
用水域
の水質
改善の
必要性
は高い
が，浄化
槽の設
置には
多額の
費用を要
すため，
補助金
の交付を
市民は
強く求め
ている。

26 B
要
改
善

拡
大

拡
大

公共下水道等
の整備区域を
縮小の方向に
見直す際の，
代替手段とし
て適当であ
る。
高度化処理浄
化槽の導入時
の補助額の上
乗せを検討。

予
算
額

有
り

1
6
 

予
算
の
見
直
し

拡
大

下水道等の
計画のない
地域の生活
環境改善の
ため，積極
的に事業を
行っていくこ
とが必要で
ある。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

無
し

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

事
業
規
模

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化
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手段
事務
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改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
浄化槽設
置基数 基 39 16 10

　　浄化槽の
設置基数

H
1
9

976,974 ⑷
浄化槽処
理人口 人 117 57 30

本事業によ
り浄化槽処
理可能となっ
た人口

⑵
H
2
0

1,212,687 ⑸

⑶
H
2
1

1,341,300 ⑹

⑴
拡大処理
面積 ha 323 331 333

三良坂町・布
野町・吉舎
町・甲奴町の
面整備を
行った。

H
1
9

1,525,835 ⑷ 行政人口 人 9,591 9,335 9,185
処理区域内
の人口

⑵
H
2
0

1,559,613 ⑸
普及（整
備）人口  人 3,795 3,913 4,013

下水道へ接
続が可能
なった人口

⑶
H
2
1

1,565,126 ⑹ 普及率 ％ 40 42 44 普及率

⑴ 管路延長 m 663 3,478 3,910
事業の進捗
度

H
1
9

614,723 ⑷
区域内人
口 人 840 840 840

向江田処理
場の増改築
工事,及び処
理場への圧
送ポンプの
整備が完了
しなければ
接続できな
い。

⑵
H
2
0

161,181 ⑸
水洗化人
口 人

⑶
H
2
1

151,891 ⑹

⑴

検討委員
会及び説
明会等の
開催

回 3 22 212

建設候補地
の選定
建設に対す
る理解が深
まってきた。

H
1
9

3,174,333 ⑷

候補地の
選定，住
民合意，
建設事業
等

地域協議 再検討・住民合意 住民合意，建設事業等

⑵
H
2
0

514,818 ⑸

⑶
H
2
1

2,740,212 ⑹
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下
水
道
課

浄化槽
市町村
整備推
進事業

近年の産業の高度化・生活様
式の多様化等により，河川等
の水質悪化が進行している。
環境意識の変化により産業活
動に伴う排水の浄化は促進さ
れているも，生活排水の浄化
対策は，公共下水道等の整
備区域の拡大が遅々として進
展しないため排水対策に遅れ
がでている。このため，公共下
水道等の事業認可区域以外
の区域（布野町内）を対象とし
て，市町村設置型浄化槽を設
置し，公共用水域の水質汚濁
を防止し，生活環境の保全を
推進する。
平成20年度実績　布野町－
16基　　総事業費　１７，２４８
千円

平成２２年度で事業終了の予
定であるが，今後設置浄化槽
の修理費などが多額になると
予想されるので，個人への払
い下げなどを検討する必要が
ある。

公
共
下
水
道
等
の
事
業
認
可
区
域
以
外
の
住
居
等
を
対
象
と
す
る

。

申請に基づき浄
化槽を設置する。
設置の対価（分担
金）と月々の使用
料を徴収し維持管
理にあてる。

公共用水域の水質汚濁
を防止し，生活環境の
保全を推進する。

19,403 3

河川等の公
共用水域の
水質改善に
一定の成果
を得た。

2

水質悪化
の主要原
因の窒素・
リン除去の
除去を推進
する必要が
ある。

2

市設置・
管理のた
め，利用
者に市へ
の依存
体質が
生じてお
り，一部
で管理費
の不要な
増額が
見られ
る。

1

普及状
況及び
生活環
境の改
善程度
から地域
住民
個々の
対応に
切り替え
る時期に
至ってい
る。

3

社会的
ニーズが
あるも，
市の関
与の必
要性に
は疑問
がある。
補助対
象に切り
替える必
要があ
る。

4

市民
ニーズが
あるも，
市の関
与の必
要性に
は疑問
がある。

15 D
事
業
縮
小

縮
小

継
続

個人設置補助
事業への切り
替えを行い整
備費の軽減を
考える時期に
至っている。但
し，和知地区
農業集落排水
資源循環補助
事業の補完事
業としてH23～
24年度に38基
を予定してい
るため，継続と
した。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

縮
小

小型浄化槽
設置整備事
業補助金へ
移行してくこ
とが望まし
い。
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下
水
道
課

特定環
境保全
公共下
水道事
業
（酒屋・
布野・吉
舎・三良
坂・甲
奴）

近年の産業の高度化や生活
様式の多様化などにより河川
や海の汚濁は進行しており，
ここ三次でも生活雑排水によ
り市内河川の汚濁は進みつ
つあった。三次公共下水道事
業は市内河川の水質保全を
はじめ市民生活の向上や環
境改善を図るため平成2年三
次市公共下水道基本計画を
策定し同年都市計画法・下水
道法の認可を受けて事業着
手した。
　平成20年度は，管渠延長
2.1km，排水面積16.2haの整
備を行った。

市民の快適な環境づくりのた
めの下水道事業として，早期
完成・早期供用開始が課題。

下
水
道
事
業
区
域
内
に
定
住
す
る
住
民
及
び
事
業
所

。

市民の快適で便
利な暮らしのた
め，また三次市内
を流れる河川の
水質保全のため。

事業区域内の下水道管
渠の面的整備を行い下
水道整備区域の拡大を
図り下水道を利用でき
る状態にする。

516,232 4

下水道整備
に伴い，快適
な生活環境
及び河川の
水質保全に
貢献してい
る。

3

下水道供
用開始区
域内での下
水道接続
戸数は順
調に伸びて
いるが，未
接続者へ
の普及促
進を図る必
要がある。

4

汚水処
理交付
金及び受
益者負
担金によ
り事業を
行ってい
る。既に
コスト削
減に向け
た工法を
検討し，
実行して
いるの
で，これ
以上の
大幅な削
減は望め
そうにな
い。

5

公共下
水道の
設置，改
築・修
繕，その
他の管
理は市
町村が
行うと定
められて
いる。
（下水道
法第3
条） 5

近年産業
の高度化
や生活様
式の多様
化などに
より河川
や海の汚
濁は進行
しており，
生活雑排
水により
市内河川
の汚濁は
ときとして
異臭を感
じる程度
であり，
市内河川
の水質保
全をはじ
め市民生
活の向上
や環境改
善を求め
る社会的
ニーズは
高い。

4

市民生
活の向
上や環
境改善を
求めるも
のである
が，処理
区域と
なった場
合，便所
の水洗
化や雑
排水の
接続が
義務付
けられる
ため，個
人の負
担も発生
し，下水
道を強く
求める人
と求めな
い人の
両極端
である。
総じて市

25 B
要
改
善

継
続

継
続

当市の下水道
事業は，市民
の環境問題へ
の関心，快適
な暮らしへの
ニーズに対応
していくため
に，早期の面
整備，接続増
加を進めるこ
とが必要であ
る。また，集合
処理方式と個
別処理方式の
比較検討を基
に各処理区の
全体計画の妥
当性を判断す
る。

有
り

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

効率的・効
果的な手法
で計画的な
整備を進め
るとともに，
事業の効果
を上げるた
め加入促進
も行うことも
必要であ
る。
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下
水
道
課

農業集
落排水
資源循
環統合
補助事
業

　農村は，わが国の可住地面
積の９割を占め，総人口の４
割が居住する空間であり，国
民の重要な居住・就業・食料
の安定
供給の場であるほか，国土と
自然環境の管理と保全，余暇
空間の提供など、重要かつ多
面的な役割を果たしている。し
かし
ながら，農村社会における混
住化，生活水準の向上，農業
生産様式の変貌などから，農
村の水環境をめぐる状況は大
きく
変化している。これらを背景と
し，農業用用排水の水質保全
と農村の生活環境の改善を重
点施策として位置づけ，農業
生産
基盤と生活環境の一体的な
整備を図る。

　和知地区においては，処理
場を新たに整備せず，既設処
理場へ接続を予定している
が，既設処理場の能力の余裕
を勘案し，増設する処理能力
の判断を要する。
　処理形式によっては隣接す
る用地を購入する必要があ
る。
　和知地区農業集落排水組合
加入者のうち，条件的に管路
により接続することが難しい加
入者について，浄化槽市町村
整備推進事業により浄化槽を
整備する予定にしているが，こ
の事業で整備すべきか，ある
いは単独市費により管路を整
備するかの判断を要する。

区
域
内

　生活環境改善。 　農村での快適な生活
環境を確保し，若者が
結婚・定住し故郷を守っ
て行ける生活の場所と
し，また、都市部から帰
省する子や孫が怖がら
ないトイレとし，併せて
公共用水域の水質改善
で，安全な農作物の生
産、また，水路・河川に
タニシ・シジミ・ホタル・
川魚が復活し，子ども達
が遊べる場に。

560,590 5

和知地区の
農業集落排
水事業を実
施するに当
たり、向江
田処理場へ
の管路施行
は必要。

4

　農業集落
排水事業
の整備が
完了すれ
ば，公共水
域の水質
及び農村
地域の生
活改善に
十分効果
が見込まれ
る。
　成果向上
の余地とす
れば，農業
集落排水
事業未加
入者の事
業取り込み
が必要であ
る。

4

　設計段
階でマン
ホールの
種類，マ
ンホール
間隔，掘
削深度な
ど，コスト
を抑える
よう考慮
して実
施。

5

　農村地
域の生
活改善と
地域の
水質保
全を図る
建設事
業は市
民の関
与の余
地は少
なく，公
共事業と
して実施
する。

4

　公共水
域の環
境改善
に及ぶ
効果は
広く認識
され社会
的ニーズ
は高い

4

　集落排
水事業加
入戸数
は，地域
の88パー
セントに
及び，住
民のニー
ズは高い

26 B
現
状
維
持

継
続

継
続

　農業集落排
水事業を浄化
槽整備と経済
比較した場
合，中心部は
合理的である
が，末端部は
経費的に不利
である。
しかし農業集
落事業は集落
全体の環境改
善を目標とし，
また，集落内
での公平感を
保つためには
周辺部であろ
うと同様に集
落排水事業で
整備すること
が必要であ
る。そのため，
経済的に不経
済な末端部は
浄化槽市町村
整備推進事業
で補完するこ

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

効率的・効
果的な手法
で計画的な
整備を進め
るとともに，
事業の効果
を上げるた
め加入促進
も行うことも
必要であ
る。
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環
境
政
策
課

斎場建
設事業

新しい斎場施設を整備。
平成21年度は，住民合意を得
るとともに，合意を得た段階で
次の取り組みを行う。
・地元と市との協議窓口となる
（仮称）建設協議会の立ち上
げと協議，調整，意見集約
・施設建設に向け，市民参加
型での（仮称）建設検討委員
会の立ち上げと調整，意見集
約
・業務委託（造成設計，基本・
実施設計，測量及び用地調
査，地質調査）
・造成工事
・用地取得

建設候補地を選定したことか
ら，建設の住民合意を得るとと
もに，地元住民との協議機関
の設置や建設に関する設計等
を行い，新斎場建設に向け，
取り組む。

市
民

現斎場の老朽化
に対応するため，
新斎場を建設す
る。

畏怖感や不浄感を払拭
し，明るく清潔な施設で
あるとともに，周辺環境
との調和や環境保全に
配慮した施設を整備し
ていく。

11,326 4

建設に向
け，選定委
員会が選定
した候補地
の周辺住民
の理解を得
るための説
明会等を
行った。

4

説明会や
個別訪問を
行い，理解
を得るよう
取り組み，
理解が深
まってきて
いる。

4

説明会に
要する経
費の殆ど
が人件
費であ
り、削減
余地は
小さい

5

斎場建
設は、公
共性が
高く、市
が実施
すべき事
業であ
る。

5

既存施
設が老
朽化して
おり，社
会的
ニーズは
きわめて
高い。

5

既存施
設が老
朽化して
おり，市
民ニーズ
はきわめ
て高い。

27 A
要
改
善

継
続

拡
大

新斎場建設は
喫緊の課題で
あり，周辺住
民の理解を得
て，早期に建
設していく必要
がある。

そ
の
他

建
設
地
決
定
に
よ
る
事
業
着
手

無
し

拡
大

住民の意見
を十分に尊
重た上で，
早期に建設
していく必
要がある。

事
業
規
模

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

そ
の
他

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

55／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 調査面積 ㎞2 32 28 33
年度ごとの
地籍調査実
施面積

H
1
9

7,873,271 ⑷
調査完了
面積比率 ％ 41 43 44

年度ごとの
地籍調査完
了累計面積
比率

⑵
H
2
0

8,496,077 ⑸

⑶
H
2
1

7,817,737 ⑹

⑴ ㎞2
H
1
9

#VALUE! ⑷

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 2 6 実施数

H
1
9

#VALUE! ⑷
この制度
における
定住人口

人

⑵
H
2
0

4,311,500 ⑸

⑶
H
2
1

2,281,500 ⑹

⑴
補助金申
請件数 件 21 24

H
1
9

#VALUE! ⑷ 受益者 72

この制度の
活用によっっ
て増加した
定住人口

⑵
H
2
0

116,047 ⑸

⑶
H
2
1

161,458 ⑹
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管
財
課

地籍調
査事業

　毎筆の土地についてその所
有者，地番及び地目の調査並
びに境界及び地積(土地の面
積）に関する測量を行い，その
結果を地図及び簿冊に作成
する。
　その成果は土地に関する行
政の基礎資料として活用され
るほか，不動産登記及び課税
へ反映される。

①１８年度から支所担当職員
が管財室付けとなったが，一
層の連携を強化するため本庁
への人員集約等，組織体制の
整備
②地籍調査の成果を有効活用
するための数値情報化
③公共事業とリンクした地籍
調査事業の執行

国
土
調
査
を
行

っ
て
い
な
い
地
域

調査区域内の１
筆ごとの土地の
境界を確定するた
めの調査及び地
積測量を行う。

地籍の明確化を図るこ
とにより，土地取引の効
率化や正確な地図に基
づいたまちづくり，公共
事業の円滑化，災害の
迅速な復旧といった国
土の開発及び保全なら
びにその利用の高度化
に資する。

240,439 5

国土調査法
及び施行令
に基づき実
施している。

3

市の推進
体制の見
直しと関係
者の協力
体制の構
築により，
成果の向
上が見込ま
れる。

3

調査実
施に係る
業務委
託方法
等の改
善により
コスト削
減が図ら
れる。

4

国土調
査法に
基づく事
業で，公
共性が
高い。

5

国土調査
の成果は
土地取引
の効率化
や正確な
地図に基
づいたま
ちづくり，
公共事業
の円滑
化，災害
の迅速な
復旧に役
立つ。

5

高齢化
が進む
なか，境
界情報
等を早急
に調査し
ていく必
要があ
る。

25 B 継
続

継
続

継
続

地籍の明確化
を図ることによ
り，土地取引の
効率化や正確
な地図に基づい
たまちづくり，公
共事業の円滑
な推進，災害復
旧の迅速化と
いった国土の開
発及び保全なら
びにその利用
の高度化に資
するため，未実
施地区を継続し
て調査していく
必要がある。

有
り

5
 

組
織
・
機
構
の
見
直
し

継
続

現在の進捗
率で勘案し
た場合，事
業終了には
期間を要す
ることから，
協力体制の
構築等事業
の効率化を
検討する必
要がある。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

16
管
財
課

法定外
公共物
関係事
務

　 法定外公共物とは道路法，
河川法等の適用又は準用を
受けていない公共物で，いわ
ゆる里道・水路がその代表的
なものであるが，平成１８年度
までにその大部分を国から譲
与を受けている。機能を喪失
した法定外公共物の払下げに
ついては，国有財産について
は市で公用廃止をし，広島県
を経て財務局へ引継いだ後に
財務局から払下げを受けるこ
とになるが，市有の法定外公
共物については，公用廃止か
ら払下げまでを一括して市で
行うことになっている。そのた
め，公用廃止事務の迅速化
が求められており，よって，譲
与済み法定外公共物管理図
面の統一（電子化）による管
理体制の整備を図るものであ
る。

管理システムの構築（アナログ
データとデジタルデータの統
合）
甲奴・吉舎町及び作木・君田
町の一部は，地図の電子化が
されておらず，紙での管理であ
り，布野町は電子化されてい
るものの，システム相異により
利用できない状況である。これ
らを含めた地図の電子化によ
る一元管理が今後の課題であ
る。

法
定
外
公
共
物

（
里
道
・
水
路

）

①法定外公共物
の管理体制の確
立
②払い下げ手続
きの簡素化
③譲与済み法定
外公共物管理図
面の統一（電子
化）

譲与を受けた法定外公
共物を合理的に管理す
る。

2,155 4

　18年度に
おいて三次
市全地域の
法定外公共
物の譲与が
完了した。
　今後、管
理体制の整
備が必要で
ある。

3

　旧町村時
に譲与を受
けたものに
ついては電
子データが
無く、全地
区統一の
資料が無
い状態なの
で、これら
を整備し、
一体的な利
用・管理を
する必要が
ある。

4

　事務自
体、人件
費以外に
ほとんど
コストが
かからな
い状態で
ある。
　システ
ム構築時
にはある
程度のコ
ストがか
かるが、
管理体
制が整え
ば、ラン
ニングコ
ストは一
定のもの
になると
思われ
る。

5

　譲与を
受け、市
所有の
土地と
なったの
で、市で
管理する
のが妥
当であ
る。

4

　市が管
理すべき
ものは譲
与が完了
している
ので、手
続きの簡
素化・迅
速化が可
能となる
ので、社
会的ニー
ズは高い
と考える。

3

　生活に
密着した
公共物
であり，
これらを
有効に
活用した
いと考え
る市民の
ニーズは
高い。

23 B
要
改
善

継
続

継
続

 　譲与済み法定外
公共物（里道・水
路）の図面の電子
化は，平成18年度
からデータ入力作
業に入り，平成20
年度で旧三次市・
三和町について入
力を完了している。
平成21年度で君
田・作木・三良坂町
のデータ入力が完
了する予定である。
これが完了すれ
ば，公用廃止申請
があった場合，それ
が譲与済みか否か
の検索が容易であ
る。また，合併以後
の公用廃止済デー
タを入力することに
より，公用廃止済み
か否かの検索も容
易となる。以上によ
り，公用廃止事務
の迅速化が図れ
る。
 　なお，今後は，電
子デｰﾀが無く紙の
みの資料しかない
甲奴・吉舎及び作
木・君田の一部の
電子化及びシステ
ムが異なる布野の
デ タ統 による

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

今後のデー
タの維持管
理体制につ
いて検討す
る必要があ
る。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

20

地
域
振
興
課

居住空
間リフ
レッシュ
事業

　人口の減少や流出に歯止め
をかけ，多くの子どもが生まれ
育つ環境を整えることと併せ
て,市内外住民から選ばれる
自治体となるよう,魅力ある豊
かな暮らしを創出できる施策
の展開により，定住化を促進
し人口増加を図ることを目的
とする。空き家バンクに登録さ
れている家屋を購入し改装を
行う場合，1件１５０万円を上
限として，補助金を交付する。

　空き家バンク登録数を増やし
ていく。

全
国
の
本
市
移
住
希
望
者
の
う
ち
空
き
家
バ
ン
ク
購
入
者

人口増加施策の
推進

多くの人に三次市を選
び定住していただく。

8,623 5

人口増加の
推進施策を
積極的に推
進する。

4

内外に対し
て施策のＰ
Ｒが必要で
ある。

4

それぞれ
の事業に
おける定
住希望
者のニー
ズに沿っ
た必要経
費は，
小とする
取り組み
が必要で
ある。

5

定住者
に対する
市の施
策として
行う必要
がある。

4

事業遂行
のための
効果が高
い。

4

人口増
加に対
する市民
ニーズ
(人口減
少に対
する不
安）は非
常に大き
い。

26 B
未
実
施

縮
小

拡
大

人口減少を食い
止めるために本
事業の役割は極
めて大きい。

無
し

継
続

空き家バン
クを利用し
た定住対策
を推進する
上で必要な
制度であ
る。今後は
効果の検証
を行い，制
度の内容を
実効あるも
のにしてい
く必要があ
る。
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

20

地
域
振
興
課

宅地購
入奨励
金・新築
奨励金
制度

　人口の減少や流出に歯止め
をかけ，多くの子どもが生まれ
育つ環境を整えることと併せ
て,市内外住民から選ばれる
自治体となるよう,魅力ある豊
かな暮らしを創出できる施策
の展開により，定住化を促進
し人口増加を図ることを目的
とする。
○宅地購入奨励金：市外在住
の方が、市などの所有する対
象分譲地を購入された場合、
土地に係る固定資産税の納
税額に相当する額を「宅地購
入奨励金」として5年間交付し
ます。【条件】市内への転入･
定住目的のための購入である
こと。対象地購入後、1年以内
に新築すること
○新築奨励金：市外在住の方
が、市内に家屋を新築または
購入された場合、家屋にかか
る固定資産税の納税額に相
当する額を「新築奨励金」とし
て5年間交付します。【条件】
市内への転入･定住目的のた
めの新築または家屋購入であ

定住対策の一環として，広く市
内外へＰＲしていく。

全
国
の
本
市
移
住
希
望
者
の
う
ち
制
度
の
対
象
者

人口増加施策の
推進のため，所定
の要件を満たすも
のに宅地奨励金，
新築奨励金を交
付する。

多くの人に三次市を選
び定住していただく。

2,437 5

人口増加の
推進施策を
積極的に推
進する。

4

内外に対し
て施策のＰ
Ｒが必要で
ある。

5

それぞれ
の事業に
おける定
住希望
者のニー
ズに沿っ
た必要経
費は，
小とする
取り組み
が必要で
ある。

5

定住者
に対する
市の施
策として
行う必要
がある。

5

周辺地
域も含ん
だ団塊
の世代
のU・Ｉ
ターン者
に対し，
田舎へ
帰ろうと
するイン
センティ
ブが働
く。

4

定住対策
に対する
市民ニー
ズは極め
て高い。

28 A
未
実
施

継
続

継
続

新築の評価からリ
ストアップまで資産
税係が行っており，
実際の交付も資産
税係が行うことによ
り，スムーズな事務
の執行が行われる
ため，資産税係が
事務を司り，定住促
進は広報に特化す
べきである。

無
し

継
続

他の定住対
策と合わせ
て，積極的
なPRを行
う。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

56／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
補助金交
付件数 件 10

補助金交付
件数（予算に
計上している
１０件の補助
を行う。）

H
1
9

#VALUE! ⑷ 受益人数 人 500
各事業の参
加，関係者
人数。

⑵
大学等紹
介件数 件 5

新規事業実
施のため，
連携先を紹
介していく。

H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

273,700 ⑹

⑴
　
処理件数 件 1,857 3,862 4,000

土日処理件
数

H
1
9

963 ⑷ 来庁者数 人 1，407(6ヵ月) 3,203 3,250
土日来庁者
数

⑵
H
2
0

465 ⑸

⑶
H
2
1

461 ⑹

⑴ 調定件数 件 286,761 295,616 304,484
水道料金の
収納件数

H
1
9

160 ⑷
土日窓口
の受付件
数

件 702 601 670

土日窓口の
開設(平成18
年8月～)

⑵
H
2
0

156 ⑸
土日開閉
栓,訪問
件数

件 429 269 400 市民ニーズ

⑶
H
2
1

152 ⑹
水道使用
料現年徴
収率

% 93 93 94

民間のノウ
ハウを活用
した滞納者
対策の成果

⑴
委員会開
催回数

回数 1 1 1

公共事業評
価監視委員
会の開催回
数は，複数
の事業が該
当した場合も
１回とするよ
う調整してい
る。

H
1
9

180,000 ⑷

評価事業
のうち，
事業継続
の答申を
受けた事
業の割合

％ 100 100 100

住民ニーズ
があり，効率
的な事業執
行を行ってい
るといえる。

⑵
評価事業
件数 件 4 2 3

要綱の基準
に基づく評価
対象事業
は，年度によ
りバラつきが
ある。

H
2
0

177,000 ⑸

⑶
H
2
1

187,000 ⑹
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

21

企
画
調
整
課

地域大
学等連
携事業

平成21年度新規事業で，三次
市の住民，自治組織，NPO法
人，商店街などの概ね10人以
上で構成される市民の団体
が，大学，短期大学，高等専
門学校や高等学校と連携協
働して，三次市のまちづくりを
図るために要する経費に対
し，支援する制度である。補助
金の額は，１団体につき年額
２０万円が限度額で，1団体2
年まで補助することができる。
また必要に応じて三次市と連
携協定のある大学等の紹介も
行う。

地域にとっては，地元や関係
者では気がつかない地域の宝
を学生（外部）の目からみて掘
り起こし，それらを生かした新
たな地域の魅力向上のための
提案が行われるという利点が
あり，同時に大学や高校にとっ
ても，地域との関わりの中で，
地域が抱える諸課題につい
て，「現場」の視点に立って課
題を発見し，課題解決のため
の政策や施策の立案に取り組
み，実際に政策を提言すること
できるという利点もあることか
ら，この点をPRし，この事業を
通して，市民と大学と行政とが
「まち・ゆめ基本条例」の考え
方に基づき，協働してまちづく
りを実現していくことを目指し
ていくことが必要である。

市
民

三次市民と，大
学，高校の学生，
生徒等が連携協
働して調査研究，
文化及び観光の
活動等を行い，三
次市の個性を生
かした活力と潤い
のある豊かな地
域づくりを図るた
め実施する，地域
振興及び地域活
性化の推進に寄
与する事業に要
する経費に対し、
補助金を交付す
る。また必要に応
じて，大学等の紹
介を行う。

三次市と連携協定を締
結している大学や近隣
の高校等を貴重な知的
資源・財産として位置づ
け，地域大学学校連携
等の促進を通じて，「大
学等を積極的に生かし
たまち」として，市民の
活力を高め，魅力ある
地域づくりを促進するこ
とにより，住民満足度の
向上を図る。

4

補助金を交
付して，地
域大学学校
連携の促進
を行うこと
は，市民の
団体が「大
学等を積極
的に生かし
たまち」づく
りを行うきっ
かけになる
と思われ
る。 4

今年度新
規事業の
ため，実施
にあたって
は，費用対
効果，実施
方法につい
て検証して
いく必要が
あると考え
る。

4

今年度
新規事
業のた
め，現時
点では現
在の成
果・効果
を落とさ
ずにコス
トを削減
する余地
は小さい
と判断し
ている。 3

現時点
では，市
が関与し
ているこ
とが必要
であると
考える
が，事業
が軌道
にのった
後は考
慮の余
地がある
のではな
いかと思
われる。

4

地域と大
学等が
連携して
まちづく
りに寄与
していく
ことは，
協働の
まちづく
りにおい
て果たす
役割は
大きいと
考える。 3

問い合
わせ等も
あり，潜
在的な
ニーズは
高いが，
実際の
事業の
実施に
はつな
がってい
ない場合
がある。

22 B
未
実
施

未
実
施

継
続

大学との連携
を生かしたま
ちづくりのため
には，一定期
間の事業継続
が必要である
と考える。補助
金を出した各
団体の取り組
みを検証し，
来年度の事業
執行におい
て，啓発を含
めて改善を加
えていく必要
がある。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

継
続

事業実施後
の地域の取
り組みを何
らかのかた
ちでフォ
ローし，今
後の地域づ
くりに活かし
てゆく必要
がある。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

19

市
民
生
活
課

土日窓
口業務

平日の来庁が困難な住民の
利便性の向上を図るため，全
ての土曜日・日曜日において
午前８時３０分から午後５時３
０分までを開設時間として，各
種諸証明の発行や住民異動
届の受付，パスポートの申請・
交付など９項目の業務を行っ
ている。
20年度の実績は，来庁者数
３，２０３ 人，処理件数３，８６
２件で，１日平均約３１人，３７
件の処理件数で，ほぼ一定し
ている。
利用者には大変好評である。

住民の要求度は年々上昇して
おり，それ以上の施策の展開
が必要である。
そのための課題として１　現在
の９項目の取扱業務の拡大の
検討
                           ２　現在は
総合窓口のみの実施である
が，保険年金，課税・収納，福
祉等への拡大の検討
                           ３　支所を
含めた全市的なサービス向上
の検討 市

民

特
に
，
勤
務
等
で
平
日
来
庁
が
困
難
な
方
を
対
象
と
す
る

。

各種諸証明の発
行や住民異動届
の受付，パスポー
トの申請・交付な
ど
９項目の業務

住民の必要性に対応し
た行政サービスの提供

1,796 4

時間的サー
ビスの提供
拡大としては
ベストの方策
と考えられ
る。

4

全庁的見
地からの実
施方法の
検討の余
地はある。
（総務部担
当）

5

コストは
職員の
人件費
（振休対
応）のみ
で 小限
となって
いる。

5

全ての
業務は
法にもと
づくもの
であり，
特に個
人情報
に関する
業務であ
る。

4

市民に大
変好評で
ある。

4

更なる
（平日の
時間延
長等）の
要望もあ
る。

26 B
未
実
施

継
続

継
続

市民に施策が
定着しつつあ
り，継続する
必要がある。

無
し

継
続

土日窓口業
務は市民に
定着しつつ
あり，また
勤務等で平
日来庁が困
難な方に
とっては大
変好評な事
業である。
取扱い業務
の拡大につ
いては，市
民のニー
ズ，費用対
効果を検証
した上でを
検討する必
要がある。
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18
水
道
課

水道営
業業務
委託

平成18年4月から,上下水道に
かかるワンストップサービス体
制を構築するため,窓口業務・
検針業務・開閉栓業務・料金
徴収等業務・量水器管理業
務・電算処理業務の委託を実
施。
さらに,平成18年8月から休日
窓口の開設。

・低額な委託料で受託可能な
業者の検討

市
民

・土日,祝日の窓
口開設
・民間のノウハウ
を活用した滞納者
対策

・土日,祝日の窓口を開
設することにより,市民
サービスの向上を図る。
・未納,滞納者の対策の
実施

46,175 5

土日・祝日
の窓口開設
など,市民サ
－ビスの向
上につな
がっている。

3

窓口業務
について
は,市民の
利便性の
高い場所
へ開設した
ほうがよ
い。

4

委託可
能な業務
を調査す
ることで,
コスト削
減の削
減余地
が少なか
らずあ
る。

2

民間のノ
ウハウを
活用する
ことで
サービス
の向上
が図られ
る。

5

土日・祝
日営業
及びワン
ストップ
サービス
のニーズ
は高い。

5

土日・祝
日の営
業により
市民
ニーズは
高い。

24 B
事
業
拡
大

拡
大

継
続

土日・祝日の
営業，ワンス
トップサービス
面などから継
続していく。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

効率的な事
業を運営す
るため，引
き続き外部
委託に取り
組む。
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市
民
満
足
度
の
向
上

11

企
画
調
整
課

公共事
業再評
価

公共事業の効率的かつ効果
的な実施とその実施過程の透
明性の向上を図るため，市が
実施する公共事業について，
特に①事業採択後５年が経過
してなお未着工の事業，②事
業採択後１０年が経過してな
お継続中の事業，③国の定め
により事前評価が必要な事業
等を対象に，該当する公共事
業の再評価を行う。評価は，
学識経験者・市民代表等５名
の委員で構成する三次市公
共事業評価監視委員会にお
いて行い，主に「事業進捗状
況」「事業をめぐる社会経済情
勢等の変化」「費用対効果分
析の要因変化」「コスト削減や
代替案の立案等の可能性」等
の視点からの再評価を行う。

費用対効果を検証するにあ
たって，実勢価格や近隣の市
町の見積金額等を参考資料と
することなどを検討していく必
要がある。

市
民

学識経験者2名，
市民3名からなる
公共事業評価監
視委員会で対象
事業の評価を行う
ことにより，公共
事業の効率的か
つ効果的な実施
と，その実施過程
の透明性の向上
を図る。

公共事業の無駄をなく
し，市民のニーズにあっ
た公共事業を行うことに
より，住民満足度を向上
させる。

177 4

費用対効果
を検証する
にあたって，
実勢価格や
見積金額等
を参考資料
とすることな
どにより，事
業の妥当性
を判断する
材料をより
分かりやす
いもにして
いく必要が
ある。

3

再評価を行
う事業が国
補事業に
限定されて
いることか
ら，さらに
範囲を広げ
ることに
よって住民
満足度を向
上させる余
地がある。

4

事業費
は委員
謝礼の
みである
ことか
ら，実質
的なコス
ト削減の
余地は
少ない
が，時間
コストの
面から見
ると効率
的な事務
を行うこ
とにより，
削減の
余地は
見出せる
かもしれ
ない。

4

現在の
三次市
の条例
では，市
が第3者
委員会を
設置する
ことと定
めている
が，将来
的には
評価ＮＰ
Ｏ等が
担ってい
く領域で
あると考
える。

5

公共事
業の透
明性，効
率性向
上に対
する社会
的なニー
ズは高
い。

2

平成18
年度より
ＨＰに掲
載してい
るが，市
民からの
反応は
見られな
い。

22 B
現
状
維
持

継
続

継
続

現在の社会情
勢を鑑みると，
公共事業評価
に対する社会
的ニーズは高
いものと思わ
れるので，継
続して事業を
行う必要があ
る。評価その
ものについて
は専門性が高
く，わかりにく
いこともあり，
市民の関心が
低いので，実
施にあたって
は住民の満足
度の向上に留
意し，判断材
料をわかりや
すいもを活用
し，市民に対し
て情報発信し
ていく必要が
ある。

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

専門性が高
いためわか
りやすい指
標を活用す
るなど分か
りやすい情
報開示に努
めるよう。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

57／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
 
処理件数 枚 61,105 59,433 62,000

全体処理件
数

H
1
9

979 ⑷
　　　　証
明等手数
料等

円 24,552,850 24,193,950 25,000,000 発行手数料

⑵
H
2
0

1,083 ⑸

⑶
H
2
1

964 ⑹

⑴
個別外部
監査申請
件数

件
個別外部監
査の請求件
数

H
1
9

#DIV/0! ⑷
個別外部
監査実施
件数

件
個別外部監
査の実施件
数

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

#DIV/0! ⑹

⑴
例月出納
検査 回 16 16 16

一般・特別会
計,企業(水
道・病院)会
計は毎月実
施。備北地
区消防組合
は3ｹ月に1
回実施。

H
1
9

2,297,312 ⑷
例月出納
検査 回 16 16 16

検査におけ
る指摘により
事務執行の
改善が図ら
れる。

⑵
H
2
0

2,305,750 ⑸

例月出納
検査によ
る指摘事
項件数

件 1,257 1,401 1,200

指摘件数が
少ないほど，
適正な事務
が行われて
いる。

⑶
H
2
1

2,366,375 ⑹

⑴
主要事業
提案箇所

箇所 7 7 7

県選出国会
議員及び関
係省庁，中
国四国農政
局，中国地
方整備局，
三次国道河
川事務所，
広島県庁，

H
1
9

236,571 ⑷ 提案件数 件 36 30 16

提案項目の
絞込みによ
る件数の減
少
効果的な提
案活動を実
施

⑵
H
2
0

240,857 ⑸

⑶
H
2
1

148,142 ⑹
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16

市
民
生
活
課

総合窓
口（ワン
ストップ
サービ
ス）

よりよい市民サービスの提供
を目指し，ワンストップサービ
スで，住民ニーズに対応した
業務を実施することにより，住
民の負担の軽減と満足度アッ
プを図る。

各部署に関連する知識も含
め，広く深く知識の習得が必要
であり，研修等により職員の資
質の向上を図る。
各部署との連携を強化，総合
窓口で対応できる事務の再整
理を行う。
基本である接遇の向上と待ち
時間の解消を図る。

各
種
手
続
き
，
証
明
発
行
請
求
等
の
た
め
来
庁
す
る
市
民

総合窓口におい
て出来るだけ広範
囲に住民ニーズ
に対応する。

複数の部署に関連する
手続きを１箇所で実施
する。

64,411 3

総合窓口に
おいて，住
民の要望に
対応するこ
とができて
いるが，内
容により担
当部署の対
応も必要と
なつている。

3

住民ニーズ
は年々高
まってお
り，時代に
即応した体
制整備と，
民間的感
覚の導入
が必要であ
る。

4

大の
削減は
人件費で
あるが，
更なる
サービス
向上を検
討するに
は，ほぼ
限界であ
る。

5

全ての
業務は
法にもと
づくもの
であり，
特に個
人情報
に関する
業務であ
る。

4

一つの
窓口に
おいて，
住民の
要望を完
結するこ
とは強い
要望であ
り，全国
的にも総
合窓口
の体制
整備がさ
れつつあ
る。

4

「市役所
の顔」で
ある総合
窓口に
対する住
民の要
望はきわ
めて高
い。

23 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

継
続

住民の負担を軽
減し，「お客様」の
要望に的確に対
応できる体制に
向けて，更には，
市全体の行政
サービスの向上
のため他部署と
の調整を図り一
層の内容充実が
必要である。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

継
続

総合窓口と
しての機能
を充実させ
るために
は，職員の
資質の向
上，各部署
との連携を
強化する必
要がある。

230

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

17

監
査
事
務
局
　
　
課

個別外
部監査

　平成９年に「地方自治法の
一部を改正する法律」により，
外部監査制度が創設され，三
次市では，平成１７年度に「三
次市外部監査契約に基づく監
査に関する条例」を制定した。
　個別外部監査は，選挙権を
有する者からの監査請求，議
会からの監査請求，長からの
監査要求，長からの財政援助
団体等の監査要求，住民から
の監査請求があった場合に，
議会の議決後，個別外部監
査契約に基づき外部監査人
(弁護士,公認会計士等)と委託
契約を締結し，監査を実施す
る。
　監査結果は，長，議会及び
監査委員に報告し，監査委員
が公表する。

　外部監査の請求があった場
合は，外部監査人の監査の適
正かつ円滑な遂行ができるよ
うに議長，長その他の執行機
関又は職員の協力が必要。

費
で
，

大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

）

及
び
第
１
５
項

（
地
方
公
共
団
体
は
，
常
に
そ
の
組
織
及
び
運
営
の

合
理
化
に
努
め
る
と
と
も
に
，
他
の
地
方
公
共
団
体
に
協
力
を
求
め

　選挙権を有する
者からの監査請
求，議会からの監
査請求，長からの
監査要求，長から
の財政援助団体
等の監査要求，
住民からの監査
請求があった場
合に，議会の議決
後，個別外部監
査契約に基づき
外部監査人(弁護
士,公認会計士等)
と委託契約を締結
し，監査を実施す
る。
　監査結果は，
長，議会及び監査
委員に報告し，監
査委員が公表す
る。

・地方公共団体に対す
るチェック機能を高め，
適正な運営の確保。
・ 小の経費で， 大の
効果を挙げるよう努め，
住民の福祉の増進に努
める。

5

地方自治法
の改正によ
り，外部監査
制度が創設
され，三次市
においても平
成１７年度に
「三次市外部
監査契約に
基づく監査に
関する条例」
を制定してい
る。

3

実施した実
績はまだな
いが，行政
へのチェッ
ク機能がが
高まり，適
正な運営が
確保され
る。

3

監査請
求の内
容等によ
り，委託
料が異な
る。

5

市と外部
監査人
での委
託契約を
締結する
こととな
るため。

4

近年，自
治体の公
金の不正
支出等が
マスコミに
も大きく
取り上げ
られ監査
の重要性
が認識さ
れるよう
になっ
た。

4

地方自
治体の
公金支
出等に
ついて
は，マス
コミにも
取り上げ
られ，行
財政を
チェック
機能を高
め，適正
な運営
が行わ
れるよう
市民の
関心は
高いと思
われる。

24 B 継
続

継
続

継
続

　平成９年に
「地方自治法
の一部を改正
する法律」によ
り，外部監査
制度が創設さ
れ，三次市で
は，平成１７年
度に「三次市
外部監査契約
に基づく監査
に関する条
例」を制定し
た。
　現在まで，監
査請求の実績
はないが，自
治体の公金の
不正支出等が
マスコミにも大
きく取り上げら
れ，住民の関
心は高まって
おり，監査の
重要性が認識
されるように
なっている

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

請求があっ
た際には，
正確で迅速
な事務処理
によって住
民ｻｰﾋﾞｽの
向上に努め
る。
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監
査
事
務
局
　
　
課

例月出
納検査

 現金出納の例月検査は、現
金出納機関の毎月の事務処
理が適か否かを客観的な第
三者の立場から把握し、これ
を保障する意義を持つと同時
に、現金出納に係る事故又は
不正の防止を図ることを目的
として実施するもの。
　例月出納検査の対象となる
範囲は、会計管理者の権限に
属する現金の出納。
　したがって、例月出納検査
の内容は、会計管理者から提
出された各種の検査資料に基
づき、計数を詳細に調査し、
現金管理の状況を的確に把
握するとともに、現金の帳尻と
現金残高を確実に確認する。
　（地方自治法第２３５条の２
第１項・公営企業会計は地方
公営企業法第31条等）

現金,諸証書,支出調書,支払伝
票等の不適切な執行を防ぐた
めに,的確な検査を行うととも
に,数多くの書類等に対応する
ため,効率的な検査が必要であ
る。

会
計
管
理
者

 毎月検査日を定
めて,現金出納機
関の毎月の事務
処理が適法かつ
正確に行われて
いるかどうかを検
査する。各種の検
査資料によって計
数の正確性を確
かめ,現金,預金,一
時借入金等の管
理状況の適否,当
否を検査し,現金
残高を実査し,預
金,一時借入金の
残高を確認する。

・地方公共団体に対す
るチェック機能を高め，
適正な運営の確保。
・ 小の経費で， 大の
効果を挙げるよう努め，
住民の福祉の増進に努
める。

36,892 4

地方自治法
第235条の2
第1項,及び
方公営企業
法第31条等
において,現
金出納,計理
状況等の検
査が義務付
けられてい
る。
毎月,現金及
び帳簿類の
事務処理が
適正に行わ
れているか
を検査し,不
適切な執行
については
指摘を行い
改善を指導
している。

5

毎月,各会
計の諸帳
簿・現金の
保管状況・
収入支出
関係書類i
について,
事務執行
が適正に
行われてい
るかを検査
する。検査
の結果,指
摘事項を通
知し改善を
図るよう指
導してい
る。

5

法令等に
基づいて
実施する
ものであ
る。
諸帳簿,
通帳,諸
書類の
検査は,
確実性・
正確性
が必要で
あり,事務
の簡素
化等は
難しいこ
とから削
減の余
地はない
と思われ
る。

5

地方自
治法第
235条の
2,及び地
方公営
企業法
第31条
等におい
て現金
出納,計
理状況
の検査
が義務
付けられ
ている。
地方自
治体が
自らを
チェック
する機能
として監
査制度
があり,こ
の機能を
はたらか
せること
から市で

4

地方自
治体の
予算・事
業等の
執行に
対する社
会の関
心が高
まってお
り,社会
的ニーズ
が高いと
思われ
る。 4

地方公
共団体
に対する
チェック
機能とし
て,市民
ニーズが
高いと思
われる。

27 A 継
続

継
続

継
続

　地方自治法
第235条の2第
1項,及び方公
営企業法第31
条等において,
現金出納,計理
状況等の検査
が義務付けら
れている。
毎月,現金及び
帳簿類の事務
処理が適正に
行われている
かを検査し,不
適切な執行に
ついては指摘
を行い改善を
指示している。
今後も,市の出
納事務につい
て,適正で効率
的な事務執行
が図られるよ
う検査を行っ
ていく。

無
し

継
続

今後も適正
で効率的な
事務が行わ
れるよう，
引き続き改
善事項等を
庁内掲示板
等を利用し
て職員へ周
知する。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

15

企
画
調
整
課

主要事
業提案

県選出国会議員，国の関係
省庁，県知事及び県関係部局
に対して，次年度の本市に係
る国・県及び市の主要事業
（国・県道路改良，駅周辺整
備事業等）や制度（新たな過
疎法の制定，中山間地域等
直接支払事業の継続など）の
提案活動を行い，早期の事業
実施，完了，制度等を実現し，
市民サービスの更なる向上を
図る。

提案項目については，優先順
位を設定するなど，さらに重点
項目を絞り込み提案すること
により，確実かつ手ごたえのあ
る提案活動とする。また，提案
内容について，議会との調整
をする時間を確保する必要が
ある。
提案書の様式はこれまでCD-
ROMを作成していたが，経費
節減及び効果の面から平成21
年度は中止し，紙による提案
書とした。 市

民

市の関係部局が
事業推進や制度
等についての提
案書を作成し，国
の関係省庁や県
関係部局に対し
て，市長，副市
長，議会議長，関
係部局長が提案
活動を行う。

国・県に対して主要事業
の提案を行い，早期の
事業実施等を推進する
ことで市民サービスを向
上し，市民の満足度を
上げる。

1,686 4

国・県の関
係者へ直接
提案を行う
ことで，提案
する事業等
が円滑に実
施される。

4

国・県に対
して積極的
に提案を行
うことで主
要事業の
推進の成
果がある
が，手段の
改善余地
は小さい。

3

提案書を
CD-ROM
で作成し
ている
が，費用
及び効果
の面から
紙による
提案書に
変更し，
コスト削
減を図
る。

5

市のトッ
プセール
スの場で
あるた
め，市
（市長
等）が実
施しない
と効果が
ない。

4

県・国へ
の政策
提案する
ことは重
要なこと
であり，
社会的
なニーズ
は高い。

2

国・県及
び三次
市に対
する施策
や事業
に対する
要望は
強いが，
提案活
動自体
は，市民
ニーズは
低いと思
われる。 22 B

現
状
維
持

未
実
施

継
続

主要事業の要
望や，制度等
の提案は必要
な活動であり，
今後も継続し
て実施する必
要がある。提
案項目につい
ては，優先順
位の設定や，
項目絞込みな
ど効果の現れ
る形で実施す
る必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

本市が掲げ
る主要事業
や政策提案
等の早期実
現のために
は必要な活
動であり，
今後も継続
して実施す
る必要があ
る。実施に
あたっては
引き続き提
案方法等を
検討してい
く。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

無
し

無
し

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

58／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 参加者数 人 1,031 1,078 1,155
H
1
9

5,250 ⑷
意見・要
望 件 121 169 181

各会場でい
ただいた意
見・要望に対
し，市長及び
各部長局で
回答

⑵
H
2
0

5,000 ⑸

⑶
H
2
1

4,910 ⑹

⑴ 開催回数 回 236 336 330
H
1
9

⑷ 参加者数 人 6,256 6,776 6,602

⑵
H
2
0

⑸

⑶
H
2
1

⑹

⑴

三次市明
るい選挙
推進協議
会活動日

日 5 5 6

三次市明る
い選挙推進
協議会の活
動日（選挙時
啓発【2回】，
理事会【２
回】，総会，
話し合い活
動）

H
1
9

192,200 ⑷ 投票率 ％ 65 80 －

各年度に実
施された選
挙の も高
い投票率

⑵
研修会実
施 回 1 2 2

全体研修会
及び話し合
い活動の実
施回数

H
2
0

190,000 ⑸ 参加人員 人 78 135 140

明推協総会
及び話し合
い活動への
参加者数

⑶
資料等配
布 件 3 3 4

選挙時啓発
のチラシ配
布，成人式
参加者への
資料配布，
新有権者へ
の資料送付
（名簿登録
時）

H
2
1

161,500 ⑹ 配布部数 部 503 1,100 1,100

成人式参加
者への資料
配布，新有
権者（名簿登
録時）への資
料送付

⑴ 開催回数 13 12 開催回数
H
1
9

#VALUE! ⑷
対話実施
件数

46 36
対話実施件
数

⑵
H
2
0

331,615 ⑸

⑶
H
2
1

368,916 ⑹
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に
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市
民
と
行
政
と
の
協
働

16

秘
書
広
報
課

市政懇
談会

市内１２中学校区において，
市の主要施策を説明し，市民
と懇談を行う。

懇談の時間を長めに設定す
る。

市
民

市民生活優先の
市政，市民が主
役の市政となるよ
う，市民からの提
言，要望などを伺
う。

市長，両副市長等が出
向いて市民と懇談する
ことにより，市政を身近
に感じてもらう。

5,391 5

公聴窓口の
一つとして，
市長及び市
の幹部が地
域に出向い
て市民との
対話を行う
機会を設け
ることは必
要と考える。

3

懇談が要
求・要望の
場ではな
く，もっと建
設的な意見
交換の場と
なることが
課題。

4

職員配
置等が
課題。

5

市が直
接関与
すること
に意義
がある。

4

市民参
加による
協働の
街づくり
を進める
ため，対
話を重視
した運営
は市民
の関心
が高い。

5

市民の
声を大切
にした市
政を実現
するため
の施策と
して大切
な機能で
ある。ま
た，市民
側にとっ
ても身近
な問題
や意見
等を話し
合うこと
ができる
機会で，
ニーズは
高い。

26 B 継
続

継
続

継
続

市民参加によ
る協働のまち
づくりを推進す
るため，継続し
ていく必要が
ある。

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

協働のまち
づくりを推
進するため
には必要な
手段である
ため，より
多くの参加
者を得て，
多くの意見
を聞くため
に，参加し
やすい環境
を整えるな
どの工夫も
必要である
と思われ
る。
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(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

17

秘
書
広
報
課

みよしな
るほ
ど！出
前講座

市民からの要望に応じ，職員
が講師となって市の施策や事
業の説明，ＰＲを行う。
職員の専門知識を活かし，仕
事に対する自覚を高める。

各担当課の事業と出前講座が
かぶっている点があるので，秘
書広報課で出前講座を総括す
るのではなく，各担当課の事
業の中に組みこめないか検討
する。
また，今年度中にメニュー改編
が必要と思われる。

市
内
に
在
住
，
通
勤
，
通
学
す
る
人
な
ど
，
お
お
む
ね
1
0
人
以
上

の
団
体

。

市政に対する理
解を深め，協働の
まちづくりの担い
手としての意識を
高める。

申し込みがあった内容
に応じ，専門知識を持っ
た職員が講師となって
希望された日時に出向
く。

1,437 5

市民からの
要望に応じた
講座に職員
が専門知識
を活かし，講
師となって出
向くことによ
り，わかりや
すく施策等を
伝えることが
できる。

4

市民の要
望に応じ，
担当部署
の職員が
対応するの
で十分に成
果がある
が，内部で
の事務手
続きに改善
の余地が
見られる。

3

内部手
続きの簡
素化，対
象人数・
開催曜
日・時間
の調整を
すること
により，
コスト削
減が見
込める。

4

講座に
よっては
市でなく
てもでき
るが，主
に市の
施策事
業を説明
ＰＲする
ので，市
が関与
するほう
が良い。

3

新しい制
度を理解
するうえ
で，身近
な講座と
いうこと
で，社会
的ニーズ
が高い。

5

生活や
暮らしに
役立つ
情報や
制度を習
得する為
の大切
な役割を
担ってい
る。

24 B
要
改
善

継
続

継
続

市政への理解
や，自分たち
の暮らしを守
るためにも開
催している出
前講座は，市
民のニーズも
多いので必要
である。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

市の施策や
事業のPR
を行うこと
は，協働の
まちづくりを
すすめる上
で非常に重
要であり，
今後も継続
して実施す
る必要があ
る。
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)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

16

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選挙啓
発

　選挙管理委員会は公職選
挙法により選挙が公明かつ適
正に行われるように，常にあ
らゆる機会を通じ選挙人の政
治意識の向上に努めるととも
に，特に選挙に際しては投票
の方法，選挙違反その他選挙
に関し必要と認める事項を選
挙人に周知させなければなら
ないとされている。三次市選
挙管理委員会は三次市明る
い選挙推進協議会と連携し
て，選挙の啓発活動を行って
いる。主なものとしては，推進
員対象の研修会を年に２回開
催し，選挙時には，街頭での
啓発（大型店舗前），広報車で
の啓発，無線放送・音声告
知・文字放送・ホームページ・
広報紙による啓発を行ってい
る。

選挙啓発については，今後も
推進員対象の「話し合い活動」
で「選挙啓発が非常に重要で
ある」ということについて推進
員の意識の向上を図っていき
ます。選挙時にはチラシの配
布などにより市民へ選挙への
積極的な参加について呼びか
けていく。なかでも，若年層の
投票率の向上を図るために，
成人式の際の啓発資料の配
布や新有権者へ選挙人名簿
登録時の啓発資料の配布を
行っている。より効果のある啓
発方法について，三次市明る
い選挙推進協議会と連携して
検討し，実施していくことが必
要なものと思われる。

市

民

選挙啓発のチラシ
配布や広報紙・
ホームページへの
選挙情報の発信
により市民の選挙
啓発を行うと共
に，三次市明るい
選挙推進協議会
と連携し，啓発活
動を行う。また，
同協議会には補
助金を交付し，研
修会の開催など
により会員の選挙
意識の向上を図
る

三次市明るい選挙推進
協議会の推進員ととも
に，選挙時を中心に，選
挙啓発用のチラシを配
布したりすることによっ
て，市民の皆さんの政
治常識を向上させ，政
治・選挙への積極的な
参加を呼びかける。

950 4

選挙に参加
することの
重要性につ
いて啓発す
るために
は，研修会
を実施して，
選挙の重要
性について
認識を深め
たり，有権
者にチラシ
や資料など
を配布して，
選挙への参
加を呼びか
けていくこと
が非常に有
効な手段で
ある，と思わ
れる。

3

市全体で選
挙への参
加について
の啓発を
行っていく
には，より
身近な単位
である支部
単位で啓発
を行ってい
くこと重要
であるが，
支部での活
動は自治
会の活動と
結びついて
いるため，
自治会とも
連携した活
動を展開す
る必要があ
るものと思
われる。

4

選挙啓
発は，啓
発資材な
どをより
多くの人
に積極的
に配布を
して，選
挙の重
要性を呼
びかけて
いくこと
が大切で
ある。し
かし，今
の啓発
方法を見
直し，少
ない経費
で効率的
に選挙の
重要性を
よびかけ
ていくこと
も検討す
べきであ
ると考え

5

「選挙管
理委員
会はあら
ゆる機会
を通じ
て，選挙
人の政
治意識
の向上，
投票方
法の周
知を行
う」と公
職選挙
法第6条
に規定さ
れてお
り，選挙
啓発を市
全体で
行ってい
く必要が
ある。

4

選挙は
民主主
義の根
幹をなす
ものであ
り，民主
主義の
わが国
において
は，投票
率が向
上し，有
権者の
意思が
正しく反
映される
選挙を行
なってい
くことは
社会的
にも要求
されてお
り，政治
と選挙に
ついて十
分に理
解をし

4

民主主
義の社
会である
わが国
では，選
挙に参
加すると
いうこと
が，政治
への参
加の第
一歩であ
るため，
市民の
声を反映
した政治
が行わ
れるため
には，選
挙啓発
により，
市民の
政治参
加を促し
ていくと
いうこと
で 市民

24 B
未
実
施

継
続

継
続

選挙は民主主
義の基盤とな
るものであり，
選挙への参加
は有権者の政
治参加へとつ
ながっていくも
のであると考
えられる。選
挙管理委員会
はあらゆる機
会を通じて，有
権者の政治意
識の向上に努
め，投票方法
の周知を行う
という役割を
担っており，民
主主義を発展
させるために
も，今後も「三
次市明るい選
挙推進協議
会」と連携し
て，有権者の
投票への積極
的な参加を継

無
し

継
続

有権者の意
思が正しく
反映される
選挙を行う
ための啓発
活動は必要
である。
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20

秘
書
広
報
課

「語ろ
う！明
日の三
次」“対
話の日
〟

市民の皆さんの市長室へ来
訪していただくか，市長が支
所へ出向き，市長と対話して
いただく。

要求，要望活動としての内容
のみならず，市政運営のため
の建設的な意見をいただく場
として行きたい。

市
民

市民参加による協
働のまちづくりを
進めるために，気
楽に市政への提
言等を行っていた
だく。

申し込みがあった方に
時間設定し，市長と対
談していただく。
一人（一団体）３０分

4,311 5

市長室や各
支所で市長
と直接対話
いただくこと
で，市長や
市役所を身
近に感じて
いただくこと
ができる。

5

市長との対
話の中で問
題になった
ことは，即
座に担当
部で対応す
るので，十
分に成果
がある。

5

「広報三
次」や「Ｃ
ＡＴＶ」，
「無線放
送」での
広報なの
で，コスト
削減は
望めな
い。

5

市長が
直接対
話するこ
とに意義
があるの
で，市が
関与する
ほかは
ない。

4

市長との
対話を望
む声が
多く,社会
的ニーズ
は高い。

4

対話を希
望される
市民の
方は,目
的を持っ
て望まれ
る方ばか
りなので,
社会的
ニーズは
高い。

28 A
未
実
施

未
実
施

継
続

市民参加によ
る協働のまち
づくりを進める
ために,市長と
直接対話いた
だくことで,市政
に意見や要望
等を反映する
ことができる。

無
し

継
続

協働のまち
づくりを推
進する上
で，市民の
方の声を直
接聴く，市
長と直接対
話すると
いった機会
があること
は大変重要
であり，今
後も引き続
き実施する
必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

有
り

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
研修出張
回数 回 302 169 140

研修への要
望件数

H
1
9

97,155 ⑷
研修出張
回数 回 302 169 140

⑵
H
2
0

143,473 ⑸

⑶
H
2
1

180,785 ⑹

⑴
研修出張
回数 回 4

セクハラ防
止に関する
研修会並び
に相談窓口
の設置回数
講師・カウン
セラー謝礼
10,000円/回

H
1
9

#DIV/0! ⑷ 相談者数 回

市職場を対
象とした事業
であるため，
市民に対し
ての効果に
ついて数値
表示不可

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

28,250 ⑹

⑴
相談事業
回数・研
修回数

回 11 14 11

カウンセラー
の相談事業
の回数並び
に研修の回
数

H
1
9

75,000 ⑷ 相談者数 人 5 12 5
相談者延べ
人数

⑵
H
2
0

61,285 ⑸ 研修回数 回 2 2 研修回数

⑶
H
2
1

85,181 ⑹

⑴
研修会開
催回数 回 5

H
1
9

#VALUE! ⑷
研修会参
加者 人 1,200

市職員の不
当要求行為
対策研修参
加人数

⑵
H
2
0

#DIV/0! ⑸

⑶
H
2
1

118,000 ⑹
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第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

16
総
務
課

職員研
修

市民に期待される職員像に向
け，各所属の専門研修，職員
全体の能力アップ研修，意識
改革研修及び民間企業等へ
の派遣研修を実施している。

職員の意識改革を徹底し，一
人ひとりの職員の資質向上を
図るため，より効果的な研修
の研究を行う。
職員のやる気の向上とスキル
アップのため，人事評価制度
及び研修の充実を図り，相互
に関連付けることによる，人材
育成，職員配置にいたるまで
の総合的な人材マネジメントの
取り組みが必要。

市
民

（
三
次
市
職
員

）

各研修の実施，
研修に係る旅費
及び負担金支払
い事務

職員の能力向上

24,247 4

職員研修を
行うことは，
職員の能力
向上という
目的に合致
しているが，
よりニーズ
に即した研
修の実施を
図る余地が
ある。

3

研修後の
フィードバッ
クや内容の
評価ができ
れば，研修
内容・研修
先等の精
査を行い，
更なる成果
の向上が
見込める。

3

各部署で
専門的な
人材の
活用が
効果的に
機能すれ
ば，出張
旅費や
研修負
担金のコ
スト削減
は可能で
ある。

4

業者委
託は技
術上は
可能だと
考える
が，組織
規模が
小さくメ
リットが
少ない。
また，研
修メ
ニューは
社会情
勢や職
員配置，
市の施
策の方
向性によ
り変化す
るので，
柔軟に
対応して
いくため
には市
が行う事
業と考え

5

職員の
資質向
上は，よ
り専門性
の高い
業務遂
行のた
めに必
要であ
り，社会
的ニーズ
があると
思われ
る。 5

職員の
資質向
上は，市
民サービ
スに直接
与える影
響が大き
く，市民
ニーズも
高いと考
える。

24 B 継
続

拡
大

拡
大

職員の資質向
上のため，職
員研修は継続
して実行しな
ければならな
い。

事
業
規
模

無
し

継
続

職員一人ひ
とりの資質
向上のた
め，職員研
修は継続す
るとともに，
人材マネジ
メントのシス
テム作りも
必要であ
る。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

16
総
務
課

セクハラ
防止

組織としても行政としてもセク
シュアル・ハラスメント防止対
策に取り組まなければならな
い。そのための苦情・相談窓
口を設置し職員研修を行う。

今後は，現状把握と具体的な
対応策の模索が課題となる。

市
民

（
三
次
市
職
員

）

苦情・相談窓口の
設置並びに職員
研修の実施

セクハラ防止対策の確
立

71 3

課題は多い
が，事業を続
けていくこと
による継続的
な効果は十
分期待でき
る。

2

管理職対
象の研修を
実施するこ
とにより，
意識改善を
図る。

4

今後に向
けて，更
なる強
化・充実
を図る必
要がある
ため，コ
スト削減
の余地
はない。

5

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

4

男女機会
均等法に
定められ
るように，
社会的関
心は高
く，社会
的ニーズ
も高いと
思われ
る。

1

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

19 C 継
続

継
続

継
続

セクハラ防止
に関する事業
は，社会的に
大きな問題で
あり，男女雇
用機会均等法
に定められる
ように，継続し
て実施する必
要がある。

無
し

継
続

全職員対象
の研修を行
うなど，職
員一人ひと
りの意識改
革に引き続
き取り組
む。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

16
総
務
課

メンタル
ヘルス

メンタルヘルスの正しい知識
と理解の普及に努め，心の病
の予防と迅速かつ的確な対応
を図ることを目的とし，長期休
職者の職場復帰に向けたサ
ポートを行っています。
平成２０年度においては，三
次市職員を対象に心の健康
管理のため，月に１回臨床心
理士による相談事業を実施し
ました。
平成２０年度中の「精神及び
行動の障害」に係る１ヶ月以
上の長期病休者は，４名で
す。

　職場のメンタルヘルスに関す
る理解が不十分なことが，相
談事業利用者が少ない原因の
一つになっています。
　今後は，メンタルヘルスに関
する理解を深める研修を充実
させるとともに，うつ病や過労
の早期発見，病気休暇復帰後
のサポート体制の充実が課題
となります。
　また，健康管理がメンタルヘ
ルスに密接に関係することか
ら，人間ドックの受診等を職員
に向け，積極的に配信してい
きます。

市
民

（
三
次
市
職
員

）

臨床心理士による
相談事業

職員の心の健康管理及
び長期休職者の減少並
びに職場復帰のサポー
トを目的とします。

858 5

メンタルヘ
ルスに関す
る相談窓口
を設けること
による対象
者への効果
は，十分に
期待でき
る。

3

管理職対
象の研修を
実施するこ
とにより，
意識改善を
図る。

5

今後に向
けて，更
なる強
化・充実
を図る必
要がある
ため，コ
スト削減
の余地
はない。

5

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

4

男女機
会均等
法に定
められる
ように，
社会的
関心は
高く，社
会的
ニーズも
高いと思
われる。

5

直接的
には職
員を対象
とした事
業だが，
長期休
職者の
減少は，
間接的
に継続
的な行
政サービ
スの維
持にもつ
ながる。

27 A 継
続

継
続

継
続

メンタルヘルス
に関する正し
い知識と理解
の普及に努
め，心の病の
予防と迅速か
つ的確な対応
を図るため，
管理職への研
修を実施して
いく必要があ
る。

無
し

継
続

全職員を対
象とした研
修を実施
し，メンタル
ヘルスに関
する理解を
深めるとと
もに，うつ
病や過労の
早期発見，
病気復帰後
のサポート
体制の充実
を図る。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

20

危
機
管
理
課

不当要
求行為
対策研
修会

市職員（消防署員も含む）６１
５人に対して平成２１年５月２
５日から５月２７日までの間，
５回にわたり約１時間３０分の
不当要求行為対策研修会を
開催し，不当要求行為対策マ
ニュアルを周知することで市
職員の不当要求行為に対す
る負担の軽減を図ることによ
り，行政サービスの向上を図
る。

計画的に研修会を開催するこ
とで，全職員に対して不当要
求行為対策マニュアルの周知
を図る。

市
民

職員を対象とした
研修会の実施

不当要求行為に対する
統一的な対応を行い，
行政サービスを円滑か
つ適正に行う。

1,149 5

市職員が不
当要求行為
対策マニュ
アルを周知
することによ
り，不当要
求行為によ
る市職員の
負担を軽減
させ，行政
サービスの
向上が図れ
る。

2

不当要求
行為対策マ
ニュアルを
周知させる
事で効果は
期待できる
が，不当要
求行為は
千差万別
で，通り一
遍等の対
応では対応
しきれない
部分があ
り，経験を
要すること
から繰り返
し研修を行
わなければ
ならず，成
果の向上
余地は大き
い。

5

ほとんど
人件費で
あり，コ
スト削減
の余地
がない。

5

行政
サービス
向上の
ため，市
が行うべ
きであ
る。

5

不当要
求行為
による市
職員の
負担を軽
減させる
事によ
り，行政
サービス
の向上を
図る事か
ら必要性
は高い。

5

不当要
求行為
による市
職員の
負担を軽
減させる
事によ
り，行政
サービス
の向上を
図る事か
ら市民の
ニーズは
高い。 27 A

未
実
施

未
実
施

継
続

計画的に研修
会を開催する
ことで市職員
全員に不当要
求行為対策マ
ニュアルの周
知を図る必要
がある。

無
し

継
続

継続的に研
修会を実施
することで，
不当行為要
求対策の周
知徹底を図
る。

有
り

1
5
 

効
果
の
検
証

有
り

6
 

職
員
の
意
識
改
革

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

6
 

職
員
の
意
識
改
革
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
内部監査
事項件数 件 6,240 1,216

マネージメン
トチームを内
部監査員と
して，内部監
査を平成１９
年度は全て
の適用部門
（３９部門）に
実施し，平成

H
1
9

1,414 ⑷

内部監査
で不適合
とされ，
是正措置
を実施又
は計画が
作成され
た件数

件 949 49 　

平成１９年度
は職員に
ISO9001が
浸透していな
いこともあり
不適合件数
が多かった
が，平成２０
年度は

⑵
H
2
0

1,666 ⑸

⑶
H
2
1

#DIV/0! ⑹

⑴
実施した
取組項目
数

項目 55 58 66

三次市行財
政改革推進
計画の取組
項目（前期計
画61項目，
後期計画(新
規）13項目，
計74項目 ）
の実施項目

H
1
9

39,036 ⑷

行財政改
革による
削減効果
額（単年
度）

千円 -402,221 -186,988 -180,919

三次市行財
政改革推進
計画による
削減効果額

⑵
H
2
0

39,000 ⑸

行財政改
革による
増額効果
額（H17～
累積）

千円 -1,542,203 -1,729,191 -1,910,110

⑶
H
2
1

35,045 ⑹

行財政改
革による
増額効果
額

千円 69,063 21,000 19,000

三次市行財
政改革推進
計画による
増額効果額

⑴
職員シス
テム操作
研修

回 5 8 1

　平成２１年
度について
は，研修場
所及び日時
の絞り込み
を行い，効率
的な研修会
とする。

H
1
9

1,815,000 ⑷
文書・書
庫整理作
業

％ 80 100 100

平成20年度
で行政文書
を保有する
全ての対象
施設の文書・
簿冊の整理
作業は完了
した。

⑵
文書取扱
主任等連
絡会議

回 1 1

この会議
は，従来不
定期に必要
に応じて開
催していた
が，平成２１
年度以降は
年度当初に
１回必ず開

H
2
0

1,009,750 ⑸

システム
バージョ
ンアップ
実施

％ 40 70 80

システムの
操作・機能向
上について，
実施計画の
およそ７割を
平成２０年度
までに行っ
た。

⑶
H
2
1

7,515,000 ⑹

⑴
「広報み
よし」への
掲載数

回 4 4 4

予算編成，
決算や財政
状況等をリア
ルタイムにわ
かりやすく市
民に広報す
る。

H
1
9

89,250 ⑷

ホーム
ページ
（予算と
決算）へ
のアクセ
ス件数

件 4,529 4,545 4,600

わずかなが
らも増えてお
り，市民の自
治体の財政
状況に対す
る関心は引
き続き高い。

⑵
ホーム
ページへ
の掲載数

件 13 13 13
　
〃

H
2
0

125,750 ⑸

⑶
H
2
1

184,250 ⑹
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

19

企
画
調
整
課

ISO900
1の推進
に関す
ること

　ISO9001(品質マネジメントシ
ステム）は，「 小の経費で
大の効果をあげる」ために，市
の組織や業務の「ムリ・ムラ・
ムダ」の継続的な改善，ミスの
防止など，職員の意識改革を
図るための仕組みである。目
標設定と評価，業務手順書の
作成により，改善のための取
組が，職員個人の改善意欲
や問題意識の程度に左右さ
れる事がないよう，また，行政
サービスの内容や判断が職
員の経験や知識によって左右
される事がないよう，日常業
務を体系的に整理する。

　平成19年度に認証取得し，
平成20年度外部審査を受審し
認証の継続が確認された。
ISO9001導入後に実施した内
部監査員の意見交換会におい
て，内部監査・外部審査受審
のための事務が煩雑であり事
務量も多く，中止や見直しを求
める意見が多く出された。
　平成21年度の取組について
は，費用対効果等導入の検証
を行い，ISO9001の理念は継
承し，認証の継続については
見直しをする必要がある。

市
民

業務の効率化，
サービス水準の
維持と向上，目標
設定と成果評価，
業務の継続的な
改善（チェック体
制・ミスの予防・迅
速なクレーム対応
等），業務の透明
性の確保，職員
の意識改革

職員によって処理時間
や処理内容に差があっ
たり，担当職員が不在
のために市民が無駄足
を踏むことがないよう，
また業務上のミスを未
然に防ぐなど，市民満
足度の向上を図る。

2,027 3

市民満足度
の向上のた
め，日常業
務を体系的
に整理し継
続的な改善
を図る事は
必要である
が，現状で
はISO9001
の認証の継
続のための
事務量が多
大で，煩雑
であり，期
待するほど
の効果が得
られていな
い。

2

作成した業
務手順書
等は，実務
的には使い
にくく，
ISO9001の
取組自体
が全職員
共通のもの
となってい
ない等，成
果の向上
のための余
地は大き
い。

3

ISO9001
の外部
審査受
審にかか
る手数料
について
は，独自
のシステ
ムを確立
させる事
ができれ
ば削減
可能であ
る。
取組に対
する職員
の理解，
システム
のスリム
化が図
れれば，
職員が
ISO9001
にかかる
時間の
短縮が
図れ コ

5

市民満
足の向
上のた
め，市が
取り組む
ことであ
る。

3

低コスト
で質の
高い市
民サービ
スを実現
するため
の手段と
して，社
会的
ニーズが
ないとは
いえな
い。

2

低コスト
で質の
高い行
政サービ
スを実現
するため
には，業
務の継
続的な
改善は
必要であ
る。が，
ISO9001
自体の
取組に
ついて
は，市民
の関心
は低いと
思われ
る。

18 C
縮
小

事務量や事務
の煩雑さ，費
用対効果を考
えたとき，
ISO9001の理
念は引継ぎ，
認証の更新に
ついては継続
しない方がい
い。

無
し

縮
小

実施にあ
たっては，
これまでに
得たノウハ
ウや手法を
活かし，行
政チェック
等と融合さ
せた市独自
のシステム
とする必要
がある。
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企
画
調
整
課

行財政
改革の
推進

未来の三次市民に夢の持て
る地域を引き継ぎ，限られた
資源を有効に使い，創意と工
夫で市民が誇れるまちづくり
を推進するため，自己決定・
自己責任・自己完結型の行政
運営を目指した行財政基盤の
整備・強化に取り組む。
　市役所全体が計画的に行財
政改革に取り組むため，平成
１７年度に三次市行財政改革
大綱を策定，その大綱に基づ
く具体的取組を示した行財政
改革推進計画を策定し計画的
に行財政改革を推進してい
る。

　自己決定・自己責任・自己完
結型の行政運営をめざして，
職員の意識改革と資質の向上
を図り，職員一人ひとりの「気
づき」を活かした事務改善等の
改革を進めていく。

市
民

三次市行財政改
革推進計画に定
める項目の取組
を推進する。

行財政基盤の強化

2,262 4

　地方分権
時代に対応
した自己決
定・自己責
任・自己完
結型の行政
運営をめざ
すために
は，行財政
基盤の整
備・強化が
不可欠であ
り，改革の
基本指針・
実行計画と
しての行財
政改革大綱
と行財政改
革推進計画
の役割は大
きい。

3

　行財政改
革推進計
画は，改革
により生じ
る効果を可
能な限り数
値化したも
のである
が，改革の
効果が何
に生かされ
たのかとい
う部分を市
民に対しわ
かりやすく
説明する必
要がある。

4

　行財政
改革の
推進事
務は，事
務を全て
内部で
行ってお
り，人件
費以外
はコスト
の削減
余地が
小さい。

4

　行財政
改革は
主として
市役所
内部の
改革であ
る。

5

　自主・
自立した
自治体
運営を行
うために
は，効率
的・効果
的な組
織体制と
施策の
実施，財
政基盤
の強化
が必要
であり，
改革の
必要性
は高い。

5

　情報公
開，市民
サービス
の向上，
職員の
削減・意
識改革，
財政健
全化等
の改善・
改革を求
める市民
ニーズは
極めて
高い。

25 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

拡
大

　限られた資
源を有効に活
用し，未来の
三次市民に誇
りの持てる地
域を引き継ぐ
ためには不断
の取組が必要
である。
　市民サービ
スの向上，効
果的・効率的
な行政運営が
図れるよう行
財政改革推進
計画の計画的
実施に取り組
み，計画に定
める項目以外
にも，市民に
とって有益な
取組を積極的
に進める。

事
業
規
模

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

拡
大

限られた資
源を有効活
用していくよ
う徹底して
推進してい
くことが必
要である。
そのために
は行政評価
等を活用し
た業務の精
査とともに
研修による
職員の意識
改革等が必
要である。
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総
務
課

文書管
理

　文書管理とは，収受から廃
棄まで一連の本市行政文書
の流れを管理することである。
この文書管理をシステムを導
入して行うことで，行政文書の
供覧・決裁の電子化・ペーパ
レス化をも可能とする。このこ
とにより，一定の行政文書が
電子保存できるため，環境に
やさしい市役所づくりと将来的
に情報公開請求への迅速な
対応など効率的な市役所づく
りに寄与する。
　平成１９年度４月１日から文
書管理システムの運用を原則
全ての部署で開始している。

　文書管理システムの価値を
大限に活かすため，職員へ

のシステム操作・運用方法の
研修等を文書取扱主任及び希
望者に毎年度継続して行うこ
とが必要である。また，電子決
裁の導入によるスピードアップ
が職員コストの削減に繋がる
という意識を職員に持続させる
ことで，行革を推進する職員意
識を維持することが大切であ
る。また，今後もシステム自体
の操作・機能性をより向上させ
るための取り組みが，引き続
き計画どおりに進むよう開発
業者との協議を行う必要があ
る。さらに，保存文書の適正化
を図り，かつ検索性を向上させ
ることが迅速な市民対応に繋
がるため，本庁舎を含めた市
内各施設に保存している行政
文書・簿冊の整理を継続して
行う必要性がある。

市
民

（
市
職
員

）

　導入した文書管
理システムの安
定運用及びバー
ジョンアップ，関係
規程・規則の改
正，本市書庫等
の整理作業の実
施。

　行政文書の在り場所
と，収受から廃棄に至る
ライフサイクルの一元管
理，文書の供覧・決裁・
保存の電子化及びペー
パレス化を図る。このこ
とにより，効率的な市役
所づくりと環境にやさし
い市役所づくりを行い，
市民の要望に迅速な対
応ができる市役所を目
指す。

8,078 4

　平成１９年
４月から文
書管理シス
テムを導入
し，さらに導
入後も機能
向上を図っ
たことで，供
覧・決裁の
スピードアッ
プが，システ
ム導入前と
比較して大
幅に図るこ
とができた。

4

システム機
能性向上と
共に，職員
への研修を
根気よく行
うことで，よ
り効率的な
市役所づく
りを推進で
きる。

4

　直接的
な経費負
担に削減
の余地
はない
が，効率
的な市役
所づくり
を推進し
ていくこと
で，決裁
事務処
理の時
間がさら
に削減で
きる。
　よって
間接的な
がら市の
人件費
削減に繋
がる余地
が，今後
も少しは
あり得
る。

5

　市の業
務を把握
している
者（職
員）が行
わないと
できな
い。

5

　文書管
理システ
ムの導
入実績
は全国
的にも未
だ少ない
が，多く
の自治
体にとっ
て文書
管理の
システム
化に取り
組むこと
は重要
な課題
の一つで
ある。

4

　市役所
は効率
的に業
務を遂行
すること
が市民
の皆様
から求め
られてお
り，この
事業は
そのニー
ズに応え
るために
は，重要
な位置を
占めるも
のであ
る。

26 B 継
続

継
続

継
続

　職員からア
ンケート調査
を実施するな
ど，課題の再
調査・集約を
し，効率的な
システムの機
能向上をより
一層図ること
が必要であ
る。
　また，システ
ムを使用する
職員に対し
て，今後も効
果的な職員研
修を継続して
実施すること
が必要であ
る。

無
し

継
続

文書の供
覧・決裁の
スピードアッ
プだけでな
く，情報公
開請求等に
迅速に対応
できるよう
今後も継続
して，システ
ムの操作・
機能の向
上，職員研
修を継続し
て実施する
必要があ
る。
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財
政
室

財政状
況の公
表

歳入歳出予算の執行状況並
びに財産，地方債及び一時借
入金の現在高，その他財政に
関する事項を公表するよう定
められており，毎年度，前年
度決算と当該年度上半期の
状況を１１月末までに，当該年
度下半期の状況を翌年度５月
末日までに公表している。
そのほか，ホームページ，広
報紙にわかりやすく財政状況
を掲載する。

さらに市民が市の財政状況を
理解しやすくするため，用語や
視覚に留意するなど，分かり
やすい，また，地方債の負担
状況を含め各指標データ等興
味をもってもらえるような広報
内容を研究する。また本年度
から作成・公表を行う新公会
計制度の基づくデータも取り入
れる。

全
市
民

予算の執行状況
等や決算状況及
び財政見通しなど
を，ホームページ
や広報紙に掲載
し，市民に公表，
周知する。

市民が市の財政状況を
理解するため，分かりや
すく，興味をもてるような
広報を行う。

502 4

自治法，条
例に基づく
業務である
が，掲示板
に告示する
以外にも，
ホームペー
ジや広報紙
へ掲載し，
市民に広く
周知した。

3

市民により
「親しみや
すい。分か
りやすい。
理解しやす
い。」内容
や啓発方
法を研究す
る。

5 5

市の内
部事務
であり，
市以外
での実
施は不
可能であ
る。

5

財政状
況への
社会的
ニーズは
極めて
高い。

5

夕張市
の財政
破綻等
からも，
市民の
自治体
に対する
財政事
情の関
心は非
常に高
い。

27 A
要
改
善

拡
大

継
続

財政見通しや
類似団体との
比較等も含め
財政事情を公
表するよう取
組んではきた
が，更に内容
や手法を研究
し，市民が理
解するために
分かりやすい
広報を行って
いく必要があ
る。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

引き続き分
かりやすい
広報となる
よう，手法
を研究す
る。

そ
の
他

有
り

1
1
 

事
務
事
業
の
統
合

事
業
規
模

有
り

6
 

職
員
の
意
識
改
革

有
り

1
4
 

成
果
の
向
上

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

61／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
指標の設定
が不可能で
ある。

H
1
9

#VALUE! ⑷
経常収支
比率 % 94 92 92

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴
申告相談
件数 人 7,890 7,782 7,675

確定申告時
期の住民税・
所得税申告
相談受付者
数

H
1
9

4,788 ⑷
申告相談
者数 人 7,890 7,782 7,675

確定申告時
期の住民税・
所得税申告
相談受付者
数

⑵
H
2
0

4,991 ⑸

⑶
H
2
1

5,179 ⑹

⑴
評価対象
事業数 筆 309,459 309,198 309,335

固定資産の
課税客体た
る土地の評
価筆数
（概要調書よ
り）

H
1
9

230 ⑷
平均価格
(土地全
体)

円/㎡ 443 442 434

総評価地積
に対する総
評価格の平
均評価格

⑵
H
2
0

147 ⑸
平均価格
(宅地全
体)

円/㎡ 10,664 10,647 10,406
宅地の平均
価格

⑶
H
2
1

98 ⑹
平均価格
(田)

円/㎡ 104 105 105
他の平均価
格

⑴ 差押件数 件 955 720 500
H
1
9

19,261 ⑷
差押によ
る徴収金 円 75,567,994 56,120,565 50,000,000

⑵ 公売件数 件 31 5 5
H
2
0

27,058 ⑸
（うち公売
等による
徴収金）

円 5,650,184 2,514,000 2,000,000

⑶
H
2
1

39,934 ⑹
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財
政
課

財政計
画策定

実施計画策定に併せて，策定
年度の前２カ年度決算と当該
年度の決算見込と次年度から
３カ年度までの財政推計を合
わせた「財政計画」と，それ以
降平成３２年度までの「財政
推計」を作成する。
（平成１９年度策定…２０年度
から２２年度までの財政計
画，２０年度から３２年度まで
の財政推計の策定）
（平成２０年度策定…２１年度
から２３年度までの財政計
画，２１年度から３２年度まで
の財政推計の策定）
（平成２１年度策定…２２年度
から２４年度までの財政計
画，２２年度から３２年度まで
の財政推計の策定）

平成２０年度決算による財政
推計と，平成２１年度交付税の
確定を基に財政計画を策定す
る。
例年，「実施計画・財政計画の
作成」⇒「当初予算要求」⇒
「予算査定」という流れになる
が，査定にいたるまでの事務
を企画調整担当と連携しなが
ら同時進行している。
平成２０年度は予算案の作成
をできるだけ早期に行うため
に，実施計画及び財政計画の
策定時期を例年より早めること
ができたが，更に前倒しができ
るよう方策を検討する。

市
職
員
，
市
議
会
，
地
域
審
議
会

実施計画，まちづ
くり計画を実施し
ていく上で，財政
的根拠の裏付け
があるかどうかの
判断資料にする。

できるだけ 新データに
基づく資料とするため，
平成２０年度決算統計
数値を基に財政推計を
行い，その推計により財
政計画を策定する。

1,159 5

財政運営，
各種計画策
定におい
て，欠くこと
のできない
計画であ
り，貢献度
は高い。

5

財政運営，
各種計画
策定におけ
る財政的裏
付けとする
資料として
の完成度
は高い。

5

コストの
ほとんど
が人件
費であ
る。

5

市の内
部事務
であり，
市以外
での実
施は不
可能であ
る。

4

直接の
住民
サービス
ではない
が，昨
今，地方
自治体
の財政
状況に
対する社
会的関
心は高
まってお
り，その
ニーズに
対応する
ための
基本とな
る計画で
ある。

4

合併を経
て事務
権限委
譲や道
州制へ
の動向
等，地方
主権が
推進され
る中で，
自らが居
住する自
治体の
住民
サービス
への関
心は
益々高く
なる。
住民
ニーズに
応えるべ
く政策，
施策，事
業展開
に伴う財
源等の

28 A
要
改
善

継
続

継
続

毎年度の更新
による策定が
必要である。
本計画に基づ
く財政状況を，
更に市民にわ
かりやすく公
表することと，
資料作成が必
要である。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

引き続き分
かりやすい
内容で公表
していく必
要がある。
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16
課
税
課

申告相
談業務

所得税の確定申告時期に併
せて，住民税の申告相談を実
施する。

支所を含めた申告会場及び日
程の見直しと，市民ニーズに
応えるために休日及び夜間窓
口に相当する申告相談につい
ても考える必要がある。そのた
めには全体の相談体制の見
直しも必要となる。

住
民
税
申
告
義
務
者

所得税の確定申
告時期に，市内56
会場（延べ72会
場）で申告相談を
実施する。

適切な申告相談を実施
することにより，正しい
住民税の課税資料を収
集する。

38,845 4

本業務によ
り，個人の所
得を正確に
把握し適正な
課税につな
げている。

3

申告会場
及び日程
の見直しや
休日夜間
申告の検
討等市民
の立場に
立った改善
の余地は
ある。

4

申告会
場の削
減は困
難な状況
もあり，コ
スト削減
は余地
は少な
い。

5

地方税
法では，
申告書を
市町村
長へ提
出しなけ
ればなら
ないと規
定されて
いる。そ
のため
の相談
は必要
である。 5

市民が正
しく申告
し，適正
な課税の
ためには
申告相談
は不可欠
である。

5

市民が
正しく申
告し，適
正な課
税のた
めには
申告相
談は不
可欠であ
る。

26 B 継
続

継
続

継
続

申告支援シス
テムのオンラ
イン化による
事務の効率化
は図られた
が，今後は会
場及び日程の
工夫等の見直
しを図る必要
がある。

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

サンデー申
告の検証を
行った上
で，休日及
び夜間窓口
に相当する
申告相談の
必要性につ
いて検討す
る。併せ
て，会場及
び日程につ
いても引き
続きに見直
しを図る。
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16
課
税
課

固定資
産税土
地評価
業務

固定資産税の課税客体であ
る土地の利用状況を把握し，
国の定めた｢固定資産税評価
基準｣によって土地評価事務
を行う。
平成21年度,平成22年度、平
成23年度は、平成24年度の
評価替えに向けて、標準宅地
の鑑定評価事務や標準地批
准指数の見直し等を行い，公
平，適正な課税のための評価
事務を行う。

平成2１年度の評価替えを終え
て，評価水準の均衡化は概ね
達成された。また引き続き統
一した標準地批准表に基づい
て宅地の洗い替えを実施する
が，膨大な業務量になるため
年次計画を立てて実施する必
要がある。

固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
の
う
ち
土
地
を
対
象
と
し
て
い
る

。

土地の価格を決
定するために鑑定
評価による適正な
時価や地目認定
のための土地利
用状況を把握す
る。そのために、
現地調査や物件
調査による確認，
図面等の資料を
活用して評価を行
う。

課税客体である土地の
利用状況や適正な時価
を把握し，公平な課税を
行う。

45,555 5

自主財源の
源である市
税の根幹を
担う部門で
あり，公平、
適正な課税
のための評
価について
は，課税客
体の適格な
把握や評価
基準の統一
などを実施
し，目的に
合致してい
る。

3

標準宅地
数の見直し
や合併後
統一した宅
地批准表
に基づく評
価の荒い
替えなど，
評価の精
度に向上
の余地が
ある。

3

標準宅
地数を見
直すこと
によりコ
スト削減
の余地
がある。

5

地方税
法には，
市長は，
県知事
又は総
務大臣
が評価
する場合
を除き，
国の定
めた｢固
定資産
税評価
基準｣に
基づき評
価し，価
格を決定
しなけれ
ばならな
い定め
がある。

5

市税の
49.8％得
惜しめる
固定資
産税のう
ち，その
32.1％が
土地であ
る。適正
な価格
が求めら
れる。

5

公正か
つ適正な
課税は，
広く市民
が求め
ている物
であり，
評価や
課税根
拠の説
明責任
がある。

26 B 継
続

継
続

継
続

適格な課税客
体の把握と適
正な評価が求
められる。標
準宅地の再編
を進めている
が，統一した
標準地批准表
に基づく全宅
地の批准洗い
替えや，地目
変更による適
正な評価を更
に進める必要
がある。
又　適正な賦
課を行い，事
務の効率化を
行う。

無
し

継
続

公平な課税
が も重要
なことであ
ることから，
的確な課税
客体の把握
と適正な賦
課を行うこう
ができるよ
う，事務の
効率化を図
る。
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16
収
納
課

市税・国
保税法
的措置
（差押業
務）

　地方税法に定められた事務
処理
　「督促状を発した日から起算
して１０日を経過した日まで
に，その督促に係る市町村民
税，固定資産税，軽自動車
税，水利地益税等に係る地方
団体の徴収金を完納しないと
きは，滞納者の財産を差し押
さえなければならない。」の規
定に基づき，財産調査後その
者に財産がある場合は差押を
執行している。ただし，財産が
ない場合，滞納処分の執行に
より生活を著しく窮迫させる場
合及びその者が不明等の場
合は，滞納処分の執行停止を
行っている。

 不動産について，随時公売を
行っているが，配当の見込の
ない物件については，差押解
除から停止への処理を行って
いく必要がある。債権調査の
件数も多く，調査に要するコス
トも高くなっている。
　市税については，特に住登
外課税について慎重に調査を
行ったうえで賦課しなければな
らない。（滞納が発生した場
合，調査に要する時間・コスト
を抑えるため）　国民健康保険
税については，資格取得時に
他保険加入要件を満たしてい
るか等の調査を行ったうえで
加入手続きに入るべきである。
（被保険者の適用除外要件）
滞納処分は 終段階であり，
入り口である申告，届出，調査
を尽くしての賦課決定を徹底し
ていかなければならない。

滞
納
者

　①預貯金差押
の場合，第三債
務者に対して払戻
請求権及び確定
利息の支払請求
権　②給与・賞与
の場合，第三債
務者に対して給
与・賞与その他手
当の支払請求権
を通知を持って行
う。　③不動産の
場合は，滞納者に
対して「差押調
書」を送達すると
ともに，差押登記
を登記所へ委託
する。

　市の税徴収の取り組
みに対する姿勢を示す
ことにより，税に対する
理解と協力を得ながら，
市民自らの責任と義務
で納付する「自主納税」
の確立

19,482 5

地方税法規
定事務

3

　地区担当
を決め事務
を進めてい
るが，個々
の内容等で
進捗状況
に開が生じ
てくる。地
区担当制
や事務担
当制などを
検討

3

コンビニ・
クレジッ
ト・ペイ
ジー収納
等収納に
関する
チャンネ
ルを広げ
てきた。
サービス
に対する
コスト
は，納期
内納付
の促進
等で対応

5

地方税
法規定
事務

5

地方税
法規定
事務

5

地方税
法規定
事務

26 B
事
業
拡
大

拡
大

拡
大

　債権（給与・
預貯金・生命
保険等），不動
産の差押強化
により，件数・
徴収金は増加
してきている。
今後は捜索に
よる動産差押
を強化し，ネッ
ト公売，自動
車へのタイヤ
ロックを実施す
ることにより，
アナウンス効
果を含め早期
の滞納解消を
目指す。

事
業
規
模

捜
索
に
よ
る
動
産
の
差
押
・
公
売

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

拡
大

税負担の公
平化のため
は法的措置
は必要であ
るが， 終
手段でもあ
るので，滞
納者への早
期対応な
ど，担当者
の横の連携
や事務マ
ニュアル化
など統一し
た迅速な事
務処理が必
要である。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

事
業
内
容

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

62／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
コンビニ
収納件数 件 14,687 20,088 20,000

コンビニでの
利用件数(市
税・国保税）

H
1
9

214 ⑷
督促状発
布件数(６
月)

件 27,221 25,202 25,000
前年度より
減少する見
込み。

⑵
H
2
0

195 ⑸
コンビニ
利用件数 件 14,687 20,088 21,000

市県民税、
固定資産
税、軽自動
車税、国民
健康保険税

⑶
H
2
1

201 ⑹
コンビニ
での収納
額

円 229,709,577 321,837,078 336,000,000

市県民税、
固定資産
税、軽自動
車税、国民
健康保険税

⑴

指標設定に
なじまないた
め記入せ
ず。

H
1
9

#VALUE! ⑷

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴

指標設定に
なじまないた
め記入せ
ず。

H
1
9

#VALUE! ⑷
電子入札
実施率

1 1 1

⑵
電子入札
実施件数

345 332 350
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
公共工事
入札実施
件数

345 332 350
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴ 保有台数 台 215 214 210
庁用自動車
の適正配置
を行う。

H
1
9

207,293 ⑷ 削減台数 台 15 1 4
前年度と比
較して削減さ
れた台数

⑵
H
2
0

208,238 ⑸
事故発生
件数 件 20 20 10

⑶
H
2
1

196,542 ⑹
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19
収
納
課

コンビニ
収納業
務

　納付時間的制約、納付場所
立地条件的制約を改善するこ
とにより、納期限内納付の手
段を拡大し、収納率の向上と
滞納整理に係る事務処理の
軽減を図るため、現在、市県
民税、固定資産税、軽自動車
税、国民健康保険税、住宅使
用料、保育料、介護保険料、
下水・農排受益者負担金のコ
ンビニ収納を実施。市内１４店
舗，全国約４１，０００店舗で
納付が可能。又平成21年4月
から督促手数料を廃止したこ
とにより，コンビニ収納のでき
る納期限を延長することが出
来た。これにより督促状発行，
納付書再発行数が減少し，事
務軽減しコストダウンを図る。

　現在，市県民税特別徴収，
法人市民税についてはすべて
コンビニ収納の対象外としてい
ますが，法人からの利用希望
もあり今後その検討をする必
要がある。

市
民

①３６５日年中無
休。２４時間営業
②窓口納付の時
間短縮
③納税者の納付
場所の拡大

①納期限内納付による
収納率向上
②市財源の確保
③滞納整理事務の軽減
化
④市民の納付利便性の
向上

3,902 5

納付場所、
時間に制約
がないため
２４時間、３
６５日納付
可能

3

督促状、催
告書の納
付書兼用

3

コンビニ
収納が
全国的に
普及し、
委託先コ
ンビニ収
納代行
業者へ
の手数
料の改
善を求め
ることに
より可能

4

賦課及
び納税
告知は
法規定
事務であ
るが納付
方法の
拡大に
ついては
地方自
治法規
定を逸脱
しない限
り選択肢
は拡大
できる。

5

賦課及
び納税
告知は
法規定
事務であ
るが納付
方法の
拡大に
ついては
地方自
治法規
定を逸脱
しない限
り選択肢
は拡大
できる。

5

納付時
間的制
約及び
立地条
件的制
約の解
放

25 B
未
実
施

拡
大

拡
大

　クレジットの
一部導入を図
り，平成21年
度においてペ
イジー収納（パ
ソコン・携帯・
郵貯ATM）を
導入し納税者
へのサービス
と，納期内納
付の促進を図
る。 事

業
規
模

　
有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

コンビニで
収納する件
数は増加し
ていること
から，住民
サービスの
向上と，収
納率の向上
につながっ
ていると考
えられる。
今後は対象
業務の追加
についても
検討してい
く必要があ
る。
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16
管
財
課

工事検
査

市が発注した工事について，
工事の目的物が契約図書に
定められた出来形・品質等で
あるか確認し，発注者として
工事目的物を受け取る。ま
た，工事成績を評定すること
により，請負者の適正な選定
及び指導育成に資する。

工事検査内容の共通認識を図
り，適切な検査の充実を図る。
工事検査が集中する期間の検
査体制について事前調整を実
施する。
検査の厳正を図るため，外部
委託を検討する。

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等

対象物が契約図
書に定められた出
来形・品質等であ
るか寸法検査及
び書類検査を行
う。また，工事成
績を評定する。

対象物が適正に，かつ
良品質で構築されるこ
と。

8,622 4 3 5

少人数で
の検査
体制で業
務をおこ
なってい
る。

5

地方自
治法第２
３４条の
２第１項
の規定
に基づ
き，市が
工事に
ついての
請負契
約を締結
した場合
には，市
は契約
の適正
な履行を
確保する
ため，又
はその
受ける給
付の完
了の確
認をする
ため必
要な検
査をしな
ければな

3 3 23 B
事
業
拡
大

拡
大

継
続

研修や工事検
査の実地によ
り，検査者の
能力を高め，
より適正に工
事検査を行う
必要がある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

適正な工事
検査を行う
とともに，外
部委託可能
な事務につ
いては委託
を検討す
る。
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16
管
財
室

入札・契
約

三次市が発注する事業の入
札・契約関する事務を行う。特
に三次市が発注する公共工
事については，「公共工事の
入札及び契約の適正化の促
進に関する法律」の制定によ
り，入札及び契約の透明性の
確保・公正な競争の促進・談
合その他の不正行為の排除・
契約された公共工事の適正な
施工の確保が求められてい
る。

入札・契約適正化の基本原則
である①透明性の確保につい
ては，毎年度の発注見通し・入
札契約に係る情報の公表を推
進する。②公正な競争の促進
については，電子入札の促
進・入札契約方法の改善（一
般・指名競争の適切な実施）に
努める。③不正行為の排除に
ついては，不良不適格業者の
排除・ダンピングへの対応・入
札契約のIT化を推進する。④
適正な施工の確保について
は，丸投げの全面禁止・施工
体制（技術者の配置・下請の
状況等）の報告を確認する。

三
次
市
の
入
札
に
参
加
す
る
建
設
業
者
，
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

者
等

公平・公正で競争
性の高い入札方
法（電子入札によ
る一般競争・指名
競争入札等の実
施）びその契約の
締結

公平・公正で競争性の
高い調達方式で，信頼
性の高い確実な工事・
業務委託等の施行を確
保する。

27,303 4

電子入札で
の一般競争
入札の実施

4

公共工事
のほとんど
を一般競争
入札で行っ
ている。

4

市の入
札・契約
を管財室
で集中し
て実施す
ることに
より一定
の効率
が保たれ
ている。

5

入札・契
約事務
について
は，公平
性・公正
性・競争
性が求
められ，
市が直
接実施
すべきも
のであ
る。

4

透明性・
公平性
の一層
の向上。
入札・契
約に関
する情報
の公表。

4

入札・契
約に関
する情報
の公表。

25 B 継
続

拡
大

継
続

入札・契約に
ついては，透
明性の確保・
公正な競争の
促進・適正な
施工の確保・
不正行為の排
除の徹底を基
本原則とした
上で，情報の
公表・施工体
制の適正化・
不正行為に対
する措置に引
き続き取り組
んでいく。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

引き続き入
札・契約に
ついては，
透明性の確
保・公正な
競争の促
進，情報の
公表等に引
き続き取り
組んでいく
必要があ
る。
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16
管
財
課

公用車
管理業
務

　公用車（２１４台）の日常点
検及び車検整備までの一切
の公用車に関する事務及び
安全運転に関する講習等安
全教育。
　自動車損害賠償保険にかか
わる事務。有料道路使用に関
する事務（ＥＴＣ含む）。公用車
にかかわる事故処理の一切。

・庁用自動車の適正配置と維
持管理経費の削減
・事故防止の強化策
・民間委託等の推進

市
職
員
等
公
用
車
運
転
者

庁用自動車の適
正管理，効率的な
使用と事故防止
の徹底
事故が発生した
場合の迅速な対
応ができるシステ
ムづくり

公用車が安全かつ効率
的に利用されること

44,563 4

　目標数値
を設定し，
庁用自動車
の削減に努
めた。また，
交通安全講
習会の実施
や庁内掲示
板で事故事
例などの関
連記事を掲
載し，職員
への注意を
喚起した。 4

　研修，啓
発などをあ
らゆる形で
実施し，安
全運転に
対する意識
の向上によ
り事故件数
を削減させ
る。

3

　公用車
の有効
利用によ
り，台数
の削減
等に余地
がある。

2

　できる
だけ民間
委託を進
める。

4

　人件費
を含めた
維持管
理経費
や環境
問題へ
の配慮
等の視
点からも
社会的
ニーズは
高い。

4

　庁用自
動車に
かかる維
持管理
経費や
購入車
両（低公
害車や
軽自動
車）への
関心は
高い。

21 C 継
続

縮
小

縮
小

　有効利用に
よる庁用自動
車台数の削減
には余地があ
るが，事故件
数はなかなか
減少しておら
ず，安全教育
の徹底など交
通事故の削減
に取り組む必
要がある。 事

業
規
模

効
率
的
使
用
や
民
間
委
託
等
を
進
め
事
業
規
模
を
縮
小
す
る

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

縮
小

民間委託が
可能な事務
については
委託を検討
する。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

事
業
規
模

有
り

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

63／66



平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴
保管換回
数 回 6 30 20

　具体的な
基金の管理・
運用に関す
る指標であ
るが，成果と
しての利子
積立額は，
必ずしも保
管換の回数

H
1
9

238,500 ⑷
基金利子
積立額 円 51,523,415 163,283,845 65,000,000

　金利動向
や資金への
繰替運用な
ど単純な比
較はできな
いが，基金
運用の具体
的な成果で
ある。

⑵
H
2
0

47,900 ⑸

債権運用
比率
※3/31現
在

％ 70 16 69

　基金に占
める国債等
債権の運用
率。ペイオフ
対策として有
効であるが，
資金運用と
の関係もあ
り，基金すべ

⑶
H
2
1

73,750 ⑹

⑴

資金の延
運用額
（※運用
額×日
数）

億円 10,941 376,488 300,000

　資金の延
運用額1億円
あたりのコス
ト。正確な収
支計画が預
入金額，期
間の多寡に
影響する。

H
1
9

196 ⑷
保管換え
による利
子収入額

円 7,071,972 5,960,833 1,200,000

　19年度は
大0.30％

であった利
率が，20年
度は 大
0.25％へ下
落した結果，
収入額が減
少した。21年

⑵
H
2
0

5 ⑸

基金・一
時借入れ
の利子払
額

円 305,203 711,231 100,000

　20年度は
基金からの
繰替運用が
42億円に達
したために利
子払額が増
加した。

⑶
H
2
1

7 ⑹

⑴
指標の設定
が不可能で
ある。

H
1
9

#VALUE! ⑷

ホーム
ページ
（予算と
決算）へ
のアクセ
ス件数

件 4,529 4,545 4,600

わずかなが
らも増えてお
り，市民の自
治体の財政
状況に対す
る関心は引
き続き高い。

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

#VALUE! ⑹

⑴
寄附申出
者数 人 60 100

対前年比1.6
倍の申出者
数を予測

H
1
9

#DIV/0! ⑷ 寄附金額 円 1,000,000 1,500,000

対前年比1.5倍
の寄附金を予
測

⑵
H
2
0

33,316 ⑸

⑶
H
2
1

15,170 ⑹
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づ
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り

16
会
計
課

基金の
管理計
画

　「三次市資金管理並びに運
用基準」第５及び「三次市債
券運用指針」に基づいて安
全・有利に管理・運用をする。
現在２７種類１１６億３４００万
円の基金を国債を中心とする
債権で８０億３３００万円，定
期預金・普通預金で３６億２０
０万円を管理・運用している。
（平成21年6月末現在）

　基金管理に限っては，すべて
の基金を国債などの債権で運
用する方がメリットが大きい
が，資金が年度末から年度初
めにかけては不足する傾向が
あるので，不足する資金への
繰り替えを想定して運用してい
るのが現状である。資金が一
時的に不足した場合は，基金
からの繰り替えまたは一時借
入により資金を確保しなけれ
ばならないが，どちらの選択が
より有利であるかの分析が必
要である。

市
民

　「三次市資金管
理並びに運用基
準」及び「三次市
債券運用指針」に
基づいて管理・運
用をする。
　　　・各金融機関
口座を整理し，一
括運用を進める。
　　　・ペイオフを
意識し，より安全
で有利な債券で
の運用比率を高
める。
　　　・定期預金は
1年以上の預入の
場合は，各金融
機関の財務状況
をチェックしなが
ら，見積書の提出
を求め有利な保
管換を進める。

　適正で効果的な基金
の管理・運用

1,437 5

　適正で効
果的な基金
管理運用
は、健全な
財産運用の
推進につな
がる。

5

　安全性及
び確実性を
第１にしな
ければなら
ないので，
国債・地方
債や定期
預金等によ
る基金運用
が適当であ
る。

5

　保管換
処理等に
かかる人
件費の
みであ
り，コスト
削減余
地はな
い。

5

　公金の
管理，運
用に係る
事業であ
り，市の
責任で
実施す
べきであ
る。

4

　自治体
における
財産の
効果的
活用によ
る自主財
源の確
保対策も
社会的
に求めら
れてい
る。

4

　基金の
安全，確
実な管
理，運用
は市民
から求め
られてい
るところ
である。

28 A 継
続

拡
大

継
続

　定型的な業
務であるが，
日常的な管
理・運用が必
要である。

無
し

継
続

引き続き情
報収集に努
め，安全性
が担保され
る運用管理
を実施して
いく必要が
ある
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づ
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り

16
会
計
課

収入支
出資金
運用計
画

　適切な資金繰りを行うため，
各課から提出された収支計画
書に基づき，月毎に資金運用
収支計画を立てて，資金に不
足が生じる場合には，支払い
時期の調整または基金からの
借入（繰替），金融機関からの
一時借入で対応する。資金に
余裕がある場合は，定期預金
等で運用（保管換）することに
より運用益を確保する。

　「自主財源の確立」に寄与す
るため，資金の運用益の増加
と必要 小限の借入をめざ
す。そのためには早い段階で
の詳細な収支予定を把握する
必要があるが，収入予定を正
確に把握することは困難であ
る。従って直前の判断で機動
的に対応できるような決裁の
仕組みを構築すること（一時借
入が必要となる場合の，借入
額・借入期間の判断，各金融
機関への借入利率照会・決定
などの迅速化）が課題である。

市
民

⑴各課の収支計
画に基づく資金運
用収支計画の作
成（毎月）
⑵資金運用収支
計画に基づく資金
運用
　　・支払時期の
調整　・基金から
の借入れ（繰替）
　　・金融機関から
の借入れ
　　・定期預金等
への預金（保管
換）

市民に新たな負担を生
じさせない資金繰り
（金融機関からの一時
借入をしなくてもすむ資
金繰り）

2,155 5

　運用につい
ては，1年以
内の運用に
限定されるの
で，安全性・
確実性を考
慮し，指定金
融機関での
定期預金等
による運用が
適切である。
　借入につい
ては，基金か
らの繰替運
用が適切で
あるが，場合
によっては民
間金融機関
からの一時
借入による資
金繰りも必要
となる。

5

　資金運用
の方法は，
安全性・確
実性を優先
しなければ
ならないの
で変更の余
地が少な
い。

5

　資金運
用計画
の作成，
収支予
定の把
握にかか
るコスト
であり，
削減の
余地は
小さい。

5

　公金の
管理，運
用に係る
事項であ
り，市で
なければ
できな
い。

4

　安全性
と確実性
を担保し
た資金運
用は，必
要であ
る。

4

　資金運
用は安
全性，確
実性が
もっとも
重要な
要素であ
り，基本
的な運
用の方
法につい
ては市
民の理
解を得る
ことがで
きる。

28 A
事
業
縮
小

継
続

継
続

　定型的な業
務であるが，
資金の安全・
確実な管理運
用を第一優先
の上，資金運
用による利子
収入増は必要
である。

無
し

継
続

今後も支出
予定の早期
把握に努
め，効率的
な資金管理
を行う。
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り

毎
財
政
室

予算編
成

予算編成方針を示し，各部署
において予算要求を行い，財
政部局により調整後，副市長
協議及び市長査定を受け，予
算案を作成のうえ，議会に付
す。

枠配分方式については，実施
段階で検証を行いながら，各
部署への配分額の提示から，
当初予算当該年度の前々年
度決算と前年度予算額をベー
スに要求することとし（平成２１
年度当初予算要求は，平成１
９年度決算額及び平成２０年
度予算額をベース），より現状
に近い形での予算措置を行っ
た。
今後の課題は，決算ベースで
も特殊要因等によって予算の
増減が発生してくるなどの状
況もあり，さらに精査した形で
の要求要領を考える必要があ
る。
また，経常的経費と政策的経
費の２段階の要求を行うことに
より編成スケジュールが後半
に集中するので，実施計画・財
政計画策定の前倒しも含め，
調整・作成期間に余裕が持て
るような取組みも必要である。

全
市
民

市税等の限られ
た財源を有効に
活用し，福祉・医
療，子育て，教
育，生活環境整
備等住民の福利
向上を目指す事
業実施に伴う予算
編成を実施する。

・予算編成方針，編成要
領を作成し，各部署に
示す。
・要求一般財源枠を各
部署に示す。
・各部からのヒヤリング
を受け，調整後，副市長
協議，市長査定，予算
書(案)を作成・印刷し，
議会へ付す。

13,109 5

財政運営，
各種計画策
定において
は，欠くこと
のできない
計画であ
り，貢献度
は高い。

5

財政運営，
各種計画
策定におけ
る，財政的
裏付けをな
すものであ
り，成果は
高い。

5

コスト
は，ほぼ
人件費
のみであ
り，計画
の精度を
保つため
には，ほ
ぼ必要

低限
の事務
量であ
る。

5

市の内
部事務
であり，
特殊性
が強いた
め，市以
外での
実施は
不可能
である。

4

直接の
住民
サービス
ではない
が，昨
今，地方
自治体
の財政
状況に
対する社
会的関
心は高
まってお
り，その
ニーズへ
の対応
の根幹と
なる計画
である。

4

昨今の
地方主
権の推
進によ
り，自分
の住む
地方自
治体の
財政状
況によっ
ては，住
民サービ
スへの
影響もあ
るため，
財政状
況への
関心は
高く，そ
のニーズ
への対
応の根
幹となる
計画であ
る。

28 A 継
続

未
実
施

継
続

予算編成手法
は，不断の改
善が必要であ
る。また，さら
に「わかりやす
い公表」のた
めの工夫も必
要である。

無
し

継
続

予算につい
ても，引き
続き分かり
やすい内容
で公表して
いく必要が
ある。
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20
課
税
課

ふるさと
納税

三次市を「ふるさと」と思い，貢
献したい方の寄附金を財源と
して，三次市の個性あるまち
づくりを行う。また，その寄附
金の一定部分について，寄附
された方が住んでいる市区町
村において個人住民税が軽
減される。

この制度による毎年安定した
寄附者数の確保について，特
産品等について検討の余地が
ある。

個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
の
あ
る
方

広報，ホームペー
ジ等を通じて，ふ
るさと納税につい
て周知する。

自分が生まれ育った「ふ
るさと」に税金面で貢献
したいという意思を，市
が行う施策へ反映す
る。

1,999 4

本来の「ふ
るさと納税
寄附金」の
趣旨と，特
産品を送る
ことの因果
関係を考え
ると疑問な
点もある
が，この制
度を活用し
た地元産品
の消費拡大
と宣伝効果
を考えれ
ば，金銭以
外の側面で
の「ふるさと
応援効果」
が見込まれ
る。

4

寄附金額
に応じた特
産品セット
を創るな
ど，改善の
余地はあ
る。

4

２年目以
降の経費
は，お礼
の特産品
代が主た
る経費
で，削減
の余地は
少ない。

5

自治体
への寄
附金であ
るため，
市でなけ
ればなら
ない。

3

寄附金
税制の
改正であ
り，一部
ではある
がニーズ
がある。

3

寄附金
税制の
改正であ
り，一部
ではある
がニーズ
がある。

23 B
未
実
施

未
実
施

継
続

寄附金税制の
改正に伴い始
まった制度で
あり，市独自
に廃止はでき
ない。
お礼の特産品
については，
改善の余地は
ある。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

制度の周知
に合わせて
市の施策を
ＰＲするな
ど，寄付者
数を確保す
る手法につ
いて検討す
る必要があ
る。

な
し

有
り

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 行動人数 人 4,753 4,280

H21年度　8
月　206人
10月　658人
12月　206人
で行動する
平均4回の行
動

H
1
9

#VALUE! ⑷ 収納金額 円 26,903,494 25,000,000

⑵
延べ行動
件数

4,039 3,800
H
2
0

4,156 ⑸

⑶
H
2
1

4,741 ⑹

⑴ 公売件数 件 5

年４回程度をめ
どに，差押財産
の換価処分を
実施していく。

H
1
9

#VALUE! ⑷ 公売金額 5,000,000
公売による
徴収金

⑵
H
2
0

#VALUE! ⑸

⑶
H
2
1

147,400 ⑹

⑴
計画策定
業務 式 1 1 1

計画事業の
調整に係わ
る各部局と
の協議等は
随時行って
おり，その活
動量を測るこ
とは困難で
あるため，業

H
1
9

2,147,000 ⑷
計画の策
定 － 策定 策定 策定

計画事業の
調整による
効果を検証
しうる指標の
設定は困難
であるため，
実施計画自
体を策定で
きたかどうか

⑵
H
2
0

2,155,000 ⑸

⑶
H
2
1

2,213,000 ⑹

⑴ 作成部数 冊 200 200 170

主要施策の
成果をわか
りやすく取り
まとめること
が指標であ
るが，その活
動量を測るこ
とは困難で
あるため，一

H
1
9

5,110 ⑷ 活用部数 冊 200 200 170

作成業務の
効果を検証
しうる指標の
設定は困難
であるため，
作成した説
明書を活用
部数を成果
指標とした。

⑵
H
2
0

5,130 ⑸

⑶
H
2
1

6,258 ⑹

257

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

20
収
納
課

三次市
債権確
保対策
事業

　三次市行財政改革推進計
画で平成18年度から平成22
年度の5年間で滞納繰越額を
１５％削減する目標（平成21
年度に５０％に変更）を達成す
るため，自主財源の確保と公
平・公正の原則を堅持し，市
民の信頼を得られる行政運営
の推進を進める。
　そのため新規滞納者の増加
を防ぐ対策として，現年度分
及び前年度分の滞納者を中
心に，8月・10月・１２月を債権
確保強化月間として取り組
む。

　確保行動による債権の分析
が進み，残された債権の大部
分が，複雑な事情を抱える事
案や高額滞納であり，今後の
折衝には，より洗練された対
応が必要となってくる。
　債権の分析後の法的措置
は，迅速的確に執行する必要
があるため，各債権担当課と
の連携の必要性

滞
納
者

１　市財政の確立
２　公平性の堅持
３　自主納付の確
立

　納税に対する理解が
欠けている者も少なから
ずいる。債権確保行動
等を通して，納税への
理解が得られ自ら納税
する意欲を醸成する。

19,758 4

　市債権の
公平・公正
の原則を堅
持するた
め，債権確
保行動によ
り市民への
啓発と滞納
債権の解消
を図る。

4

　全職員・
また担当部
署による債
権確保行
動により，
滞納債権を
分析し，対
策の強化を
図り，徹底
した分納管
理と法的措
置により滞
納債権の
減少を図る
ことが事業
の目的のよ
り一層の遂
行につなが
る。

5

　一定の行
動期間に，
勤務時間
の変更によ
り対応して
いる。

5

　地方税
法等法
令により
義務付
けられて
いる。

5

　公平・
公正の
観点から
社会的
ニーズは
高い。

5

　公平・
公正の
観点から
社会的
ニーズは
高い。

28 A
未
実
施

未
実
施

継
続

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

税負担の公
平化のため
必要な行動
であり，滞
納者への早
期対応にむ
け多様な手
法を検討す
る必要があ
る。
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第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

21
収
納
課

公売，
ネット公
売に関
すること

　従来の公売方法では場所の
制限があり，通常は市の庁舎
及び関連施設で行うこととな
る。また公売公告を掲示する
のも，市の掲示板に掲示する
に留まり，広く周知するとは言
いがたい。インターネット公売
にすることにより「パソコンが
あればどこからでも公売参加
可能」で「時」「場所」のせいげ
んを飛躍的に排除し「２４時間
アクセス」とし，ネットオーク
ションにより広く周知が可能と
なる。
　多数の入札が期待できるこ
とで，高値で処分できる可能
性がある。
　現在，差押物件を処分する
際，本所・各支所前にある掲
示板での公告，市広報への掲
載，ホームページへの掲載等
により公売を実施している。

　インターネット公売にすること
により「パソコンがあればどこ
からでも公売参加可能」で
「時」「場所」の制限を飛躍的に
排除し「２４時間アクセス」と
し，ネットオークションにより広
く周知が可能となるため，より
多くの物件が提供できるよう実
施する。
　現在，差押物件を処分する
際，本所・各支所前にある掲
示板での公告，市広報への掲
載，ホームページへの掲載等
により公売を実施している。

市
民
，
全
国
民

自動車，宝飾品，
絵画等の動産全
般の差押

　滞納者が抱える滞納
を処分することにより，
生活再建の手助けが可
能と
なる。

5

国税徴収法
等規定事務

4

事務手続き
をいつでも，
すぐに取り
組めるよう
研修を重ね
る。

5

ネット
オーク
ション市
場の大
手を選択
すること
により，
広く周知
すること
が可能

4

租税の公平
性を確保す
るための差
押処分であ
り，市として
公売するこ
とにより，市
民の自主納
付への意識
の高揚が図
れる。

3

換価処分
をする可
能性の広
がり

3

換価処分
をする可
能性の広
がり

24 B
未
実
施

未
実
施

拡
大

インターネット
公売にするこ
とにより「パソ
コンがあれば
どこからでも公
売参加可能」
で「時」「場所」
の制限を飛躍
的に排除し「２
４時間アクセ
ス」とし，ネット
オークションに
より広く周知が
可能となるた
め，より多くの
物件が提供で
きるよう実施
する。
　現在，差押
物件を処分す
る際，本所・各
支所前にある
掲示板での公
告，市広報へ
の掲載，ホー
ムページへの
掲載等により

事
業
規
模

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

継
続

税負担の公
平化のため
は法的措置
は必要であ
り，差押物
件の公売，
インター
ネット公売
は納税の促
進という観
点からも必
要な手段で
もあるの
で，今後も
継続して実
施する必要
がある。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

16

企
画
調
整
課

実施計
画策定
業務

三次市総合計画（みよし百年
物語），新市まちづくり計画
（合併市町村建設計画）を基
本に，本市の主要施策を計画
的，効率的に実現するため，
向こう３年間(平成22～24年
度)に実施する主要事業を調
整し，適切な進行管理を行う
ことを目的に策定し，毎年ロー
リング方式により見直しを行っ
ている。

「みよし百年物語」に書かれた
50年後，100年後の三次のあ
るべき姿を根底に，まちづくり
の実現に向けた事務事業を調
整し，行政評価の結果を反映
した計画策定を進めるととも
に，市民にわかりやすく，伝わ
りやすい計画づくりを進め，あ
らゆる手段・機会を通じて市民
へ情報を公開し，市民との価
値観の共有化を図ることが必
要である。

次
年
度
以
降
３
年
間
で
実
施
す
る
事
業

主要施策(事業)を
計画的，効率的に
推進するため。

各部局の要望調書によ
りヒアリング等を行い，
みよし百年物語，新市
まちづくり計画，財政計
画及び財政推計との調
整を図りながら，３年間
の実施計画を策定す
る。

2,155 4

予算編成ま
でに行政評
価の結果等
も反映させ
ながら主要
事業の調整
が図られ
た。

3

施策の優
先度やそ
の施策に
有効な事業
の構成など
の調整は，
行政評価と
の連携を強
化すること
により，向
上の余地
がある。

4

本計画
策定業
務の経
費は人
件費の
みであ
り，コスト
削減余
地は小さ
い。

4

市政運
営の根
幹に関
わる業務
であり，
本計画
の策定
は市で
責任を
もって行
うべき業
務であ
る。

4

本計画
は長期
計画(総
合計画，
新市まち
づくり計
画)を実
現するた
めの中
期計画
であり，
計画的，
効率的
な施策
の推進
は社会
的にも求
められて
いるとこ
ろであ
る。

3

本計画は
長期計画
(総合計
画，まち
づくり計
画)を実現
するため
の中期計
画であ
り，計画
的，効率
的な施策
の推進は
市民にも
求められ
ていると
ころであ
る。

22 B 継
続

未
実
施

継
続

本計画は予算編
成までの事業調
整に不可欠であ
り，今後も計画の
策定は必要であ
る。
行政評価との連
携を強化するとと
もに，市民にわか
りやすく，伝わり
やすい計画づくり
を行うなど，改善
の必要性がある
ものと考える。

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

主要事業
（施策）を計
画的・効率
的に推進す
るためには
必要であ
り，今後も
継続して実
施する。
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

16

企
画
調
整
課

主要施
策の成
果に関
する説
明書作
成業務

地方自治法第２３３条第５項の規
定に基づき，各年度の決算に合
わせて，当該年度の主要な施策
の成果を説明する資料として，
決算を審査する市議会に決算書
と合わせて提出するため，また
市が取り組んだ主要な施策の成
果を市民に分かりやすく示すた
めに，「主要な施策の成果に関
する説明書」を作成する。

　「行政評価システム（The行
政チェック）」及び「実施計画
（アクションプログラム）」との連
携を進めることにより，政策的
かつ効率的な行政運営の実現
をめざすとともに，市が取り組
んだ「施策の成果」がさらに市
民に対してもわかりやすい説
明書となるよう努める。
　これにより，あらゆる手段・機
会を通じて市民へ情報を開示
し，市民との価値観の共有化
を図るとともに徹底的な行革を
推進するものとする。

市
民
及
び
市
議
会

当該年度に実施
した主要な施策の
成果を説明書とし
て取りまとめる。

市議会における決算審
査のための資料とする
ため，また市が取り組ん
だ主要な施策（主要事
業）の成果を市民に分
かりやすく示すため。

1,026 4

決算審査の
資料として
活用されて
おり，また本
説明書以外
に市の主要
な施策の成
果を取りま
とめた資料
は無い。

4

市民に対し
てわかりや
すい説明書
となるよう
努めた。

4

効率的な
作成作
業を進め
るために
印刷・製
本業務
の業者
発注が
必要であ
ることか
ら一定程
度の経
費が必
要であ
る。

4

市が取り
組んだ
主要な
施策の
成果を取
りまとめ
るもので
あり，市
議会へ
の提出も
必要であ
ることか
ら，市が
責任を
もって作
成するべ
きであ
る。

3

市が取り
組んだ
主要な
施策の
成果をわ
かりやす
く示すこ
とは，社
会的にも
求められ
ている。

3

市が取り
組んだ
主要な
施策の
成果をわ
かりやす
く示すこ
とは，市
民にも求
められて
いる。

22 B 継
続

未
実
施

継
続

市が取り組ん
だ施策の成果
が，市議会を
はじめ，市民
にわかりやす
い説明書とな
るように引き続
き努める。

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善

継
続

引き続き市
民に分かり
やすく施策
の取り組み
結果につい
て開示す
る。

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

9
 

事
業
の
迅
速
化

有
り

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

有
り

1
0
 

内
容
の
改
善
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平成２１年度行政評価　評価対象事業一覧

単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明
単
位

H19
年
度

H20
年
度

H21
年
度

説明

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

有
無

改
善
区
分

H20
年
度
評
価

目的

１次 総合評価 ２次評価事務局素案

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの
削減余地

市関与の
妥当性

社会的
ニーズ

市民
ニーズ

ラ
ン
ク

H19
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり

コスト

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

事務
事業
の対
象者
等

手段
事務

事業名
事業概要 今後の課題

（ミッションの達成との関連）

改善の必要性

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

拡大・縮小
施
策
番
号

所
管

H20年度
事業費
(千円)

(職員人
件費含

む)

拡大・縮小 改善の必要性

⑴ 発行回数 回 4 4 4
H
1
9

715,750 ⑷ 発行部数 部 100,000 125,000 126,500

市内各戸へ
配布してい
る。

⑵
H
2
0

538,750 ⑸

⑶
H
2
1

553,250 ⑹
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

5

)

広
報
戦
略
の
強
化

16

議
会
事
務
局

議会だ
より編
集

市民から選ばれた議員の、議
会での活動や本会議の審議
内容、委員会活動、会派の研
修活動など広く市民に知らせ
ることにより市政への理解や
関心を一層深めてもらうため
議会の広報誌として議会だよ
りを発行している。

議会は市民の代表機関であ
り，全市民の負託をうけてその
存在がある。市民との直接対
話を推進することにより，住民
が求めるニーズは掌握でき
る。その中で，市民生活に必
要な施策でありながら，執行部
の事業執行にないものや実施
計画に予定されていないもの
がある場合は，議会(議員)か
ら執行部に対して事業提案を
行う。ただし，平素から市民が
議会運営に関わっていく市民
参加型のしくみをどうつくって
いくかが大きなポイントであり，
そのために，議会からはあら
ゆる情報を分かりやすく提供
することに取り組む一方で，議
会活動においては，常に，市
民生活に必要な政策を把握し
ていく議員活動を前提に，政
策提案型の議会活動を実現す
る。

市
民
に
と

っ
て
議
会
を
も

っ
と
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
て
い
た
だ

く
た
め
，
定
例
会
，
臨
時
会
に
お
け
る
議
員
活
動
に
関
す
る
情
報
を

提
供
す
る

。

・議案審査の結果
表の掲載
・定例会における
各議員の一般質
問及び答弁の掲
載
・委員会審査の内
容
・行政視察の報告
・行政視察の受入
状況

議会の情報を提供し、
開かれた議会を目指
す。

2,155 5

議会の情報
を発信し，
広く市民に
周知するこ
とは重要で
ある。

3

掲載内容
等さらなる
充実が必
要である。

4

人件費で
あり，コ
スト的に
はその削
減余地
は少な
い。

5

市(議会
事務局)
以外に
実施はし
難い。

5

議会に
関する情
報提供
は全国
共通であ
り，社会
的に認
められた
ニーズで
ある。

5

議会に
関する積
極的な
情報開
示行うこ
とは，市
民から求
められて
いるサー
ビスであ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

継
続

市民にとって
議会を身近な
存在として感じ
ていただくた
め，内容を工
夫し，開かれ
た議会を目指
すため。

無
し

継
続

引き続き分
かりやすく，
理解しやす
い内容とす
る。

有
り

1
3
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

66／66


